
 

令和３年度研究開発評価推進調査委託事業 
 

 

 

 

 

 

令和３年度「文部科学省における研究及

び開発に関する評価指針」の 
活用状況と課題に関する調査・分析 

 
報 告 書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年３月 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本報告書は、文部科学省の研究開発評価推進調査委託事業に

よる委託業務として、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

株式会社が実施した「令和３年度「文部科学省における研究及

び開発に関する評価指針」の活用状況と課題に関する調査・分

析」の成果を取りまとめたものです。 

 

 

 



 

■■■ 目   次 ■■■ 

I． 調査の背景と目的 ........................................................... 1 

II． 調査手法 .................................................................. 2 

１． 検討会における検討 ...................................................... 2 

２． アンケート調査の実施 .................................................... 3 

３． ヒアリング・意見交換等の実施 ............................................ 3 

(1) ヒアリング・意見交換等の実施概要 ....................................... 3 

(2) ヒアリング・意見交換等における調査項目 ................................. 4 

４． 研究開発評価人材育成研修の開催 .......................................... 6 

III． アンケート調査結果 ........................................................ 7 

１． 調査の目的と概要........................................................ 7 

(1) 調査の目的 ............................................................ 7 

(2) 調査の概要 ............................................................ 7 

２． 国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人集計結果 ................... 13 

(1) 総括 ................................................................. 13 

(2) 回答機関の属性........................................................ 15 

(3) 文科省指針の活用状況等 ................................................ 18 

(4) 研究開発課題の評価 .................................................... 24 

(5) 個人業績データベース .................................................. 27 

(6) 研究者個人の業績評価 .................................................. 29 

(7) 教員・研究者の採用 ................................................... 106 

(8) その他 .............................................................. 122 

 

 



 

 

３． 学部等集計結果........................................................ 124 

(1) 総括 ................................................................ 124 

(2) 学部等のプロフィール ................................................. 126 

(3) 研究者個人の業績評価 ................................................. 130 

(4) 教員・研究者の採用 ................................................... 204 

(5) その他 .............................................................. 219 

４． 「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF）等)」に関する分析 .. 221 

(1) 総括 ................................................................ 221 

５． 自由回答（機関＋学部等） .............................................. 253 

IV． ヒアリング・意見交換等の結果 ........................................... 313 

１． ヒアリング・意見交換等結果の分析 ...................................... 313 

(1) 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所の取組や評価との関係

で特徴的な点......................................................... 313 

(2) 東京医科歯科大学の取組や評価との関係で特徴的な点 ..................... 314 

(3) 沖縄科学技術大学院大学（OIST）の取組や評価との関係で特徴的な点 ....... 315 

２． 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所（分子研） ........ 316 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について ................................. 316 

(2) 参考資料 ............................................................ 329 

３． 東京医科歯科大学...................................................... 344 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について ................................. 344 

(2) 参考資料 ............................................................ 351 

４． 沖縄科学技術大学院大学（OIST） ........................................ 374 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について ................................. 374 

(2) 参考資料 ............................................................ 405 



 

 

V． 研究開発評価の効果的・効率的な在り方に関する分析・提言 .................. 421 

１． 評価指針の効果的・効率的な活用の在り方に関する分析・提言 .............. 421 

２． 教員・研究者の研究業績の評価の在り方に関する分析・提言 ................ 422 

VI． 参考資料 ............................................................... 429 

１． アンケート調査依頼状・調査票等 ........................................ 429 

(1) アンケート調査依頼状 ................................................. 430 

(2) ウェブ画面での回答手順書 ............................................. 433 

(3) アンケート調査票（国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人（資金配分機

関以外）用）......................................................... 435 

(4) アンケート調査票（学部等用） ......................................... 463 

(5) アンケート調査票（資金配分機関用） ................................... 490 

(6) 用語等説明書......................................................... 497 

(7) 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（概要） ............... 500 

２． 検討会名簿 ........................................................... 503 

 

  



 

 

 

 



 

i 

■■■ 詳 細 目 次 ■■■ 

I． 調査の背景と目的 ........................................................... 1 

II． 調査手法 .................................................................. 2 

１． 検討会における検討 ...................................................... 2 

２． アンケート調査の実施 .................................................... 3 

３． ヒアリング・意見交換等の実施 ............................................ 3 

(1) ヒアリング・意見交換等の実施概要 ....................................... 3 

(2) ヒアリング・意見交換等における調査項目 ................................. 4 

４． 研究開発評価人材育成研修の開催 .......................................... 6 

III． アンケート調査結果 ........................................................ 7 

１． 調査の目的と概要........................................................ 7 

(1) 調査の目的 ............................................................ 7 

(2) 調査の概要 ............................................................ 7 

a) 調査対象............................................................ 8 

b) 調査期間............................................................ 8 

c) 回答数 ............................................................. 8 

d) 調査項目............................................................ 9 

e) 備考 .............................................................. 12 

２． 国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人集計結果 ................... 13 

(1) 総括 ................................................................. 13 

(2) 回答機関の属性........................................................ 15 

a) 機関の種類【Q2-1】 ................................................. 15 

b) 研究内容の学問別区分【Q2-2】 ....................................... 16 

c) 本務教員数【Q2-3】 ................................................. 17 

(3) 文科省指針の活用状況等 ................................................ 18 

a) 評価指針の認知度【Q3-1】 ........................................... 18 

b) 評価指針の活用状況【Q3-2】 ......................................... 20 



 

ii 

c) 評価指針を活用しない理由【Q3-3】 ................................... 22 

(4) 研究開発課題の評価 .................................................... 24 

a) 研究開発課題の評価の実施状況【Q4-1】 ............................... 24 

b) 研究開発課題の評価について改善の好事例【Q4-2】 ..................... 26 

(5) 個人業績データベース .................................................. 27 

a) 個人業績データベースの構築状況【Q5-1】 ............................. 27 

(6) 研究者個人の業績評価 .................................................. 29 

① 研究者個人の業績評価の方法等の決定単位 ............................... 29 

a) 研究者個人の業績評価の方法等の決定単位【Q7-1】 ..................... 29 

② 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価 ............................... 30 

a) 業績評価の実施状況【Q7-2】 ......................................... 30 

b) 業績評価の実施目的【Q7-3】 ......................................... 31 

c) 現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効だと考えるもの【Q7-4】

 .................................................................. 34 

d) 業績評価における評価項目【Q7-5】 ................................... 36 

e) 業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-6】 ....... 45 

f) 代表的な評価項目・指標【Q7-7】 ..................................... 46 

g) 業績評価の活用状況【Q7-8】 ......................................... 51 

h) 現在の業績評価方法における課題【Q7-9】 ............................. 52 

③ テニュアトラック研究者個人の業績評価 ................................. 56 

a) 「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績

評価の目的や評価方法等における違い【Q7-10】 ........................ 56 

b) 業績評価の実施目的【Q7-11】 ........................................ 57 

c) 現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効だと考えるもの【Q7-12】

 .................................................................. 59 

d) 業績評価における評価項目【Q7-13】 .................................. 62 

e) 業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-14】 ...... 67 

f) 代表的な評価項目・指標【Q7-15】 .................................... 69 

g) 業績評価の活用状況【Q7-16】 ........................................ 74 

h) 現在の業績評価方法における課題【Q7-17】 ............................ 76 

④ 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価 ......... 80 

a) 「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常

勤）の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や

評価方法等における違い【Q7-18】 .................................... 80 



 

iii 

b) 業績評価の実施目的【Q7-19】 ........................................ 81 

c) 現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-20】

 .................................................................. 84 

d) 業績評価における評価項目【Q7-21】 .................................. 87 

e) 業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-22】 ...... 92 

f) 代表的な評価項目・指標【Q7-23】 .................................... 94 

g) 業績評価の活用状況【Q7-24】 ........................................ 99 

h) 現在の業績評価方法における課題【Q7-25】 ........................... 101 

⑤ 「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の

目的や評価方法等における違い ........................................ 105 

a) 「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価

の目的や評価方法等における違い【Q7-26】 ........................... 105 

(7) 教員・研究者の採用 ................................................... 106 

① 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位 ...................... 106 

a) 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位【Q8-1】 ............ 106 

② 若手の教員・研究者 .................................................. 107 

a) 採用審査時に行っている事項【Q8-2】 ................................ 107 

b) 採用する際に、考慮している評価項目【Q8-3】 ........................ 109 

c) 「採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に、参照したもの（複

数回答）【Q8-4】 ................................................... 116 

d) 代表的な評価項目・指標【Q8-5】 .................................... 117 

(8) その他 .............................................................. 122 

a) 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】 ........ 122 

b) 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】 ................ 123 

３． 学部等集計結果........................................................ 124 

(1) 総括 ................................................................ 124 

(2) 学部等のプロフィール ................................................. 126 

a) 機関の種類【Q2-1】 ................................................ 126 

b) 組織の種類【Q6-1】 ................................................ 126 

c) 直接関係する大学院の研究科【Q6-2】 ................................ 127 

d) 学問別分野【Q6-3】 ................................................ 127 

e) 研究内容の専門分野【Q6-4】 ........................................ 128 

f) 専任教員数【Q6-5】 ................................................ 129 



 

iv 

(3) 研究者個人の業績評価 ................................................. 130 

① 研究者個人の業績評価の方法等の決定 .................................. 130 

a) 研究者個人の業績評価の方法等の決定【Q7-1】 ........................ 130 

② 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価 .............................. 131 

a) 業績評価の実施状況【Q7-2】 ........................................ 131 

b) 業績評価の実施目的【Q7-3】 ........................................ 132 

c) 現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-4】

 ................................................................. 134 

d) 業績評価における評価項目【Q7-5】 .................................. 136 

e) 業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-6】 ...... 143 

f) 代表的な評価項目・指標【Q7-7】 .................................... 144 

g) 業績評価の活用状況【Q7-8】 ........................................ 149 

h) 現在の業績評価方法における課題【Q7-9】 ............................ 150 

③ テニュアトラック研究者個人の業績評価 ................................ 154 

a) 「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績

評価の目的や評価方法等における違い【Q7-10】 ....................... 154 

b) 業績評価の実施目的【Q7-11】 ....................................... 155 

c) 現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-12】

 ................................................................. 157 

d) 業績評価における評価項目【Q7-13】 ................................. 160 

e) 業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-14】 ..... 165 

f) 代表的な評価項目・指標【Q7-15】 ................................... 167 

g) 業績評価の活用状況【Q7-16】 ....................................... 172 

h) 現在の業績評価方法における課題【Q7-17】 ........................... 174 

④ 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価 ........ 178 

a) 「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常

勤）の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や

評価方法等における違い【Q7-18】 ................................... 178 

b) 業績評価の実施目的【Q7-19】 ....................................... 179 

c) 現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-20】

 ................................................................. 182 

d) 業績評価における評価項目【Q7-21】 ................................. 185 

e) 業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-22】 ..... 190 

f) 代表的な評価項目・指標【Q7-23】 ................................... 192 

g) 業績評価の活用状況【Q7-24】 ....................................... 197 

h) 現在の業績評価方法における課題【Q7-25】 ........................... 199 



 

v 

⑤ 「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の

目的や評価方法等における違い ........................................ 203 

a) 「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価

の目的や評価方法等における違い【Q7-26】 ........................... 203 

(4) 教員・研究者の採用 ................................................... 204 

① 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位 ...................... 204 

a) 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位【Q8-1】 ............ 204 

② 若手の教員・研究者 .................................................. 205 

a) 若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項【Q8-2】 ............ 205 

b) 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目【Q8-3】 .... 207 

c) 「若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際

に、参照したもの【Q8-4】 .......................................... 213 

d) 【若手の教員・研究者】代表的な評価項目・指標【Q8-5】 .............. 214 

(5) その他 .............................................................. 219 

a) 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】 ........ 219 

b) 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】 ................ 220 

４． 「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF）等)」に関する分析 .. 221 

(1) 総括 ................................................................ 221 

① 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と JIF等の関係性 .. 222 

a) 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、任期なし（常勤）

の研究者個人の業績評価項目における JIF 等の設定について【Q9-2×Q7-5】

 ................................................................. 222 

b) 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、若手の教員・研究

者を採用する際に、考慮している評価項目における JIF等の関係【Q9-2×Q8-3】

 ................................................................. 225 

c) 考察 ............................................................. 227 

② 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、業績評価における JIF等の関

係性 ............................................................... 228 

a) 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、任期なし（常勤）の研究者

個人の業績評価における JIF等の設定について【Q9-3×Q7-5】 ........... 228 

b) 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、若手の教員・研究者を採用

する際に、考慮している評価項目における JIF等の設定について【Q9-3×Q8-3】

 ................................................................. 231 

c) 考察 ............................................................. 233 



 

vi 

③ 業績評価の項目を設定した際に参照したものと業績評価における JIF等設定の関

係性 ............................................................... 234 

a) 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したもの

と業績評価における JIF等設定について【Q7-6×Q7-5】................. 234 

b) 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したもの

と、影響を与えた代表的な評価項目・指標として選択された JIF等の設定につ

いて【Q7-6×Q7-7】 ................................................ 238 

c) 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に

参照したものと、業績評価における JIF等の設定について【Q8-4×Q8-3】 . 242 

d) 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目を

設定する際に参照したもの（評価項目・指標の設に定影響を与えた代表的な評

価項目・指標）について【Q8-4×Q8-5】 .............................. 246 

e) 考察 ............................................................. 249 

④ 業績評価における JIF等設定と評価項目数 .............................. 250 

⑤ JIF等の雑誌単位の定量的指標を業績評価に利用する際の注意点 .......... 251 

５． 自由回答（機関＋学部等） .............................................. 253 

a) 研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研究者で求めら

れる役割の違いに関して工夫している点【Q9-1】 ...................... 253 

b) 数量的指標の利用に関する課題【Q9-4】 .............................. 266 

c) インパクトファクター等重視の傾向がある場合、業績評価において注意されて

いる点【Q9-5】 .................................................... 281 

d) 研究開発評価について感じている課題【Q9-6】 ........................ 292 

e) 評価の見直しを行った際の改善点【Q9-7】 ............................ 305 

IV． ヒアリング・意見交換等の結果 ........................................... 313 

１． ヒアリング・意見交換等結果の分析 ...................................... 313 

(1) 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所の取組や評価との関係

で特徴的な点......................................................... 313 

(2) 東京医科歯科大学の取組や評価との関係で特徴的な点 ..................... 314 

(3) 沖縄科学技術大学院大学（OIST）の取組や評価との関係で特徴的な点 ....... 315 

２． 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所（分子研） ........ 316 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について ................................. 316 

① 教員・研究者の研究業績の評価方法 .................................... 316 



 

vii 

a) 分子研の人員体制 .................................................. 316 

b) 分子研の人事ポリシー .............................................. 318 

c) 採用審査対象の研究者の評価方法 .................................... 319 

d) 任期なし（常勤）の研究者の毎年の評価方法 .......................... 321 

e) PIの研究計画・成果の毎年の評価 ................................... 324 

f) グループに属さない助教の研究計画・成果の毎年の評価 ................ 324 

g) 任期付きの研究者の在職中の評価方法 ................................ 324 

h) 研究領域の研究計画・成果の毎年の評価 .............................. 325 

② 教員・研究者個人の研究業績の評価と研究開発機関／研究開発分野全体の研究力

強化との関係........................................................ 326 

a) 高い人材流動性による分子科学研究コミュニティに対する貢献 .......... 326 

b) 高い人材流動性による機関に対する長所と短所 ........................ 328 

c) 研究者個人の研究業績の評価と研究開発機関の研究力強化の関係 ........ 328 

(2) 参考資料 ............................................................ 329 

① ファクトシート...................................................... 329 

a) 沿革 ............................................................. 329 

b) ミッションと具体的な対応 .......................................... 329 

c) 組織 ............................................................. 331 

② 分子研 人事ポリシー ................................................ 337 

③ 分子研における近年の新たな人事施策 .................................. 337 

a) 特別研究部門の新たな運用 .......................................... 337 

b) 主任研究員制度 .................................................... 338 

c) 若手独立フェロー制度 .............................................. 338 

④ 分子研「自己検証結果報告書」（2020年 8月）（抜粋） ................... 339 

３． 東京医科歯科大学...................................................... 344 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について ................................. 344 

① 教員・研究者の研究業績の評価方法 .................................... 344 

a) 東京医科歯科大学の人員体制 ........................................ 344 

b) 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）の評価方法 .......... 344 

c) テニュアトラック研究者の評価 ...................................... 347 

d) 研究者の研究業績評価結果の活用方法 ................................ 348 

e) 研究者の研究業績評価に係る課題 .................................... 348 

f) 採用審査対象の教員・研究者の評価方法 .............................. 349 

(2) 参考資料 ............................................................ 351 



 

viii 

① ファクトシート...................................................... 351 

a) 設置 ............................................................. 351 

b) 組織 ............................................................. 351 

c) 研究の特色........................................................ 360 

② 「第３期中期目標計画」（2016年 3月 1日文部科学大臣提示）（抜粋） ..... 361 

③ 教員評価制度の概要 .................................................. 364 

④ 教員個人評価に関する規則 ............................................ 366 

⑤ テニュアトラック制度に関する規則 .................................... 370 

４． 沖縄科学技術大学院大学（OIST） ........................................ 374 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について ................................. 374 

① 教員・研究者の研究業績の評価方法 .................................... 374 

a) OISTの特徴 ....................................................... 374 

b) 教員ハンドブック（Faculty Handbook） .............................. 375 

c) 研究資金配分の仕組み .............................................. 375 

d) 採用審査対象の教員の評価方法 ...................................... 376 

e) 任期なし（テニュア付き）のアソシエイト・プロフェッサーの昇進審査

（Promotion Review）方法 .......................................... 382 

f) 任期付き（テニュア無し）の専任教員のテニュア審査（Tenure Review）方法

 ................................................................. 387 

g) 教員の年間業績評価（Faculty Annual Performance Appraisal）の方法 .. 395 

h) 研究ユニット（Research Unit）の評価（Evaluation） ................. 401 

② 教員・研究者個人の研究業績の評価と研究開発機関／研究開発分野全体の研究力

強化との関係........................................................ 403 

a) 大学全体の研究力強化に向けた教員の採用審査 ........................ 403 

(2) 参考資料 ............................................................ 405 

① ファクトシート...................................................... 405 

a) 機関名 ........................................................... 405 

b) 設立年・目的 ...................................................... 405 

c) 日本で比類なき特徴（Unique in Japan） ............................. 405 

d) 基本理念（Guiding Principles） .................................... 407 

e) ビジョン・重視する価値・ミッション（Vision, Values, and Mission） . 407 

f) その他大学の特長 .................................................. 408 

g) 組織 ............................................................. 408 

h) 財務 ............................................................. 413 



 

ix 

② OIST戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030） ............. 414 

a) OIST戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030）の概要 ..... 414 

b) OIST戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030）（一部抜粋） 415 

V． 研究開発評価の効果的・効率的な在り方に関する分析・提言 .................. 421 

１． 評価指針の効果的・効率的な活用の在り方に関する分析・提言 .............. 421 

◆ 評価指針はおおよそ認知されているが、必ずしも活用されていると言えない 421 

◆ 適切に研究成果の質が評価されるよう、評価者・被評価者双方の学習・育成が必

要  ............................................................... 421 

２． 教員・研究者の研究業績の評価の在り方に関する分析・提言 ................ 422 

◆ 研究者の業績評価に当たっては定性的な項目も含めた多様な項目が評価されて

いる ............................................................... 422 

◆ 論文掲載誌の影響度を測る定量的指標である「ジャーナル・インパクトファク

ター等」を研究者の研究業績の評価に使用している研究開発機関等の割合は、平

成 26年度調査時から若干低下し、任期なし（常勤）の研究者に関して全体の 2割

程度である ......................................................... 423 

◆ 研究者の研究業績の評価では研究開発評価を巡る様々な情報に注意を払ってい

ると思われる研究開発機関等が多様な評価項目の一つとして「ジャーナル・イン

パクトファクター等」を評価項目に含めている状況がみられる ............ 423 

◆ 「保健（医学・歯学・薬学）」分野では研究者の研究業績の評価において「ジャー

ナル・インパクトファクター等」が重視される傾向がみられた ............ 424 

◆ 研究者の研究業績の評価における評価項目を設定した際に、研究開発機関等が受

ける評価における評価項目・指標が 2 割程度の割合で参照されている ...... 425 

◆ 「研究者の多様な能力や適性に配慮し、・・・質を重視した評価を行う」ためには、

定量的指標の利用ではなく、場面に応じて重点の置き方を変えるメリハリが一案 

   ............................................................... 425 

◆ 採用に際しては、定性的な判断も重視されていることが確認されたものの、さら

に質を重視して採用を行うには採用を行う方法に検討の余地がある ........ 427 

◆ 研究データの管理・利活用に関する状況の変化に対応 .................... 427 

VI． 参考資料 ............................................................... 429 

１． アンケート調査依頼状・調査票等 ........................................ 429 

(1) アンケート調査依頼状 ................................................. 430 

(2) ウェブ画面での回答手順書 ............................................. 433 



 

x 

(3) アンケート調査票（国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人（資金配分機

関以外）用）......................................................... 435 

(4) アンケート調査票（学部等用） ......................................... 463 

(5) アンケート調査票（資金配分機関用） ................................... 490 

(6) 用語等説明書......................................................... 497 

(7) 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（概要） ............... 500 

２． 検討会名簿 ........................................................... 503 

 

 

 

 



 

1 

I．調査の背景と目的 

 文部科学省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28 年 12 月 21 日内閣総理

大臣決定）
1（以下、「大綱的指針」という。）の改定を受けて改定された「文部科学省にお

ける研究及び開発に関する評価指針」（平成 14 年 6月 20 日（最終改定平成 29 年４月１日）文部科

学大臣決定）
2（以下、「評価指針」という。）に基づき、優れた研究開発が効果的・効率的

に行われることを目指し、文部科学省の所掌に係る研究開発の評価を遂行する上での基

本的な考え方をまとめたガイドラインとして評価指針を活用し、一層実効性の高い研究

開発評価を推進している。 

 現在の評価指針は、第５期科学技術基本計画の策定を受けて大綱的指針が改定された

ことを踏まえ、2017（平成 29）年度に改定されて以来、改定がなされていない状況であ

る。一方、2021（令和 3）年 4月より第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和

3年 3月 26日閣議決定）が開始され、当該計画には、研究データの管理・利活用に関す

る取組について、2022 年までに研究者、プログラム、機関等の評価体系に導入すること

が記載されている。また、国立大学においては、大学改革が進み、2022（令和 4）年度

より、年度評価が廃止され、6年間を通した業績実績を評価することになるなど、評価

指針の最終改定時から研究開発評価の周辺状況は大きく変化しており、現在の研究開発

評価を巡る状況や研究開発評価の実態と課題を把握する必要があると考えられる。 

 本調査では、文部科学省に置かれる施設等機関及び特別の機関、国公私立大学、大学

共同利用機関、資源配分機関を含む独立行政法人及び国立研究開発法人等（以下、「研

究開発機関等」という。）を対象に、アンケート調査及びヒアリング・意見交換等を実

施し、研究開発評価の実務上における評価指針の活用状況や課題等を把握・分析すると

ともに、今後の効果的・効率的な評価指針の活用方策や現行課題の改善方策等について

検討した。 

 また、研究開発機関等の実務担当者等を対象に研究開発評価人材育成研修を行い、研

究開発評価を取り巻く状況や研究開発評価の実態を共有するとともに研究開発評価の

更なる普及を図った。 

 それらの結果を報告書に取りまとめ、文部科学省及び研究開発機関等において今後の

研究開発評価に関する実務・施策の企画立案に資することを目的とした。 

 

 
1 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28 年 12月 21 日内閣総理大臣決定） 

 https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyu/taikou201612.pdf 
2 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成 14年 6月 20 日（最終改定平成 29 年４月

１日）文部科学大臣決定） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/05/02/13144

92_1.pdf 
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II．調査手法 

１．検討会における検討 

本調査に対する助言・協力を得るため、本業務にふさわしい専門家から構成される検討

会「令和３年度『文部科学省における研究及び開発に関する評価指針』の活用状況と課題

に関する調査・分析検討会」（検討会名簿は後掲）を設置し、下記の通り開催した。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況をふまえ、全ての回を Zoomに

よる Web会議で開催した。 

 

【第１回】 

日時：２０２１年１１月１１日（木）１０：００～１２：００ 

場所：Zoomによる Web会議 

議題： 

（１）今年度調査計画について 

（２）アンケート調査について 

 ○研究開発機関等における評価指針の活用状況及び現状の課題等について 

 ○アンケート調査票・集計結果の分析方針、調査対象機関、調査手法について 

（３）研究開発評価人材育成研修企画ワーキンググループの設置について 

 

【第２回】 

日時：２０２１年１２月２１日（火）１０：００～１１：４０ 

場所：Zoomによる Web会議 

議題： 

（１）ヒアリング・意見交換等について 

 

【第３回】 

日時：２０２２年１月２０日（木）１０：００～１２：００ 

場所：Zoomによる Web会議 

議題： 

（１）アンケート調査結果について 

 （２）ヒアリング・意見交換等について 

 

【第４回】 

日時：２０２２年３月２９日（火）１３：３０～１５：４０ 

場所：Zoomによる Web会議 
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議題： 

（１）ヒアリング・意見交換等の結果について 

（２）アンケート調査結果（再集計結果）について 

（３）研究開発評価の効果的・効率的な在り方に関する分析・提言について 

（４）その他報告書について 

 

２．アンケート調査の実施 

研究開発評価の実務上における評価指針の活用状況や課題等を把握・分析するとともに、

今後の効果的・効率的な評価指針の活用方策や現行課題の改善方策等について検討するた

め、研究開発機関等に対してアンケート調査を行った。 

アンケート調査では、研究開発評価の実務上における評価指針の活用状況や課題を尋ね

たと共に、周辺状況の変化を踏まえ、特に「研究者の研究業績の評価」に着目して調査を

行った。具体的には、研究開発課題の評価の実施状況と課題、研究者の個人業績データベー

スの構築状況を尋ねた上で、「研究者の研究業績の評価」に関しては、その目的・活用方法、

具体的な評価項目、課題を調査した他、研究者個人の研究業績の評価のあり方に関する近

年の動向に対する認知状況等を調査した。 

また、ヒアリング・意見交換等の対象とするため、効果的・効率的な研究開発評価の具

体的な事例を抽出した。 

 

３．ヒアリング・意見交換等の実施 

(1) ヒアリング・意見交換等の実施概要 

研究開発評価の実務上における評価指針の活用状況や課題等を把握・分析するとともに、

今後の効果的・効率的な評価指針の活用方策や現行課題の改善方策等について検討するた

め、研究開発機関等に対してヒアリング・意見交換等を行った。 

ヒアリング・意見交換等の対象機関は、アンケート調査結果から、ヒアリング・意見交

換等のテーマとした「研究者の研究業績の評価」に関して特徴的な取組みを実施している

研究開発機関等（またはその内部部局）を抽出することにより、全対象機関のうちの一部

を選定し、一部は、アンケート調査結果が出る前に選定し、合計 3機関（大学 2、大学共同

利用機関 1）に対して、ヒアリング・意見交換等を行った。 

各機関の選定理由や調査目的は下表に記載した通りである。 

ヒアリング・意見交換等は、「令和３年度『文部科学省における研究及び開発に関する評

価指針』の活用状況と課題に関する調査・分析検討会」委員の中から専門性等が合致する

など委員の希望を踏まえて調査員を選定して行った。今年度は、新型コロナウイルス感染
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症（COVID-19）の影響によりオンラインで行った。また、文部科学省が同席した。ヒアリン

グ・意見交換等の結果は、調査員の意見に従い、対象機関に内容の確認を受けて調整の上

で取りまとめた。 

図表 II-1 ヒアリング・意見交換等実施概要 

（敬称略） 

対象機関 ヒアリング実施年月日 担当委員 

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 

分子科学研究所 

2022年 2月 25日（金）

14時～15：30 

林、鈴木、伊

地知、佐々木 

山本 浩史 研究力強化戦略室 副室長／国際・共同研究担当、施設長、教授 

      協奏分子システム研究センター 山本グループ グループリーダー 

亀高 愛  研究力強化戦略室 室長補佐 

〔選定理由／調査目的〕研究分野全体の研究力の強化を使命とする大学共同利用機関

における研究者の研究業績評価方法を調査する 

国立大学法人 東京医科歯科大学 2022 年 3 月 2 日（水）

15時～16：30 

林、栗本、伊

地知、鈴木 

木村 彰方 理事（目標・評価担当） 

清水 重臣 副理事（目標・評価担当） 

霧島 眸 総務部人事企画課 副課長 

大竹 新太郎 総務部人事企画課 人事評価係長 

鳥居 靖憲 統合研究機構研究推進課 課長 

青木 明日加 統合研究機構研究推進課 総務企画係主任 

馬場 英寿 統合研究機構研究推進課 総務企画係主任 

〔選定理由／調査目的〕定量的評価が重視される傾向がある医学系の大学における研

究者の研究業績評価方法を調査する 

沖縄科学技術大学院大学 2022年 3月 10日（木）

13時～15時 

林、佐々木、

栗本、鈴木 

ミリンダ・プロヒッタ（Milind Purohit） 教員担当学監（Dean of Faculty Affairs） 

具志堅 千晶 教員担当学監オフィス 教員評価事務担当 

クーリーきよみ（Kiyomi Cooley） 教員担当学監オフィス 教員採用事務担当 

〔選定理由／調査目的〕日本の通常の大学とは異なる特性を有する大学における研究

者の研究業績評価方法を調査する 

 

(2) ヒアリング・意見交換等における調査項目 

今年度は、アンケート調査の中心的なテーマが「研究者の研究業績の評価」であること

から、ヒアリング・意見交換等のテーマは「研究者の研究業績の評価」とした。具体的な調
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査項目は下記のとおりである。 

図表 II-2 ヒアリング・意見交換等の背景と問題意識 

[背景] 

 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」（平成１４年６月２０日文

部科学大臣決定（最終改定平成２９年４月１日））においては、研究者等の業績評価

の実施に当たり、「評価の目的を明確にするとともに、機関の設置目的等に照らして、

評価時期も含め適切かつ効率的な評価の体制や方法を整備し、評価をその処遇等にお

いて適切に反映するなど、責任をもって実施する」ことが求められているほか、「研

究者の多様な能力や適性に配慮し、・・・質を重視した評価を行う」こととされてい

る。 

[問題意識] 

○研究者個人の研究業績評価と組織や分野全体の研究力強化との関係、例えば、研究

力強化につなげるために研究者個人の研究業績評価をどのように活用するか 

○研究者の多様な能力や適性に配慮し質を重視した評価はどのように実現可能か 

○若手研究者の育成という目的の下、研究者個人の研究業績評価を組織全体の中でど

のように位置付け、制度化すべきか 

図表 II-3 ヒアリング・意見交換等の調査項目 

◆研究者の研究業績の評価について 

[包括的な事項] 

○研究者の研究業績評価を行う目的 

○研究者の研究業績評価結果の活用方法 

・組織や分野全体としての研究力強化と若手育成につながる人材マネジメントを行う

ために、研究者個人の研究業績評価をどのように活用しているか。 

・研究者の研究業績評価を、組織全体の中でどのように構造化／制度化しているか。 

○組織知／チーム力が求められている中、研究チームの研究成果と、研究者個人の研

究業績の評価との連結をどう考えているか、両者間でどう折り合いを付けているか。 

・特に学際的な研究においてはどうか。 

○研究者の研究業績評価を行い良かった点・悪かった点 

○研究者の研究業績評価に関連して感じている課題 

 

【個別具体的な事項】 

○以下のような研究者（がいる場合）の研究業績評価の目的や評価方法等に違いはあ

るか。 

 ・任期なし（常勤）の研究者 
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 ・テニュアトラック研究者 

 ・任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外） 

 ・年俸制の研究者（任期の有無は問わない） 

 ・採用審査対象の研究者 

  ＊特に若手の研究者を採用する際はどうか。 

○研究分野ごとの研究業績評価指標 

 ・特に研究活動の質を評価する際の工夫点 

 ・研究者の研究業績評価指標を設定した際に参照したもの（機関単位の評価指標や

研究開発課題（プロジェクト）単位の評価指標による影響等） 

等 

 

 

４．研究開発評価人材育成研修の開催 

研究開発評価を取り巻く状況や研究開発評価の実態を共有するとともに研究開発評価の

更なる普及を図るため、座学とワークショップを組み合わせた 2 日間の「研究開発評価人

材育成研修」を 2022 年 1月 6日～2022年 1月 7日に 38名を対象として開催した。 
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III．アンケート調査結果 

１．調査の目的と概要 

(1) 調査の目的 

文部科学省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28年 12 月 21日内閣総

理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）の改定を受けて改定した、「文部科学省におけ

る研究及び開発に関する評価指針」（平成 29 年４月１日文部科学大臣決定）（以下、「評価

指針」という。）に基づき、優れた研究開発が効果的・効率的に行われることを目指し、文

部科学省の所掌に係る研究開発の評価を遂行する上での基本的な考え方をまとめたガイド

ラインとして評価指針を活用し、一層実効性の高い研究開発評価を推進しているところで

ある。 

現在の評価指針は、第５期科学技術基本計画の策定を受けて大綱的指針が改定されたこ

とを踏まえ、平成 29 年度に改定されて以来、改定がなされていない状況である。一方、令

和３年 4 月より第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和３年３月 26 日閣議決定）

が開始され、当該計画には、研究データの管理・利活用に関する取組について、2022年ま

でに研究者、プログラム、機関等の評価体系に導入することが記載されている。また、国

立大学においては、大学改革が進み、令和４年度より、年度評価が廃止され、６年間を通

した業績実績を評価することになるなど、評価指針の最終改定時から研究開発評価の周辺

状況は大きく変化しており、現在の研究開発評価を巡る状況や研究開発評価の実態と課題

を把握する必要があると考えられる。 

本調査は、評価指針の活用状況を把握するとともに、課題やニーズを把握し、研究開発

評価の在り方や指針の位置づけ、普及の方針等をより一層改善するための基礎資料を作成

することを目的としている。 

 

(2) 調査の概要 

アンケート協力の依頼状を郵送して、調査票ファイル等はウェブサイトからダウンロー

ドして、ウェブ回答またはメールにて回答ファイルを送付する方法で実施した。調査票は

「国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人（資金配分機関以外）用」、「学部等用」、

「独立行政法人（資金配分機関以外）」の３種類を作成した。 

学部等の調査票は、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」分野の学部等のうち、

研究者個人の業績評価や教員・研究者の採用の方法等を独自に決定している場合に学部等

が直接回答する方式とした。 

実施概要は以下のとおりである。 
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a)調査対象 

国公私立大学、大学共同利用機関、独立行政法人の合計 848 機関を対象に、アンケート

調査を実施した。 
※学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学の学部（大学院の研究科を含む。）、大学附置研

究所、大学附置研究施設（以下、「学部等」と言う。）のうち、総務省「令和３年科学技術研究調査」

（基幹統計）調査票丙【3】の「学問別区分」（学問別区分が２つ以上の項目にわたる場合は、その

うち主なもの）について、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」のいずれかを選択し

た学部等のうち、研究者個人の業績評価や教員・研究者の採用の方法等を独自に決定している場合

には、上記対象機関のうち、該当の学部等も対象とした。 

 

• 国公私立大学 809 機関（国立大学 86 機関、公立大学 98 機関、私立大学 625 機関） 

• 大学共同利用機関 １７ 機関 

• 国立研究開発法人研究機関  8 機関 

• 独立行政法人研究機関  14 機関 

• 合計 848 機関 

 

b)調査期間 

2021年 11月 26日（金）～2022年 1月 31日（月） 

※回答受付を当初予定の１月７日（金）から延長 

 

c)回答数 

有効回答数：機関 377 件、学部等 174件 

 

■機関種類別回答数 

  a)対象機関数 b)有効回答機関数 回答率（b/a） 

大学  809 356 44.0% 

 国立大学 86 69 80.2% 

 公立大学 98 57 58.2% 

 私立大学 625 230 36.8% 

大学共同利用機関 17 10 58.8% 

国立研究開発法人研究機関 8 5 62.5% 

独立行政法人研究機関(※) 14 6 42.9% 

合計 848 377 44.5% 

※国立研究開発法人研究機関を除く。 

 

■学部等種類別回答数 

  有効回答学部等数 

大学  174 

 国立大学 129 

 公立大学    2 

 私立大学 43 
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d)調査項目 

■国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人（資金配分機関以外） 

Q2-1 機関の種類 

Q2-2 研究内容の学問別区分 

Q2-3 本務教員数 

Q3-1 評価指針の認知度 

Q3-2 評価指針の活用状況 

Q3-3 評価指針を活用しない理由 

Q4-1 研究開発課題の評価の実施状況 

Q4-2 研究開発課題の評価について改善の好事例（自由回答） 

Q5-1 個人業績データベースの構築状況 

Q7-1 研究者個人の業績評価の方法等の決定単位 

Q7-2 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の実施状況 

Q7-3 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の実施目的 

Q7-4 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に対して

有効だと考えるもの 

Q7-5 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目 

Q7-6 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際に、参照

したもの 

Q7-7 【任期なし（常勤）の研究者個人】代表的な評価項目・指標 

Q7-8 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の活用状況 

Q7-9 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法における課題 

Q7-10 「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評価

の目的や評価方法等における違い 

Q7-11 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の実施目的 

Q7-12 【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に対して

有効だと考えるもの 

Q7-13 【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目 

Q7-14 【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際に、参照

したもの 

Q7-15 【テニュアトラック研究者個人】代表的な評価項目・指標 

Q7-16 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の活用状況 

Q7-17 【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法における課題 

Q7-18 「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法

等における違い 

Q7-19 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の実施目的 

Q7-20 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価方法に

ついて、導入目的に対して有効だと考えるもの 

Q7-21 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における評価

項目 

Q7-22 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における評価

項目を設定した際に、参照したもの 

Q7-23 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】代表的な評価項目・指

標 

Q7-24 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の活用状況 

Q7-25 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価方法に

おける課題 

Q7-26 「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の目

的や評価方法等における違い 
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Q8-1 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位 

Q8-2 若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項【審査委員会の構成等】 

Q8-3 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目 

Q8-4 「若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に、参

照したもの 

Q8-5 【若手の教員・研究者】代表的な評価項目・指標 

Q9-1 研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研究者で求められる役

割の違いに関して工夫している点（自由回答） 

Q9-2 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況 

Q9-3 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況 

Q9-4 数量的指標の利用に関する課題（自由回答） 

Q9-5 インパクトファクター等重視の傾向がある場合、業績評価において注意されている

点（自由回答） 

Q9-6 研究開発評価について感じている課題（自由回答） 

Q9-7 評価の見直しを行った際の改善点（自由回答） 

 

■独立行政法人（資金配分機関） 

Q2-2 研究内容の学問別区分 

Q3-1 評価指針の認知度 

Q3-2 評価指針の活用状況 

Q3-3 評価指針を活用しない理由 

Q4-1 研究開発課題の評価の実施状況 

Q4-2 研究開発課題の評価について改善の好事例（自由回答） 

Q9-1 研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研究者で求められる役

割の違いに関して工夫している点（自由回答） 

Q9-2 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況 

Q9-3 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況 

Q9-4 数量的指標の利用に関する課題（自由回答） 

Q9-5 インパクトファクター等重視の傾向がある場合、業績評価において注意されている

点（自由回答） 

Q9-6 研究開発評価について感じている課題（自由回答） 

Q9-7 評価の見直しを行った際の改善点（自由回答） 

 

■学部等 

Q2-1 機関の種類 

Q6-1 組織の種類 

Q6-2 直接関係する大学院の研究科 

Q6-3 【回答者】学問分野別区分 

Q6-4 研究内容の専門分野 

Q6-5 現在の専任教員数 

Q7-1 研究者個人の業績評価の方法等の決定単位 

Q7-2 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の実施状況 

Q7-3 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の実施目的 

Q7-4 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に対して

有効だと考えるもの 

Q7-5 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目 

Q7-6 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際に、参照

したもの 

Q7-7 【任期なし（常勤）の研究者個人】代表的な評価項目・指標 

Q7-8 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の活用状況 
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Q7-9 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法における課題 

Q7-10 「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評価

の目的や評価方法等における違い 

Q7-11 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の実施目的 

Q7-12 【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に対して

有効だと考えるもの 

Q7-13 【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目 

Q7-14 【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際に、参照

したもの 

Q7-15 【テニュアトラック研究者個人】代表的な評価項目・指標 

Q7-16 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の活用状況 

Q7-17 【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法における課題 

Q7-18 「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法

等における違い 

Q7-19 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の実施目的 

Q7-20 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価方法に

ついて、導入目的に対して有効だと考えるもの 

Q7-21 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における評価

項目 

Q7-22 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における評価

項目を設定した際に、参照したもの 

Q7-23 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】代表的な評価項目・指

標 

Q7-24 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の活用状況 

Q7-25 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価方法に

おける課題 

Q7-26 「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の目

的や評価方法等における違い 

Q8-1 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位 

Q8-2 若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項【審査委員会の構成等】 

Q8-3 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目 

Q8-4 「若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に、参

照したもの 

Q8-5 【若手の教員・研究者】代表的な評価項目・指標 

Q9-1 研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研究者で求められる役

割の違いに関して工夫している点（自由回答） 

Q9-2 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況 

Q9-3 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況 

Q9-4 数量的指標の利用に関する課題（自由回答） 

Q9-5 インパクトファクター等重視の傾向がある場合、業績評価において注意されている

点（自由回答） 

Q9-6 研究開発評価について感じている課題（自由回答） 

Q9-7 評価の見直しを行った際の改善点（自由回答） 
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e)備考 

回答結果の集計は百分率を採用し、小数点第 2 位を四捨五入しているため、各選択肢の

割合の合計値が 100%にならない場合がある。 

回答結果（%）を分析する際には、回答率と回答数を踏まえて、非標本誤差、標本誤差が

あることに留意して分析している。 

 

特に、回答率が低い私立大学の回答については、過去の調査との比較に留意して分析し

ている。 

雇用形態別（任期なし（常勤）の研究者／テニュアトラック研究者／任期付きの研究者

（テニュアトラック研究者以外））に「業績評価の目的や評価方法等が異なっている」とし

た回答数が十分であるとは言えず、雇用形態別の比較には留意して分析している。 

学部等の学問分野別（理学／工学／保健）の回答数が十分であるとは言えず、学問分野

別の比較には留意して分析している。 

 

一部の調査項目については、過去の調査（平成 26 年度及び平成 28 年度）にも調査を実

施しており、過去の調査結果との比較分析を行っている。比較に当たっては、過去の調査

における調査対象や回答率が異なることに留意して分析している。 

 

（参考：平成 26年度調査） 

【調査対象】 

大学、大学共同利用機関、研究開発型の独立行政法人の、合計 819機関 

【回答率】 

大学、大学共同利用機関：73％ 

研究開発型の独立行政法人：64％ 

 

（参考：平成 28年度調査） 

【調査対象】 

大学、大学共同利用機関、国立研究開発法人研究機関、文部科学省所管独立行政法人研

究機関、その他関連機関の、合計 815 機関 

【回答率】 

大学全体：63.6％ 

 国立大学：91.1％ 

 公立大学：55.7％ 

 私立大学：60.7％ 

国立研究開発法人研究機関、文部科学省所管独立行政法人研究機関、 

その他関連機関：75.9％ 
※大学共同利用機関は、国立大学に含めて集計した。 

 

  



 

13 

２．国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人集計結果 

(1) 総括 

①文科省指針の活用状況等【Q3-2】 

評価指針を「活用していない」割合は全体の 67.4％を占める。平成 28 年度と比べる

と国立大学、公立大学、私立大学いずれも活用割合が低下している。活用していない理

由としては、研究開発評価を実施していないことが主な理由。 

 

②研究開発課題の評価【Q4-1】 

実施率は全体では 43.9％。国立大学（72.4％）と大学共同利用機関（70.0％）は７割

を超えている。本務教員数が「400人以上」の機関では実施率が 76.0％。 

全体の実施率（43.9％）は平成 28年度の「大学等」の実施率（69％）に比べて低下し

ている。 

 

③個人業績データベース【Q5-1】 

個人業績データベースを独自に構築している機関は全体の 42.4％。データベースを構

築していない機関は 25.8％、既存の公開データベースを利用している機関が 22.4％、他

企業などによる個人業績データベースを購入し活用している機関が 9.3％。本務教員規

模が大きくなるほどデータベースを構築または活用している割合が高く、300 人以上の

機関ではデータベースの構築を行っていない機関はほとんどない。 

 

④研究者個人の業績評価【Q7-1】 

実施している割合は全体では 73.7％、国立大学では 98.5％、私立大学では 66.1％が

実施している。全体では研究者個人の業績評価の方法等を決定している単位が「機関全

体」の割合が 61.6％、「学部等」が 10.9％となっている。 

 

（任期無し（常勤）の研究者個人の業績評価）【Q7-5、Q7-8、Q7-9】 

評価項目は、全体では「学会発表・講演」（86.8％）、「競争的資金など外部資金の

獲得数」（82.6％）の割合が高い。「競争的資金など外部資金の獲得数」の割合は、テニ

ュアトラック研究者（50.0％）や任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）

（30.8％）と比しても高い。「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）

等）」は、全体では 21.9％であり、国立大学では 37.3％と割合が比較的高くなっている。 

平成 26年度調査結果と比較すると、「成果の学術的価値」は 32%から 44.3％、「成果

がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値」は 22％から 32.0％に増加しており、指標

化しにくい定性的な評価の割合が増加しているとみられる。 

「挑戦的な課題への取組」は全体で 19.6％、国立大学では 16.9％であるが、独立行政

法人のうち、資金配分機関以外（71.4％）と大学共同利用機関（50％）では高くなって

いる。評価結果は「賞与・一時金・報奨金」（56.6％）、「昇任」（50.7％）、「給与」

（47.5％）、など雇用面で活用されている。 

現在の評価方法は、「研究分野間の比較」（全体の 42.9％）、「教育活動の評価手法

の確立」（同 41.1％）、「評価実施の負荷」（同 37.0％）「間接業務など、目立たない

仕事が評価されにくい」（同 34.2％）、「業績に結び付かない能力や努力が評価できな

い」（同 32.0％）等多くの課題を抱えている。 

 

（テニュアトラック研究者個人の業績評価）【Q7-10、Q7-11、Q7-13、Q7-16】 

業績評価の目的や評価方法等は、「任期なし（常勤）の研究者個人」と「同じ」が全

体の 24.7％、「異なる」は 9.9％、「テニュアトラック研究者が存在しない」が 62.6％。

「異なる」機関の業績評価の実施目的は、「テニュア付与のための判断」（全体の 83.3％）、

「若手研究者の育成」（50.0％）、「研究者個人の研究レベル向上」（62.5％）、「優秀

な研究者の確保・維持」（62.5％）の割合が高い。業績評価における評価項目は、全体
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では「競争的資金など外部資金の獲得数」（50.0％）、「英語の論文・総説」（41.7％）、

「日本語の論文・総説」（41.7％）、「学会発表・講演」（37.5％）、「国際共著論文」

（37.5％）など研究活動に関する項目の割合が高く、管理・運営、教育活動・人材育成、

社会貢献活動などの項目が低くなっている。任期なし（常勤）の評価項目と比べて、管

理・運営、教育活動・人材育成、社会貢献活動の項目が低い。 

業績評価は「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」（全体の 58.3％）、

「採用」（同 25.0％）などに活用されている。 

 

（任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価）【Q7-18、Q7-21、

Q7-24】 

「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ」

が全体の約 6割を占めており、「異なる」割合は 10.7％と低い。 

業績評価における評価項目は、「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」

が全体の 34.6％、評価の活用は「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」

（全体の 46.2％）の割合が最も高くなっている。 

 

⑤教員・研究者の採用【Q8-1、Q8-3】 

審査等の方法を「機関全体」で決定している機関は全体で 74.7％と多いが、国立大学

では「学部等」が 36.2％と全体より高くなっている。 

若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項は、全体では「審査委員会の構成

員に海外の他機関の教員・研究者を含む」（0.3％）や「審査委員会が海外の他機関の教

員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する」（1.7％）の割合が低い。 

若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目は、「日本語の論文・総説」

（全体の 58.0％）、「学会発表・講演」（57.3％）「英語の論文・総説」（53.5％）な

ど研究活動に関する項目が中心となっている。 

国立大学では、特に「競争的資金など外部資金の獲得数」（68.2％）の割合がすべて

の評価項目の中でも最も高い。他にも「国際共著論文」（50％）、「特許・実用新案の出

願・登録・ライセンシング」（45.5％）などの割合が全体より特に高く、「論文掲載誌の

平均引用数（インパクトファクター（IF）等）」（34.1％）も全体（9.4％）と比べて高

い。 

 

⑥その他【Q9-2、Q9-3】 

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知らなかった機関は、全体

の 69％、「研究計量に関するライデン声明」は全体の 75.3％となっている。 
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(2) 回答機関の属性 

a)機関の種類【Q2-1】 

貴機関の種類を選んでください。（１つだけ） 

 

回答機関数の割合は、私立大学が 61.0％を占めている。国立大学（18.3％）、公立大学

（15.1％）を合わせると、大学が 94.4％を占める。 

図表 III-1 機関の種類 

 
 

  

国立大学
18.3%

公立大学
15.1%

私立大学
61.0%

大学共同利用機関
2.7%

独立行政法人のうち、資金配分機関
0.3%

独立行政法人のうち、

資金配分機関以外
2.7%

(n=377)
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b)研究内容の学問別区分【Q2-2】 

貴機関における研究内容の学問別区分について該当するすべてを選んでください。複数の分

野にわたって研究が行われている場合には、関係する分野をそれぞれ選んでください。 

 

学問別区分は、「その他の人文・社会科学」が 56.0％と最も多い。「理学」は 33.2％、「工

学」は 40.8％、保健（医学・歯学・薬学）は 31.6％となっている。 

図表 III-2 研究内容の学問別区分 

 
(注)「その他」の主な回答：芸術、音楽、メディア、社会福祉、地域学、国際教養学、心理学、体育学、

環境、観光文化、水産学、獣医学、時間学 

 

39.8%

28.6%

39.3%

56.0%

33.2%

40.8%

22.3%

31.6%

40.8%

18.3%

44.8%

24.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

文学

法学

経済学

その他の人文・社会科学

理学

工学

農学

保健（医学・歯学・薬学）

保健（その他）

家政学

教育学

その他

(n=377)
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c)本務教員数【Q2-3】 

【大学のみ】本務教員数は、何人ですか。（１つだけ） 

※本設問の対象は、Q2-1 において「国立大学」、「公立大学」、「私立大学」、「大学共同利用

機関」と回答した者のみ。 

 

本務教員数が 49人以下の機関が 20.8％、50～99人が 21.6％を占めている。一方、「400

人以上」の大規模な機関は 18.0％を占めている。 

図表 III-3 本務教員数 

 
  

～49人
20.8%

50～99人
21.6%

100～199人
23.3%

200～299人
12.6%

300～399人
3.7%

400人以上
18.0%

(n=356)
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(3) 文科省指針の活用状況等 

a)評価指針の認知度【Q3-1】 

貴機関では、当該「評価指針」があることを知っていましたか？ 貴機関の状況に近いと思わ

れるものを選択してください。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

全体の評価指針の認知率は 75.4％（「当部指針について、機関内で広く共有されている」

5.6％＋「当該評価指針について、当部署は知っているが、機関内で広く共有はされていな

い」69.8％）となっている。 

国立大学と大学共同利用機関の認知率は９割以上と高く、公立大学と私立大学では７割

程度と相対的に低くなっている。 

平成 28 年度調査の回答と比較すると、「当該指針について、機関内で広く共有されてい

る」回答割合が減少しており、国立大学では 32.9％から 10.1％に減少した。 

図表 III-4 評価指針の認知状況（機関の種別） 

 

図表 III-5 （参考）平成 28 年度調査「評価指針の認知状況（機関の種別）」 

 
 

  

24.7%

5.8%

31.6%

29.1%

10.0%

30.0%

69.8%

84.1%

64.9%

67.0%

80.0%

100.0%

50.0%

5.6%

10.1%

3.5%

3.9%

10.0%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

3
7
7
)

(n
=

6
9
)

(n
=

5
7
)

(n
=

2
3
0
)

(n
=

1
0
)

(n
=

1
)

(n
=

1
0
)

当該評価指針の存在を知らなかった

当該評価指針について、当部署は知っているが、機関内で広く共有はされていない

当部指針について、機関内で広く共有されている

9.1%

9.8%

34.7%

27.6%

31.8%

57.3%

42.9%

55.3%

59.1%

32.9%

18.4%

9.8%

4.1%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究開発法人等

国立大学

公立大学

私立大学

(n
=

2
2

)
(n

=
8
2

)
(n

=
4
9

)
(n

=
3
6

9
)

当該評価指針の存在を知らなかった
当該評価指針について、当部署は知っているが、機関内で広く共有はされていない
当該評価指針について、機関内で広く共有されている
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◼ 本務教員数規模別 

本務教員数規模別にみると、規模が大きい機関ほど評価指針の認知率が高い傾向がみら

れ、「400人以上」の機関は認知率が 85.9％（10.9％＋75.0％）と最も高くなっている。 

図表 III-6 評価指針の認知状況（本務教員数規模別） 

 
 

 

24.7%

29.7%

29.9%

25.3%

24.4%

23.1%

14.1%

69.8%

67.6%

66.2%

72.3%

71.1%

61.5%

75.0%

5.6%

2.7%

3.9%

2.4%

4.4%

15.4%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

～49人

50～99人

100～199人

200～299人

300～399人

400人以上

(n
=

3
5
6
)

(n
=

7
4
)

(n
=

7
7
)

(n
=

8
3
)

(n
=

4
5
)

(n
=

1
3
)

(n
=

6
4
)

当該評価指針の存在を知らなかった

当該評価指針について、当部署は知っているが、機関内で広く共有はされていない

当部指針について、機関内で広く共有されている
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b)評価指針の活用状況【Q3-2】 

貴機関では、当該「評価指針」を活用していますか。あてはまるものを選択してください。（複

数回答） 

 

◼ 機関の種別 

当該「評価指針」を「活用していない」割合は全体の 67.4％で最も高く、特に公立大学

（71.9％）と私立大学（75.2％）では高くなっている。 

国立大学では「用語等の使い方を確認する上での参考資料として活用している」（27.5％）

が「活用していない」（40.6％）の次に多い。「研究開発課題の評価をする際に活用してい

る」と「教員・研究者等の業績評価をする際に活用している」はともに 21.7％となってお

り、その次に多い。 

平成 28年度調査結果と比較すると、「活用していない」割合は全体が 54.2％から 67.4％

に増加しており、国立大学についても増加している（29.3％→40.6％）。 

図表 III-7 評価指針の活用状況（機関の種別） 

 
 

  

2.7%

7.4%

9.3%

19.4%

3.4%

67.4%

1.4%

21.7%

21.7%

27.5%

7.2%

40.6%

3.5%

3.5%

3.5%

19.3%

1.8%

71.9%

1.3%

2.6%

6.5%

17.0%

2.2%

75.2%

10.0%

10.0%

10.0%

30.0%

10.0%

50.0%
100.0%

30.0%

40.0%

20.0%

10.0%

10.0%

60.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究開発機関等の評価をする際に活用している

研究開発課題の評価をする際に活用している

教員・研究者等の業績評価をする際に活用している

用語等の使い方を確認する上での参考資料として活用

している

その他の面で活用している

活用していない

(n=377) 合計 (n=69) 国立大学

(n=57) 公立大学 (n=230) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=1) 独立行政法人のうち、資金配分機関

(n=10) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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図表 III-8 （参考）平成 28 年度調査「評価指針の活用状況（機関の種別）」 

 
 

◼ 本務教員数規模別 

本務教員数規模別でみると、大規模な機関では比較的「評価指針」を活用している傾向

がみられる。「400人以上」の機関では「研究開発課題の評価をする際に活用している」割

合が 18.8％、「教員・研究者等の業績評価をする際に活用している」割合が 12.5％となっ

ており、全体に対して高い 

図表 III-9 評価指針の活用状況（本務教員数規模別） 

 

6.8%

9.0%

10.3%

30.8%

7.8%

54.2%

31.8%

36.4%

9.1%

18.2%

13.6%

40.9%

13.4%

23.2%

25.6%

35.4%

12.2%

29.3%

6.7%

6.7%

4.4%

26.7%

11.1%

62.2%

3.6%

4.1%

7.4%

31.1%

5.9%

60.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究開発機関等の評価をする際に活用している

研究開発課題の評価をする際に活用している

教員・研究者等の業績評価をする際に活用している

用語等の使い方を確認する上での参考資料として活

用している

その他の面で活用している

活用していない

(n=338) 全体 (n=22) 研究開発法人等 (n=82) 国立大学 (n=45) 公立大学 (n=338) 私立大学

2.7%

7.4%

9.3%

19.4%

3.4%

67.4%

1.4%

2.7%

13.5%

1.4%

81.1%

1.3%

2.6%

11.7%

15.6%

3.9%

68.8%

1.2%

3.6%

14.5%

2.4%

78.3%

4.4%

8.9%

15.6%

26.7%

2.2%

62.2%

7.7%

30.8%

23.1%

15.4%

7.7%

38.5%

1.6%

18.8%

12.5%

32.8%

4.7%

48.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究開発機関等の評価をする際に活用している

研究開発課題の評価をする際に活用している

教員・研究者等の業績評価をする際に活用している

用語等の使い方を確認する上での参考資料として活用

している

その他の面で活用している

活用していない

(n=356) 合計 (n=74)  ～49人 (n=77) 50～99人 (n=83) 100～199人
(n=45) 200～299人 (n=13) 300～399人 (n=64) 400人以上
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c)評価指針を活用しない理由【Q3-3】 

活用していない理由について、あてはまるものを選択してください。（複数回答） 

 

◼ 機関の種別 

全体では「当機関では、研究開発評価を実施していない」が半数を占めているが、その

うち私立大学では 58.4％と比較的高くなっている。また、「「評価指針」とは別に、自機関

で評価指針を設定している」と回答した割合が 16.9%と相対的に高い。 

 

平成 28 年度調査結果と比較すると、「「評価指針」を読んだことがない」割合は 26.3％

から 15.0％に減少した。 

図表 III-10 評価指針を活用しない理由（機関の種別） 

 
(注）「その他」の主な回答： 

文学（法律学）単価大学であり評価指針は実態に合わない／第三者評価（法人評価）、認証評価など

国立大学法人関係法令に基づく評価で対応している／教員活動評価の実施において，受託研究や共

同研究等の実績を踏まえた研究評価を実施している／本学で実施している研究開発の評価は限定的

であるため、当該評価指針の一部は活用できていない／中小規模大学にとって本指針はハードルが

高い／評価について検討中のため／教員個人の研究業績評価は独自の業績データベースを構築して

毎年実施しているが、「評価指針」に示されているような研究開発評価は実施していない 

  

51.6%

15.0%

13.4%

2.0%

3.9%

16.9%

0.4%

9.1%

5.5%

39.3%

7.1%

14.3%

7.1%

32.1%

17.9%

39.0%

26.8%

7.3%

24.4%

2.4%

2.4%

9.8%

58.4%

12.7%

13.3%

2.9%

4.6%

13.3%

12.1%

1.7%

20.0%

40.0%

20.0%

20.0%

100.0%

100.0%

33.3%

33.3%

33.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当機関では、研究開発評価を実施していない

「評価指針」を読んだことがない

「評価指針」は、当機関で実施している評価に

即しておらずあまり参考にならない

「評価指針」の表現（用語、文章等）が分かり

にくい

「評価指針」の全体構成（段落、内容の流れ

等）が不明瞭で、当機関に関連する部分がわか

りにくい

「評価指針」とは別に、自機関で評価指針を設

定している

国の研究開発評価に関する大綱的指針又は文部

科学省以外の府省が策定した評価指針等を主に

参考にしている

当機関では、国費を用いた研究開発を実施して

いない

その他

(n=254) 合計 (n=28) 国立大学

(n=41) 公立大学 (n=173) 私立大学

(n=5) 大学共同利用機関 (n=1) 独立行政法人のうち、資金配分機関

(n=6) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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図表 III-11（参考）平成 28 年度調査「評価指針を活用しない理由（全体）」 

 
 

  

45.0%

26.3%

16.0%

8.4%

8.0%

14.9%

0.4%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

当機関では、研究開発評価を実施していない

「評価指針」を読んだことがない

「評価指針」は、当機関で実施している評価に即

しておらずあまり参考にならない

「評価指針」の表現（用語、文章等）が分かりに

くい

「評価指針」の全体構成（段落、内容の流れ等）

が不明瞭で、当機関に関連する部分がわかりにく

い

「評価指針」とは別に、自機関で評価制度を設定

している

文部科学省以外の府省が策定した「評価指針」を

主に参考にしている

その他

（n=262）
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(4) 研究開発課題の評価 

a)研究開発課題の評価の実施状況【Q4-1】 

貴機関が主体的に実施している研究開発課題（機関内ファンド、資金配分機関においては取り

扱っている研究開発課題 等）の評価を実施していますか。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

研究開発課題の評価実施率は全体では 43.9％であるが、国立大学（72.4％）と大学共同

利用機関（70.0％）は７割を超えている。 

平成 28 年度調査結果では、「大学等」の実施率が 69％、「大学等以外」は 53％であり、

全体として実施率は低下しているとみられる。 

図表 III-12 研究開発課題の評価の実施状況（機関の種別） 

 

図表 III-13 （参考）平成 28 年度調査「研究開発評価の実施状況（全体）」 

 
(出典)平成 28 年度調査報告書の P37「 図 3-13 研究開発評価の実施状況（全体）」より「7 .課題評価・

内部資金によるもの・評価実施・大学等」「8 .課題評価・内部資金によるもの・評価実施・大学等

以外」を抜粋。 
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56.1%

27.6%

63.4%

69.8%

30.0%

37.5%
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国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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◼ 本務教員数規模別 

本務教員数規模が大きい機関ほど課題評価の実施率が高い傾向がみられ、「49 人以下」

では研究開発課題評価の実施率が 21.1％と低い。 

「200～299人」の機関と「300～399人」の機関との間で研究開発課題評価の実施率が大

きく変化し、「300～399人」の機関では 81.8％、「400人以上」の機関では 76.0％と実施率

が高い。 

図表 III-14 研究開発課題の評価の実施状況（本務教員数規模別） 
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b)研究開発課題の評価について改善の好事例【Q4-2】 

貴機関内の研究開発課題の評価について改善の好事例などがもしあれば、どのような改善を

したか、具体的に記載ください。（自由回答） 

 

【国立大学】 

• 研究費の一部について、学内の教員に対して公募で配分しており、執行完了後に提出さ

れる実績報告の内容を次年度の配分時における審査等に活用することを検討している。 

• 評価を実施し、インセンティブ経費を配分することで，採択課題間の競争環境が醸成さ

れたり、採択を目指す研究グループ等の活動活性化に寄与できている。 

• 学内予算を効率的に利用し、重点領域研究プロジェクトの推進からイノベーションに

繋がる研究活動を支援する方策として、平成 29年度から戦略重点経費（研究戦略経費）

を各重点領域研究プロジェクトを推進する具体的研究テーマを公募し、選考の上、配分

する制度を設けている。 採択研究テーマの選定に際し、研究戦略の観点から学長が大

学研究委員会に諮問できることとし、第 3 期の具体的研究戦略を策定してきた大学研

究委員会が研究テーマの選定に関わることで採択から事後評価までの一連のサイクル

が確立され、全学の研究戦略に即した研究費配分の制度化が図られている。 

• アウトプット（成果）を重視した評価を行っている。 

• 2022年度より、学内外・国内外のトップ研究者による「統合研究評価会議（仮称）」を

設置し、本学における重点研究領域を含めた研究の方向性や研究成果等について、評

価・助言を行う体制を整備する予定である。 

• 本学において重点分野として推進している研究プロジェクトの実績評価に際し、従来

は自己点検・自己評価に重点を置いた評価方法であったが、「文部科学省における研究

及び開発に関する評価指針」の内容に通じる評価基準を設定し、より多面的な評価を実

施することができた。 

• 大学教員業績評価における研究領域の平均水準を組織（分野）ごとに明示している。 

 

【公立大学】 

• クラスター研究に関して、地域連携センターが評価している。 

 

【私立大学】 

• 本学では外部資金等を獲得するための準備的研究課題を評価し、高評価を得たものに

は、奨励金を支給している。結果として、ここで支給を受けた多くの研究がその後、科

研費等に採択されている。 

• 応募型の共同研究として、プロジェクトの募集、研究課程、研究報告を受け、外部に評

価を依頼する等したうえで、学術研究センター運営委員会で内容を審議している。 

• 科学研究費の獲得や採択率が全国平均の半分程度に低迷していた。「希望者の申請書類

を学内経験者で添削する制度」を立上げ、地道に申請書の改定を行ったところ全国平均

に改善した。 

• 1.教育開発改善経費…学内公募による研究助成制度 2.教育職員の職務評価を令和２

年度に導入し、教員の半数での施行を完了し、令和４年度より評価を行う。 

• 科研費等の外部資金を多く獲得した研究者への表彰制度を設けている。 

 

【独立行政法人のうち、資金配分機関以外】 

• 超スマート社会（Society 5.0）に貢献するべく、中長期計画期間の途中から次の 2つ

のプロジェクトを開始しており、当該プロジェクトでは、毎年、外部有識者による厳し

いピアレビューを受け、研究計画や研究体制の見直し等に反映している。 （１）研究

開発プロジェクト（2018年度から実施） 直近では、2020年度：3領域・18課題 から 

2021年度：2領域・14課題 に体制等を見直し （２）基礎基盤研究プロジェクト（2020

年度から実施） 直近では、2020年度：7課題 2021年度：7課題 と課題数は変わらな

いが、 1課題をチーム型へ拡充など、今後の研究計画に反映 
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(5) 個人業績データベース 

a)個人業績データベースの構築状況【Q5-1】 

貴機関では所属する研究者の個人業績データベースを構築されていますか。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

個人業績データベースを独自に構築している機関は 42.4％（「独自のデータベースを構

築している（他データベースと連携している）」（22.9％）＋「独自のデータベースを構築

している（他データベースと連携していない）」（19.5％）、データベースを構築していない

機関は 25.8％（「データベースの構築は行っていないが、今後構築を検討する」（15.7％）

＋「データベースの構築は行っていないし、今後構築を検討する予定もない」（10.1％）と

なっている。 

国立大学及び独立行政法人のうち、資金配分機関以外は「独自のデータベースを構築し

ている（他データベースと連携している）」が 5割を超えている。 

図表 III-15 個人業績データベースの構築状況（機関の種別）  

 
(注）「他企業などによる個人業績データベースを購入し活用している」を選択した者の具体的な内容： 

DB-Spiral（株式会社 SRA 西日本）／株式会社エデュース「研究業績プロ」／企業が作成したパッ

ケージを購入（業務委託）／日立情報通信エンジニアリング製「研究者情報管理システム」／富士

通 Ufinity を利用(research map と連携している)／教員業績管理システム／株式会社メディアフ

ュージョン MF 教員業績管理システム／パッケージソフト「大学情報データシステム」を購入し、

本学用にカスタマイズして活用 
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私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

3
7
5
)

(n
=

6
9
)

(n
=

5
7
)

(n
=

2
3
0
)

(n
=

1
0
)

(n
=

9
)

独自のデータベースを構築している（他データベースと連携している）

独自のデータベースを構築している（他データベースと連携していない）

既存の公開データベースを利用している（ex：researchmap等）

他企業などによる個人業績データベースを購入し活用している

データベースの構築は行っていないが、今後構築を検討する

データベースの構築は行っていないし、今後構築を検討する予定もない
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◼ 本務教員数規模別 

本務教員規模別にみると、規模が大きくなるほどデータベースを構築または活用してい

る割合が高い傾向がみられ、300 人以上の機関ではデータベースの構築を行っていない機

関はほとんどない。 

図表 III-16 個人業績データベースの構築状況（本務教員数規模別） 

 
 

  

22.9%

5.4%

5.2%

15.7%

40.0%

46.2%

53.1%

19.5%

13.5%

24.7%

27.7%

24.4%

23.1%

9.4%

22.4%

29.7%

26.0%

24.1%

4.4%

7.7%

15.6%

9.3%

2.7%

2.6%

12.0%

15.6%

23.1%

17.2%

15.7%

27.0%

29.9%

12.0%

11.1%

1.6%

10.1%

21.6%

11.7%

8.4%

4.4%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

～49人

50～99人

100～199人

200～299人

300～399人

400人以上

(n
=

3
5
6
)

(n
=

7
4

)
(n

=
7
7
)

(n
=

8
3
)

(n
=

4
5
)

(n
=

1
3
)

(n
=

6
4
)

独自のデータベースを構築している（他データベースと連携している）

独自のデータベースを構築している（他データベースと連携していない）

既存の公開データベースを利用している（ex：researchmap等）

他企業などによる個人業績データベースを購入し活用している

データベースの構築は行っていないが、今後構築を検討する

データベースの構築は行っていないし、今後構築を検討する予定もない
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(6) 研究者個人の業績評価 

①研究者個人の業績評価の方法等の決定単位 

a)研究者個人の業績評価の方法等の決定単位【Q7-1】 

研究者個人の業績評価の方法等について、貴機関内のどの単位で決定されていますか。 

 

◼ 機関の種別 

研究者個人の業績評価を実施している割合は、全体では 73.7％（全体から実施していな

い割合（24.3％）を差し引いた割合）となっており、国立大学では 98.5％が実施している。

一方、私立大学では実施してない割合が 33.9％と比較的高くなっている。 

「機関全体」単位で研究者個人の業績評価の方法等を決定している割合は、全体では

61.6％、国立大学、公立大学及び独立行政法人のうち、資金配分機関以外では８割弱と相

対的に高くなっている。また、大学共同利用機関では研究者個人の業績評価の方法等を「機

関全体」単位で決定している割合が 50.0%と相対的に低い。 

図表 III-17 研究者個人の業績評価の方法等の決定単位（機関の種別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

学科／評価会議／法人本部及び機関／部署ごと／研究基盤国際センター／全学に共通する評価基準

の中で，各学部等の特色を反映した評価基準を設定／機関全体での共通評価項目及び学系ごとの評

価の合算 

  

61.6%

78.3%

77.2%

52.6%

50.0%

77.8%

10.9%

13.0%

3.5%

13.0%

3.2%

7.2%

3.5%

0.4%

30.0%

11.1%

24.3%

1.4%

15.8%

33.9%

20.0%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

3
7
5
)

(n
=

6
9
)

(n
=

5
7
)

(n
=

2
3
0
)

(n
=

1
0
)

(n
=

9
)

機関全体 【大学のみ】学部等 その他 研究者個人の業績評価を実施していない
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②任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価 

a)業績評価の実施状況【Q7-2】 

貴機関・学部等では任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価を実施していますか。 

 

◼ 機関の種別 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価は、「機関全体」または「その他」の単位で評

価を実施している機関の約 9割が実施しており、国立大学および大学共同利用機関では 10

割となっている。 

図表 III-18 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の実施状況（機関の種別） 

 
(注)％は、研究者個人の業績評価の方法等の決定単位について、「機関全体」または「その他」と回答

した機関を 100％として計算した割合 

 

  

90.1%

100.0%

82.6%

87.7%

100.0%

87.5%

9.9%

17.4%

12.3%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

2
4
3
)

(n
=

5
9
)

(n
=

4
6
)

(n
=

1
2
2
)

(n
=

8
)

(n
=

8
)

実施している 実施していない
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b)業績評価の実施目的【Q7-3】 

貴機関・学部等が業績評価を実施するのは、どのような目的ですか。（複数回答） 

 

◼ 機関の種別 

研究者個人の業績評価を実施する目的は、全体では「研究者個人の研究レベル向上」

（84.0％）、「研究者個人の教育レベル向上」（75.8％）、「研究者の自己点検による省察」

（74.4％）、「給与・昇進への反映」（68.8％）が多い。 

国立大学は全般的に割合が高くなっているが、「給与・昇進への反映」（86.4％）、「社会

に対する説明責任」（47.5％）、「評価制度導入の政策的要請への対応」（47.5％）は全体と

比べて特に割合が高くなっている。 

平成 26 年度調査結果と比較すると、概ね同程度の割合となっているが、「研究者個人の

教育レベル向上」は 90.0％（任期無し教員（月給制））から 75.8％（全体）、「研究者個人

と組織の目標の連動」は 44.0％（任期無し教員（月給制））から 29.7％（全体）、「社会に

対する説明責任」は 44.0％（任期無し教員（月給制））から 25.6％（全体）に減少してい

る。 

 

図表 III-19 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の実施目的（機関の種別） 

74.4%

84.0%

75.8%

56.6%

60.7%

51.1%

11.9%

81.4%

91.5%

89.8%

66.1%

71.2%

52.5%

10.2%

76.3%

84.2%

78.9%

52.6%

63.2%

50.0%

10.5%

72.0%

81.3%

74.8%

54.2%

56.1%

52.3%

9.3%

50.0%

75.0%

25.0%

37.5%

50.0%

25.0%

50.0%

71.4%

71.4%

14.3%

57.1%

42.9%

57.1%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のた

めの資料収集

研究者の業務負荷の平準化

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)「その他」の主な回答： 

教職員の意識改革／法人全体の教育研究力の強化と発展／個人研究費の配分算定／エクセレント・

ファカルティーとして表彰 

  

23.7%

24.7%

29.7%

25.6%

22.4%

26.9%

68.0%

4.6%

27.1%

30.5%

37.3%

47.5%

47.5%

40.7%

86.4%

3.4%

10.5%

18.4%

26.3%

18.4%

10.5%

18.4%

55.3%

7.9%

21.5%

23.4%

22.4%

18.7%

14.0%

22.4%

60.7%

3.7%

50.0%

37.5%

25.0%

12.5%

75.0%

12.5%

71.4%

57.1%

85.7%

14.3%

42.9%

85.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明確化

（教育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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図表 III-20（参考）平成 26 年度調査「個人業績評価導入の目的」 

 
 

  

86.0%

89.0%

90.0%

57.0%

74.0%

48.0%

18.0%

34.0%

35.0%

44.0%

3.0%

44.0%

30.0%

35.0%

5.0%

78.0%

80.0%

82.0%

55.0%

65.0%

43.0%

10.0%

33.0%

35.0%

39.0%

6.0%

43.0%

35.0%

37.0%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教員の自己点検による意識改革

教員個人の研究レベル向上

教員個人の教育レベル向上

教員個人の外部資金獲得の推進

教員個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善のための資料収集

教員の業務負荷の平準化

教員の公平性、納得感の向上

教員個人に期待される職務内容の明確化

教員個人と組織の目標の連動

教員の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な教員の確保・維持

その他

任期なし教員(月給制) (n=262) 任期なし教員(年棒制) (n=51)
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c)現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効だと考えるもの【Q7-4】 

現在の、貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。有

効とお考えのものをお答えください。Q7-3 で回答した選択肢の中から選択ください。（複数

回答） 

※Q7-3で回答した選択肢の中から選択。 

 

◼ 機関の種別 

研究者個人の業績評価の導入目的として有効と考えるものは、全体では「研究者個人の

研究レベル向上」（70.3％）、「研究者の自己点検による省察」（68.9％）が 7 割以上となっ

ている。 

業績評価の実施目的の割合と比較すると、「研究者個人の研究レベル向上」を業績評価の

実施目的とする割合（全体 84.0％、国立大学 91.5％）に比べて、導入目的として有効と考

える割合（全体 70.3％、国立大学 72.9％）は低くなっている。 

国立大学では「給与・昇進への反映」が 84.7％と最も高く、業績評価の実施目的の割合

（86.4％）とほぼ同じ程度となっている。 

図表 III-21 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的

に対して有効だと考えるもの（機関の種別） 

68.9%

70.3%

62.6%

47.0%

51.1%

46.6%

8.2%

79.7%

72.9%

71.2%

55.9%

61.0%

49.2%

6.8%

73.7%

73.7%

68.4%

47.4%

55.3%

47.4%

5.3%

62.6%

68.2%

61.7%

42.1%

44.9%

45.8%

7.5%

50.0%

62.5%

25.0%

37.5%

50.0%

25.0%

25.0%

71.4%

71.4%

14.3%

57.1%

42.9%

57.1%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含

む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)％は任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価を実施している機関を 100％として計算 

「その他」の主な回答：教職員の意識改革／個人研究費の配分算定／大学の諸活動の向上と活性化

／エクセレント・ファカルティーとして表彰 

 

  

19.6%

22.4%

24.2%

20.5%

20.5%

21.5%

62.6%

3.7%

0.5%

23.7%

25.4%

30.5%

42.4%

45.8%

37.3%

84.7%

1.7%

7.9%

13.2%

23.7%

13.2%

10.5%

52.6%

7.9%

17.8%

23.4%

16.8%

13.1%

12.1%

14.0%

51.4%

3.7%

25.0%

25.0%

12.5%

12.5%

75.0%

12.5%

71.4%

57.1%

85.7%

14.3%

42.9%

85.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明確化（教

育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

無回答

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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d)業績評価における評価項目【Q7-5】 

貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複数回

答） 

 

◼ 機関の種別 

＜機関全体＞ 

研究活動に関する業績評価における評価項目は、全体では「学会発表・講演」（86.8％）、

「競争的資金など外部資金の獲得数」（82.6％）が 8 割以上となっており、「英語の論文・

総説」「日本語の論文・総説」（ともに 79.5％）、「専門書籍の編集、執筆」（78.5％）なども

割合が高くなっている。一方、「オルトメトリクス（論文の SNSやニュースでの取り上げ回

数など）」（4.6％）、「分野補正された引用指数（FWCI 等）」（5.0％）、「h-index」（5.0％）、

「プレプリント」（5.5％）、「ノウハウの創出」（7.8％）、「研究データの管理・公開・共有・

利活用」（8.7％）は割合が低い。 

研究活動以外の項目をみると、全体では「学外の審議会・委員会」（81.7％）、「役職（学

部長、学科長、内部委員等）」（75.8％）、「講義・演習担当数」（74.0％）、「アウトリーチ活

動（公開講座等）」（70.8％）が 7割を超えている。 

 

＜国立大学＞ 

国立大学は、「学会発表・講演」、「競争的資金など外部資金の獲得数」、「英語の論文・総

説」「日本語の論文・総説」、「専門書籍の編集、執筆」に加えて、「外部からの賞・表彰」

（88.1％）、「学会活動（役職等）」（76.3％）、「特許・実用新案の出願・登録・ライセンシン

グ」（76.3％）、「国際共著論文」(76.3％)が 7割以上と高くなっている。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）」は、全体では 21.9％であ

るが、国立大学では 37.3％と割合が比較的高くなっている。同様に「被引用数の高い論文

（トップ〇％論文等）」も国立大学の割合（32.2％）は全体（13.2％）より高い。 

また、研究活動に加えて、管理・運営、教育活動・人材育成、社会貢献活動、その他の

全ての活動について、多くの評価項目において国立大学の割合は全体より高くなっており、

他の機関に比べて多様な評価項目が設定されている。 

 

＜特筆課題＞ 

評価指針で特筆課題とされた「挑戦的な課題への取組」は全体で 19.6％、国立大学では

16.9％であるが、独立行政法人のうち、資金配分機関以外は 57.1％、大学共同利用機関は

50％と比較的高くなっている。「学際・融合領域・領域間連携研究への取組」は全体で 18.7％、

国立大学は 16.9％である一方、独立行政法人のうち、資金配分機関以外は 71.4％となって

いる。また、「若手研究者の育成」については、全体では 12.8％、国立大学は 10.2％であ

るが、独立行政法人のうち、資金配分機関以外は 57.1％、大学共同利用機関は 37.5％とな

っており、独立行政法人のうち、資金配分機関以外及び大学共同利用機関の２つの回答グ

ループでは割合が高くなっている。 

 

＜時系列変化＞ 

平成 26 年度調査結果3と比較すると、「成果の学術的価値」は 32%から 44.3％、「成果が

もたらす社会・経済・文化的な効果の価値」は 22％から 32.0％に増加しており、指標化し

にくい定性的な評価を実施する割合が増加しているとみられる。 

一方、それ以外の定量的指標については、「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファク

ター（IF）等）」が全体では 30％から 21.9%、国立大学では 45％から 37.3％、「論文・総説

の被引用」は全体では 15％から 15.5%、国立大学では 32％から 23.7％と、若干減少してい

る。 

  

 
3 平成 26 年度調査の数値は、任期無し（常勤）に限定したものではない。 
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図表 III-22【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目（機関の種別） 

  

44.3%

32.0%

21.9%

19.6%

18.7%

79.5%

79.5%

51.6%

29.2%

15.5%

5.0%

13.2%

21.9%

5.0%

45.8%

32.2%

39.0%

16.9%

16.9%

89.8%

89.8%

76.3%

40.7%

23.7%

10.2%

32.2%

37.3%

8.5%

42.1%

28.9%

21.1%

23.7%

23.7%

73.7%

73.7%

50.0%

34.2%

7.9%

2.6%

5.3%

18.4%

2.6%

40.2%

28.0%

8.4%

15.0%

15.0%

73.8%

77.6%

38.3%

21.5%

12.1%

2.8%

2.8%

14.0%

2.8%

75.0%

50.0%

50.0%

50.0%

12.5%

87.5%

50.0%

50.0%

25.0%

25.0%

12.5%

50.0%

25.0%

12.5%

71.4%

85.7%

57.1%

57.1%

71.4%

100.0%

85.7%

57.1%

28.6%

28.6%

14.3%

28.6%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

作品制作数／製作，演出，スポーツ等の特殊技能など／翻訳／研究ワークショップ等の開催，査読業

務等／附属学校園への研究活動の支援／プロジェクトの遂行／奨学寄附金受入額、競争的プログラ

ムの担当状況／フィールドワーク、研究員受入実績／被評価者の作成する自己点検書の内容 

4.6%

5.5%

43.4%

78.5%

86.8%

53.9%

7.8%

66.2%

39.7%

65.3%

82.6%

9.6%

15.5%

8.7%

7.8%

3.4%

5.1%

52.5%

91.5%

89.8%

76.3%

8.5%

76.3%

67.8%

88.1%

94.9%

11.9%

16.9%

11.9%

13.6%

7.9%

7.9%

31.6%

78.9%

81.6%

57.9%

7.9%

73.7%

36.8%

68.4%

84.2%

7.9%

10.5%

5.3%

10.5%

3.7%

3.7%

42.1%

74.8%

87.9%

39.3%

6.5%

59.8%

21.5%

50.5%

75.7%

7.5%

15.0%

4.7%

3.7%

12.5%

25.0%

37.5%

62.5%

75.0%

37.5%

50.0%

62.5%

75.0%

75.0%

12.5%

12.5%

57.1%

42.9%

85.7%

85.7%

28.6%

57.1%

71.4%

71.4%

85.7%

42.9%

42.9%

57.1%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上

げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議へ

の参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・

政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答： 

健康安全管理業務への従事、入試業務への従事／広報活動／大学行事への参加／学内委員会活動／

オープンキャンパス講師，出前講座／課外活動支援、コンプライアンス／研究者総覧の情報公開広

報活動業務／講演会・研修会等受講歴／被評価者の作成する自己点検書の内容 

 

75.8%

68.0%

8.2%

86.4%

81.4%

13.6%

78.9%

68.4%

15.8%

72.9%

58.9%

3.7%

50.0%

87.5%

42.9%

71.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設

置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教

育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以

外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営
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(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答： 

学外実習、フィールドワーク指導、課外活動での国家試験対策支援、資格取得試験対策支援等／授

業外の教育活動／授業回数の確保等／実習機関訪問、海外引率等／入試業務／課外活動支援／担当

科目の授業目標の達成状況／研究生や留学生の受入れ／研修への参加／学内教育環境の整備／競争

的プログラムの担当状況／JSPS 特別研究員に採用された学生数、主指導学生の受賞／英語での授業，

高校生への課題研究の指導や授業／授業担当学生数、教材開発・改定数、研究指導学生・大学院生

数、初期研修医・専攻医指導／大学院生の研究派遣学生数、全学の教育プログラムの開発等／被評

価者の作成する自己点検書の内容 

 

74.0%

52.5%

43.4%

65.3%

45.7%

44.3%

39.3%

14.6%

12.8%

9.6%

93.2%

39.0%

59.3%

88.1%

79.7%

49.2%

42.4%

18.6%

10.2%

18.6%

76.3%

42.1%

42.1%

73.7%

55.3%

42.1%

42.1%

10.5%

7.9%

15.8%

71.0%

71.0%

40.2%

56.1%

25.2%

47.7%

41.1%

15.9%

11.2%

3.7%

12.5%

12.5%

12.5%

50.0%

12.5%

12.5%

37.5%

14.3%

28.6%

14.3%

57.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動・

人材育成
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(注)「上記以外の社会貢献活動」の主な回答： 

高校等模擬講義、教員免許更新講習、他大学等非常勤講師等／公的な機関の依頼による業務／コン

クール・競技大会等の審査員／研究員受入／地域振興・文化保存等の活動への参加／共同研究活動、

入試業務への参加、高校への出前授業、実習、治験の責任者、担当医への就任等／地域連携活動／被

評価者の作成する自己点検書の内容 

 

56.2%

81.7%

45.7%

40.2%

26.0%

70.8%

19.6%

5.5%

71.2%

89.8%

67.8%

72.9%

44.1%

89.8%

35.6%

10.2%

60.5%

86.8%

50.0%

36.8%

28.9%

86.8%

18.4%

10.5%

54.2%

78.5%

35.5%

22.4%

12.1%

52.3%

10.3%

1.9%

62.5%

25.0%

62.5%

25.0%

87.5%

25.0%

57.1%

14.3%

28.6%

71.4%

85.7%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献

活動
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(注)「上記以外」の主な回答： 

産官学連携活動／地域生活支援活動、国際交流活動、国際共同研究活動、海外支援活動／専門医資

格の有無等／実践経験／診療の領域において、各教員が設定した目標 

 

  

19.2%

6.4%

11.4%

2.3%

44.1%

3.4%

10.5%

15.8%

5.3%

11.2%

4.7%

13.1%

0.9%

25.0%
14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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図表 III-23（参考）平成 26 年度調査「個人業績評価の項目」 

 
(注)％は任期なし（常勤）に限定しない個人業績評価の割合 

32.0%

22.0%

90.0%

30.0%

15.0%

53.0%

82.0%

91.0%

73.0%

55.0%

12.0%

71.0%

86.0%

77.0%

63.0%

51.0%

77.0%

49.0%

53.0%

68.0%

40.0%

58.0%

51.0%

21.0%

59.0%

82.0%

31.0%

48.0%

52.0%

34.0%

71.0%

14.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

論文・総説

論文掲載誌のインパクトファクター（IF）

論文・総説の被引用

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

学会活動(役職等)

特許・実用新案の出願・登録・        

ノウハウの創出

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得

役職

入試・学生募集活動

部局の設置趣旨に即した特定業務の実績

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

診療活動、医療活動、教育臨床

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動(公開講座等）

その他

(n=292)
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図表 III-24（参考）平成 26 年度調査「個人業績評価の項目」【教育活動】（国公私立別） 

 
(注)％は任期なし（常勤）に限定しない個人業績評価の割合 

  

42.0%

33.0%

96.0%

45.0%

32.0%

58.0%

88.0%

95.0%

83.0%

85.0%

24.0%

88.0%

94.0%

33.0%

16.0%

93.0%

30.0%

9.0%

58.0%

79.0%

95.0%

81.0%

60.0%

12.0%

72.0%

93.0%

27.0%

19.0%

87.0%

24.0%

8.0%

50.0%

80.0%

89.0%

67.0%

41.0%

6.0%

63.0%

81.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

論文・総説

論文掲載誌のインパクトファクター（IF）

論文・総説の被引用

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

学会活動(役職等)

特許・実用新案の出願・登録・        

ノウハウの創出

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得

(n=78) 国立 (n=43) 公立 (n=171) 私立
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e)業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-6】 

Q7-5 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

◼ 機関の種別 

業績評価における評価項目を設定した際に、参照したものは、全体では「機関内の組織

単位の評価における評価項目・指標」が 29.2％、「認証評価における評価項目・指標」は

24.2％、「国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標」は 22.4％、「運

営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標」は

20.5％となっている。 

国立大学は全般的に割合が高いが、「国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価

項目・指標」は 42.4％と他の項目・指標等より割合が高くなっている。 

図表 III-25【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際

に、参照したもの（機関の種別）（複数回答） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

他大学の評価事項／設定当時の経緯が不明確／上位法人の評価項目／本学年俸制教員の業績評価制

度／教育・研究活動の成果等にかかる学内からの意見等／日本私立大学連盟がまとめた評価項目／

法人の方針／様々な研究活動を想定し、評価項目を設定した。さらに、実情に合わせて毎年のよう

に見直しを実施しており、現在の内容に至った。／research map 、文科省が実施する研究活動等状

況調査 

20.5%

22.4%

24.2%

29.2%

10.5%

4.1%

3.2%

2.7%

10.0%

37.0%

28.8%

42.4%

32.2%

40.7%

13.6%

5.1%

6.8%

10.2%

15.3%

25.4%

26.3%

13.2%

15.8%

2.6%

5.3%

5.3%

15.8%

44.7%

24.3%

10.3%

27.1%

28.0%

12.1%

2.8%

0.9%

3.7%

39.3%

25.0%

25.0%

12.5%

12.5%

37.5%

25.0%

28.6%

14.3%

28.6%

71.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分にお

ける評価項目・指標

国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標

認証評価における評価項目・指標

機関内の組織単位の評価における評価項目・指標

国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、

日本学術振興会等）による機関・組織単位での競争的資金制度に

おける採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評価項

目・指標

国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中

間・事後評価等における評価項目・指標

国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポス

ドク採用、フェローシップ、授賞など）における評価項目・指標

世界大学ランキングにおける項目・指標

その他

この中に参照したものはない

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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f)代表的な評価項目・指標【Q7-7】 

Q7-6 において参照した Q7-5 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-5 から最大３つ選択してくださ

い。 

※Q7-5で回答した選択肢の中から３つ以内を選択。 

 

◼ 機関の種別 

参照した評価項目・指標のうち、特に影響を与えた代表的な評価項目・指標は、全体で

は「競争的資金など外部資金の獲得数」（22.4％）、「日本語の論文・総説」（19.2％）、「成果

の学術的価値」（17.4％）の割合が比較的高い。「研究データの管理・公開・共有・利活用」

は 0.5％となっている。 

国立大学は、「競争的資金など外部資金の獲得数」（30.5％）と「英語の論文・総説」（28.8％）

の割合が約 3割と高くなっている。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）」は、全体では 2.7％、国

立大学では 3.4％、「被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）」は全体では 1.8％、国立

大学では 5.1％となっている。 

 

（図表は次頁） 
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図表 III-26【任期なし（常勤）の研究者個人】代表的な評価項目・指標（機関の種別） 

 

17.4%

5.0%

0.9%

1.8%

2.7%

16.4%

19.2%

2.7%

1.4%

1.4%

1.8%

2.7%

18.6%

5.1%

28.8%

16.9%

6.8%

3.4%

3.4%

5.1%

3.4%

18.4%

2.6%

2.6%

2.6%

15.8%

13.2%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

14.0%

5.6%

0.9%

1.9%

4.7%

11.2%

25.2%

0.9%

2.8%

37.5%

12.5%

12.5%

12.5%

28.6%

14.3%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果

の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文

等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファ

クター（IF）等）

h-index

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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0.9%

8.2%

8.7%

0.5%

1.4%

0.5%

3.7%

22.4%

0.5%

0.5%

1.4%

1.7%

5.1%

6.8%

3.4%

1.7%

1.7%

30.5%

1.7%

5.3%

5.3%

26.3%

0.9%

11.2%

12.1%

0.9%

0.9%

3.7%

17.8%

0.9%

0.9%

0.9%

12.5%

37.5%

25.0%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュース

での取り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシ

ング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：

国際会議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以

外の文化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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6.8%

5.9%

6.8%

1.7%

7.9%
6.5%

9.3%

12.5%

12.5%
14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場

合）教育・（研究者の場合）研究サポート

及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営

14.2%

13.2%

3.2%

2.3%

3.2%

0.9%

0.9%

0.9%

15.3%

1.7%

5.1%

6.8%

1.7%

13.2%

2.6%

2.6%

15.9%

25.2%

2.8%

0.9%

6.5%

1.9%

0.9%

0.9%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成
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1.8%

1.4%

0.5%

0.5%

0.5%

2.7%

0.5%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

1.7%

5.3%

5.3%

2.6%

0.9%

1.9%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献

活動

3.2%

2.3%

1.8%

29.7%

1.7%

28.8%

5.3%

7.9%

7.9%

34.2%

3.7%

1.9%

0.9%

25.2%
37.5%

71.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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g)業績評価の活用状況【Q7-8】 

貴機関・学部等における業績評価は、何に活用していますか（複数回答） 

 

◼ 機関の種別 

業績評価の活用については、全体では「賞与・一時金・報奨金」（56.6％）、「昇任」（50.7％）、

「給与」（47.5％）など雇用面での活用が多くなっている。 

国立大学では、「給与・昇進への反映」を導入目的としている割合が多いことから、「給

与」（88.1％）、「賞与・一時金・報奨金」（83.1％）での活用が多い。また、「研究者の自己

点検による省察」を導入目的としている割合が多く、「評価が悪かった研究者に対する指導」

（52.5％）についても比較的割合が高くなっている。 

公立大学及び私立大学は「昇任」（公立 63.6％、私立 62.5％）、大学共同利用機関は「給

与」（75.0％）、独立行政法人のうち、資金配分機関以外は「給与」（57.1％）と「賞与・一

時金・報奨金」（57.1％）に活用する割合が最も高くなっており、機関種別によって業績評

価の活用が異なっている。 

図表 III-27 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の活用状況（機関の種別） 

 
(注)「その他」の主な回答：テニュア審査／自己研鑽／適正な職務分担、処遇改善／採用／教員の諸活

動並びに大学組織の運営の改善及び向上に活用する／ディスティングイッシュトプロフェッサー

（卓越教授）の学内公募で過去 3 年間の評価結果（SS 又は S 評価 1 回以上）を要件／IR、法人評価

や各種調査への対応／大学院の担当資格の審査／評価の優劣に限らず当該年度の確認と次年度以降

の課題確認／サバティカル研修に従事する資格基準の一つとして評価結果を活用している  

47.5%

56.6%

50.7%

32.4%

1.4%

27.9%

33.8%

19.6%

1.4%

9.6%

88.1%

83.1%

27.1%

27.1%

1.7%

28.8%

52.5%

15.3%

10.2%

34.2%

39.5%

50.0%

31.6%

2.6%

18.4%

18.4%

18.4%

18.4%

27.1%

47.7%

63.6%

40.2%

0.9%

32.7%

29.0%

20.6%

2.8%

5.6%

75.0%

62.5%

62.5%

25.0%

37.5%

25.0%

57.1%

57.1%

42.9%

28.6%

42.9%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

給与

賞与・一時金・報奨金

昇任

雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）

研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など）

内部での表彰・賞

評価が悪かった研究者に対する指導

研究者の基盤的研究費の配分

スペースの配分

その他

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学
(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学
(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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h)現在の業績評価方法における課題【Q7-9】 

貴機関・学部等における現在の業績評価方法について、どのようなことが課題となっています

か。（複数回答） 

 

◼ 機関の種別 

業績評価方法について「課題はない」とする機関の割合は全体の 4.1％と少なく、「研究

分野間の比較」（全体の 42.9％）、「教育活動の評価手法の確立」（同 41.1％）、「評価実施の

負荷」（同 37.0％）、「間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい」（同 34.2％）、「業

績に結び付かない能力や努力が評価できない」（同 32.0％）など多くの課題を抱えている。 

国立大学は他機関と比べて課題が多くなっているが、特に「評価実施の負荷」（71.2％）

が７割を超えており、評価指針で特筆課題とされた「評価負担増大に対する改善」は依然

として課題となっているものとみられる。また、「各評価項目から総合的な評価を決定する

方法（重み付けなど）」（45.8％）、「評価を行うための情報システムの整備」（40.7％）、「客

観的指標の設定方法」（33.9％）などの割合も高くなっている。 

 

図表 III-28 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法における課題（機関

の種別） 

 
  

42.9%

9.1%

22.8%

13.2%

59.3%

16.9%

32.2%

20.3%

42.1%

5.3%

15.8%

10.5%

36.4%

6.5%

21.5%

7.5%

25.0%

12.5%

50.0%

28.6%

14.3%

14.3%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究分野間の比較

基礎研究と応用研究の比較

人文・社会科学に関する研究成果の把握

短期での研究成果の評価

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

実施・方法
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41.1%

25.6%

27.9%

14.2%

26.9%

10.5%

6.8%

13.2%

35.6%

23.7%

25.4%

11.9%

45.8%

15.3%

3.4%

15.3%

34.2%

23.7%

34.2%

13.2%

31.6%

10.5%

5.3%

13.2%

50.5%

29.0%

29.0%

16.8%

15.0%

8.4%

8.4%

11.2%

25.0%

25.0%

25.0%

12.5%

12.5%

12.5%

25.0%

25.0%

42.9%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

教育活動の評価手法の確立

管理運営の評価手法の確立

社会貢献活動の評価手法の確立

組織目標と整合した目標設定

各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付け

など）

評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ

誰を評価者とするか

評価者の養成（研修等）

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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5.0%

37.0%

24.7%

22.8%

10.5%

5.0%

24.2%

16.9%

10.2%

71.2%

40.7%

15.3%

6.8%

3.4%

33.9%

18.6%

7.9%

34.2%

23.7%

23.7%

10.5%

21.1%

23.7%

1.9%

18.7%

15.0%

25.2%

13.1%

8.4%

19.6%

13.1%

37.5%

12.5%

37.5%

12.5%

25.0%

42.9%

57.1%

28.6%

14.3%

42.9%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

クレームへの対応

評価実施の負荷

評価を行うための情報システムの整備

評価結果の活用方法

評価結果の開示（内容、範囲）

ピアレビューの実施方法

客観的指標の設定方法

分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定

できない

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究成果による

経済的・社会的

影響の把握



 

55 

 

 
（注）「その他」の主な回答： 

分野と多様性を尊重した評価方法が確立されていないこと／全ての評価領域において一定水準の業

績を求める現行制度では、教員の過重負担が慢性化していること／長所を伸ばし、短所を改善で

きるような評価であるべきだが、単年度評価では困難／評価への結びつけ／評価項目ごとの重要

度の違い／課題に対する意見集約はしていない／ライフイベントのために本来のパフォーマンス

を完全に発揮できない者への対応／研究業績と教育業績の評価  

16.4%

19.2%

32.0%

4.6%

34.2%

5.9%

3.7%

13.6%

13.6%

33.9%

1.7%

37.3%

6.8%

21.1%

31.6%

39.5%

10.5%

26.3%

10.5%

2.6%

18.7%

19.6%

30.8%

3.7%

37.4%

2.8%

6.5%

25.0%

12.5%

14.3%

14.3%

42.9%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の活動への改善効果が出ない

研究者のモチベーション向上効果がでない

業績に結び付かない能力や努力が評価できない

達成度を上げるために目標が低く設定される

間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい

評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がで

にくい

研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組

織運営への貢献が少なくなる

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学
(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学
(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

効果

21.5%

5.0%

4.1%

1.4%

27.1%

5.1%

1.7%

21.1%

13.2%

5.3%

18.7%

1.9%

5.6%

1.9%

25.0%

12.5%

12.5%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の理解、協力、納得

その他

課題はない

無回答

(n=219) 合計 (n=59) 国立大学

(n=38) 公立大学 (n=107) 私立大学

(n=8) 大学共同利用機関 (n=7) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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③テニュアトラック研究者個人の業績評価 

a)「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評価の目的

や評価方法等における違い【Q7-10】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価とで、業

績評価の目的や評価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等は、「任期なし（常勤）

の研究者個人」と「同じ」とする機関の割合は全体の 24.7％、「異なる」は 9.9％となって

いる。テニュアトラック研究者独自の評価目的、評価方法等を設定している大学等は全体

の約１割となっている。 

「テニュアトラック研究者が存在しない」機関の割合は、公立大学（78.3％）及び私立

大学（76.2％）で高くなっている。 

国立大学は「同じ」割合が 50.8％、大学共同利用機関及び独立行政法人のうち、資金配

分機関以外の２つの回答グループは「異なる」割合が 37.5％と比較的高い。 

図表 III-29「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績

評価の目的や評価方法等における違い（機関の種別） 

 
(注)％は研究者個人の業績評価の実施について「機関全体」または「その他」と回答した機関を 100％と

して計算 

24.7%

50.8%

15.2%

16.4%

25.0%

12.5%

9.9%

18.6%

2.2%

4.9%

37.5%

37.5%

2.9%

3.4%

4.3%

2.5%

62.6%

27.1%

78.3%

76.2%

37.5%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

2
4
3
)

(n
=

5
9

)
(n

=
4
6
)

(n
=

1
2
2
)

(n
=

8
)

(n
=

8
)

業績評価の目的や評価方法等は同じ

業績評価の目的や評価方法等が異なる

テニュアトラック研究者個人の業績評価を実施していない

テニュアトラック研究者が存在しない
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b)業績評価の実施目的【Q7-11】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等が業績評価を実施するのは

どのような目的ですか。（複数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

◼ 機関の種別 

テニュアトラック研究者個人の業績評価の目的や評価方法等が任期なし（常勤）の研究

者個人の業績評価と異なる大学等についてみると、業績評価の実施目的は「テニュア付与

のための判断」が全体の 83.3％となっている。また、「研究者個人の研究レベル向上」

（62.5％）、「優秀な研究者の確保・維持」（62.5％）、「若手研究者の育成」（50.0％）の割合

も半数を超えている。 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の実施目的【Q7-3】と比較すると、任期なし

（常勤）では「研究者個人の研究レベル向上」（84.0％）、「研究者個人の教育レベル向上」

（75.8％）、「研究者の自己点検による省察」（74.4％）、「給与・昇進への反映」（68.0％）の

割合が高いが、テニュアトラック研究者個人の業績評価についてはそれらの割合が相対的

に低い一方、「優秀な研究者の確保・維持」の割合（62.5％）は、任期なし（常勤）（26.9％）

よりも高くなっている。 

図表 III-30【テニュアトラック研究者個人】業績評価の実施目的（機関の種別）  

12.5%
9.1%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)％はテニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価で、業績

評価の目的や評価方法等が異なると回答した機関を 100％として計算 

「その他」の主な回答：研究テーマの進捗確認 

83.3%

50.0%

8.3%

29.2%

62.5%

41.7%

29.2%

12.5%

20.8%

12.5%

20.8%

16.7%

16.7%

12.5%

62.5%

33.3%

4.2%

90.9%

54.5%

9.1%

36.4%

63.6%

54.5%

45.5%

18.2%

27.3%

18.2%

27.3%

27.3%

9.1%

18.2%

63.6%

36.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

66.7%

33.3%

16.7%

33.3%

66.7%

50.0%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

50.0%

33.3%

100.0%

66.7%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

66.7%

66.7%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含

む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明確化（教

育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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c)現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効だと考えるもの【Q7-12】 

現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。有効

とお考えのものをお答えください。Q7-11 で回答した選択肢の中から選択してください。（複

数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

◼ 機関の種別 

業績評価方法について、導入目的に対して有効と回答した割合をみると、「テニュア付与

のための判断」の回答割合（79.2％（全体））は、導入目的の回答割合（83.3％）とほぼ同

じとなっている。また、「優秀な研究者の確保・維持」（62.5％）と「若手研究者の育成」

（50.0％）についても導入目的の回答割合と同じであり、導入目的に対して有効に機能し

ているとみられる。 

図表 III-31【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に対

して有効だと考えるもの（機関の種別） 

8.3%

9.1%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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79.2%

50.0%

4.2%

25.0%

62.5%

41.7%

29.2%

81.8%

54.5%

27.3%

63.6%

54.5%

45.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

66.7%

33.3%

16.7%

33.3%

66.7%

50.0%

16.7%

100.0%

66.7%

33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)％は、テニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価につい

て、業績評価の目的や評価方法等が異なると回答した機関を 100％として計算 

「その他」の主な回答：研究テーマの進捗確認 

  

12.5%

16.7%

8.3%

16.7%

12.5%

12.5%

12.5%

62.5%

29.2%

4.2%

8.3%

18.2%

18.2%

9.1%

18.2%

18.2%

9.1%

18.2%

63.6%

27.3%

9.1%

100.0%

100.0%

100.0%

16.7%

16.7%

33.3%

50.0%

33.3%

16.7%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）の

ための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重

視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

無回答

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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d)業績評価における評価項目【Q7-13】 

貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複数回

答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

◼ 機関の種別 

テニュアトラック研究者個人の業績評価における評価項目は、全体では「競争的資金な

ど外部資金の獲得数」（50.0％）、「英語の論文・総説」（41.7％）、「日本語の論文・総説」

（41.7％）、「学会発表・講演」（37.5％）、「国際共著論文」（37.5％）など研究活動に関する

項目の割合が高くなっている。一方、管理・運営、教育活動・人材育成、社会貢献活動に関

する項目の割合は、テニュアトラック研究者は若手研究者が多いことから、研究活動の項

目に比べて全般的に低くなっている。 

 

図表 III-32 【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目（機関の種別） 

 
  

37.5%

36.4%

50.0%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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33.3%

20.8%

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

41.7%

41.7%

37.5%

20.8%

4.2%

8.3%

4.2%

27.3%

18.2%

27.3%

9.1%

45.5%

45.5%

27.3%

18.2%

9.1%

18.2%

9.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

33.3%

33.3%

33.3%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

66.7%

66.7%

66.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

成長の度合い

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）

等）

h-index

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

FA 及び共著の論文数／審査書類で自由記述が可能であるため、上記のうち、回答に含めなかった項

目についても、記述すれば評価の対象となりうる／プロジェクトへの貢献／展示活動 

16.7%

33.3%

37.5%

20.8%

25.0%

20.8%

33.3%

50.0%

4.2%

4.2%

16.7%

9.1%

36.4%

36.4%

36.4%

27.3%

18.2%

45.5%

54.5%

18.2%

100.0%

16.7%

16.7%

50.0%

33.3%

33.3%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

66.7%

66.7%

33.3%

33.3%

66.7%

66.7%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上げ

回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への

参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政

策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答： 

展示・学習支援活動／教員による授業評価／審査書類で自由記述が可能であるため、上記のうち、

回答に含めなかった項目についても、記述すれば評価の対象となりうる 

12.5%

25.0%

9.1%

18.2%

33.3%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）

の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場

合）教育・（研究者の場合）研究サポート

及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営

20.8%

29.2%

16.7%

25.0%

12.5%

8.3%

4.2%

16.7%

20.8%

36.4%

27.3%

18.2%

45.5%

27.3%

9.1%

9.1%

18.2%
100.0%

16.7%

66.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

33.3%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成
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(注)「上記以外の社会貢献活動」の主な回答： 

審査書類で自由記述が可能であるため、上記のうち、回答に含めなかった項目についても、記述す

れば評価の対象となりうる 

 

 
(注)％はテニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価で、業績

評価の目的や評価方法等が異なると回答した機関を 100％として計算 

 

8.3%

25.0%

8.3%

12.5%

8.3%

20.8%

12.5%

9.1%

27.3%

9.1%

27.3%

18.2%

27.3%

18.2%
100.0%

16.7%

33.3%

16.7%

33.3%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献活動

4.2%

8.3%

9.1%

100.0%
16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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e)業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-14】 

Q7-13 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

◼ 機関の種別 

業績評価における評価項目を設定した際に、参照したものは、全体では「この中に参照

したものはない」が 41.7％、「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」が 37.5％

となっている。 

図表 III-33【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際に、

参照したもの（機関の種別） 

 

37.5%

36.4%

50.0%

33.3%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の

業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)「その他」の主な回答：他大学のテニュア評価事項／research map 文部科学省が実施する研究活動

等状況調査のほか独自に設定 

 

  

4.2%

4.2%

4.2%

8.3%

4.2%

12.5%

41.7%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

9.1%

18.2%

27.3%
100.0%

50.0%

33.3%

33.3%
66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資

金配分における評価項目・指標

国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項

目・指標

認証評価における評価項目・指標

機関内の組織単位の評価における評価項目・指標

国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究

開発機構、日本学術振興会等）による機関・組織単位

での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の

中間・事後評価等における評価項目・指標

国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実

施後の中間・事後評価等における評価項目・指標

国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者

評価（ポスドク採用、フェローシップ、授賞など）に

おける評価項目・指標

世界大学ランキングにおける項目・指標

その他

この中に参照したものはない

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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f)代表的な評価項目・指標【Q7-15】 

Q7-14 において参照した Q7-13 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-13 から最大３つ選択してくだ

さい。 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

◼ 機関の種別 

参照した評価項目・指標のうち、特に影響を与えた代表的な評価項目・指標は、「任期な

し（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」が全体の 20.8％を占めている。「競争的資金な

ど外部資金の獲得数」、「日本語の論文・総説」、「英語の論文・総説」がともに 16.7％と他

の項目・指標よりも割合が高く、任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同じ傾向が

みられる。無回答が全体の 29.2％を占めており、各評価項目・指標の割合が相対的に低く

なっている。 

図表 III-34【テニュアトラック研究者個人】代表的な評価項目・指標（機関の種別） 

 

20.8%

27.3%

16.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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8.3%

4.2%

8.3%

16.7%

16.7%

4.2%

4.2%

4.2%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

9.1%

9.1%

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

66.7%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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12.5%

4.2%

8.3%

16.7%

8.3%

9.1%

9.1%

27.3%

9.1%

16.7%
33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上

げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議へ

の参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・

政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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4.2%

4.2%

16.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教育・

（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営

4.2%

4.2%

4.2%

8.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成



 

73 

 
 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献活動

29.2%
27.3%

100.0%
33.3%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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g)業績評価の活用状況【Q7-16】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等における業績評価は何に活

用していますか（複数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

◼ 機関の種別 

テニュアトラック研究者個人の業績評価は、「雇用継続・任期延長（任期が定められてい

る者のみ）」の割合が全体で 58.3％、「採用」が同 25.0％と高い。 

図表 III-35 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の活用状況（機関の種別） 

8.3%

16.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)「その他」の主な回答： 

テニュア審査の際の資料として活用予定／テニュア付与、IR、法人評価、各種調査への対応 

  

25.0%

20.8%

8.3%

16.7%

58.3%

20.8%

8.3%

8.3%

8.3%

36.4%

27.3%

18.2%

9.1%

54.5%

36.4%

9.1%

100.0%

100.0%

100.0%

16.7%

16.7%

33.3%

50.0%

16.7%

33.3%

16.7%

66.7%

33.3%

33.3%

66.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

採用

給与

賞与・一時金・報奨金

昇任

雇用継続・任期延長（任期が定められ

ている者のみ）

研究者の一部業務の免除（研究時間の

確保など）

内部での表彰・賞

評価が悪かった研究者に対する指導

研究者の基盤的研究費の配分

スペースの配分

その他

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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h)現在の業績評価方法における課題【Q7-17】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等では現在の業績評価方法に

ついてどのようなことが課題となっていますか。（複数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24機関。 

 

業績評価方法における現在の課題は、テニュアトラック研究者個人については「短期で

の研究成果の評価」の割合が最も高く、全体の 25.0％を占めている。 

任期なし（常勤）の研究者個人【Q7-9】で割合が高い「研究分野間の比較」（任期なし42.9％、

テニュアトラック 12.5％）、「教育活動の評価手法の確立」（同 41.1％、20.8％）、「評価実

施の負荷」（同 37.0％、20.8％）等については、任期なし（常勤）よりも割合が低くなって

いる。 

また、「課題はない」という割合は全体の 20.8％を占めており、任期なし（常勤）（4.1％）

より割合が高くなっている。 

図表 III-36【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法における課題 

（機関の種別） 

 
 

 

33.3%

36.4%

50.0%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

12.5%

8.3%

8.3%

25.0%

18.2%

18.2%

18.2%

27.3%

16.7%

16.7% 33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究分野間の比較

基礎研究と応用研究の比較

人文・社会科学に関する研究成果の把握

短期での研究成果の評価

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

実施・方法
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20.8%

4.2%

8.3%

8.3%

4.2%

4.2%

36.4%

9.1%

18.2%

9.1%

9.1%

16.7%

16.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教育活動の評価手法の確立

管理運営の評価手法の確立

社会貢献活動の評価手法の確立

組織目標と整合した目標設定

各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付

けなど）

評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ

誰を評価者とするか

評価者の養成（研修等）

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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20.8%

4.2%

8.3%

8.3%

4.2%

12.5%

12.5%

18.2%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

9.1%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

クレームへの対応

評価実施の負荷

評価を行うための情報システムの整備

評価結果の活用方法

評価結果の開示（内容、範囲）

ピアレビューの実施方法

客観的指標の設定方法

分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設

定できない

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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4.2%

4.2%

8.3%

8.3%

9.1%

9.1%

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の活動への改善効果が出ない

研究者のモチベーション向上効果がでない

業績に結び付かない能力や努力が評価できない

達成度を上げるために目標が低く設定される

間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい

評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がで

にくい

研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組

織運営への貢献が少なくなる

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

効果

12.5%

20.8%

4.2%

18.2%

9.1%
100.0%

16.7%

16.7%

33.3%
66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の理解、協力、納得

その他

課題はない

無回答

(n=24) 合計 (n=11) 国立大学

(n=1) 公立大学 (n=6) 私立大学

(n=3) 大学共同利用機関 (n=3) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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④任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価 

a)「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）の研究

者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等における違い

【Q7-18】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究

者個人の業績評価及びテニュアトラック研究者個人の業績評価とで、業績評価の目的や評価

方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価の目的や評価方法等

について、「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同

じ」という回答が全体の約 6割を占めており、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」は

全体の 10.7％と割合が低くなっている。 

国立大学では「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法

等は同じ」の割合が 64.4％と高いが、公立大学では「任期付きの研究者（テニュアトラッ

ク研究者以外）は存在しない」が 34.8％を占めており、「任期なし（常勤）と同じ」割合は

41.3％となっている。 

図表 III-37 「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし

（常勤）の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方

法等における違い（機関の種別） 

 
(注)％は、研究者個人の業績評価の方法等の決定単位ついて、「機関全体」または「その他」と回答し

た機関を 100％として計算した割合 

  

60.5%

64.4%

41.3%

66.4%

75.0%

37.5%

1.2%

3.4%

2.2%

10.7%

20.3%

8.7%

5.7%

12.5%

25.0%

9.1%

6.8%

13.0%

7.4%

12.5%

25.0%

18.5%

5.1%

34.8%

20.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

2
4
3
)

(n
=

5
9
)

(n
=

4
6
)

(n
=

1
2
2
)

(n
=

8
)

(n
=

8
)

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ

テニュアトラック研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ

業績評価の目的や評価方法等が異なる

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）の個人の業績評価を実施していない

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）は存在しない

無回答
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b)業績評価の実施目的【Q7-19】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・学部等

が業績評価を実施するのはどのような目的ですか。（複数回答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は 26機関。 

 

「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」の回答割合が全体では 23.1％、「テ

ニュアトラック研究者個人の業績評価と同様」が全体の 3.8％となっている。 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価と、任期なし（常勤）

の研究者個人の業績評価及びテニュアトラック研究者個人の業績評価の目的や評価方法等

が異なると回答した機関について、業績評価の実施目的をみると、「給与・昇進への反映」

（全体の 38.5％）、「研究者個人の研究レベル向上」（同 34.6％）の割合が他の項目より高

く、任期なし（常勤）【Q7-3】と同じ項目が高くなっている。 

図表 III-38 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の実施

目的（機関の種別） 

23.1%

3.8%

41.7%

8.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評

価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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15.4%

11.5%

7.7%

26.9%

34.6%

26.9%

23.1%

16.7%

8.3%

16.7%

16.7%

8.3%

16.7%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

14.3%

28.6%

28.6%

42.9%

71.4%

71.4%

42.9%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)％は、任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価と、任期なし（常勤）の

研究者個人の業績評価及びテニュアトラック研究者個人の業績評価の目的や評価方法等が異なると

回答した機関を 100％とした割合 

「その他」の主な回答：任期延長の可否／研究テーマの進捗確認 

 

  

19.2%

3.8%

7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

23.1%

38.5%

19.2%

8.3%

8.3%

8.3%

16.7%

8.3%

16.7%

25.0%

16.7%

25.0%

50.0%

25.0%

42.9%

14.3%

42.9%

57.1%

50.0%

50.0%

50.0%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評

価を含む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明

確化（教育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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c)現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-20】 

現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。有効

とお考えのものをお答えください。Q7-19 で回答した選択肢の中から選択してください。（複

数回答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は全体で 26機関。 

※Q7-19で回答した選択肢の中から選択。 

 

業績評価方法が導入目的に対して有効と考える項目は、「給与・昇進への反映」の割合が

全体の 38.5％、「研究者個人の研究レベル向上」が同 30.8％、「研究者の自己点検による省

察」が同 26.9％と高い。また、それらの割合は実施目的と同じ割合であることから、導入

している全ての機関が有効と考えているものとみられる。 

図表 III-39 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価

方法について、導入目的に対して有効だと考えるもの（機関の種別） 

23.1%

3.8%

33.3%

8.3%

14.3%
100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評

価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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15.4%

11.5%

3.8%

26.9%

30.8%

19.2%

19.2%

16.7%

8.3%

16.7%

16.7%

8.3%

16.7%

25.0%

25.0%

14.3%

28.6%

14.3%

42.9%

71.4%

57.1%

42.9%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)「その他」の主な回答： 

任期延長の可否／研究テーマの進捗確認 

  

15.4%

3.8%

7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

23.1%

38.5%

19.2%

7.7%

8.3%

8.3%

8.3%

16.7%

8.3%

16.7%

25.0%

16.7%

8.3%

50.0%

25.0%

42.9%

14.3%

42.9%

57.1%

14.3%

50.0%

50.0%

50.0%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評

価を含む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明

確化（教育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

無回答

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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d)業績評価における評価項目【Q7-21】 

貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複数回

答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26機関。 

 

任期付き研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価の項目は、「任期なし（常

勤）の研究者個人の業績評価と同様」が全体の 34.6％。「テニュアトラック研究者個人の業

績評価と同様」が全体の 3.8％となっている。 

 

業績評価の項目は「学会発表・講演」及び「日本語の論文・総説」が 38.5％（全体）と

割合が最も高いが、「講義・演習担当数」（34.6％）、「アウトリーチ活動（公開講座等）」

（34.6％）、「役職（学部長、学科長、内部委員等）」（30.8％）など研究活動以外の活動に関

する項目も 3 割以上となっており、研究活動の項目が多いテニュアトラック研究者個人

【Q7-13】とは評価項目が異なっている。 

図表 III-40【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における

評価項目（機関の種別） 

 
 

34.6%

3.8%

58.3%

8.3%

100.0%
50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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30.8%

19.2%

11.5%

3.8%

7.7%

30.8%

38.5%

26.9%

19.2%

7.7%

7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

16.7%

8.3%

8.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

8.3%

50.0%

75.0%

25.0%

25.0%

85.7%

57.1%

28.6%

14.3%

28.6%

57.1%

71.4%

57.1%

28.6%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価

値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

成長の度合い

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

.国際共著論文

異分野共著論文

.論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファク

ター（IF）等）

h-index

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動研究活動
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

教室における研究運営上の貢献、海外出張研修、部検業務／契約業務の遂行 

 

3.8%

3.8%

15.4%

30.8%

38.5%

15.4%

30.8%

3.8%

23.1%

30.8%

3.8%

3.8%

7.7%

25.0%

25.0%

8.3%

16.7%

25.0%

25.0%

8.3%

50.0%

75.0%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

14.3%

14.3%

57.1%

42.9%

57.1%

28.6%

71.4%

42.9%

57.1%

14.3%

14.3%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

.オルトメトリクス（論文のSNSやニュースで

の取り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際

会議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の

文化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答： 

入学試験業務、学位審査／学生募集等業務への貢献 

 

 
(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答： 

学内外の教育ワークショップセミナー等への参加、症例・教材等の作成やコース責任者の実績、技

術指導及び特殊技能の指導／教育システム、教育法の改善など教育活動への貢献 

30.8%

26.9%

7.7%

25.0%

25.0%

8.3%

25.0%

25.0%

57.1%

42.9%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨

に即した特定業務（（教員の場合）教育・（研究者の

場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営

34.6%

19.2%

11.5%

19.2%

11.5%

11.5%

7.7%

3.8%

11.5%

33.3%

25.0%

16.7%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

8.3%

50.0%

50.0%

25.0%

25.0%

25.0%

42.9%

28.6%

14.3%

14.3%

14.3%

28.6%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成
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(注)「上記以外の社会貢献活動」の主な回答：医療援助等のボランティア行為 

 

 
(注)「上記以外」の主な回答：無回答 

 

19.2%

26.9%

11.5%

7.7%

11.5%

34.6%

3.8%

3.8%

16.7%

25.0%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0%

8.3%

25.0%

25.0%

50.0%

28.6%

42.9%

28.6%

14.3%

28.6%

57.1%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献活動

19.2%

3.8%

3.8%

25.0%

8.3%

25.0%

25.0%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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e)業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-22】 

Q7-21 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は 26機関。 

 

業績評価における評価項目を設定した際に、参照したものは、「この中には参照したもの

はない」が 61.5％、「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」が 19.2％となっ

ている。 

 

図表 III-41【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における

評価項目を設定した際に、参照したもの（機関の種別） 

 

19.2%

3.8%

33.3%

8.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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3.8%

15.4%

3.8%

61.5%

16.7%

41.7%
100.0%

14.3%

28.6%

14.3%

71.4%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資

金配分における評価項目・指標

国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項

目・指標

認証評価における評価項目・指標

機関内の組織単位の評価における評価項目・指標

国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究

開発機構、日本学術振興会等）による機関・組織単位

での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の

中間・事後評価等における評価項目・指標

国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実

施後の中間・事後評価等における評価項目・指標

国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者

評価（ポスドク採用、フェローシップ、授賞など）に

おける評価項目・指標

世界大学ランキングにおける項目・指標

その他

この中に参照したものはない

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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f)代表的な評価項目・指標【Q7-23】 

Q7-22 において参照した Q7-21 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-21 から最大３つ選択してくだ

さい。 

 

参照した評価項目・指標のうち、特に評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評

価項目・指標は、「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」が 30.8％となってい

る。また無回答が約４割を占めており、「日本語の論文・総説」（11.5％）以外の項目は 10％

以下の割合となっている。 

図表 III-42【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】代表的な評価項

目・指標（機関の種別） 

 

30.8%
58.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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7.7%

3.8%

3.8%

7.7%

11.5%

8.3%

50.0%

14.3%

14.3%

14.3%

28.6%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

成長の度合い

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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3.8%

3.8%

3.8%

25.0%

25.0%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取

り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会

議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文

化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教育・

（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営

3.8%

3.8%

8.3%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献活動

3.8%

3.8%

42.3%

8.3%

33.3%

25.0%

25.0%
57.1%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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g)業績評価の活用状況【Q7-24】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・学部等

における業績評価は、何に活用していますか（複数回答）。 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は 26機関。 

 

業績評価の活用は、「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」（全体の46.2％）

が最も割合が高い。 

図表 III-43【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の活用状

況（機関の種別） 

 

26.9%

3.8%

41.7%

8.3%

14.3%
100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評

価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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(注)「その他」の主な回答： 

任期無し雇用の再任審査 

 

  

3.8%

23.1%

11.5%

19.2%

46.2%

7.7%

7.7%

15.4%

7.7%

8.3%

16.7%

16.7%

8.3%

41.7%

16.7%

8.3%

8.3%

25.0%

25.0%

25.0%

25.0%

42.9%

57.1%

57.1%

28.6%

14.3%

50.0%

100.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

採用

給与

賞与・一時金・報奨金

昇任

雇用継続・任期延長（任期が定められ

ている者のみ）

研究者の一部業務の免除（研究時間の

確保など）

内部での表彰・賞

評価が悪かった研究者に対する指導

研究者の基盤的研究費の配分

スペースの配分

その他

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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h)現在の業績評価方法における課題【Q7-25】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・学部等

では現在の業績評価方法についてどのようなことが課題となっていますか。（複数回答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は 26機関。 

 

現在の業績評価方法における課題は、全体では「任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様」が 30.8％、「テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様」が 11.5％と合

わせて約半数を占めている。任期なし（常勤）の研究者個人【Q7-9】では、「研究分野間の

比較」（全体の 42.9％）、「教育活動の評価手法の確立」（同 41.1％）の割合が高いが、任期

付き研究者（テニュアトラック研究者以外）個人は「教育活動の評価手法の確立」、「短期

での研究成果の評価」「課題はない」がともに 15.4％と最大となっている。 

図表 III-44【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価方

法における課題（機関の種別） 

 
 

 

30.8%

11.5%

50.0%

25.0%

14.3%
100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

7.7%

3.8%

11.5%

15.4%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

14.3%

28.6%

42.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究分野間の比較

基礎研究と応用研究の比較

人文・社会科学に関する研究成果の把握

短期での研究成果の評価

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

実施・方法
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15.4%

7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0%

42.9%

14.3%

14.3%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教育活動の評価手法の確立

管理運営の評価手法の確立

社会貢献活動の評価手法の確立

組織目標と整合した目標設定

各評価項目から総合的な評価を決定する方法

（重み付けなど）

評価結果と研究者の評判や総合的印象のミス

マッチ

誰を評価者とするか

評価者の養成（研修等）

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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の
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3.8%

11.5%

3.8%

7.7%

3.8%

3.8%

3.8%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0%

25.0%
14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

クレームへの対応

評価実施の負荷

評価を行うための情報システムの整備

評価結果の活用方法

評価結果の開示（内容、範囲）

ピアレビューの実施方法

客観的指標の設定方法

分野によって適切な成果指標が異なり共通的指

標を設定できない

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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(注)「その他」の主な回答： 

自己申告によるデータが多分に含まれており、精度の検証が困難 

  

3.8%

11.5%

11.5%

11.5%

3.8%

8.3%

8.3%

50.0%

28.6%

28.6%

14.3%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の活動への改善効果が出ない

研究者のモチベーション向上効果がでない

業績に結び付かない能力や努力が評価できない

達成度を上げるために目標が低く設定される

間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい

評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果が

でにくい

研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや

組織運営への貢献が少なくなる

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

効果

11.5%

7.7%

15.4%

4.3%

8.3%

8.3%

16.7%

25.0%

25.0%

25.0%

14.3%

20.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の理解、協力、納得

その他

課題はない

無回答

(n=26) 合計 (n=12) 国立大学

(n=4) 公立大学 (n=7) 私立大学

(n=1) 大学共同利用機関 (n=2) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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⑤「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の目

的や評価方法等における違い 

a)「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の目的や

評価方法等における違い【Q7-26】 

月給制の研究者と年俸制の研究者（任期の有無は問わない）とで、業績評価の目的や評価方法

等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

月給制の研究者と年俸制の研究者（任期の有無は問わない）の業績評価について、全体

では「月給制のみ又は年棒制のみ」が約半数を占めており、「業績評価の目的や評価方法等

は同じ」割合は 41.6％、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」割合は 7.8％となってい

る。 

国立大学では、「業績評価の目的や評価方法等は同じ」割合が 74.6％、「業績評価の目的

や評価方法等が異なる」が 20.3％となっている。 

図表 III-45「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評

価の目的や評価方法等における違い（機関の種別） 

 
(注)％は、研究者個人の業績評価の方法等の決定単位ついて、「機関全体」または「その他」と回答し

た機関を 100％として計算した割合 

  

41.6%

74.6%

17.4%

32.8%

62.5%

50.0%

7.8%

20.3%

4.3%

0.8%

37.5%

12.5%

50.6%

5.1%

78.3%

66.4%

37.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
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2
4
3
)

(n
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5
9
)

(n
=

4
6
)

(n
=

1
2
2
)

(n
=

8
)

(n
=

8
)

業績評価の目的や評価方法等は同じ

業績評価の目的や評価方法等が異なる

月給制のみ 又は 年俸制のみ
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(7) 教員・研究者の採用 

①教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位 

a)教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位【Q8-1】 

教員・研究者の採用の際の審査等の方法について、貴機関内のどの単位で決定されています

か。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

教員・研究者の採用の際の審査等の方法を、「機関全体」で決定している機関が多く、全

体で 74.7％を占めているが、国立大学は学部等で決定する割合が 36.2％と全体より高くな

っている。 

図表 III-46 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位（機関の種別） 

 
(注)「その他」の主な回答：研究者については、各部局単位で審査。教員については職位・所属・雇用

経費により全学的な教員選考委員会で審議をする場合がある／学系で公募・選考の後、教員組織の

会議体である学術研究部会議で審議・推薦し、学長が採用者を決定する／各医局において独自に審

査される／大学及び大学院それぞれ教員選考委員会に諮っている／機関全体として審査の大枠を定

め、審査の方法など詳細は学部等で決定している 

 

74.7%

59.4%

86.0%

74.3%

100.0%

100.0%

23.7%

36.2%

10.5%

25.2%

1.6%

4.3%

3.5%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外
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3
7
5
)
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=

6
9
)

(n
=
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7
)
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=
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0
)
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1
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)
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=
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)

機関全体 【大学のみ】学部等 その他
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②若手の教員・研究者  

a)採用審査時に行っている事項【Q8-2】 

特に若手の教員・研究者の採用審査時に通常行っている事項について、あてはまるものすべて

選択してください。 

 

◼ 機関の種別 

若手の教員・研究者の採用審査時に通常行っている事項は、「審査委員会の構成員に当該

学部等の教員・研究者を含む」の割合が全体では 83.6％、「審査委員会の構成員に機関内の

当該学部等以外の教員・研究者を含む」が 38.1％となっている。 

全体では「審査委員会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を含む」（0.3％）や「審

査委員会が海外の他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する」（1.7％）

の割合が低い。 

国立大学、大学共同利用機関及び独立行政法人のうち、資金配分機関以外の３つの回答

グループでは、「審査委員会の構成員に機関内の当該学部等以外の教員・研究者を含む」割

合が６割程度と、全体に比べて高い。 

大学共同利用機関及び独立行政法人のうち、資金配分機関以外の２つの回答グループで

は、「被評価者から推薦者による推薦状の提出を求める」割合が５割以上となっている。 

図表 III-47 若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項（機関の種別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

全学教授等選考委員会及び戦略本部等教員選考委員会の構成員は全て役員／審査委員会の構成は、

新卒採用、中途採用で変えている／事務局／学長を委員長とする人事調整委員会で審議／学長が指

名する理事・副学長 1 名／部局での審査に委ねている／学部は無いが、被評価者の研究分野に近い

教員、分野外の教員を含む。国内外の他機関の研究者を含むことがある 

83.6%

38.1%

8.0%

0.3%

2.8%

84.1%

56.8%

9.1%

9.1%

80.4%

29.4%

7.8%

2.0%

2.0%

85.5%

33.1%

1.7%

1.2%

90.0%

60.0%

90.0%

55.6%

66.7%

33.3%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

審査委員会の構成員に当該学部等の教員・研究者を含

む

審査委員会の構成員に機関内の当該学部等以外の教

員・研究者を含む

審査委員会の構成員に国内の他機関の教員・研究者を

含む

審査委員会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を

含む

その他

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

審査委員会

の構成
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(注)「その他」の主な回答： 

被評価者から推薦者による推薦状の提出または照会可能者の提出を求める／助教選考時に限り、被

評価者から推薦者による推薦状の提出を求める／審査委員会が被評価者の情報を収集し人物評価を

行う／事例による 

 

 
(注)「上記以外」の主な回答： 

上申書（推薦理由を含む）の提出を求める／若手を採用していない／審査委員会は無く、学長が審

査している／各医局において独自に審査される／若手教員採用の際も他の教員と同じ審査基準 

 

21.0%

4.5%

1.7%

6.3%

18.2%

15.9%

9.1%

11.4%

19.6%

5.9%

2.0%

11.8%

18.6%

1.2%

2.9%

50.0%

10.0%

55.6%

11.1%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

被評価者から推薦者による推薦状の提出を求める

審査委員会が国内の他機関の教員・研究者にレビュー

書類（意見書）作成を依頼する

審査委員会が海外の他機関の教員・研究者にレビュー

書類（意見書）作成を依頼する

その他

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

審査委員会構

成員以外からの

レビュー情報の

収集

4.9%

6.6%

2.3%

9.1%

9.8%

7.8%

4.7%

5.8%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上記以外

無回答

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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b)採用する際に、考慮している評価項目【Q8-3】 

特に若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目はどれですか。（複数回答） 

 

◼ 機関の種別 

若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目は、全体では「日本語の論文・

総説」（58.0％）、「学会発表・講演」（57.3％）「英語の論文・総説」（53.5％）が５割以上と

なっており、研究活動に関する評価項目が中心となっている。「論文掲載誌の平均引用数（イ

ンパクトファクター（IF）等）」（9.4％）の割合は「論文・総説の被引用」（8.0％）、「被引

用数の高い論文数（トップ〇％論文等）」（4.5%）よりも高くなっている。 

大学共同利用機関及び独立行政法人のうち、資金配分機関以外の２つの回答グループで

は、「挑戦的な課題への取組」「学際・融合領域・領域間連携研究への取組」等の割合が全体

と比べて高くなっており、評価指針にて示された方向性4と合致した項目となっている。 

国立大学では、「国際共著論文」（50％）、「特許・実用新案の出願・登録・ライセンシン

グ」（45.5％）、「競争的資金など外部資金の獲得数」（68.2％）の割合が全体より 25%以上高

く「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）」（34.1％）についても全体

（9.4％）に比べて高くなっている。特に、国立大学の「競争的資金など外部資金の獲得数」

（68.2％）の割合は国立大学のすべての評価項目の中でも最も高い。 

 

（図表は次頁） 

  

 
4 評価指針「第 1 部 研究開発評価の在り方に係る特筆課題」においては、（1）研究目標が達

成されるかどうかには高いリスクがあるが、成果が出ると社会的・経済的・学術的にインパ

クトがあり、領域の進展に貢献するなど非常に大きな影響を与える可能性が高い挑戦的（チ

ャレンジング）な研究や、（2）一つの学問領域では解決が困難な課題に対して二つ以上の学

問領域を統合・融合・連携協力して横断的に取り組むことで、新しい研究領域を開拓する学

際・融合領域・領域間連携研究 を今後一層促進することが重要である。としている。 
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図表 III-48 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目（機関の種別） 

46.2%

19.9%

17.5%

18.5%

11.9%

53.5%

58.0%

20.3%

12.6%

8.0%

2.4%

4.5%

9.4%

3.1%

47.7%

22.7%

31.8%

20.5%

18.2%

65.9%

61.4%

50.0%

34.1%

20.5%

11.4%

15.9%

34.1%

9.1%

43.1%

23.5%

27.5%

15.7%

9.8%

49.0%

52.9%

17.6%

9.8%

5.9%

2.0%

5.9%

3.9%

43.0%

17.4%

7.6%

15.1%

8.1%

48.8%

58.1%

12.2%

7.0%

4.1%

1.2%

1.2%

4.1%

1.2%

70.0%

20.0%

50.0%

50.0%

40.0%

80.0%

50.0%

30.0%

20.0%

10.0%

10.0%

10.0%

88.9%

33.3%

44.4%

55.6%

33.3%

77.8%

77.8%

33.3%

22.2%

33.3%

22.2%

11.1%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）

等）

h-index

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

作品制作数／教育実践記録／翻訳／実技に関する業務／就任後の研究計画／音楽活動／関連教員の

研究分野との親和性 

1.0%

1.7%

20.6%

44.1%

57.3%

16.8%

2.1%

28.7%

12.6%

33.2%

41.6%

2.8%

7.3%

2.4%

3.1%

4.5%

2.3%

38.6%

59.1%

61.4%

45.5%

2.3%

47.7%

29.5%

54.5%

68.2%

4.5%

13.6%

2.3%

4.5%

2.0%

17.6%

41.2%

56.9%

23.5%

2.0%

29.4%

19.6%

43.1%

47.1%

2.0%

3.9%

3.9%

0.6%

1.2%

17.4%

43.0%

57.6%

7.6%

1.7%

24.4%

5.2%

23.8%

33.1%

2.3%

6.4%

2.3%

2.9%

10.0%

10.0%

30.0%

60.0%

10.0%

20.0%

20.0%

60.0%

40.0%

10.0%

22.2%

22.2%

33.3%

22.2%

11.1%

22.2%

22.2%

22.2%

44.4%

11.1%

22.2%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上げ

回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への

参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政

策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答： 

男女比率の改善 

 

17.5%

25.5%

0.3%

18.2%

20.5%

2.3%

7.8%

17.6%

20.3%

27.9%

10.0%

30.0%

22.2%

44.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨

に即した特定業務（（教員の場合）教育・（研究者の

場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営
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(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答： 

教育方法の実践例、学校現場での実務経験／教育歴／展示・学習支援活動／授業の教育内容・実施

方法／教員養成に係る学生の教育・実習指導（現職教員に対する教育・研修を含む）ができること／

模擬授業の内容、担当予定科目と専門分野の適合性／指導していた部活動の実績／他の教育機関に

おける教育活動 

  

47.6%

18.5%

22.4%

28.0%

10.1%

17.1%

12.9%

4.2%

4.5%

3.8%

40.9%

11.4%

34.1%

38.6%

27.3%

13.6%

9.1%

9.1%

2.3%

2.3%

52.9%

3.9%

15.7%

29.4%

13.7%

13.7%

9.8%

2.0%

52.3%

26.7%

23.8%

27.3%

5.8%

20.9%

16.3%

4.7%

4.7%

4.7%

10.0%

10.0%

20.0%
22.2%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成
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(注)「上記以外の社会貢献活動」の主な回答： 

ボランティア活動／地域での活動／学会並びに社会における活動 

18.2%

26.9%

7.0%

11.2%

3.8%

19.2%

4.2%

1.0%

6.8%

25.0%

13.6%

18.2%

2.3%

20.5%

4.5%

21.6%

29.4%

5.9%

9.8%

3.9%

25.5%

2.0%

22.1%

27.9%

6.4%

9.9%

4.1%

16.9%

4.7%

1.7%

20.0%

10.0%

20.0%

11.1%

11.1%

11.1%

22.2%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献活動
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(注)「上記以外」の主な回答： 

実績だけを評価するのではなく将来の研究展開の可能性や人格も考慮している／関係分野の実務歴

／建学の精神及び教育理念への理解・共感／若手を採用していない／若手教員採用時のみの特別な

取り組みはない／企業等における実務業績／教育者としての資質／上記の様々な点が評価項目に該

当する。特に何を重視して採用するかは職階等によって異なるため，教員選考規則に基づき，都度

審査委員会等において審議の上決定している／研究業績、教育業績、社会貢献、大学運営、教育・研

究に対する考え方や抱負／推薦者や照会者による人物評価／そのときどきで異なり、決まっていな

い／修士または学士の学位／部局での審査に委ねている 

  

13.6%

11.2%

10.5%

22.7%

18.2%

11.4%

11.8%

17.6%

15.7%

13.4%

8.7%

9.3%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

無回答

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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c)「採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に、参照したもの（複数回答）【Q8-

4】 

Q8-3 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

◼ 機関の種別 

評価項目を設定した際に、参照したものは、「機関内の特定の組織単位で研究開発活動を

含む評価における指標」の回答割合が高く、全体で 19.6％、国立大学で 36.4％となってい

る。また、無回答が 44.4％と半数近くを占めており、参照したものが無い機関が多いとみ

られる。 

図表 III-49「若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際

に、参照したもの（機関の種別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

特になし／大学の教員選考基準／本学独自の経験の蓄積による分析結果／本学の実情に合わせてい

る／以前より設定されており、不明／個別の人事計画ごとに評価項目を設定している／日本私立大

学連盟がまとめた評価項目／大学設置基準をベースとし，国立大学法人以前の本学の指標を踏襲し

ている／都度審査委員会等において評価項目を設定しているため回答できない／各医局において独

自に審査される／他学の教員採用に関する規程／海外大学のポストドクトラルフェロー審査に係る

様式／学外評価者からの評価書／若手を採用していない 

  

7.0%

16.4%

19.6%

10.5%

5.2%

14.0%

44.4%

4.5%

9.1%

36.4%

9.1%

4.5%

11.4%

43.2%

11.8%

9.8%

13.7%

5.9%

5.9%

19.6%

47.1%

6.4%

22.1%

17.4%

12.2%

5.8%

12.2%

43.6%

10.0%

20.0%

10.0%

30.0%

30.0%

11.1%

11.1%

11.1%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第三者評価（法人評価）における指標

認証評価における指標

機関内の特定の組織単位で研究開発活動

を含む評価における指標

国（文部科学省等）や資金配分機関（科

学技術振興機構、日本医療研究開発機

構、日本学術振興会等）による採択時の

審査、実施後の中間評価、事後評価、…

国又は第三者評価機関による機関内に所

属する教員・研究員等の研究開発業績に

関する第三者評価における指標

その他

無回答

(n=286) 合計 (n=44) 国立大学

(n=51) 公立大学 (n=172) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=9) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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d)代表的な評価項目・指標【Q8-5】 

Q8-4 において参照した Q8-3 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q8-3 から最大３つ選択してくださ

い。 

 

◼ 機関の種別 

参照した評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項目・指標の設定に

影響を与えた代表的な評価項目・指標は、全体では「日本語の論文・総説」（23.8％）、「成

果の学術的価値」（19.9％）、「英語の論文・総説」（19.5％）の３つの割合が高い。 

国立大学では、「英語の論文・総説」（35.9％）、「日本語の論文・総説」（28.2％）に次い

で、「競争的資金など外部資金の獲得数」（20.5％）の割合が高く、国立大学以外の４つの

回答グループでは「成果の学術的価値」の割合が比較的高くなっている。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は、全体では 3.1％である

が、国立大学では 10.3％と比較的高くなっている。 

 

（図表は次頁） 
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図表 III-50【若手の教員・研究者】代表的な評価項目・指標（機関の種別） 

19.9%

2.0%

3.1%

2.7%

1.2%

19.5%

23.8%

1.2%

0.4%

1.2%

1.2%

3.1%

12.8%

35.9%

28.2%

5.1%

2.6%

5.1%

7.7%

10.3%

20.9%

2.3%

4.7%

2.3%

2.3%

11.6%

11.6%

2.3%

2.3%

19.9%

1.9%

1.9%

1.9%

0.6%

17.9%

28.2%

0.6%

1.9%

40.0%

20.0%

30.0%

10.0%

20.0%

25.0%

12.5%

12.5%

12.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=256) 合計 (n=39) 国立大学

(n=43) 公立大学 (n=156) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=8) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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1.2%

6.6%

10.5%

1.6%

0.8%

2.0%

11.7%

1.2%

1.6%

5.1%

5.1%

2.6%

2.6%

20.5%

5.1%

2.3%

7.0%

2.3%

2.3%

9.3%

1.9%

7.7%

12.8%

1.3%

2.6%

10.3%

1.9%

1.3%

20.0%

20.0%

10.0%

10.0%
12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取

り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会

議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文

化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=256) 合計 (n=39) 国立大学

(n=43) 公立大学 (n=156) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=8) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

研究活動
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2.0%

3.9%
2.6%
2.3%

3.2%

4.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場

合）教育・（研究者の場合）研究サポー

ト及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=256) 合計 (n=39) 国立大学

(n=43) 公立大学 (n=156) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=8) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

管理・運営

12.5%

6.3%

0.8%

4.3%

0.4%

2.7%

1.2%

1.2%

7.7%

5.1%

11.6%

2.3%

2.3%

2.3%

4.7%

15.4%

10.3%

1.3%

5.1%

3.8%

0.6%

1.3%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=256) 合計 (n=39) 国立大学

(n=43) 公立大学 (n=156) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=8) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

教育活動

・人材育成
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1.2%

0.8%

0.8%

2.3%

2.3%

2.3%

1.3%

0.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=256) 合計 (n=39) 国立大学

(n=43) 公立大学 (n=156) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=8) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

社会貢献活動

2.3%

4.3%

37.5%

2.6%

2.6%

38.5%

2.3%

16.3%

41.9%

2.6%

1.9%

35.3%
30.0%

62.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

無回答

(n=256) 合計 (n=39) 国立大学

(n=43) 公立大学 (n=156) 私立大学

(n=10) 大学共同利用機関 (n=8) 独立行政法人のうち、資金配分機関以外

その他
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(8) その他 

a)「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】 

貴機関・学部等は、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知っていました

か？貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

「当該宣言の存在を知らなかった」の割合が全体で 69.0％、国立大学で 53.6％となって

おり、現状では広く認知されているまでには至っていない。 

図表 III-51「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況（機関の種別） 

 
 

  

69.0%

53.6%

75.4%

71.3%

70.0%

100.0%

80.0%

26.8%

36.2%

24.6%

25.7%

20.0%

10.0%

4.0%

10.1%

2.6%

10.0%

10.0%

0.3%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

3
7
7
)

(n
=

6
9
)

(n
=

5
7
)

(n
=

2
3
0
)

(n
=

1
0
)

(n
=

1
)

(n
=

1
0
)

当該宣言の存在を知らなかった

当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない

当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている

無回答

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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b)「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】 

貴機関・学部等では、「研究計量に関するライデン声明」があることを知っていましたか？ 

貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

 

◼ 機関の種別 

いずれの機関でも、「当該声明の存在を知らなかった」の割合が最も高く、全体で75.3％、

国立大学で 62.3％となっている。 

図表 III-52「研究計量に関するライデン声明」の認知状況（機関の種別） 

 
 

 

75.3%

62.3%

77.2%

78.7%

60.0%

100.0%

90.0%

21.2%

29.0%

22.8%

19.1%

30.0%

3.2%

8.7%

1.7%

10.0%

10.0%

0.3%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

国立大学

公立大学

私立大学

大学共同利用機関

独立行政法人のうち、資金配分機関

独立行政法人のうち、資金配分機関以外

(n
=

3
7
7
)

(n
=

6
9
)

(n
=

5
7
)

(n
=

2
3
0
)

(n
=

1
0
)

(n
=

1
)

(n
=

1
0
)

当該声明の存在を知らなかった

当該声明について、当部署は知っているが、他の部署は知らない

当該声明について、当部署以外の他部署も知っている

無回答

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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３．学部等集計結果 

(1) 総括 

①研究者個人の業績評価 

 

（任期無し（常勤）の研究者個人の業績評価）【Q7-3、Q7-5、Q7-8、 Q7-9】 

実施目的は、「研究者の自己点検による省察」の割合が最も高く、全体では 87.9％、

「理学」は 91.7％、「保健（医学・歯学・薬学）」は 95.0％。 

評価項目は、「英語の論文・総説」の割合が全体で 92.5％、どの学問分野でも高い。

「工学」では「競争的資金など外部資金の獲得数」が 100%となっている。「論文掲載誌

の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）は全体では 32.7％、保健（（医学・歯学・

薬学）」では 47.5％と他の学問分野より高い。 

評価結果は、「賞与・一時金・報奨金」（全体の 60.7％）、「給与」（同 54.2％）、

「評価が悪かった研究者に対する指導」（同 43.9％）、「昇任」（同 33.6％）等に活用

されている。 

評価方法の課題は、「研究分野間の比較」の割合が最も高く、全体の 57.9％、「理学」

では 66.7％となっている。 

 

（テニュアトラック研究者個人の業績評価）【Q7-10、 Q7-11 、Q7-13、Q7-16、Q7-17】 

業績評価の目的や評価方法等は、「任期なし（常勤）の研究者個人」と「同じ」が全

体の 21.5％、「異なる」は 19.8％、「テニュアトラック研究者が存在しない」が 52.9％。 

「異なる」学部等の業績評価の実施目的は、「テニュア付与のための判断」（全体の

91.7％）、次いで「若手研究者の育成」（54.2％）の割合が高い。 

業績評価における評価項目は、「英語の論文・総説」「日本語の論文・総説」「学会

発表・講演」「特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング」「競争的資金など外部資

金の獲得数」の全体の割合が 50%以上となっている。「論文掲載誌の平均引用数（インパ

クトファクター（IF）等）」は全体では 20.8％、評価項目では 19番目に高い割合となっ

ている。 

業績評価は、主に「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」（全体の

62.5％）と「採用」（同 37.5％）に活用されており、「賞与・一時金・報奨金」（8.3％）、

「給与」（16.7％）より割合が高い。 

評価方法の課題は、「研究分野間の比較」と「短期での研究成果の評価」の割合（全

体で 20.8％）が最も高く、「課題はない」は全体で 16.7％となっている。 

 

（任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価）【Q7-18、 Q7-19、

Q7-21、Q7-24】 

「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ」

が全体の 45.5％、「異なる」は 21.5％、「テニュアトラック研究者個人の業績評価と業

績評価の目的や評価方法等は同じ」は 3.3％、「任期付きの研究者（テニュアトラック研

究者以外）の個人の業績評価を実施していない」は 12.4％、「任期付きの研究者（テニ

ュアトラック研究者以外）は存在しない」は 17.4％となっている。 

業績評価の実施目的は、「研究者の自己点検による省察」の割合が全体の 46.2％と最

も高く、評価項目は「競争的資金など外部資金の獲得数」（46.2％）、「英語の論文・総

説」（全体の 42.3％）が高い。 

評価の活用としては、「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」（全

体の 53.8％）が最も高い。 

 

⑤教員・研究者の採用【Q8-2、Q8-3】 

若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項は、「審査委員会の構成員に当該

学部等の教員・研究者を含む」が最も高く全体の 94.7％、「被評価者から推薦者による
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推薦状の提出を求める」は次に高く同 38.8％となっている一方、「審査委員会の構成員

に海外の他機関の教員・研究者を含む」（同 0％）や「審査委員会が海外の他機関の教

員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する」（同 3.9％）の割合は低い。 

採用する際に考慮している評価項目は、「英語の論文・総説」（全体の 81.6％）、「競

争的資金など外部資金の獲得数」（同 70.4％）、「外部からの賞・表彰」（同 63.2％）

の割合が高い。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）」の割合は全体で 34.9％

とテニュアトラック研究者個人の業績評価（全体の 20.8％）と比べて高くなっている。 

 

⑥その他【Q9-2、Q9-3】 

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知らなかった割合は、全体

の 67.2％、「研究計量に関するライデン声明」は全体の 78.2％となっている。 
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(2) 学部等のプロフィール 

本アンケートは、研究者個人の業績評価や教員・研究者の採用の方法等を「理学」、「工

学」、「保健（医学、歯学、薬学）」分野の学部等が独自に決定している場合は、学部等用の

調査票に回答する設計とした。以下に学部等調査の回答結果を示す。 

 

a)機関の種類【Q2-1】 

貴機関の種類を選んでください。（１つだけ） 

 

機関の種別は、国立大学が 73.6％、私立大学が 24.7％を占めている。 

356大学のうち 57大学から合計 174件の回答があった。 

図表 III-53 機関の種類 

 

b)組織の種類【Q6-1】 

貴組織の種類を選んでください。（１つだけ） 

 

大学の学部が約 8割を占めている。 

図表 III-54 組織の種類 

 
 

国立大学
73.6%

公立大学
1.7%

私立大学
24.7%

（n=174）

大学の学部
78.7%

大学附置研究所
10.3%

その他
10.9%

(n=174)
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c)直接関係する大学院の研究科【Q6-2】 

貴学部等に直接関係する大学院の研究科がありますか。（１つだけ） 

 

「学部に直接関係する大学院の研究科がある」が 86.1％を占めている。 

図表 III-55 直接関係する大学院の研究科 

 
 

d)学問別分野【Q6-3】 

研究内容の学問別区分について該当するものを選んでください。（学問別区分が２つ以上の項

目にわたる場合は、そのうち主なものを１つ選んでください） 

 

学問別区分は、保健（医学・歯学・薬学）が 37.4％、工学が 34.5％、理学が 21.3％とな

っている。 

図表 III-56 学問分野 

 

 
(注)「その他」の主な回答： 

その他の人文・社会科学／農学／経済学／学際研究／リハビリ／スポーツ学 

 

学部のみがある
5.1%

学部に直接関係する大

学院の研究科がある
86.1%

大学院の研究科の

みがある
8.8%

(n=137)

理学
21.3%

工学
34.5%

保健（医学・歯学・薬学）
37.4%

その他
6.9%

(n=174)
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e)研究内容の専門分野【Q6-4】 

研究内容の専門分野について該当するものをすべて選んでください。 

※本設問の対象は、Q2-1 において「国立大学」、「公立大学」、「私立大学」、「大学共同利用

機関」と回答した者のみ。 

図表 III-57 研究内容の専門分野 

 
 

  

26.5%

21.6%

28.4%

31.5%

28.4%

16.0%

11.7%

29.0%

29.6%

25.9%

30.9%

17.9%

8.6%

28.4%

3.7%

9.3%

6.2%

22.8%

24.1%

8.6%

17.9%

15.4%

9.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

数学

情報科学

物理

化学

生物

地学

上記以外の理学

機械・船舶

電気・通信

土木・建築

応用化学

応用理学

原子力

材料

繊維

航空

経営工学

上記以外の工学

医学

歯学

薬学

看護

上記以外の保健

（n=162）

工学

保健

理学
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f)専任教員数【Q6-5】 

現在の専任教員数を選択してください。（１つだけ） 

 

学部等の専任教員数は、「100 人以上」が 43.1％、「50～99 人」が 30.5％、「10～29 人」

および「30～49人」が 11.5％となっている。 

図表 III-58 専任教員数 

 
 

 

  

～9人
3.4%10～29人

11.5%

30～49人
11.5%

50～99人
30.5%

100人以上
43.1%

(n=174)
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(3) 研究者個人の業績評価 

①研究者個人の業績評価の方法等の決定 

a)研究者個人の業績評価の方法等の決定【Q7-1】 

研究者個人の業績評価の方法等について、貴機関内のどの単位で決定されていますか。（１つ

だけ） 

 

◼ 学問分野別 

全体では「【大学のみ】学部等」で決定している割合が 60.3％、「機関全体」が 24.7％と

なっている。 

図表 III-59 研究者個人の業績評価方法等の決定単位（学問分野別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

機関全体での共通評価項目及び学系毎の評価の合算／学科／機関全体の枠組みの中で部局独自に定め

るものがある／任期付き研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価は研究所単位で決定し

ている／機関で基本方針を定め、学部等で業績評価基準を定めている／任期なし（常勤）の研究者及び

任期付き研究者（テニュア・トラック研究者以外）は「機関全体」、テニュアトラック研究者は「学部

等」 
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=
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=
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「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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②任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価 

a)業績評価の実施状況【Q7-2】 

貴機関・学部等では任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価を実施していますか。 

 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価を実施している機関・学部等の割合は、全体

で 88.4％を占めている。 

図表 III-60 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の実施状況（学問分野別） 
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b)業績評価の実施目的【Q7-3】 

貴機関・学部等が業績評価を実施するのは、どのような目的ですか。（複数回答） 

 

◼ 学問分野別 

業績評価を実施する目的は、「研究者の自己点検による省察」の割合が最も高く、全体の

87.9％となっており、いずれの学問分野でも、「研究者の自己点検による省察」の割合が最

も高い。 

「工学」は、「研究者個人の外部資金獲得の推進」（70.3％）、「組織運営の評価・改善（自

己点検・評価を含む）のための資料収集」（73.0％）、「給与・昇進への反映」（89.2％）の割

合が他の学問分野と比較すると 10％以上高くなっている。 

「理学」は、「社会に対する説明責任」（45.8％）の割合が他の学問分野と比較すると 10％

以上高くなっている。 

図表 III-61 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の実施目的（学問分野別） 
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41.7%

12.5%
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研究者個人の外部資金獲得の推進

研究者個人の社会貢献の推進
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(注)「その他」の主な回答： 

研究科長賞表彰選考の基礎資料として／研究費の配分／大学院指導資格の確認のため／教員の役割

の明確化 
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研究者個人と組織の目標の連動
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社会に対する説明責任
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c)現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-4】 

現在の、貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。有

効とお考えのものをお答えください。Q7-3 で回答した選択肢の中から選択ください。（複数

回答） 

※Q7-3（業績評価の実施目的）で回答した選択肢の中から選択。 

 

◼ 学問分野別 

「Q7-3 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の実施目的（以下、「Q7-3実施目的」）」

と同様に、いずれの学問分野でも「研究者の自己点検による省察」の割合が最も高く、「保

健（医学・歯学・薬学）」では 95％となっている。 

Q7-3実施目的の割合と比較すると、「工学」は「給与・昇進への反映」（73.0％）、「研究

者の教育レベル向上」（62.2％）、「研究者個人の外部資金獲得の推進」（59.5％）、「組織運

営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集」（59.5％）の項目で実施目的

と比べて 10％以上割合が低い。「保健（医学・歯学・薬学）」は「評価制度導入の政策的要

請への対応」（32.5％）の項目で実施目的より 10％低くなっている。 

図表 III-62【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に

対して有効と考えるもの（学問分野別） 
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(注)「その他」の主な回答： 

研究科長賞表彰選考の基礎資料として／研究費の配分／大学院指導資格の確認のため／教員の役割

の明確化／高等教育機関としての教育研究活動等の質を保証 
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d)業績評価における評価項目【Q7-5】 

機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複数回

答） 

 

◼ 学問分野別 

「英語の論文・総説」の割合が 92.5％と最も高く、「その他」を除く学問分野でも 90％

以上となっている。 

「競争的資金など外部資金の獲得数」は全体で 90.7％、「工学」では 100.0%、「学外の審

議会・委員会」は全体で 86.9％、「工学」は 91.9％、「日本語の論文・総説」は全体で 83.2％、

「工学」は 89.2％、「講義・演習担当数」は全体で 81.3％、「工学は 86.5％となっており、

いずれも「工学」が他の学問分野よりも高い。 

また、これらの５項目は、任期なし（常勤）の研究者個人の機関の回答割合がいずれも

70％以上と高く、機関と同様の傾向となっている。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）は、全体で 32.7％となって

おり、任期なし（常勤）の研究者個人の機関の回答割合（全体 21.9％、国立大学 37.3％）

よりも高い。特に「保健（医学・歯学・薬学）」では 47.5％と高くなっている。 

 

 

（図表は次頁） 
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図表 III-63【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目（学問分野別） 
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

ベンチャー企業設立、共同研究講座、共同研究部門／作品（建築作品、知財登録済意匠、特許が採用

された商品、テレビ・ラジオ放送作品、劇場公開作品、公募展入選作品、企画展招へい作品、展覧会

企画・キュレーション、企画執行作品）／研究成果の事業化状況／間接経費獲得額／外国人研究員

の受入、共同研究、受託研究、海外機関との研究／特定臨床研究数、医師主導治験数 

4.7%

3.7%

28.0%

65.4%

80.4%

72.9%

9.3%

72.0%

56.1%

80.4%

90.7%
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4.7%

6.5%

4.2%

12.5%

29.2%

66.7%

83.3%

50.0%

16.7%
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54.2%

79.2%
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20.8%

25.0%

8.3%

4.2%

2.7%

2.7%

27.0%

73.0%

81.1%

83.8%

16.2%

78.4%

62.2%

86.5%

100.0%

10.8%

21.6%

5.4%

5.4%

7.5%

32.5%

62.5%

80.0%

80.0%

67.5%

52.5%

75.0%

87.5%

12.5%

15.0%

2.5%

10.0%

33.3%

66.7%

50.0%

33.3%

50.0%

83.3%

83.3%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上

げ回数など）
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専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議へ

の参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・

政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答： 

学内委員会委員等／ワーキンググループ、プロジェクト等への参加、管理運営に関与する集会、セ

ミナー等への参加状況／入試業務への参加 

80.4%

73.8%

5.6%

75.0%

79.2%

89.2%

73.0%

75.0%

70.0%

15.0%

83.3%

83.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設

置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教

育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以

外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他

管理・運営
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(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答：論文の審査／研修受講歴、教育活動に関する受賞、

教育に関する外部資金の獲得／教材開発、教員本人の受賞、指導学生の受賞／入学試験・共用試験

に関わる活動、FD への参加、FD での講師担当、チュータ担当、部活動の顧問・部長／グローバル教

育（留学生・海外インターンシップの受入れ数など）／初期研修医、専攻医指導/研究指導学生数／

教育改革、教育支援業務／実習時間数/週（学部・大学院）、JDP 学生 

  

81.3%

32.7%

46.7%

72.9%
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30.8%

25.2%

12.1%
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75.0%

79.2%

20.8%

12.5%

8.3%

12.5%
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25.0%
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50.0%
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33.3%

66.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他

教育活動・

人材育成

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動
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法

の
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立
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(注)「上記以外の社会貢献活動」の主な回答： 

出前授業、団体の役職／学協会役員／他校での非常勤講師／学術誌の編集担当者および査読、研究

班の主任、分担・協力者、アドバイザリーボード、診療ガイドラインの作成、ベンチャー起業等、

ホームページ作成による情報発信／科研費審査／高大連携、産学官連携／法医解剖時間数/週 

 

39.3%

86.9%

41.1%

45.8%

29.0%

72.0%

29.9%

11.2%

45.8%

79.2%

41.7%

29.2%

25.0%

75.0%

37.5%

12.5%

40.5%

91.9%

48.6%

45.9%

40.5%

67.6%

27.0%

2.7%

40.0%

87.5%

37.5%

55.0%

25.0%

72.5%

30.0%

20.0%

83.3%

16.7%

50.0%

83.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
社会貢献

活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「上記以外」の主な回答： 

診療能力向上のためのワークショップ等への参加、インシデント・アクシデントレポート提出）／

薬剤師会等の連携／臨床試験及び治験／評価に際してアピールすべき事を記述できる自由記入欄を

設けている／共同利用・共同研究への貢献／上記１から 50の項目について、各教員の判断により、

総合的に自己評価を行っている。また、各教員の自己評価結果について、部局内の教員評価委員会

が部局としての評価を出している／大きく「研究業績」「外部資金獲得状況」「診察」「社会貢献」

などと項目を設け、その枠の中で自由に記載する形式をとっている 

  

29.0%

8.4%

2.8%

1.9%

4.2%

4.2%

10.8%
65.0%

15.0%

2.5%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他

その他
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e)業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-6】 

Q7-5 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

「機関内の組織単位の評価における評価項目・指標」を参照した学部等の割合が全体で

46.7％と高く、「理学」では 54.2％と高くなっている。 

「工学」では「国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標」の割合

が 51.4％、「認証評価における評価項目・指標」は 35.1％と、他の学問分野と比べて高く

なっている。 

 

図表 III-64【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際

に、参照したもの（学問分野別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

他の国立大学の評価指標／参考にしたものがあるかどうか分からない／自大学の他部局で先行実施

していた教員評価の指標を参考にした／機関が設定した評価項目・指針 
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f)代表的な評価項目・指標【Q7-7】 

Q7-6 において参照した Q7-5 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-5 から最大３つ選択してくださ

い。 

※Q7-5（業績評価における評価項目）で回答した選択肢の中から３つ以内を選択。 

 

「英語の論文」（全体で 34.6％）、「競争的資金など外部資金の獲得数」（全体で 31.8％）、

「成果の学術的価値」（全体で 21.5％）、「講義・演習担当数」（全体で 17.8％）の割合が高

く、「その他」を除く学問分野でいずれも高くなっている。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は、「保健（医学・歯学・

薬学」では 10.0％、それ以外の学問分野では 0％となっている。 

 

（図表は次頁） 
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図表 III-65【任期なし（常勤）の研究者個人】代表的な評価項目・指標（学問分野別） 

21.5%

5.6%

4.7%

2.8%

0.9%

34.6%

11.2%

5.6%

0.9%

2.8%

3.7%

7.5%

3.7%

20.8%

8.3%

4.2%

4.2%

4.2%

33.3%

12.5%

4.2%

4.2%

4.2%

4.2%

21.6%

5.4%

2.7%

32.4%

10.8%

2.7%

5.4%

5.4%

12.5%

5.0%

5.0%

2.5%

37.5%

12.5%

7.5%

7.5%

12.5%

10.0%

83.3%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果

の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文

等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファ

クター（IF）等）

h-index

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確
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0.9%

4.7%

0.9%

6.5%

31.8%

0.9%

8.3%

12.5%

37.5%

2.7%

5.4%

35.1%

7.5%

2.5%

5.0%

30.0%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュース

での取り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシ

ング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：

国際会議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以

外の文化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
研究活動
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5.6%

5.6%

8.3%

12.5%

5.4%

5.0%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場

合）教育・（研究者の場合）研究サポート

及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他管理・運営

17.8%

5.6%

4.7%

8.4%

0.9%

16.7%

4.2%

4.2%

8.3%

16.2%

2.7%

2.7%

8.1%

22.5%

7.5%

5.0%

5.0%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他教育活動

・人材育成
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0.9%

0.9%

4.7%
8.3%

2.7%

2.5%

5.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他社会貢献

活動

5.6%

25.2%
25.0%

32.4%

15.0%

22.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
その他
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g)業績評価の活用状況【Q7-8】 

貴機関・学部等における業績評価は、何に活用していますか（複数回答） 

 

◼ 学問分野別 

業績評価の活用先は、「賞与・一時金・報奨金」（全体の 60.7％）、「給与」（同 54.2％）、

「評価が悪かった研究者に対する指導」（同 43.9％）「昇任」（同 33.6％）の割合がいずれ

の学問分野でも高くなっている。 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の割合と比べると、「賞与・一時金・報奨金」

は機関全体の割合が 56.6％、「給与」は同 47.5％、「評価が悪かった研究者に対する指導」

は同 33.8％と概ね同じ割合であるが、「昇任」については、学部等全体は 33.6％と機関全

体（50.7％）より低くなっている。 

図表 III-66 【任期なし（常勤）の研究者個人】業績評価の活用状況（学問分野別） 

 
(注)「その他」の主な回答：部局評価書作成時の基礎資料／教員個人における活動状況の省察と自己研

鑽、職場環境のモニタリングと改善など／組織的なＦＤ活動等に活用／大学院指導資格／組織運営

の評価、改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

  

54.2%

60.7%

33.6%

16.8%

2.8%

14.0%

43.9%

10.3%

0.9%

12.1%

62.5%

50.0%

20.8%

16.7%

12.5%

45.8%

4.2%

8.3%

51.4%

67.6%

43.2%

18.9%

5.4%

8.1%

45.9%

16.2%

5.4%

52.5%

57.5%

32.5%

15.0%

22.5%

45.0%

10.0%

20.0%

50.0%

83.3%

33.3%

16.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

給与

賞与・一時金・報奨金

昇任

雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）

研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など）

内部での表彰・賞

評価が悪かった研究者に対する指導

研究者の基盤的研究費の配分

スペースの配分

その他

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
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150 

h)現在の業績評価方法における課題【Q7-9】 

貴機関・学部等における現在の業績評価方法について、どのようなことが課題となっています

か。（複数回答） 

 

課題は「研究分野間の比較」（全体の 57.9％）の割合がいずれの学問分野でも高くなって

いる。また、「業績に結び付かない能力や努力が評価できない」（全体の 43.9％）、「間接業

務など、目立たない仕事が評価されにくい」（全体の 44.9％）についてもどの学問分野でも

高い傾向にある。 

一方「理学」は「短期での研究成果の評価」（37.5％）と「評価結果と研究者の評判や総

合的印象のミスマッチ」（37.5％）の割合が他の学問分野よりも高く、「工学」では「各評価

項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）」（45.9％）の割合が高くなってい

る。 

任期なし（常勤）の研究者個人の機関回答と比べると、機関では「研究分野間の比較」

が全体の 42.9％、「業績に結び付かない能力や努力が評価できない」は同 32.0％、「間接業

務など、目立たない仕事が評価されにくい」は同 34.2％となっており、学部等の回答割合

の方が高い。 

 

図表 III-67 【任期なし（常勤）の研究者個人】現在の業績評価方法における課題（学問

分野別） 

 
 

57.9%

15.0%

10.3%

18.7%

66.7%

16.7%

4.2%

37.5%

56.8%

18.9%

10.8%

13.5%

52.5%

10.0%

7.5%

7.5%

66.7%

16.7%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究分野間の比較

基礎研究と応用研究の比較

人文・社会科学に関する研究成果の把握

短期での研究成果の評価

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
実施・方法
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36.4%

25.2%

23.4%

10.3%

32.7%

18.7%

5.6%

6.5%

33.3%

25.0%

25.0%

12.5%

33.3%

37.5%

8.3%

4.2%

37.8%

27.0%

21.6%

10.8%

45.9%

8.1%

40.0%

25.0%

22.5%

10.0%

25.0%

20.0%

7.5%

12.5%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

教育活動の評価手法の確立

管理運営の評価手法の確立

社会貢献活動の評価手法の確立

組織目標と整合した目標設定

各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付け

など）

評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ

誰を評価者とするか

評価者の養成（研修等）

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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6.5%

38.3%

22.4%

16.8%

11.2%

3.7%

21.5%

22.4%

8.3%

41.7%

25.0%

16.7%

20.8%

8.3%

25.0%

20.8%

2.7%

37.8%

27.0%

8.1%

13.5%

21.6%

27.0%

10.0%

37.5%

20.0%

25.0%

5.0%

2.5%

20.0%

17.5%

33.3%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

クレームへの対応

評価実施の負荷

評価を行うための情報システムの整備

評価結果の活用方法

評価結果の開示（内容、範囲）

ピアレビューの実施方法

客観的指標の設定方法

分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定

できない

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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(注)「その他」の主な回答： 

選択肢に記載の課題は一応クリアできているが、「評価軸の多様化」、「透明性、説得性の確保」、

「ダイバーシティ推進」、「人材流動性の促進」を狙いに評価体系の更なる改善の議論を継続してい

る 

  

15.0%

20.6%

43.9%

1.9%

44.9%

13.1%

5.6%

12.5%

16.7%

45.8%

37.5%

16.7%

8.3%

13.5%

27.0%

43.2%

43.2%

16.2%

5.4%

15.0%

12.5%

42.5%

5.0%

50.0%

7.5%

33.3%

50.0%

50.0%

50.0%

16.7%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の活動への改善効果が出ない

研究者のモチベーション向上効果がでない

業績に結び付かない能力や努力が評価でき

ない

達成度を上げるために目標が低く設定され

る

間接業務など、目立たない仕事が評価され

にくい

評価を意識しすぎて短期志向となり、大き

な成果がでにくい

研究活動が自己完結的となり、研究コミュ

ニティや組織運営への貢献が少なくなる

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他効果

19.6%

1.9%

5.6%

0.9%

29.2%
8.1%

2.7%

5.4%

20.0%

2.5%

5.0%

50.0%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の理解、協力、納得

その他

課題はない

無回答

(n=107) 合計 (n=24) 理学 (n=37) 工学 (n=40) 保健（医学・歯学・薬学） (n=6) その他
その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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③テニュアトラック研究者個人の業績評価 

a)「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評価の目的

や評価方法等における違い【Q7-10】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価とで、業

績評価の目的や評価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

「テニュアトラック研究者が存在しない」割合が全体の 52.9％を占めており、「業績評

価の目的や評価方法等が異なる」は全体の 19.8％となっている。 

図表 III-68「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績

評価の目的や評価方法等における違い（学問分野別） 

 
  

21.5%

25.0%

22.0%

17.8%

28.6%

19.8%

21.4%

12.2%

24.4%

28.6%

5.8%

7.1%

4.9%

6.7%

52.9%

46.4%

61.0%

51.1%

42.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

理学

工学

保健（医学・歯学・薬学）

その他

(n
=

1
2
1
)

(n
=

2
8
)

(n
=

4
1
)

(n
=

4
5
)

(n
=

7
)

業績評価の目的や評価方法等は同じ

業績評価の目的や評価方法等が異なる

テニュアトラック研究者個人の業績評価を実施していない

テニュアトラック研究者が存在しない

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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b)業績評価の実施目的【Q7-11】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等が業績評価を実施するのは

どのような目的ですか。（複数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24件。 

 

業績評価の目的は、「テニュア付与のための判断」が全体の 91.7％と高くなっている。 

図表 III-69【テニュアトラック研究者個人】業績評価の実施目的（学問分野別） 

 

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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(注)「その他」の主な回答：大学全体の教育・研究を活性化  

91.7%

54.2%

8.3%

25.0%

37.5%

37.5%

25.0%

16.7%

4.2%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

37.5%

12.5%

12.5%

100.0%

50.0%

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

50.0%

16.7%

16.7%

60.0%

60.0%

20.0%

40.0%

40.0%

60.0%

60.0%

40.0%

20.0%

20.0%

40.0%

100.0%

63.6%

18.2%

36.4%

27.3%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

36.4%

9.1%

100.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含

む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明確化（教

育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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c)現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-12】 

現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。有効

とお考えのものをお答えください。Q7-11 で回答した選択肢の中から選択してください。（（複

数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24件。 

※Q7-11で回答した選択肢の中から選択。 

 

「Q7-11 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の実施目的」と同様、「テニュア付

与のための判断」の割合が高く、全体で 83.3％が有効としている。 

図表 III-70【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法について、導入目的に対

して有効と考えるもの（学問分野別） 

 

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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83.3%

50.0%

4.2%

20.8%

33.3%

33.3%

16.7%

100.0%

50.0%

16.7%

16.7%

33.3%

33.3%

16.7%

40.0%

40.0%

20.0%

20.0%

40.0%

20.0%

100.0%

63.6%

18.2%

36.4%

27.3%

9.1%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「その他」の主な回答： 

大学全体の教育・研究を活性化 

  

12.5%

4.2%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

37.5%

8.3%

12.5%

8.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

50.0%

16.7%

16.7%

20.0%

20.0%

40.0%

20.0%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

36.4%

9.1%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）の

ための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重

視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

無回答

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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d)業績評価における評価項目【Q7-13】 

貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複数回

答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24件。 

 

評価項目は「英語の論文・総説」（全体の 66.7％）、「競争的資金など外部資金の獲得数」

（66.7％）「日本語の論文・総説」（同 54.2％）、「学会発表・講演」（同 54.2％）、「特許・実

用新案の出願・登録・ライセンシング」（50.0％）の割合が高い。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は全体で 20.8％、「保健（医

学・歯学・薬学）」は 36.4％と比較的高くなっている。 

図表 III-71 【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目（学問分野別） 

 
 

  

12.5%

20.0%

9.1%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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33.3%

8.3%

29.2%

12.5%

12.5%

8.3%

66.7%

54.2%

41.7%

12.5%

16.7%

4.2%

20.8%

33.3%

50.0%

16.7%

33.3%

16.7%

50.0%

66.7%

50.0%

16.7%

16.7%

16.7%

20.0%

20.0%

20.0%

60.0%

40.0%

60.0%

20.0%

20.0%

36.4%

9.1%

27.3%

18.2%

9.1%

9.1%

90.9%

63.6%

36.4%

9.1%

18.2%

9.1%

36.4%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

成長の度合い

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）

等）

h-index

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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4.2%

8.3%

33.3%

54.2%

50.0%

4.2%

29.2%

37.5%

37.5%

66.7%

4.2%

4.2%

16.7%

33.3%

83.3%

66.7%

16.7%

50.0%

66.7%

50.0%

83.3%

16.7%

60.0%

60.0%

60.0%

40.0%

60.0%

60.0%

60.0%

18.2%

27.3%

45.5%

45.5%

18.2%

18.2%

27.3%

72.7%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上げ

回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への

参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政

策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答：入試関連業務 

 

 

12.5%

20.8%

8.3%

16.7%

33.3%

16.7%

20.0%

20.0%

18.2%

18.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）

の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場

合）教育・（研究者の場合）研究サポート

及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他管理・運営

62.5%

16.7%

12.5%

41.7%

29.2%

4.2%

4.2%

66.7%

16.7%

16.7%

66.7%

33.3%

16.7%

16.7%

60.0%

40.0%

20.0%

60.0%

40.0%

72.7%

9.1%

9.1%

27.3%

27.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他教育活動

・人材育成

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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16.7%

29.2%

12.5%

37.5%

12.5%

41.7%

4.2%

33.3%

33.3%

16.7%

50.0%

16.7%

83.3%

40.0%

20.0%

20.0%

18.2%

27.3%

18.2%

45.5%

18.2%

36.4%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他社会貢献活動

4.2%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他その他
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e)業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-14】 

Q7-13 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24件。 

 

「機関内の組織単位の評価における評価項目・指標」を参照した学部等の割合が全体の

37.5％を占めており、「この中に参照したものはない」が全体の 25.0％となっている。 

図表 III-72【テニュアトラック研究者個人】業績評価における評価項目を設定した際に、

参照したもの（学問分野別） 

 

20.8%

16.7%

20.0%

18.2%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の

業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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4.2%

12.5%

4.2%

37.5%

8.3%

4.2%

4.2%

4.2%

8.3%

25.0%

16.7%

33.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

50.0%

40.0%

20.0%

20.0%

20.0%

9.1%

9.1%

54.5%

9.1%

9.1%

9.1%
50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資

金配分における評価項目・指標

国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項

目・指標

認証評価における評価項目・指標

機関内の組織単位の評価における評価項目・指標

国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究

開発機構、日本学術振興会等）による機関・組織単位

での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の

中間・事後評価等における評価項目・指標

国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実

施後の中間・事後評価等における評価項目・指標

国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者

評価（ポスドク採用、フェローシップ、授賞など）に

おける評価項目・指標

世界大学ランキングにおける項目・指標

その他

この中に参照したものはない

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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f)代表的な評価項目・指標【Q7-15】 

Q7-14 において参照した Q7-13 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-13 から最大３つ選択してくだ

さい。 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。有効回答数は合計 23件。 

※Q7-13で回答した選択肢の中から選択。 

 

「英語の論文・総説」の割合が全体の 43.5％、「競争的資金など外部資金の獲得数」が同

30.4％と高い。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は全体の 13.0％、保健（医

学・歯学・薬学）」では 27.3％と比較的高くなっている。 

図表 III-73【テニュアトラック研究者個人】代表的な評価項目・指標（学問分野別） 

 

8.7%

9.1%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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8.7%

4.3%

4.3%

4.3%

43.5%

4.3%

4.3%

13.0%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

25.0%

9.1%

9.1%

72.7%

9.1%

27.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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13.0%

30.4%

4.3%

33.3%

16.7%
25.0%

9.1%

45.5%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上

げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議へ

の参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・

政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教育・

（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
管理・運営

4.3%

4.3%

4.3%

25.0%

25.0%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
教育活動

・人材育成
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他社会貢献活動

34.8%
50.0%
50.0%

18.2%
50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=23) 合計 (n=6) 理学 (n=4) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
その他
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g)業績評価の活用状況【Q7-16】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等における業績評価は何に活

用していますか（複数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24件。 

 

業績評価の活用先は「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」が全体の

62.5％、「採用」が同 37.5％となっている。 

機関回答では「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」が全体の 58.3％、

「採用」が同 25.0％となっており、同様の傾向となっている。 

図表 III-74 【テニュアトラック研究者個人】業績評価の活用状況（学問分野別） 

 

4.2%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他
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37.5%

16.7%

8.3%

12.5%

62.5%

4.2%

8.3%

50.0%

16.7%

33.3%

66.7%

16.7%

40.0%

20.0%

60.0%

20.0%

36.4%

9.1%

9.1%

9.1%

63.6%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

採用

給与

賞与・一時金・報奨金

昇任

雇用継続・任期延長（任期が定められ

ている者のみ）

研究者の一部業務の免除（研究時間の

確保など）

内部での表彰・賞

評価が悪かった研究者に対する指導

研究者の基盤的研究費の配分

スペースの配分

その他

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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h)現在の業績評価方法における課題【Q7-17】 

テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等では現在の業績評価方法に

ついてどのようなことが課題となっていますか。（複数回答） 

※「Q7-10「テニュアトラック研究者個人」と「任期なし（常勤）の研究者個人」の業績評

価の目的や評価方法等における違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」

を選択した場合のみ回答。回答数は合計 24件。 

 

課題は「研究分野間の比較」と「短期での研究成果の評価」の割合が全体の 20.8％とな

っている。 

図表 III-75【テニュアトラック研究者個人】現在の業績評価方法における課題 

（学問分野別） 

 
 

 
 

12.5%

18.2%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他

20.8%

8.3%

4.2%

20.8%

16.7%

16.7%

33.3%

20.0%

60.0%

36.4%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究分野間の比較

基礎研究と応用研究の比較

人文・社会科学に関する研究成果の把握

短期での研究成果の評価

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他実施・方法

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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16.7%

4.2%

4.2%

4.2%

12.5%

4.2%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

20.0%

27.3%

9.1%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教育活動の評価手法の確立

管理運営の評価手法の確立

社会貢献活動の評価手法の確立

組織目標と整合した目標設定

各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付

けなど）

評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ

誰を評価者とするか

評価者の養成（研修等）

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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4.2%

12.5%

8.3%
16.7%

9.1%

27.3%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

クレームへの対応

評価実施の負荷

評価を行うための情報システムの整備

評価結果の活用方法

評価結果の開示（内容、範囲）

ピアレビューの実施方法

客観的指標の設定方法

分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設

定できない

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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(注)「その他」の主な回答：評価水準の設定 

  

4.2%

4.2%

8.3%

8.3%

16.7%

4.2%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

20.0%

40.0%

20.0%

9.1%

9.1%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の活動への改善効果が出ない

研究者のモチベーション向上効果がでない

業績に結び付かない能力や努力が評価できない

達成度を上げるために目標が低く設定される

間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい

評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がで

にくい

研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組

織運営への貢献が少なくなる

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他効果

8.3%

8.3%

16.7%

4.2%

16.7%

50.0%

20.0%

20.0%

9.1%

9.1%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の理解、協力、納得

その他

課題はない

無回答

(n=24) 合計 (n=6) 理学 (n=5) 工学 (n=11) 保健（医学・歯学・薬学） (n=2) その他その他
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④任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価 

a)「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）の研究

者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等における違い

【Q7-18】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究

者個人の業績評価及びテニュアトラック研究者個人の業績評価とで、業績評価の目的や評価

方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ」が

全体の 45.5％、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」の割合は全体の 21.5％となって

おり、「理学」「工学」「保健（医学・歯学・薬学）」は概ね同じ割合となっている。 

図表 III-76 「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし

（常勤）の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方

法等における違い（学問分野別） 

 
  

45.5%

39.3%

46.3%

46.7%

57.1%

3.3%

7.1%

4.9%

21.5%

25.0%

14.6%

26.7%

14.3%

12.4%

14.3%

14.6%

8.9%

14.3%

17.4%

14.3%

19.5%

17.8%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

理学

工学

保健（医学・歯学・薬学）

その他

(n
=

1
2
1
)

(n
=

2
8
)

(n
=

4
1
)

(n
=

4
5
)

(n
=

7
)

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ

テニュアトラック研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ

業績評価の目的や評価方法等が異なる

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）の個人の業績評価を実施していない

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）は存在しない

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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b)業績評価の実施目的【Q7-19】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・学部等

が業績評価を実施するのはどのような目的ですか。（複数回答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

 

業績評価の目的は、「研究者の自己点検による省察」（全体の 46.2％）、「研究者個人の研

究レベル向上」（同 42.3％）、「研究者個人の教育レベルの向上」（38.5％）当該分野の全回

答者が選択している。 

機関回答と比較すると、機関回答では「研究者の自己点検による省察」は全体の 26.9％

となっており、学部等の回答割合の方が高い。 

図表 III-77 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の実施

目的（学問分野別） 

 

19.2%

0.0%

42.9%

0.0%
0.0%

16.7%

0.0%
0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評

価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
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30.8%

11.5%

3.8%

46.2%

42.3%

38.5%

30.8%

14.3%

14.3%

14.3%

71.4%

71.4%

57.1%

42.9%

66.7%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

25.0%

8.3%

50.0%

41.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「その他」の主な回答： 

再任の審査 

  

19.2%

23.1%

7.7%

15.4%

23.1%

15.4%

15.4%

30.8%

30.8%

19.2%

14.3%

28.6%

28.6%

42.9%

14.3%

28.6%

28.6%

14.3%

16.7%

16.7%

16.7%

50.0%

16.7%

25.0%

25.0%

16.7%

16.7%

25.0%

16.7%

16.7%

41.7%

33.3%

33.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評

価を含む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明

確化（教育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
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c)現在の業績評価方法について、導入目的に対して有効と考えるもの【Q7-20】 

現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。有効

とお考えのものをお答えください。Q7-19 で回答した選択肢の中から選択してください。（複

数回答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

※Q7-19で回答した選択肢の中から選択。 

 

「研究者の自己点検による省察」（全体の 42.3％）、「研究者個人の研究レベル向上」（同

38.5％）、「研究者個人の教育レベルの向上」（同 30.8％）の割合が高く、実施目的【Q7-19】

と概ね同じ割合となっている。 

図表 III-78 【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価

方法について、導入目的に対して有効と考えるもの（学問分野別） 

 

15.4%

3.8%

28.6%

16.7%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評

価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
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30.8%

7.7%

3.8%

42.3%

38.5%

30.8%

23.1%

14.3%

14.3%

14.3%

57.1%

57.1%

42.9%

14.3%

66.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

25.0%

8.3%

50.0%

41.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

テニュア付与のための判断

若手研究者の育成

研究者同士の相互研鑽の場の形成

研究者の自己点検による省察

研究者個人の研究レベル向上

研究者個人の教育レベル向上

研究者個人の外部資金獲得の推進

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「その他」の主な回答： 

再任審査または任期の延長の定めのない教員への転換に係る審査 

  

19.2%

23.1%

3.8%

15.4%

23.1%

15.4%

15.4%

26.9%

23.1%

11.5%

15.4%

14.3%

28.6%

28.6%

42.9%

14.3%

28.6%

28.6%

14.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

25.0%

25.0%

8.3%

16.7%

25.0%

16.7%

16.7%

41.7%

33.3%

25.0%

16.7%
100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者個人の社会貢献の推進

組織運営の評価・改善（自己点検・評

価を含む）のための資料収集

研究者の業務負荷の平準化

研究者の公平性、納得感の向上

研究者個人に期待される職務内容の明

確化（教育重視、研究重視等）

研究者個人と組織の目標の連動

研究者の人件費削減

社会に対する説明責任

評価制度導入の政策的要請への対応

優秀な研究者の確保・維持

給与・昇進への反映

その他

無回答

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
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d)業績評価における評価項目【Q7-21】 

貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複数回

答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

 

評価項目は「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」とする回答割合が全体

の 42.3％。「テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様」が 11.5％を占めている。 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の独自の評価項目を設定してい

る学部等では、「競争的資金など外部資金の獲得数」（全体の 46.2％）、「英語の論文・総説」

（同 42.3％）、「学会発表・講演」（同 34.6％）、「外部からの賞・表彰」（同 34.6％）が高い。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は全体の 15.4％となってい

る。 

図表 III-79 Q7-21【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価に

おける評価項目（学問分野別） 

 
 

42.3%

11.5%

28.6%
50.0%

16.7%

50.0%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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26.9%

15.4%

15.4%

19.2%

23.1%

11.5%

42.3%

30.8%

15.4%

15.4%

19.2%

3.8%

15.4%

15.4%

15.4%

42.9%

42.9%

42.9%

42.9%

71.4%

42.9%

42.9%

28.6%

28.6%

28.6%

28.6%

14.3%

42.9%

14.3%

28.6%

33.3%

33.3%

25.0%

8.3%

8.3%

16.7%

8.3%

50.0%

33.3%

16.7%

16.7%

25.0%

8.3%

25.0%

16.7%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価

値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

成長の度合い

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

.国際共著論文

異分野共著論文

.論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファク

ター（IF）等）

h-index

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他研究活動研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

研究所における共同利用研究への貢献 

15.4%

23.1%

34.6%

26.9%

3.8%

30.8%

26.9%

34.6%

46.2%

11.5%

11.5%

3.8%

14.3%

28.6%

28.6%

28.6%

14.3%

42.9%

28.6%

42.9%

71.4%

28.6%

42.9%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

25.0%

33.3%

50.0%

41.7%

33.3%

33.3%

41.7%

50.0%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

.オルトメトリクス（論文のSNSやニュースで

の取り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際

会議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の

文化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答： 

所内大型施設等の維持管理への貢献、その他の維持管理業務への貢献 

 

 
(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答： 

国際共同大学院などの世界トップレベルの教育の推進 

19.2%

19.2%

3.8%

14.3%

28.6%

16.7%

33.3%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置

趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教育・

（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）…

上記以外の管理・運営

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
管理・運営

34.6%

3.8%

7.7%

34.6%

26.9%

11.5%

3.8%

3.8%

11.5%

3.8%

42.9%

14.3%

57.1%

28.6%

14.3%

14.3%

50.0%

8.3%

8.3%

41.7%

41.7%

25.0%

8.3%

8.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他教育活動

・人材育成
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15.4%

23.1%

19.2%

19.2%

19.2%

23.1%

19.2%

28.6%

28.6%

28.6%

28.6%

28.6%

28.6%

14.3%

16.7%

33.3%

25.0%

25.0%

25.0%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他社会貢献活動

19.2%

41.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他その他
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e)業績評価における評価項目を設定した際に、参照したもの【Q7-22】 

Q7-21 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

 

参照したものは「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」は全体で 46.2％、

「テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様」は全体の 7.7％となっている。 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人独自に参照したものとしては、

「機関内の組織単位の評価における評価項目・指標」及び「国や資金配分機関による研究

課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評価項目・指標」の割合が全体

の 15.4％となっている。 

図表 III-80【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価における

評価項目を設定した際に、参照したもの（学問分野別） 

 

46.2%

7.7%

42.9%
50.0%

16.7%

50.0%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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3.8%

3.8%

15.4%

3.8%

15.4%

3.8%

3.8%

23.1%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

42.9%

14.3%

14.3%

33.3%

25.0%

8.3%

25.0%
100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資

金配分における評価項目・指標

国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項

目・指標

認証評価における評価項目・指標

機関内の組織単位の評価における評価項目・指標

国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究

開発機構、日本学術振興会等）による機関・組織単位

での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の

中間・事後評価等における評価項目・指標

国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実

施後の中間・事後評価等における評価項目・指標

国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者

評価（ポスドク採用、フェローシップ、授賞など）に

おける評価項目・指標

世界大学ランキングにおける項目・指標

その他

この中に参照したものはない

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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f)代表的な評価項目・指標【Q7-23】 

Q7-22 において参照した Q7-21 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-21 から最大３つ選択してくだ

さい。 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

※Q7-21で回答した選択肢の中から選択。 

 

代表的な評価項目・指標は、「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」の回答

割合が全体の 38.5％、「テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様」が同 11.5％、無

回答が 26.9％となっている。 

それ以外の項目・指標としては、「講義・演習担当数」が全体の 11.5％と最も高く、「論

文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は全体の 3.8％となっている。 

図表 III-81【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】代表的な評価項

目・指標（学問分野別） 

 

38.5%

11.5%

28.6%
50.0%

16.7%

41.7%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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7.7%

3.8%

3.8%

7.7%

3.8%

3.8%

3.8%

3.8%

14.3%

14.3%

14.3%

14.3%

16.7%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

成長の度合い

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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3.8%

3.8%

16.7%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取

り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会

議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文

化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他研究活動
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教育・

（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他管理・運営

11.5%

7.7%

3.8%

28.6%

28.6%

14.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
教育活動

・人材育成

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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3.8%
14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他社会貢献活動

26.9%
14.3%
16.7%

33.3%
100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

特に項目を設けていない

無回答

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の
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g)業績評価の活用状況【Q7-24】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・学部等

における業績評価は、何に活用していますか（複数回答）。 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

 

業績評価の活用は「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」が全体の 30.8％

を占めている。 

「雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ）」に活用する学部等の割合が全体

の 53.8％を占めている。 

図表 III-82【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】業績評価の活用状

況（学問分野別） 

 

30.8%
42.9%

33.3%
25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評

価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「その他」の主な回答： 

再任審査 

 

  

19.2%

11.5%

15.4%

23.1%

53.8%

3.8%

23.1%

7.7%

28.6%

14.3%

57.1%

28.6%

16.7%

16.7%

16.7%

33.3%

16.7%

16.7%

25.0%

16.7%

25.0%

33.3%

58.3%

8.3%

25.0%

8.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

採用

給与

賞与・一時金・報奨金

昇任

雇用継続・任期延長（任期が定められ

ている者のみ）

研究者の一部業務の免除（研究時間の

確保など）

内部での表彰・賞

評価が悪かった研究者に対する指導

研究者の基盤的研究費の配分

スペースの配分

その他

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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h)現在の業績評価方法における課題【Q7-25】 

任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・学部等

では現在の業績評価方法についてどのようなことが課題となっていますか。（複数回答） 

※「Q7-18「任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人」と「任期なし（常勤）

の研究者個人」及び「テニュアトラック研究者個人」の業績評価の目的や評価方法等におけ

る違い」において、「業績評価の目的や評価方法等が異なる」を選択した場合のみ回答。回

答数は合計 26件。 

 

課題は「任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様」が全体の 50.0％を占めてい

る。 

「研究分野間の比較」の割合が全体の 23.1％と高くなっている。 

図表 III-83【任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人】現在の業績評価方

法における課題（学問分野別） 

 
 

 
 

50.0%

3.8%

57.1%

41.7%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様

テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他

23.1%

3.8%

3.8%

3.8%

14.3%

14.3%

14.3%

16.7%

33.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究分野間の比較

基礎研究と応用研究の比較

人文・社会科学に関する研究成果の把握

短期での研究成果の評価

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他実施・方法

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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3.8%

7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

11.5%

14.3%

42.9%

16.7%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

教育活動の評価手法の確立

管理運営の評価手法の確立

社会貢献活動の評価手法の確立

組織目標と整合した目標設定

各評価項目から総合的な評価を決定する方法

（重み付けなど）

評価結果と研究者の評判や総合的印象のミス

マッチ

誰を評価者とするか

評価者の養成（研修等）

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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7.7%

3.8%

7.7%

3.8%

11.5%

7.7%

28.6%

16.7%

33.3%

16.7%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

クレームへの対応

評価実施の負荷

評価を行うための情報システムの整備

評価結果の活用方法

評価結果の開示（内容、範囲）

ピアレビューの実施方法

客観的指標の設定方法

分野によって適切な成果指標が異なり共通的指

標を設定できない

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他研究成果による

経済的・社会的

影響の把握
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11.5%

11.5%

3.8%

14.3%

14.3%

14.3%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の活動への改善効果が出ない

研究者のモチベーション向上効果がでない

業績に結び付かない能力や努力が評価できない

達成度を上げるために目標が低く設定される

間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい

評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果が

でにくい

研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや

組織運営への貢献が少なくなる

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他効果

3.8%

3.8%

4.8%

14.3%

8.3%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

研究者の理解、協力、納得

その他

課題はない

無回答

(n=26) 合計 (n=7) 理学 (n=6) 工学 (n=12) 保健（医学・歯学・薬学） (n=1) その他
その他
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⑤「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の目

的や評価方法等における違い 

a)「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評価の目的や

評価方法等における違い【Q7-26】 

月給制の研究者と年俸制の研究者（任期の有無は問わない）とで、業績評価の目的や評価方法

等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

月給制の研究者と年俸制の研究者の「業績評価の目的や評価方法等は同じ」という割合

が 71.1％を占めている。 

図表 III-84「月給制の研究者」と「年俸制の研究者（任期の有無は問わない）」の業績評

価の目的や評価方法等における違い（学問分野別） 

   

71.1%

71.4%

73.2%

68.9%

71.4%

9.1%

10.7%

7.3%

11.1%

19.8%

17.9%

19.5%

20.0%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

理学

工学

保健（医学・歯学・薬学）

その他

(n
=

1
2
1
)

(n
=

2
8
)

(n
=

4
1
)

(n
=

4
5
)

(n
=

7
)

業績評価の目的や評価方法等は同じ

業績評価の目的や評価方法等が異なる

月給制のみ 又は 年俸制のみ

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(4) 教員・研究者の採用 

①教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位 

a)教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位【Q8-1】 

教員・研究者の採用の際の審査等の方法について、貴機関内のどの単位で決定されています

か。（１つだけ） 

 

学部等の調査票回答者では、審査等の方法の決定単位は「【大学のみ】学部等」の割合が

約８割となっており、研究者の評価と採用を共に学部等で実施する傾向がみられる。 

図表 III-85 教員・研究者の採用の際の審査等の方法の決定単位（学問分野別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

教授：１（機関全体）、それ以外：２（学部等）／系列および学系／研究所単位／学系で公募・選

考の後、教員組織の会議体である学術研究部会議で審議・推薦し、学長が採用者を決定する 

  

12.6%

10.8%

15.0%

13.8%

82.2%

83.8%

78.3%

81.5%

100.0%

5.2%

5.4%

6.7%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

理学

工学

保健（医学・歯学・薬学）

その他

(n
=

1
7
4
)

(n
=

3
7
)

(n
=

6
0
)

(n
=

6
5
)

(n
=

1
2
)

機関全体 【大学のみ】学部等 その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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②若手の教員・研究者 

a)若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項【Q8-2】 

特に若手の教員・研究者の採用審査時に通常行っている事項について、あてはまるものすべて

選択してください。 

 

「審査委員会の構成員に当該学部等の教員・研究者を含む」の割合が全体の 94.7％、「そ

の他」を除く３学問分野でも約 95％と最も高くなっている。 

「被評価者から推薦者による推薦状の提出を求める」割合は全体の 38.8％、「理学」では

48.5％と次に高くなっている。また「理学」は「審査委員会の構成員に国内の他機関の教

員・研究者を含む」（27.3％）など他の学問分野よりも割合が高い事項が多くなっている。 

全体では「審査委員会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を含む」（0％）や「審査

委員会が海外の他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する」（3.9％）

の割合が低い。 

図表 III-86 若手の教員・研究者の採用審査時に行っている事項（学問分野別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

審査委員会は未設置／専攻等により異なる 

  

94.7%

23.0%

7.2%

2.6%

97.0%

24.2%

27.3%

6.1%

96.1%

23.5%

3.9%

2.0%

94.6%

21.4%

83.3%

25.0%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%110%

審査委員会の構成員に当該学部等の教員・研究者を含む

審査委員会の構成員に機関内の当該学部等以外の教員・

研究者を含む

審査委員会の構成員に国内の他機関の教員・研究者を含

む

審査委員会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を含

む

その他

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他審査委員会

の構成

 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「その他」の主な回答：被評価者から国内・海外の教員・研究員に依頼／学長以下、教授会にて最

終審議を行う／推薦書の提出や意見を求めることがある／被評価者について意見を伺える方を挙げ

てもらい参考意見を聴取している／専攻等により異なる／応募者についての照会先を求めている 

 

 
(注)「上記以外」の主な回答： 

必要に応じて、審査員会が国内・海外の研究者に意見書作成を依頼することがある／レビュー情報を収

集する場合もあるが、必須とはしていない／系又は専攻毎に考え方が異なり、統一した回答が困難であ

る／若手の教員・研究者の採用審査時に行っている特段の事項はない／セミナーの開催／必ず面接を実

施する 

  

38.8%

9.2%

3.9%

8.6%

48.5%

18.2%

12.1%

15.2%

31.4%

9.8%

7.8%

42.9%

3.6%

3.6%

1.8%

25.0%

8.3%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

被評価者から推薦者による推薦状の提出を求める

審査委員会が国内の他機関の教員・研究者にレビュー

書類（意見書）作成を依頼する

審査委員会が海外の他機関の教員・研究者にレビュー

書類（意見書）作成を依頼する

その他

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他審査委員会構

成員以外からの

レビュー情報の

収集

3.9%

2.0%

3.0%
2.0%

2.0%

3.6%

3.6%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

上記以外

無回答

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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b)若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目【Q8-3】 

特に若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目はどれですか。（複数回答） 

 

採用時の評価項目は、「英語の論文・総説」（全体の 81.6％）、「競争的資金など外部資金

の獲得数」（同 70.4％）、「外部からの賞・表彰」（同 63.2％）の割合が高い。 

「理学」は「学会発表・講演」（75.8％）と「成果の国際水準」（60.6％）の割合が他の学

問分野より高く、「工学」は「外部からの賞・表彰」（76.5％）及び「特許・実用新案の出

願・登録・ライセンシング」（52.9％）の割合が他の学問分野より高い。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF)等）」は、全体の 34.9％、「保健

（医学・歯学・薬学）」では 41.1％と比較的高くなっている。 

 

（図表は次頁） 
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図表 III-87 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目（学問分野別） 

56.6%

22.4%

43.4%

33.6%

19.1%

81.6%

55.3%

38.2%

15.1%

21.7%

7.2%

20.4%

34.9%

11.8%

60.6%

18.2%

60.6%

42.4%

24.2%

84.8%

45.5%

42.4%

15.2%

27.3%

12.1%

24.2%

33.3%

12.1%

68.6%

29.4%

51.0%

41.2%

19.6%

80.4%

58.8%

41.2%

19.6%

19.6%

7.8%

21.6%

33.3%

11.8%

41.1%

14.3%

26.8%

23.2%

12.5%

87.5%

64.3%

37.5%

12.5%

19.6%

3.6%

14.3%

41.1%

14.3%

66.7%

41.7%

41.7%

25.0%

33.3%

50.0%

25.0%

16.7%

8.3%

25.0%

8.3%

33.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）

等）

h-index

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他研究活動研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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(注)「上記以外の研究活動」の主な回答： 

作品（建築作品、知財登録済意匠、特許が採用された商品、テレビ・ラジオ放送作品、劇場公開作

品、公募展入選作品、企画展招へい作品、展覧会企画・キュレーション、企画執行作品） 

 

2.0%

3.9%

14.5%

36.2%

58.6%

39.5%

4.6%

34.2%

29.6%

63.2%

70.4%

6.6%

11.8%

2.6%

0.7%

6.1%

6.1%

15.2%

33.3%

75.8%

33.3%

6.1%

42.4%

36.4%

57.6%

63.6%

9.1%

21.2%

6.1%

2.0%

2.0%

19.6%

43.1%

54.9%

52.9%

5.9%

39.2%

43.1%

76.5%

74.5%

7.8%

11.8%

2.0%

5.4%

12.5%

35.7%

64.3%

35.7%

3.6%

30.4%

17.9%

58.9%

73.2%

5.4%

5.4%

3.6%

16.7%

16.7%

8.3%

8.3%

41.7%

58.3%

16.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取り上げ

回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への

参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政

策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動
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評

価
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法

の
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立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の
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立

」 

「

教
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動

の
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手
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の

確

立

」 
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(注)「上記以外の管理・運営」の主な回答： 

実験施設の安全管理の実績 

 

10.5%

25.7%

0.7%

3.0%

15.2%

11.8%

21.6%

2.0%

14.3%

30.4%

8.3%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨

に即した特定業務（（教員の場合）教育・（研究者の

場合）研究サポート及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他管理・運営
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(注)「上記以外の教育活動・人材育成」の主な回答： 

担当講義の分野、内容／学会での教育講演／教育方法の実践例、実務家教員についての特記事項 

 

50.0%

17.8%

25.7%

38.8%

21.1%

10.5%

8.6%

3.9%

5.9%

2.6%

51.5%

9.1%

27.3%

45.5%

27.3%

3.0%

3.0%

3.0%

12.1%

3.0%

45.1%

15.7%

25.5%

33.3%

17.6%

7.8%

7.8%

3.9%

2.0%

53.6%

21.4%

26.8%

39.3%

23.2%

16.1%

8.9%

5.4%

8.9%

3.6%

50.0%

33.3%

16.7%

41.7%

8.3%

16.7%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

講義・演習担当数

学生による授業評価

教科書等の執筆

研究室・ゼミの学生の指導

博士学生の育成数

学生の生活・履修指導

学生の就職・進学指導

教育改革関係の報告書の執筆

若手研究者の育成

上記以外の教育活動・人材育成

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他教育活動

・人材育成
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(注)「上記以外」の主な回答： 

産官学連携活動／系又は専攻毎に考え方が異なり、統一した回答が困難である／面接による人物像

／専門医資格や免許等／若手の教員・研究者を採用する際に特段の評価をおこなっていない／専攻

等で将来計画に基づき適切な人事を行うこととしており、案件ごとに人事委員会を立ち上げ、評価

項目を検討するため、考慮すべき評価項目は案件ごとに異なり、一概に言うことはできない／１か

ら 50 までの項目全てについて総合的に判断するとともに、時間をかけた面接により候補者の人柄

を判断する 

  

13.2%

26.3%

11.8%

17.8%

9.9%

18.4%

6.6%

6.1%

15.2%

12.1%

24.2%

9.1%

21.2%

9.1%

13.7%

33.3%

11.8%

21.6%

9.8%

17.6%

2.0%

14.3%

25.0%

12.5%

10.7%

7.1%

16.1%

10.7%

25.0%

33.3%

8.3%

16.7%

25.0%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他社会貢献活動

15.8%

5.9%

2.6%

6.1%

2.0%

3.9%

3.9%

41.1%

5.4%

1.8%

16.7%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

無回答

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他その他
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c)「若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に、参照し

たもの【Q8-4】 

Q8-3 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

◼ 学問分野別 

「機関内の特定の組織単位で研究開発活動を含む評価における指標」を参照した学部等

の割合が全体で 36.2％と最も高く、全ての学問分野で最も高くなっている。また、「理学」

は「国（文部科学省等）や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本

学術振興会等）による採択時の審査、実施後の中間評価、事後評価、追跡評価等における

指標」の割合（27.3％）が全体より 10％程度高くなっている。 

図表 III-88「若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際

に、参照したもの（学問分野別） 

 
(注)「その他」の主な回答： 

系又は専攻毎に考え方が異なり、統一した回答が困難である／日頃の研究活動／特になし／評価項

目は案件ごとに異なり、一概に言うことはできない／テニュアトラックを例に挙げると、大学本部

作成の「東北大学テニュアトラック制度 ガイドライン」をもとに項目を設定した／SCOPUS や

citation index等の論文や掲載雑誌の指標／自己点検評価書に対する外部評価報告書／分野での国

際的な暗黙の選考基準 

17.1%

14.5%

36.2%

15.8%

8.6%

7.2%

36.2%

15.2%

12.1%

42.4%

27.3%

9.1%

18.2%

18.2%

23.5%

17.6%

35.3%

9.8%

11.8%

5.9%

39.2%

12.5%

12.5%

32.1%

14.3%

5.4%

1.8%

44.6%

16.7%

16.7%

41.7%

16.7%

8.3%

8.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第三者評価（法人評価）における指標

認証評価における指標

機関内の特定の組織単位で研究開発活動

を含む評価における指標

国（文部科学省等）や資金配分機関（科

学技術振興機構、日本医療研究開発機

構、日本学術振興会等）による採択時の

審査、実施後の中間評価、事後評価、追

跡評価等における指標

国又は第三者評価機関による機関内に所

属する教員・研究員等の研究開発業績に

関する第三者評価における指標

その他

無回答

(n=152) 合計 (n=33) 理学 (n=51) 工学 (n=56) 保健（医学・歯学・薬学） (n=12) その他

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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d)【若手の教員・研究者】代表的な評価項目・指標【Q8-5】 

Q8-4 において参照した Q8-3 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価項

目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q8-3 から最大３つ選択してくださ

い。 

※Q8-3で回答した選択肢の中から選択。 

 

◼ 学問分野別 

「英語の論文・総説」（全体で 37.8％）、「競争的資金など外部資金の獲得数」（同 27.7％）、

「成果の学術的価値」（同 23.0％）の割合が高く、「その他」を除く３つの学問分野ではい

ずれも高くなっている。 

「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）」の割合は、全体で 9.5％、

「保健（医学・歯学・薬学）」では 18.2％と比較的高い。 

 

（図表は次頁） 
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図表 III-89【若手の教員・研究者】代表的な評価項目・指標（学問分野別） 

 

23.0%

2.7%

8.1%

4.7%

1.4%

37.8%

12.2%

4.7%

2.7%

2.7%

3.4%

9.5%

0.7%

24.2%

3.0%

18.2%

9.1%

3.0%

36.4%

12.1%

6.1%

6.1%

3.0%

3.0%

6.1%

24.5%

4.1%

6.1%

6.1%

2.0%

34.7%

18.4%

8.2%

2.0%

4.1%

14.5%

1.8%

43.6%

7.3%

1.8%

3.6%

3.6%

7.3%

18.2%

1.8%

54.5%

9.1%

18.2%

9.1%

27.3%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

成果の学術的価値

成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値

成果の国際水準

挑戦的な課題への取組

学際・融合領域・領域間連携研究への取組

英語の論文・総説

日本語の論文・総説

国際共著論文

異分野共著論文

論文・総説の被引用

分野補正された引用指数（FWCI等）

被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター

（IF）等）

h-index

(n=148) 合計 (n=33) 理学 (n=49) 工学 (n=55) 保健（医学・歯学・薬学） (n=11) その他研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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2.0%

8.1%

0.7%

1.4%

4.1%

27.7%

6.1%

12.1%

3.0%

3.0%

33.3%

2.0%

6.1%

2.0%

2.0%

6.1%

24.5%

9.1%

1.8%

30.9%

9.1%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

オルトメトリクス（論文のSNSやニュースでの取

り上げ回数など）

プレプリント

報告書の執筆

専門書籍の編集、執筆

学会発表・講演

特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング

ノウハウの創出

学会活動（役職等）

国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会

議への参加 等）

外部からの賞・表彰

競争的資金など外部資金の獲得数

研究成果がもたらす経済的影響

研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文

化・政策・専門職業など）

研究データの管理・公開・共有・利活用

上記以外の研究活動

(n=148) 合計 (n=33) 理学 (n=49) 工学 (n=55) 保健（医学・歯学・薬学） (n=11) その他研究活動

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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5.4%
9.1%

4.1%
3.6%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役職（学部長、学科長、内部委員等）

設置趣旨に即した特定業務（（教員の場

合）教育・（研究者の場合）研究サポー

ト及び研究以外）の実績

上記以外の管理・運営

(n=148) 合計 (n=33) 理学 (n=49) 工学 (n=55) 保健（医学・歯学・薬学） (n=11) その他管理・運営

0.7%

0.7%

0.7%

2.0%

2.0%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=148) 合計 (n=33) 理学 (n=49) 工学 (n=55) 保健（医学・歯学・薬学） (n=11) その他社会貢献活動

0.7%

0.7%

0.7%

2.0%

2.0%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生涯学習支援等

学外の審議会・委員会

マスコミ投稿、掲載、出演

国際貢献

技術支援、技術相談

アウトリーチ活動（公開講座等）

政策や規制、標準活動への貢献

上記以外の社会貢献活動

(n=148) 合計 (n=33) 理学 (n=49) 工学 (n=55) 保健（医学・歯学・薬学） (n=11) その他社会貢献活動
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2.7%

2.0%

33.8%

3.0%

21.2%

2.0%

38.8%

7.3%

1.8%

38.2%

27.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

診療活動、医療活動、教育臨床

上記以外

無回答

(n=148) 合計 (n=33) 理学 (n=49) 工学 (n=55) 保健（医学・歯学・薬学） (n=11) その他その他
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(5) その他 

a)「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】 

貴機関・学部等は、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知っていました

か？貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

 

◼ 学問分野別 

いずれの学問分野でも「当該宣言の存在を知らなかった」の割合が６割を超えており、

全体で 67.2％となっている。 

図表 III-90「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況（学問分野別） 

 
 

  

67.2%

62.2%

63.3%

72.3%

75.0%

16.7%

13.5%

23.3%

12.3%

16.7%

15.5%

21.6%

13.3%

15.4%

8.3%

0.6%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

理学

工学

保健（医学・歯学・薬学）

その他

(n
=

1
7
4
)

(n
=

3
7
)

(n
=

6
0
)

(n
=

6
5
)

(n
=

1
2
)

当該宣言の存在を知らなかった

当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない

当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている

無回答

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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b)「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】 

貴機関・学部等では、「研究計量に関するライデン声明」があることを知っていましたか？ 

貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

 

◼ 学問分野別 

いずれの学問分野でも「当該声明の存在を知らなかった」の割合が７割以上となってお

り、全体では 78.2％となっている。 

図表 III-91「研究計量に関するライデン声明」の認知状況（学問分野別） 

 
 

78.2%

75.7%

71.7%

84.6%

83.3%

10.9%

8.1%

16.7%

6.2%

16.7%

10.3%

13.5%

11.7%

9.2%

0.6%

2.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

理学

工学

保健（医学・歯学・薬学）

その他

(n
=

1
7
4
)

(n
=

3
7
)

(n
=

6
0
)

(n
=

6
5
)

(n
=

1
2
)

当該声明の存在を知らなかった

当該声明について、当部署は知っているが、他の部署は知らない

当該声明について、当部署以外の他部署も知っている

無回答

「

教

育

活

動

の

評

価

手

法

の

確

立

」 
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４．「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター(IF）等)」に関す

る分析 

本章は、研究者個人の業績評価項目として「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファ

クター（IF）等）（以下、「ジャーナル・インパクトファクター5（JIF）等」という。）」が利

用されていることについて焦点を当て、①「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」、②

「研究計量に関するライデン声明」、③業績評価の項目を設定した際に参照したものとの関

係性について分析する。 

①は「資金配分，任用，及び昇進についての検討の際におけるインパクトファクターの

ような学術誌に基づく測定法の利用を排除する必要」を勧告しており、①を認知している

機関、学部等は JIF等を評価項目に利用していないことを仮説として検証する。 

②は「定量的評価は定性的な専門家による評定の支援に用いるべきである」「機関、グルー

プ又は研究者の研究目的に照らして業績を測定せよ」等の 10原則をベストプラクティスと

して示しており、②を認知している機関、学部等は JIF 等を利用していないことを仮説と

して検証する。 

③は評価項目を設定する際に参照した指標が、JIF 等の利用に影響を与えていることを

検証する。 

 

(1) 総括 

①「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と JIF等の関係性 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価項目における JIF 等の設定割合について、

機関及び国立大学では、いずれも「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」を知って

いる機関の方が知らない機関よりも割合が高く、知っている機関、学部等においても JIF

等を評価項目に設定している。 

若手の教員・研究者を採用する際の評価項目についても、機関及び国立大学では当該

宣言を知っている機関の方が知らない機関よりも JIF 等を評価項目として設定している

割合が高い。また、当該宣言を知っている学部等においても JIF等を設定している。 

②「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と JIF等の関係性 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価項目における JIF 等の設定割合について、

機関及び国立大学では「研究計量に関するライデン声明」を知っている機関の方が知ら

ない機関よりも割合が高く、知っている機関、学部等においても JIF 等を評価項目に設

定している。 

若手の教員・研究者を採用する際の評価項目についても、機関及び国立大学では当該

宣言を知っている機関の方が知らない機関よりも JIF 等を評価指標として設定している

割合が高い。また、当該宣言を知っている学部等においても JIF等を設定している。 

③業績評価の項目を設定した際に参照したものと業績評価における JIF等設定の関係性 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価については、国の各種指標等を参照して評

価項目を設定した機関、学部等では JIF 等を評価項目に設定している割合が全体よりも

高くなっており、JIF 等の設定に影響を与えている可能性がある。 

④業績評価における JIF等設定と評価項目数 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の評価項目として JIF 等を設定している機

関では平均 26.0の評価項目を設定しており、JIF等を設定している学部等では平均 26.6

の評価項目を設定している。このことから、数多くの評価項目を設定している機関、学

部等がその１つとして JIF等を設定していることが伺われる。 

若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目について、JIF 等を評価項

 
5 ジャーナル・インパクトファクター（Journal Impact Factor (JIF)）：Web of Science Core 

Collection のデータをもとに算出した、クラリベイトのみが提供する、ジャーナルの指標。

(出典)クラリベイト・アナリティクス・ジャパン ウェブサイト 

https://clarivate.com/ja/blog/journal-impact-factor/ 
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目に設定している機関では平均 16.6、学部等では平均 17.9の評価項目を設定しており、

JIF等はその１つとして利用されている。 

⑤JIF等の雑誌単位の定量的指標を業績評価に利用する際の注意点 

JIF 等を利用する機関から利用する際の注意点について指摘がされており、JIF 等利

用の問題を理解したうえで、限定して評価項目に設定している機関、学部等もみられる。 

 

①「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と JIF 等の関係性 

a)「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、任期なし（常勤）の研究者個

人の業績評価項目における JIF等の設定について【Q9-2×Q7-5】 

 

【Q9-2】 

貴機関・学部等は、「研究評価に関するサン

フランシスコ宣言」があることを知っていま

したか？貴機関の状況に近いと思われるもの

に選択してください。（１つだけ） 

【Q7-5】 

貴機関・学部等における業績評価では、どの

ような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

◼ 機関全体 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価について、「研究評価に関するサンフランシス

コ宣言」を「知らなかった」機関では JIF 等を評価項目として設定している機関の割合が

15.5％であるが、「当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない」では

32.3％、「当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている」機関では 36.4％が JIF等

を設定している。この集計結果からみると「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」を

知っている機関の方が JIF等を評価指標として設定している割合が高くなっている。 

図表 III-92 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、任期なし（常

勤）の研究者個人の業績評価における JIF 等のクロス集計（機関全体） 

 
(注)機関全体の回答には、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】についての

問に無回答であったものを含む。 
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◼ 国立大学 

国立大学の任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価についてみると、「研究評価に関す

るサンフランシスコ宣言」を「知らなかった」機関では JIF 等を評価項目として設定して

いる機関の割合が 28.1％であるのに対して、「当該宣言について、当部署は知っているが、

他の部署は知らない」では 47.6％、「当該宣言について、当部署以外の他部署も知ってい

る」機関では 50.0％となっており、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」を知ってい

る方が JIF等を評価指標として設定している割合が高い。 

 

図表 III-93 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、任期なし（常

勤）の研究者個人の業績評価における JIF 等のクロス集計（国立大学） 
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◼ 学部等全体 

学部等全体の任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価についてみると、「研究評価に関

するサンフランシスコ宣言」を「知らなかった」機関では JIF 等を評価項目として設定し

ている機関の割合が 35.9％、「当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知ら

ない」では 20.0％、「当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている」機関では 36.4％

となっており、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知度と JIF等を評価指標と

して設定することについての相関は見られない。 

図表 III-94 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、任期なし（常

勤）の研究者個人の業績評価における JIF 等のクロス集計（学部等全体） 

 
(注)学部等全体の回答には、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】について

の問に無回答であったものを含む。 
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b)「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、若手の教員・研究者を採用す

る際に、考慮している評価項目における JIF等の関係【Q9-2×Q8-3】 

 

【Q9-2】 

貴機関・学部等は、「研究評価に関するサン

フランシスコ宣言」があることを知っていま

したか？貴機関の状況に近いと思われるもの

に選択してください。（１つだけ） 

【Q8-3】 

特に若手の教員・研究者を採用する際に、考

慮している評価項目はどれですか。（複数回

答） 

 

◼ 機関全体 

若手の教員・研究者を採用する際に JIF等を評価項目としていることと、「研究評価に関

するサンフランシスコ宣言」のクロス集計を行った。「当該宣言を知らなかった」機関では

JIF 等を採用の評価項目として設定している機関の割合が 9.4％であるのに対して、「当該

宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない」では 13.9％、「当該宣言につ

いて、当部署以外の他部署も知っている」機関では 33.3％となっており、「研究評価に関す

るサンフランシスコ宣言」を知っている機関の方が JIF 等を評価指標として設定している

割合が高い。 

図表 III-95 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、若手の教員・研

究者を採用する際に、考慮している評価項目における JIF 等のクロス集計（機関全体） 

 
(注)機関全体の回答には、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】についての

問に無回答であったものを含む。 
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◼ 国立大学 

国立大学の若手教員・研究者の採用について、２つの項目のクロス集計の結果をみると、

当該宣言の存在を知らなかった機関が JIF 等を評価項目に設定している割合（22.7％）よ

り、当該宣言を知っている機関の設定割合（35.3％、80.0％）の方が高くなっている。 

図表 III-96 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、若手の教員・研

究者を採用する際に、考慮している評価項目における JIF 等のクロス集計（国立大学） 

 
 

  

34.1%

22.7%

35.3%

80.0%

9.1%

4.5%

11.8%

20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国立大学全体

国立大学／当該宣言の存在を知らなかった

国立大学／当該宣言について、当部署は知っている

が、他の部署は知らない

国立大学／当該宣言について、当部署以外の他部署

も知っている

（
n
=

4
4
）

（
n
=

2
2
）

（
n

=
1
7
）

（
n
=

5
）

Q8-3若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目

Q
9
-2

「研
究
評
価
に
関
す
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
宣
言
」

の
認
知
状
況

論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）

h-index



 

227 

◼ 学部等全体 

学部等の若手教員・研究者の採用について、２つの項目のクロス集計の結果をみると、

当該宣言の存在を知らなかった学部等が JIF 等を設定している割合（34.9％）に比べて、

当該宣言を知っている学部等の設定割合（28.0％、34.8％）は若干低いが、明確な差が確

認できるほどではない。 

図表 III-97 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況と、若手の教員・研

究者を採用する際に、考慮している評価項目における JIF 等のクロス集計（学部等全体） 

 
(注)学部等全体の回答には、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」の認知状況【Q9-2】について

の問に無回答であったものを含む。 

 

 

c)考察 

上記のクロス集計結果からは、研究評価に関するサンフランシスコ宣言を認知している

機関、学部等は、研究者個人の業績評価項目として JIF 等を設定していない機関、学部等

が多いという仮説は検証できず、認知している機関についても JIF 等を設定していること

が分かった。 
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②「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、業績評価における JIF 等の関係性 

a)「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、任期なし（常勤）の研究者個人の業績

評価における JIF等の設定について【Q9-3×Q7-5】 

 

【Q9-3】 

貴機関・学部等では、「研究計量に関するラ

イデン声明」があることを知っていました

か？ 貴機関の状況に近いと思われるものに

選択してください。（１つだけ） 

【Q7-5】 

貴機関・学部等における業績評価では、どの

ような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

◼ 機関全体 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価について、「研究計量に関するライデン声明」

を「知らなかった」機関では JIF等を評価項目として設定している機関の割合が 17.8％で

あるが、「当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない」では 29.8％、

「当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている」機関では 33.3％が JIF等を評価

項目に設定している。この集計結果からみると「研究計量に関するライデン声明」を知っ

ている機関の方が JIF 等を評価指標として設定している割合が高くなっている。 

図表 III-98 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、任期なし（常勤）の研究

者個人の業績評価における JIF 等設定のクロス集計（機関全体） 

 
(注)機関全体の回答には、「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】についての問に無回

答であったものを含む。 
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◼ 国立大学 

国立大学について、２つの項目のクロス集計の結果をみると、当該宣言の存在を知らな

かった機関が JIF 等を評価項目に設定している割合（35.1％）より、当該宣言を知ってい

る機関の設定割合（41.2％、40.0％）の方が若干高くなっている。 

図表 III-99 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、任期なし（常勤）の研究

者個人の業績評価における JIF 等設定のクロス集計（国立大学） 
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◼ 学部等全体 

学部等について、２つの項目のクロス集計の結果をみると、当該宣言の存在を知らなか

った学部等が JIF 等を評価項目に設定している割合（32.7％）と、当該宣言を知っている

学部等の設定割合（18.2％、37.5％）には明確な相関関係はみられない。 

図表 III-100 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、任期なし（常勤）の研究

者個人の業績評価における JIF 等設定のクロス集計（学部等全体） 

 
(注)学部等全体の回答には、「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】についての問に無

回答であったものを含む。 
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b)「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、若手の教員・研究者を採用する際に、

考慮している評価項目における JIF等の設定について【Q9-3×Q8-3】 

 

【Q9-3】 

貴機関・学部等では、「研究計量に関するラ

イデン声明」があることを知っていました

か？ 貴機関の状況に近いと思われるものに

選択してください。（１つだけ） 

【Q8-3】 

特に若手の教員・研究者を採用する際に、考

慮している評価項目はどれですか。（複数回

答） 

 

◼ 機関全体 

若手の教員・研究者を採用する際に JIF等を評価項目としていることと、「研究計量に関

するライデン声明」の認知状況の関係は、「当該宣言を知らなかった」機関では JIF等を採

用の評価項目として設定している機関の割合が 6.6％であるのに対して、「当該宣言につい

て、当部署は知っているが、他の部署は知らない」では 15.9％、「当該宣言について、当部

署以外の他部署も知っている」機関では 30.0％となっており、知っている機関の方が JIF

等を評価指標として設定している割合が高くなっている。 

 

図表 III-101 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、若手の教員・研究者を採

用する際に、考慮している評価項目における JIF 等設定のクロス集計（機関全体） 

 
(注)機関全体の回答には、「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】についての問に無回

答であったものを含む。 
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◼ 国立大学 

国立大学の若手教員・研究者の採用について、２つの項目のクロス集計の結果をみると、

当該宣言の存在を知らなかった機関が JIF 等を採用の評価項目に設定している割合

（28.0％）より、当該宣言を知っている機関の設定割合（33.3％、75.0％）の方が高くなっ

ている。 

 

図表 III-102 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、若手の教員・研究者を採

用する際に、考慮している評価項目における JIF 等設定のクロス集計（国立大学） 
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◼ 学部等全体 

学部等の若手教員・研究者の採用について、２つの項目のクロス集計結果をみると、当

該宣言の存在を知らなかった学部等が JIF 等を設定している割合（36.9％）に比べて、当

該宣言を知っている学部等の設定割合（20.0％、33.3％）は若干低くなっているが、明確

な相関が確認できるほどの差はみられない。 

図表 III-103 「研究計量に関するライデン声明」の認知状況と、若手の教員・研究者を採

用する際に、考慮している評価項目における JIF 等設定のクロス集計（学部等全体） 

 
(注)学部等全体の回答には、「研究計量に関するライデン声明」の認知状況【Q9-3】についての問に無

回答であったものを含む。 

 

c)考察 

 

上記のクロス集計結果からは、研究計量に関するライデン声明を認知している機関、学

部等は、研究者個人の業績評価項目として JIF 等を設定していない機関、学部等が多いと

いう仮説は検証できず、認知している機関、学部等においても JIF 等を設定していること

がわかった。 
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③業績評価の項目を設定した際に参照したものと業績評価における JIF 等設定の関係

性 

a)任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したものと業績評価

における JIF等設定について【Q7-6×Q7-5】 

 

【Q7-6】 

Q7-5 の評価項目を設定した際に、参照したも

のがあればすべて選択してください。 

【Q7-5】 

貴機関・学部等における業績評価では、どの

ような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したものと、業績

評価における JIF等の設定の関係性を分析するためクロス集計を実施した。 

 

 

（図表は次頁） 
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◼ 機関全体 

業績評価項目に JIF等を設定している機関は全体の 21.9％であるが、回答選択肢に示し

たものを参照した機関の JIF等設定割合は、全て機関全体よりも高くなっている。 

 

図表 III-104 業績評価の項目を設定した際に参照したものと、任期なし（常勤）の研究者

個人の業績評価における JIF 等設定のクロス集計（機関全体） 
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◼ 国立大学 

国立大学についても同様に、回答選択肢に示したものを参照した機関の JIF 等設定割合

は、いずれも国立大学全体の割合（37.3％）を上回っている。 

 

図表 III-105 業績評価の項目を設定した際に参照したものと、任期なし（常勤）の研究者

個人の業績評価における JIF 等設定のクロス集計（国立大学） 
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◼ 学部等全体 

学部等についても、回答選択肢に示したものを参照した学部等の JIF 等設定割合は、い

ずれも学部等全体の割合（32.7％）を上回っている。 

図表 III-106 業績評価の項目を設定した際に参照したものと、任期なし（常勤）の研究者

個人の業績評価における JIF 等のクロス集計（学部等全体） 
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b)任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したものと、影響を

与えた代表的な評価項目・指標として選択された JIF等の設定について【Q7-6×Q7-7】 

 

【Q7-6】 

Q7-5 の評価項目を設定した際に、参照したも

のがあればすべて選択してください。 

【Q7-7】 

Q7-6 において参照した Q7-5 の評価項目・指

標のうち、特に貴機関・学部等における評価

項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評

価項目・指標を Q7-5 から最大３つ選択してく

ださい。 

 

（図表は次頁） 
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◼ 機関全体 

回答数が多いものについてみると、「運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的

資金配分における評価項目・指標」を参照した機関が代表的な評価項目・指標として JIF等

を設定している割合は 8.9％、「国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・

指標」を参照した機関の割合は 6.1％であり、機関全体（2.7％）より若干高くなっている。

いずれの割合も小さいことから、JIF 等の設定に大きな影響を与えたものはないとみられ

る。 

図表 III-107 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したも

のと、影響を与えた代表的な評価項目・指標として選択された JIF 等の設定のクロス集計

（機関全体） 
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◼ 国立大学 

国立大学についても、「運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分にお

ける評価項目・指標」を参照した機関が代表的な評価項目・指標として JIF 等を設定して

いる割合は 11.8％、「国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標」を参

照した機関の割合は 8.0％と機関全体（3.4％）より高くなっているが、大きな影響を与え

たものはないとみられる。 

図表 III-108 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したも

のと、影響を与えた代表的な評価項目・指標として選択された JIF 等設定のクロス集計

（国立大学） 
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◼ 学部等全体 

学部等については、「機関内の組織単位の評価における評価項目・指標評価」を参照した

機関の JIF等設定割合は 6.0％と学部等全体（3.7％）より若干高くなっているが、大きな

影響を与えているものはないとみられる。 

図表 III-109 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価の項目を設定した際に参照したも

のと、影響を与えた代表的な評価項目・指標として選択された JIF 等設定のクロス集計

（学部等全体） 
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機関内の組織単位の評価における評価項目・指標

国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研

究開発機構、日本学術振興会等）による機関・組織単

位での競争的資金制度における採択時の審査、実施

後の中間・事後評価等における評価項目・指標
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者評価（ポスドク採用、フェローシップ、授賞など）にお

ける評価項目・指標

世界大学ランキングにおける項目・指標
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c)若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目」を設定する際に参照したも

のと、業績評価における JIF等の設定について【Q8-4×Q8-3】 

 

【Q8-4】 

Q8-3 の評価項目を設定した際に、参照したも

のがあればすべて選択してください。 

【Q8-3】 

特に若手の教員・研究者を採用する際に、考

慮している評価項目はどれですか。（複数回

答） 

 

（図表は次頁） 
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◼ 機関全体 

若手の教員・研究者を採用する際に評価項目として JIF 等を設定している機関とその評

価項目を設定した際に参照したものをクロス集計すると、「機関内の組織単位の評価におけ

る評価項目・指標」を参照した機関は、JIF等を評価項目として設定している割合が 16.1％

となっているが、機関全体の割合（9.4％）と大きな差があるものは無い。 

図表 III-110 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目

を設定する際に、参照したものとのクロス集計（機関全体） 
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る採択時の審査、実施後の中間評価、事後評価、追
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国又は第三者評価機関による機関内に所属する教

員・研究員等の研究開発業績に関する第三者評価に

おける指標
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◼ 国立大学 

国立大学について同様にクロス集計を行ったが、回答数が少ないことを考慮すると、国

立大学全体の割合（34.1％）と大きな差が確認できるものは無い。 

図表 III-111 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目

を設定する際に参照したもののクロス集計（国立大学） 

  
  

34.1%

50.0%
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国立大学／機関内の特定の組織単位で研究開発活

動を含む評価における指標

国立大学／国（文部科学省等）や資金配分機関（科学

技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振

興会等）による採択時の審査、実施後の中間評価、事

後評価、追跡評価等における指標

国立大学／国又は第三者評価機関による機関内に所

属する教員・研究員等の研究開発業績に関する第三

者評価における指標
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◼ 学部等全体 

学部等の JIF等の設定についてみると、「国又は第三者評価機関による機関内に所属する

教員・研究員等の研究開発業績に関する第三者評価における指標」を参照した機関以外は

全て学部等全体の JIF 等設定割合（34.9％）を上回っている。 

図表 III-112 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目

を設定する際に参照したもののクロス集計（学部等全体） 

 
  

34.9%

61.5%

54.5%

56.4%
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機関内の特定の組織単位で研究開発活動を含む評

価における指標

国（文部科学省等）や資金配分機関（科学技術振興機

構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）に

よる採択時の審査、実施後の中間評価、事後評価、

追跡評価等における指標

国又は第三者評価機関による機関内に所属する教

員・研究員等の研究開発業績に関する第三者評価に

おける指標
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d)若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目を設定する際

に参照したもの（評価項目・指標の設に定影響を与えた代表的な評価項目・指標）について

【Q8-4×Q8-5】 

 

【Q8-4】 

Q8-3 の評価項目を設定した際に、参照したも

のがあればすべて選択してください。 

【Q8-5】 

Q8-4 において参照した Q8-3 の評価項目・指

標のうち、特に貴機関・学部等における評価

項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評

価項目・指標を Q8-3 から最大３つ選択してく

ださい。 

 

（図表は次頁） 
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◼ 機関全体 

若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目を設定した際に何らかを参照

した機関について、代表的な評価項目・指標として JIF 等を設定している割合をみると、

「機関内の特定の組織単位で研究開発活動を含む評価における指標」を参照した機関の JIF

等の設定割合が 10.7％と最も高いが、いずれを参照した機関も機関全体の割合（3.1％）と

大きな差は無く、大きな影響を与えたものは無いとみられる。 

図表 III-113 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目

を設定する際に参照したもの（評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・

指標）のクロス集計（機関全体） 
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る採択時の審査、実施後の中間評価、事後評価、追

跡評価等における指標

国又は第三者評価機関による機関内に所属する教

員・研究員等の研究開発業績に関する第三者評価に
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◼ 国立大学 

※国立大学については Q8-4の回答数が少ないため関係性を分析することは難しい。 

図表 III-114 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目

を設定する際に参照したもの（評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・

指標）のクロス集計（国立大学） 
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国立大学／機関内の特定の組織単位で研究開発活

動を含む評価における指標

国立大学／国（文部科学省等）や資金配分機関（科学

技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振

興会等）による採択時の審査、実施後の中間評価、事

後評価、追跡評価等における指標

国立大学／国又は第三者評価機関による機関内に所

属する教員・研究員等の研究開発業績に関する第三

者評価における指標
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◼ 学部等全体 

学部等についても、５つを参照した機関の JIF 等設定割合は学部等全体の割合（9.5％）

と大きな差はみられず、JIF等の設定に大きな影響を与えたものは無いとみられる。 

図表 III-115 若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目とその評価項目

を設定する際に参照したもの（評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・

指標）のクロス集計（学部等全体） 

 
 

 

e)考察 

機関、学部等が評価項目を設定する際に参照した指標が、研究者個人の業績評価及び、

若手研究者の採用の評価項目に JIF 等を利用することに影響を与えたかを分析するため、

上記のクロス集計を実施したところ、任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価について

は研究開発機関等に対する各種評価において用いられている評価項目・指標等を参照して

評価項目を設定した機関、学部等では JIF 等を評価項目に設定している割合が高くなって

いることがわかったが、因果関係があるかどうかは明確ではない。 
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④業績評価における JIF 等設定と評価項目数 

評価項目として JIF等を設定している機関、学部等が設定している評価項目数をみると、

任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価で JIF等を設定している機関では、平均 26.0の

評価項目を設定しており、学部等でも JIF等を設定している学部等では平均 26.6の評価項

目を設定している。 

この評価項目数を全体と比較すると、機関全体の評価項目数の平均は 19.5、学部等の評

価項目数の平均は 21.2であり、JIF等を設定している機関、学部等の平均数の方が多くな

っている。このことから、数多くの評価項目を設定している機関、学部等がその１つとし

て JIF等を設定している状況が伺われる。 

 

同様に、若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目数をみると、JIF等を

評価項目に設定している機関では平均 16.6（全体平均は 8.9）、学部等では平均 17.9（全体

平均は 11.8）と全体の平均数を上回っており、数多くの評価項目を設定している機関、学

部等が JIF等を設定している状況となっている。 

図表 III-116  JIF 等設定機関の評価項目数（平均） 

 
 

図表 III-117  JIF 等設定学部等の評価項目数（平均） 

 
 

  

回答数 平均 回答数 平均

任期なし（常勤）研究者業績評価の平均項目数【Q7-5】 219 19.5 49 26.0

若手教員・研究者採用時の評価の平均項目数【Q8-3】 286 8.9 30 16.6

　IF等設定機関機関等全体

回答数 平均 回答数 平均

任期なし（常勤）研究者業績評価の平均項目数【Q7-5】 107 21.2 35 26.6

若手教員・研究者採用時の評価の平均項目数【Q8-3】 153 11.8 53 17.9

　IF等設定学部等学部等全体
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⑤JIF 等の雑誌単位の定量的指標を業績評価に利用する際の注意点6 

アンケートの自由回答では、JIF 等を利用する際の注意点として以下の事項があげられ

ており、JIF等利用の問題を理解したうえで、限定して評価項目に設定している機関、学部

等もみられる。 

 

• 単なる目安として利用し、その値によって機械的に判断することはしない 

• 論文掲載誌のインパクトファクター（IF）を含む雑誌単位の定量的指標を利用するにあた

っては、分野別の特性を踏まえ、当該指標以外の評価指標を設定することに依り、公正な

評価を行っている。 

• 業績評価において，掲載されている英語論文数の評価に加え，質的評価を行う際にはサイ

テーションの数を考慮しているが，詳細を把握するのが煩雑であるため，インパクトファ

クターを活用せざるをえない。 

• 業績評価においては，高 IFの雑誌は，分野にもよるが，多くの研究者が論文を掲載した

いと考え，競争が激しく，査読も厳しい可能性があるため，そうした雑誌に掲載されたと

いう点で定性的に評価する参考となりえるものとして捉えており，個々の論文の被引用

回数や，そのパーセンタイルといった定量的指標とは区別している。IFを用いる場合は，

例えば，当該分野で共有されている一定の水準を上回る雑誌に掲載された論文が何報あ

ったか，というような観点はありうるものと考える。 

• IF は大学院の合・マル合教員の判定において一部で利用している。業績評価は検討中で

あるが、基本的に論文内容の比較・評価はできないことを前提としている。大学ランキン

グなどを通じた大学への貢献度を評価することとして、Scopus に本学所属として掲載さ

れた論文数・被引用論文件数を利用する予定だが、IF そのものは利用しないことで検討

を進めている。  研究分野によって論文数・h-indexの偏りがあると認識しており、研究

者としての優劣ではなく大学貢献度を測定するというための業績評価として検討を進め

ている。 

• 特に顕著な傾向はみられないが、IF はあくまで領域により差異があるものとして留意し

ている。 

• IFは参考データとしている。 

• インパクトファクターを利用しています。First author，second author，corresponding 

author のインパクトファクターを総インパクトファクターよりも重視します。また、教

授職に応募してきた候補者がある程度の業績（総インパクトファクターが 200~300以上、

第１あるいは第２著者インパクトファクターが 100以上）があれば、他の因子（教育・診

療や産業医育成）を重視して、その候補者を評価します。 

• 国際学術ジャーナルへの論文投稿料および掲載料を助成しており、 対象となるジャーナ

ルは、ELSEVIER社のデータベース「Scopus」に収録されているもののうち トップ 10％ま

でのものとしている。 「Scopus」のデータを利用するにあたっては、データは常に最新

（直近 2か年）のものを利用するようにしている。 

• 分野による違いがある点は留意する必要がある。 

• 研究分野により研究者のインパクトファクター（IF）で評価が難しい面もあるため、現在

は参考程度に止めている。 

• インパクトファクターを用いた業績評価は実施していない。当部署においては、インパク

トファクタ―は研究論文そのものの評価指標ではなく、論文掲載誌に対する指標である

ことは注意している。一方で研究者にとってはわかりやすくかつ容易に知ることができ

る定量的指標であるため、研究成果の指標としてインパクトファクターを参考にする研

究者も多い。 

 
6 ジャーナル・インパクトファクター等の利用について、評価指針には「特に、掲載されてい

る論文の引用数をもとに雑誌の影響度を測る指標として利用されるインパクトファクター等

は、掲載論文の質を示す指標ではないことを認識して、その利用については十分な注意を払

うことが不可欠である。 」と明記されている。 
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• IF は研究分野によって数値が大きくぶれるので、各分野における一定の目安として使う

ように意識している。同様の理由で、業績評価の直接の指標としていない。 

• 分野により高 IFとなりやすいもの、なりにくいものがある点は留意している。 

• 異なる研究分野間での比較や、分野ごとの特徴等、数量的指標では表現しきれない。 

• 業績評価において、直接的に定量的評価を用いていないものの、Nature、Scienceを重要

視する傾向は認められる。 

• 研究職個人業績評価では、論文の評価において、インパクトファクター（IF）を指標の一

つとして用いているが、研究分野間におけるジャーナルによる偏りをなるべく少なくす

るため、IF値に加え、SNIP値も指標として用いている。具体的には、被評価者ごとに IF

値、SNIP値の合計点を算出し、SNIP値合計点へ調整係数を乗じ、いずれか高い方を採用

する、等の工夫をしている。 
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５．自由回答（機関＋学部等） 

a)研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研究者で求められる役割の

違いに関して工夫している点【Q9-1】 

貴機関・学部等における研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研究者

では求められる役割が異なることも想定されますが、何か工夫している点があれば、具体的に

記載ください。（自由回答） 

 

若手の研究業務への配慮、若手評価に対する工夫など若手研究者に対するもの、中堅・シ

ニアに研究者に対するもの、評価の重みづけにおける工夫、職位・職能による評価など様々

な工夫が行われている、 

 

■機関 

分類 工夫している点等 機関種類 本務 

教員数 

若手の研究

業務への配

慮 

若手教員と中堅・シニア教員では、研究能力に差が

あることから、若手教員が研究分野で高い評価を得

られるような制度の仕組みを検討している。 

国立大学 400 人以

上 

本学は教育、研究、社会貢献、管理運営の４項目で教

員業績評価を実施しているが、若手教員（助教）の業

績評価では特に研究業績を重視し、准教授、教授ク

ラスの業績評価では４項目のバランスを重視してい

る。 

国立大学 100~199

人 

若手研究者は研究と教育優先、中堅・シニア研究者

には学内運営と社会貢献の負担を比較して多めに担

当してもらっている 

公立大学 49 人以

下 

若手研究者が、教育・研究業務に取り組む事ができ

るよう、中堅・シニア研究者を中心に、管理・運営業

務を担うような組織体制としている。 

私立大学 49 人以

下 

若手研究者の研究時間確保のため、准教授・助教と

教授では授業の責任担当時間が異なり、若手研究者

は担当を少なく設定している。（経営学部） 職階別

の業績評価基準を設けている。（農学部） 

私立大学 400 人以

上 

若手研究者に対しては研究業績の評価を重視し、一

方、中堅・シニア研究者では研究業績の他、教育業

績、社会貢献等も評価上重視している。 

私立大学 100~199

人 

若手評価に

対する工夫 

全学共通の評価項目及び目標値の設定単位（全学・3

部局・2 研究院）別の目標値に基づく公正な評価を実

施しつつも、指導資格の有無で助教等の若手が不利

にならないよう、学生指導に係る評価項目及び授業

等担当に係る評価項目について、助教及び講師（博

士課程学生指導のみ）に限り、指導補助学生数及び

授業補助時間数もカウント対象に含めるとともに、

職位別の評価区分にて各々評価を実施することとし

ている。 

国立大学 300~399

人 

業績評価においては、共通の評価項目を用いている。

若手研究者で研究活動において顕著な構成があった

と認められる者については、別途表彰を行っている。 

教員を管理職層・中間層・初任層に分けて、評価結果

を給与や昇給に反映させている。業績評価において

国立大学 400 人以

上 
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は共通の評価項目を用いているが、若手研究者と中

堅・シニア研究者が公平に評価されるように、評価

項目と配点を設定している。 

 若手研究者については、直近の活動状況が活発であ

ることが高く評価され、研究実績の量だけでは評価

しない。シニア研究者については、研究実績の質及

び量において若手研究者より高いものが求められ

る。   

国立大学 400 人以

上 

若手の方の会議参加負担の軽減、委員会等の担当の

軽減 

国立大学 400 人以

上 

本学では、まず部局で業績評価を行い、その上で大

学としての評価を行う仕組みとしており、各部局で

若手と中堅・シニアそれぞれの役割期待を踏まえて

評価を行っている。 

国立大学 400 人以

上 

若手・中堅研究者については、将来的な成長性を考

慮して、専門性の深化をはかっているか、または他

分野との交流により幅広い分野を網羅しているかど

うか等を評価の視点として念頭においている。 シニ

ア研究者については、若手・中堅との連携や他分野

との交流等をはかっているかを評価の視点として念

頭においている。 

公立大学 100~199

人 

研究業績に関しては大きく評価基準が異なることは

ないが、若手教員の場合は、博士論文の研究テーマ

に関する一群の研究業績の積み上げの状況と、その

後の研究の展開の可能性を重視する。中堅・ベテラ

ンの研究者は、国内外の当該研究領域において一定

の学術的影響力を発揮していることは大切である。

また、中堅・ベテラン研究者の場合、自らの研究のみ

ならず、若手研究者の育成と、大学内での教育、行政

領域への貢献も重視する。 

私立大学 100~199

人 

中堅・シニア研究者は教育歴、若手研究者は応用力 私立大学 100~199

人 

学内の競争的研究助成は若手を優先としている 私立大学 200~299

人 

若手と中堅は、個人の業績を評価します。シニア（教

授等）であれば、個人の業績に加えて講座・教室や診

療科全体の業績を評価します。 

私立大学 200~299

人 

若手は全員に対して執行部によるヒアリングを行

い、中長期の目標や現況を確認し、研究活動に取り

組む姿勢について意識を共有している。 

大学共同

利用機関 

ー 

若手研究者の評価の際には、即戦力ではなく、発揮

能力、将来の可能性、適合性等を見る必要があるの

で、短期的な評価にならないように注意している。 

大学共同

利用機関 

ー 

中堅・シニア研究者には、業績評価についてすでに

成果として形となった実績を求めているのに対し、

若手研究者はまだ年齢的に形になった実績を多く求

めるのは困難であるため、成果を生む可能性のある

意欲、それを裏づける取り組みを重視するようにし

ている。また中堅・シニア研究者については、大学共

大学共同

利用機関 

ー 
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同利用機関の教員として共同研究を推進することを

重視しているため、個人研究だけでなく中～大規模

な共同研究の推進経験の有無も重視している。 

中堅・シニ

ア評価に対

する工夫 

本学は、学内委員会委員長や学内 WGの主査を担った

場合、業績評価において加点される体制をとってい

る（主に中堅・シニア研究者が該当）。 

国立大学 100~199

人 

シニア研究者のうち、一定年齢に達した者は、学内

業務が免除となり、教育・研究・社会貢献に専念させ

ている。 

国立大学 300~399

人 

教育、研究、大学または地域への貢献の３点で業績

評価を行っているが、役職を持つ者（基本的に中堅・

シニア研究者）には管理業務を評価項目に加えてい

る。 

公立大学 50~99人 

中堅・シニア研究者の採用においては、研究実績の

他に学生等に対する指導力及び組織の管理・運営能

力を大きな評価対象としている。 

私立大学 49 人以

下 

評価の重み

づけ 

評価領域（教育、研究、社会貢献、大学運営）ごとに

エフォートを設定できることとしている。 

国立大学 49 人以

下 

取り上げる評価項目や教育、研究、社会貢献・運営領

域の重み付けを職位ごとに設定し評価している。 

国立大学 200~299

人 

本学の業績評価においては、教育、研究、国際貢献、

社会貢献、地域貢献、管理運営の各評価項目を実績

データにより点数化しているが、総合評価を行うに

当たって、職種（教授、准教授、講師、助教、助手）

に応じてこれらの各評価項目の評価点数に重み付け

を行っている。 

国立大学 200~299

人 

業績評価については、研究業績を重視するとともに、

職位ごとに評価項目の重みづけをし、職位の特性を

反映した公平・公正な評価を目指している。 具体的

には、若手研究者については研究業績のエフォート

を中堅・シニア研究者より高くし、中堅・シニア研究

者については、各評価項目（研究業績、教育業績、大

学運営、社会・国際貢献）のエフォートを職位の特性

に応じてバランスよく設定することで、評価の公平

性を図っている。 

国立大学 200~299

人 

職階に応じて教育、研究、社会連携、管理運営の各評

価分野に重みをつけている。 

教職協働組織である評価企画室において、評価の企

画にあたり、自己評価項目、活動実績項目等の立案

を行っている。 

国立大学 200~299

人 

若手（具体的には助手・助教）と中堅（准教授）、シ

ニア（教授）とでは、業績評価における「教育」、「研

究」、「社会貢献」、「管理・運営」の評価比率（重

み付け）の基準値を変えている。 

国立大学 200~299

人 

評価領域（教育、研究、組織運営、社会貢献の４領

域）ごとの評価の割合を「評価率」と定義し、役職

（教授、准教授・講師、助教・助手の３段階）ごとに

評価率の条件を設けている。これにより、例えば助

教では研究に重きを置いた評価が、教授では教育や

国立大学 300~399

人 
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組織運営に重きを置いた評価がなされることとな

る。 

 職種毎に求める業績の数値設定を変更している。年

齢（若手・中堅等）ではなく、職位（教授～助教）に

より、業績評価において求める英文論文数や外部資

金間接経費獲得額に差を設けている。特記事項への

自己申告欄の設定 ・各活動領域のエフォートの設定

について、基準内の運用での裁量を与えている。  

国立大学 400 人以

上 

各学部等において、職位ごとの重みづけを設定でき

ることにしている。 

国立大学 400 人以

上 

各業績評価分野（教育・研究・社会活動・大学運営

等）について、各学部等で職位別に重みづけを行う

ことができるようにしている。 

国立大学 400 人以

上 

教育、研究、社会貢献、大学運営の４分野の評価ウェ

イトを職位の特性を考慮し、職位毎に設定している。 

国立大学 400 人以

上 

重み付け（各評価領域に対する注力の度合い）を複

数パターン設けて、職務内容等に応じた評価ができ

るようにしている。 さらに、役職によって、設定で

きる重み付けの数値の幅に変化を付けている。  

国立大学 400 人以

上 

本学の「教員業績評価」では、部局長が部局の目標・

計画及び専門分野の特性を考慮し、『評価分野、重み

付け、評価項目及び評価基準』を職名別に設定する

こととしている。また、重み付けは職名ごとに「1.00」

となるように設定することになっているが、自己裁

量による重み付けを０.１０から０.２０の範囲内で

設定するよう規程等で定めている。 

国立大学 400 人以

上 

本学の業績評価は、「教育」・「研究」・「診療」・

「管理・運営」・「社会貢献」・「産学連携」の 6つ

の評価領域で構成されており、各教員の役職に応じ

て各評価領域で求められる役割が異なることも想定

される。そのため、各評価領域にウエイト（評価割

合）を設定（各評価領域の評価割合を合計して 100％

となるように設定）しており、かつ、役職（教授・准

教授・講師・助教）ごとに設定できるウエイトの幅を

設けている。 

国立大学 400 人以

上 

各教員が個人目標及びエフォート（目標に対する重

み付け）を設定する際に、面談者との面談を必ず実

施して、役割に応じた目標・エフォートとなってい

るか等を確認している点。 

国立大学 400 人以

上 

教員が、自身の教育・研究・社会貢献・運営の４領域

の重み付け（10を割り振る形）を設定できるように

している。 

職種により重み付けの設定に裁量を持たせている。 

国立大学 400 人以

上 

本学では、５領域（教育、学術・研究、医療、社会貢

献、組織運営）で評価を行っている。各領域に対して

被評価者が自身でウエイトを決められる仕組みとし

ており、このウエイトは、職位に応じて異なる幅で

設定できる制度としている。 

国立大学 400 人以

上 
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(1)教育、(2)研究、(3)管理運営、(4)地域連携協働の

４つの領域に分けて教員の業績評価を毎年行ってい

る。それぞれの領域における評価項目に基づき素点

を算定した後に、各領域の重みづけ（10～50％、合計

が 100％になるように）を各教員が申告し、各素点に

重みづけの％を乗じた値を合計し評価得点を算出し

ている。例えば、若手研究者は(1)と(2)重視(重みづ

け)の評価を行い、中堅研究者は(2)と(4)を重視した

評価を行い、シニア研究者は(3)と(4)を重視した評

価を行うなど、各研究者の仕事（業務）内容に応じた

評価を各自の申告によって行えるように工夫してい

る。  

国立大学 400 人以

上 

若手教員とシニア教員で評価の重みが異なる評価項

目については、若手教員とシニア教員で配点を変え

ている。 

国立大学 400 人以

上 

業績評価の際に、自己申告により「研究」「教育」「地

域貢献」等に重みをつけてもらう。 

公立大学 49 人以

下 

教員毎の総合評点を算定するにあたり、「教育」、

「研究」、「社会貢献」、「管理・運営」の領域毎の

評点に、領域別のウエイト（4領域の合計が「1」）

を乗じる。この際、乗じるウエイトは職位（「教授」、

「准教授・講師」、「助教」）に応じて分けている

（「教授」の方が「管理・運営」のウエイトが大き

い）。 また、「准教授・講師」及び「助教」はウエ

イトを選択制とし、「研究」・「社会貢献」の比率が

異なる 2 パターンから各自で決定し、年度当初に申

請している（「准教授・講師」は令和 3 年度実績分

から 3パターンに変更）。 

公立大学 100~199

人 

教授主導による評価を実施 職位、経験年数及び役割

における重みづけ 

公立大学 400 人以

上 

教員評価は、「教育」「研究」「社会貢献」「組織運

営」の４領域について領域別の評価を行ったうえで

総合評価を付す仕組みとしている。総合評価をふす

にあたっては、各領域の重みづけを設定しており、

この重みづけについては、職層等による求められる

役割を考慮した設定が可能となっている。 

公立大学 400 人以

上 

評価項目は同じだが、若手研究者が多い職位（助手）

については得点不可な項目があるため、他の職位と

は異なる配点とし、裁量枠の得点を大きくしている 

助手のみでの評価を行っている 

私立大学 100~199

人 

役職に応じて研究 業務 とマネジメント業務の比率 

を 設定している。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

職位・職階

による評価 

職位ごとに評価項目、評価基準及び評価期間を定め、

各職位に合わせた評価を実施している。 

国立大学 200~299

人 
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分野や役職ごとにグループ分けを行っており、客観

的な業績のみならず、所属長がその研究者に求めら

れる役割や業績を考慮した上で評価する制度となっ

ている。 

国立大学 300~399

人 

外部資金獲得額等、職位によって求められている内

容が異なるので、職位毎に評価基準変えて設定をし

ている。 

国立大学 300~399

人 

評価方法などは全ての職位で基本的に同じだが、特

定の職位ばかりが上位になるといった偏りがないよ

う、役割に応じて教授と准教授以下でそれぞれ相対

的な評価をするようにしている。 （例：A評価 所

属部局の教授の 5%、准教授以下 5% B 評価 所属部

局の教授の 20%、准教授以下 20% 等）  

国立大学 400 人以

上 

職位毎に評価することとしている。 国立大学 400 人以

上 

職位ごとに評価している。 公立大学 50~99人 

職位単位で評価している 公立大学 50~99人 

本学では、教員に対して各職位（教授、准教授、講

師、助教）に求められる職能を教育、研究、社会貢

献、大学運営の項目に分けて明示している。また、教

員評価の仕組みと給与、任期、昇任の制度が密接に

関連していることから、職位の目安となる教員評価

ポイントが明確化されており、若手、中堅・シニア研

究者がそれぞれの立場で求められる役割を理解しや

すい状況にある。 

公立大学 100~199

人 

領域の配点を職位により求められる役割に合わせて

変えている。 

私立大学 49 人以

下 

教授、准教授、講師の職階に分けて、期待役割を設定

し、活動（教育・研究。大学運営・社会貢献）を評価

出来るような制度の策定を検討中である。 

私立大学 50~99人 

年齢及び職位等から三つの類型に分類し、類型別に

期待される役割に応じて業績評価の際に教員が回答

する様式の質問内容を変更している。 

私立大学 100~199

人 

教員については主に以下の審査が行われる： 

-若手研究者（テニュアトラック教員）は正規雇用後、

4 年目から 5 年目にテニュア審査を受けなければな

らない。 

- テ ニ ュ ア を 付 与 さ れ た 准 教 授 （ Associate 

Professor）は、4 年目に教授になるために昇進審査

を受けることになっている。 

-中堅・シニア研究者（テニュア付教員）及びアジャ

ンクト教員率いる研究ユニットは約 5 年毎に、学外

審査委員会による実地での審査を受けなければいけ

ない。 

l その他の研究員： 

-研究ユニットに所属する研究員は学外委員会によ

る約 5 年毎のユニット審査の際にメンバーの業績も

評価される。 

-研究ユニットに所属しない研究員（サイエンス＆テ

私立大学 400 人以

上 



 

259 

クノロジーグループ）に関しては、4 年目に、学外

評価者からの書簡に基づき、学内の委員会によって

評価される。 

職層毎に基準点を設定して評価を行っている。 国立大学 100~199

人 

最終的な評価を行う際に、職階ごとに相対評価を実

施している。 

国立大学 400 人以

上 

各学部において、研究者の職階を考慮した評価を行

っている。 

公立大学 100~199

人 

対象者の役職に応じて、評価項目の種類や内容など

に差を設けている。 

私立大学 400 人以

上 

階層ごとに優秀評価を与える人数を決めている。 大学共同

利用機関 

ー 

職務の階層に応じて能力評価に係る項目を変えてい

る。 若手については自身の研究に係る「企画・実行・

検証」、「協力・協働」、「予算・設備管理」等を評

価の着眼点としているが、職務の階層が上がる（中

堅・シニア）につれ、「目標マネジメント」、「人材

育成」、「組織マネジメント」といったものに着眼点

を変えている。 また、若手育成の観点から、評価と

育成計画を連携させる取組を行っている。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

その他 研究・教育ともに質の高い教員の採用が望ましいが、

領域によっては教員そのものの不足により、採用す

ること自体が困難な状況にある。最低限学生の教育

を保証するため研究よりも教育を優先せざるを得な

いこともある。 

公立大学 49 人以

下 

本学においては業績評価を実施していないが、若手

研究者は研究業績を重視しつつ、私学であることも

あり教育業績がないと採用しにくい傾向を感じる。

中堅・シニアは、テニュアであれば行政役職を分担

することも求められるため、学部等への行政・役職

歴も影響しているように思われる。 

私立大学 400 人以

上 

各教員の特性を踏まえた業績評価となるよう、教員

本人が作成する活動報告書の内容も 

含めた総合評価を実施している。 

国立大学 200~299

人 

副学長、学域長、研究科長、機構長及び学長補佐（以

下、「副学長等」という。）の業績評価については、

全教員対象に行う教員活動点検・評価に加えて「副

学長等の活動点検・評価」を実施している。 

大学運営の改善を図り、教育・研究・社会貢献活動の

さらなる向上に資することを目的として実施してい

る。 

公立大学 400 人以

上 

教員の採用・昇任の際、選考基準において学術論文

（査読付き、直近５年間）の基準を差別化し設定し

ている。 

私立大学 50~99人 

著書数・論文数だけにとらわれず、地域社会貢献や

学内における委員会活動や教育活動も考慮する等、

大学経営に貢献している活動を柔軟に業績評価対象

としている。 

私立大学 50~99人 
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■学部等 

分類 工夫している点等 機関種類 専任 

教員数 

若手の研究

業務への配

慮 

若手研究者と中堅・シニア研究者の間には研究に従

事してきている時間的な長さに差があるため、なる

べく期間の長さに影響を受けないような指標を用い

て評価しようとしている。 

国立大学 9人以下 

研究以外の雑務はシニア研究者が担当する。 国立大学 10~29人 

若手研究者には、自らの意思で自由に研究活動がで

きる体制を整えるとともに、必要な支援をおこなっ

ている。 

国立大学 10~29人 

部局内において任務が重い委員には教授を充て、准

教授以下にはできるだけ軽い任務の委員を充てるよ

うにしている。これにより、若い教員がより研究に専

念できる工夫を行っている。 

国立大学 10~29人 

若手研究者の場合には多くの場合研究力の評価が中

心となる。中堅、シニアの場合、研究力加えて組織運

営能力なども重視され、面接で評価している。 

国立大学 30~49人 

研究、教育、社会貢献、学内運営の四点について、個

別に評価している。その際、若手と中堅、シニアで評

価比率を変え、若手は研究重視、シニアは運営と社会

貢献重視となるようにしている。中堅はその中間と

なる。 

国立大学 50~99人 

研究業績と学生の育成を重要な評価項目と考えてい

る。若手の場合は研究業績がまだ論文になっていな

いこともあるので、いかに科学的に重要な課題に果

敢にチャレンジしているかも含めて評価する。若手

が対象の競争的資金の獲得実績も参考にする。学生

の直接指導は若手教員が担うことが多く、その点の

実績も評価している 

国立大学 50~99人 

若手には、管理運営や学生指導などの業務を担当さ

せず、研究に専念させ成果の創出を期待している。 

国立大学 50~99人 

若手研究者においては、研究への重み付けを 30～

80％と高くし、管理運営への重み付けを 0～10％と低

くしている。 

国立大学 50~99人 

若手研究者は研究業績が挙がるよう管理運営等の業

務のエフォートを下げて研究のエフォートを上げる

配慮を行っているが、評価に関しては特に工夫は行

っていない。 

国立大学 50~99人 

若手研究者へは、自由な発想による研究の実行と発

展、およびそれによって将来の各学術分野または大

気海洋科学全般をけん引する人材となることを期待

しており、所内役職等を減らすことによる研究実行

の機会を増やせるよう措置している。 

国立大学 50~99人 
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助教については、教育及び研究に重点的に従事する

ことができるよう運営及び社会貢献についての役割

を必ずしも求めないこととしている。 

国立大学 50~99人 

総合評価の際に、若手の助教を想定した類型も提示

し、教育・研究 成果を重視した総合評価を選択でき

るよう配慮している。 

国立大学 50~99人 

若手研究者では論文実績を重視し、シニア研究者で

は研究業績に加えて、組織の部局や外部活動での管

理業務なども考慮に入れる。 

国立大学 100人以

上 

年俸制教員の評価にあたっては、「教育」「研究」「社

会貢献・国際交流」「組織運営」の４つの項目に対し

て自ら重みを設定させ、評価値×重みで評価してい

るが、評価面談の際に若手研究者には「研究」に、中

堅・シニア研究者にはオールラウンドに重点を置く

よう求めている。 

国立大学 100人以

上 

授業数を減らすなど、若手研究者の研究時間の確保

ができるよう考慮している。 

私立大学 30~49人 

若手研究者における研究時間の確保を考慮して役割

分担している。 

私立大学 50~99人 

若手研究者は研究内容・成果の論文発表による業績

評価が大きな割合をしめる。中堅・シニア研究者は研

究所運営、大学共同利用機関として共同研究への貢

献や社会貢献と研究評価をそれぞれの研究所内の役

割に応じた割合で加味した業績評価を行っている。

研究教育職員全員に年度目標とエフォート率を記入

させており、若手研究者は研究に対するエフォート

を高くすることを自ら設定できる仕組みにしてい

る。 

大学共同

利用機関 

50~99人 

若手評価に

関する工夫 

各構成員の評価点に基づき偏差値①を算出した後、

構成員を年齢に応じて a)４０歳未満、b）４０歳以上

５５歳未満、c）５５歳以上の３グループに分け、グ

ループごとに、偏差値①の値に基づき算出した偏差

値②により評価を行っている。 

国立大学 10~29人 

若手はチャレンジングな研究を進めているか、中堅、

シニアはプロジェクト研究などを進めているかを重

視する点が異なるため、それに応じて評価の重点も

変える。 若手には研究費取得実績は、シニア程重視

しない。  

国立大学 10~29人 

若手の場合は、中堅・シニア研究者の場合とは異な

り、業績の数量よりも、研究内容における将来の革新

や発展の可能性を定性的に評価するようにしてい

る。また、研究指導者としての適性や成長の可能性に

ついて考慮している。 

国立大学 30~49人 

若手研究者の業績評価においては、筆頭著者あるい

はそれに準ずる著者として原著論文の数とその論文

の研究者コミュニティにおける認知度を重点的に評

価する。中堅・シニア研究者の業績評価においては、

原著論文の内容に加え、競争的資金の獲得状況を評

価のポイントにしている。 

国立大学 50~99人 
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 評価に関しては同じ指標を用いているが、業績評

価を昇給等に反映させる際、中堅・シニアと若手を別

グループで序列化している。これは若手が相対的に

不利な評価指標があるため、評価結果を適切に昇給

に反映させるためのシステムである。 

国立大学 100人以

上 

その傾向は問題になっているが、優れた業績をあげ

た若手教員も昇給や賞与に対する正当な評価が得ら

れるよう工夫はしている。 

例えば、学会から表彰や部局長裁量での昇給や賞与

など。 

国立大学 100人以

上 

若手（助教）は運営を考慮しない等、要求される基準

設定が異なる。 

国立大学 100人以

上 

若手と中堅・シニアで、求められる評価基準の数値を

個別に設定している。 

国立大学 100人以

上 

若手においては、第一著者あるいは責任著者として、

論文発表、学会発表としていることを特に評価する。 

中堅・シニア研究者では、研究グループ全体の活動を

評価し、また学会活動、学内業務等への評価の割合

が、必然的に高くなる。 

国立大学 100人以

上 

若手研究者に対しては、教育への貢献度を重視した

業績評価を実施している。 

一方、中堅・シニア研究者における業績評価では、社

会連携及び大学運営への貢献度を重視している。 

国立大学 100人以

上 

若手研究者は、研究成果の創出や医学・医療における

能力の向上を重視している。中堅やシニアについて

は、研究の実績や若手研究者の人材育成における成

果を重視している。またダイバーシティについても

意識して評価をしている。 

国立大学 100人以

上 

若手研究者は将来性を重視し、中堅・シニア研究者で

は実績や指導力を重視している。 

国立大学 100人以

上 

助教（若手研究者）の業績評価は、その業績に対して

候補者がどの程度貢献したかを読み解くこと。業績

の量や質ではなく、研究に対する基本姿勢（オリジナ

リティの理解、方法論の的確性、研究に対する持続的

な取り組み方、業績を積み重ねることの意義の理解）

などを業績以外の能力として審査する。中堅・シニア

研究者では、研究代表者となっている外部資金の獲

得状況を評価の基準のひとつとする。 研究に対して

の直近の取り組み内容や成果を審査する。  

国立大学 100人以

上 

特に若手研究者に対しては、メンター制度を導入し、

自己評価に基づくエンカレッジ型の評価を行うよう

留意している。 

国立大学 100人以

上 

若手研究者に期待することは、個々の専門領域にと

どまらずに、学際的視点を踏まえた、①チャレンジ精

神とオリジナルな研究の推進、②国際的な視野、③段

階に応じた外部資金獲得能力 等と考えており、そ

の観点からの業績評価が重要と考えている。 

私立大学 10~29人 
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若手研究者を助教として採用する場合は、5年の任期

付きとし、研究計画に対して遂行上の指導者を配備

するようにし、毎年の成果に関する意見交換を実施

している 

私立大学 50~99人 

若手研究者は第一著者となっているメインテーマを

持つことが重要と考える。研究内容の方向性に一貫

性があるかを確認している。 

私立大学 100人以

上 

若手研究者を優先的に評価する事。 私立大学 100人以

上 

中堅・シニ

ア評価に対

する工夫 

中堅・シニア研究者については、若手研究者の指導・

育成や研究グループ全体の成果発出にかかる業績

を、できるだけ考慮するように努めている。 

国立大学 50~99人 

評価の重み

づけ 

センターでは業績評価において、各研究者の職位や

状況により求められる役割が異なることを考慮し、

各業績の重み付けを各研究者が決定できるシステム

を採用している。 

国立大学 10~29人 

求められる役割が異なるため、評価分野（教育、研

究、社会貢献、管理運営）の評価重みを階層（教授、

准教授、助教）ごとに設定している。 

国立大学 50~99人 

自己アピールを記載してもらい評価に活用してい

る。また、教育、研究、社会貢献、管理運営の各評価

領域に個人毎に重みづけをして評価できるように工

夫している。 

国立大学 50~99人 

職位（助教～教授）に応じて、各業務評価分野（教育・

研究・社会活動・大学運営等）の重みづけを調整して

いる。例として、助教は研究の重みが大きく、教授は

大学運営の重みを大きくしている。 

国立大学 100人以

上 

評価領域（教育、研究、社会貢献、管理運営）の重み

付けについては、職位に応じて範囲を設定しており、

研究者はその範囲内で毎年度、各領域のエフォート

を設定できるようにしている。 

国立大学 100人以

上 

各教員が、評価項目の重みづけをある程度自由に変

えることができるようにしている。また、若手教員

は、教育評価の項目中、実習担当の評価に重みづけを

して中堅・シニア教員よりも高い評価数値となるよ

うに設定している。 

私立大学 30~49人 

職階に応じた 5 領域の活動（教育活動、研究活動、

臨床活動、大学運営活動及び社会貢献活動）の評価基

準を設定した。 職務の実態等に応じ、上記 5領域の

活動に対する「重み」を記載し、研究者個人の考えを

反映させるような評価法を導入している。 研究活動

における論文発表の活動評価において、筆頭著者ば

かりでなく、第二著者（若手研究者の実質的指導に関

わった場合等）、最後著者、および責任著者の項目を

設けることにより、若手研究者と中堅・シニア研究者

の論文実績を同時に評価できる仕組みを考案した。 

学会発表の評価においては、発表者だけではなく、座

長を務めた場合においても評価することとした。  

私立大学 100人以

上 
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職位・職階

による評価 

役職ごとに評価基準を設定している 公立大学 100人以

上 

助教は５年＋５年＝10 年の任期制である。最初の４

年目に、外部の人事協議会委員も含めて、助教のキャ

リアアップにつながるような業績評価と提言を行な

っている。９年目では、それまでの業績に基づいて、

研究室の上長だけでなく所長や副所長と相談しなが

ら、キャリアアップのための具体的な就職活動につ

いて指導を行なっている。 一方、准教授および教授

の業績評価は、研究者自身の自己点検による省察が

中心になっており、必要に応じて、所長等が相談に応

じている。 

国立大学 50~99人 

職名によって異なる業績評価基準を定めている。（准

教授、講師、助教） 

国立大学 100人以

上 

一次・二次・最終の各段階の評価は、教授グループと

准教授・講師グループのヨコ２層に分けて実施して

いる。各グループ内の相対評価が可能な仕組みとな

っており、層の間で評価項目の違いは無い。なお、タ

テについては研究分野から８つの評価グループを設

定し被評価者をグループ分けしている。 

国立大学 100人以

上 

教授、准教授、助教等の職階ごとにリストを作り比較

評価している。 

国立大学 100人以

上 

最終的な評価を行う際に、職階ごとに相対評価を実

施している。 

国立大学 100人以

上 

若手、中堅、シニアというような年齢による業績評価

の基準は設けていませんが、職位（教授、准教授、講

師、助教）では評価基準の傾斜配分を考慮していま

す。例えば、講義のコマ数、指導学生数、英文論文数、

研究費獲得額、管理運営などの基準は職位が高くな

るほど、厳しくなっています。また、それぞれの重み

付けについても、准教授、講師、助教は研究により重

点をおいた配分とし、研究に専念できる環境づくり

を支援しています。 

国立大学 100人以

上 

助教のみ、配点や評価項目が異なる評価指標を用い

て実施している。 

国立大学 100人以

上 

評価の対象とする領域は、教育活動・研究活動・社会

貢献活動・外部資金・管理運営・診療活動・組織業務

の７つを基本とするが、部局長による附帯評価を職

位ごとに実施したり、評価区分（SS、S、A、B、C、D）

の点数範囲を職位ごとに変えたりして、若手研究者

と中堅・シニア研究者の評価で有利・不利がないよう

にしている。 

国立大学 100人以

上 

評価方法などは全ての職位で基本的に同じだが、特

定の職位ばかりが上位になるといった偏りがないよ

う、役割に応じて教授と准教授以下でそれぞれ相対

的な評価をするようにしている。 （例：A 評価 所

属部局の教授の 5%、准教授以下 5% B 評価 所属部

局の教授の 20%、准教授以下 20% 等）  

国立大学 100人以

上 
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教員の採用・昇格等に用いる教員評価基準の項目は

同じだが、職位ごとに基準点数を変えている。 

私立大学 100人以

上 

その他 研究科は融合領域であるため、、医学・工学それぞれ

の複数の専門領域のメンバーがピアレビューを行

う。 

国立大学 10~29人 

各教員は、担当教授と相談のうえ、求められる役割に

応じた年度計画を立てており、この計画立案及び評

価の一連の作業を通じて各自の自己点検を実施して

いる。 

国立大学 50~99人 

教育及び運営面での業務（委員会や管理運営業務等）

についても自己申告で記載・報告ができるような様

式を用意している。 

国立大学 100人以

上 

系又は専攻毎に考え方が異なり、統一した回答が困

難である 

国立大学 100人以

上 

研究、教育、管理・運営、社会貢献の 4 分野に加え

て、学部長やコース長による加点評価を導入し、ポイ

ントになりにくい努力や貢献の評価を行っている。 

国立大学 100人以

上 

本研究科では、研究者の業績評価は、３年に１度実施

している教員評価と教員人事の際に行われている。 

教員評価は、業績の多寡等に基づいて教員の序列を

つけることを目的とはしておらず、自己の活動を省

察するための機会と位置付けており、研究業績書作

成及び評価の過程を通じた自己省察の中で、各教員

が自身に求められる役割を自覚することを期待して

いる。 教員人事については、専攻等で将来計画に基

づき適切な選考を行うこととしており、案件ごとに

人事委員会を立ち上げ、卓越人材の確保、多様性の確

保の観点からどのような人物像が相応しいかを検討

し、評価項目を設定している。従って、若手研究者と

中堅・シニア研究者で求められる役割が異なるとい

うよりは、案件ごとに求められる役割が異なるため、

何を評価項目として設定し、何を重視するべきかが

異なってくる。 

国立大学 100人以

上 
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b)数量的指標の利用に関する課題【Q9-4】 

評価指針においては、研究者等の業績評価に関し、質を重視した評価を行うことを奨励してい

る他、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」では研究者の雇用、昇進や助成の決定に際

し、研究論文の質を計る代替方法として、インパクトファクターのような雑誌ベースの数量的

指標を用いないよう指摘されるなど、様々な議論がされています。貴機関・学部等において数

量的指標の利用に関して課題がもしあれば、具体的に記載してください。（自由回答） 

 

 数量的指標の利用に関する課題として、分野間の比較に関する指摘が多い。また、課題を

踏まえつつ数量的指標を利用している機関、逆に利用していない機関もみられる。 

 

◼ 機関 

分類 数量的指標の利用に関する課題 機関種類 本務 

教員数 

分野間の比

較 

異なる学問分野間の業績比較、教育業績・研究業績・

社会貢献業績それぞれの社会的インパクト評価や数

値化。 

国立大学 100~199

人 

インパクトファクターについては、研究者や研究分

野によってその意味づけや重要度が異なり、大学全

体として、その利用について合意を得ることが非常

に難しい。 

国立大学 200~299

人 

業績評価にあたり、研究分野ごとの特性に配慮した

公平な数量的指標の利用が課題。 

国立大学 200~299

人 

論文等の業績は定量的な評価となっていたため、

2019 年度にこれを見直し、論文等の「質」を評価す

る目的で、研究分野の特性も考慮することのできる

CNCI(Category Normalized Citation Impact)を活用

し「論文（査読付き学術誌）、レビュー、国際学会発

表論文の直近３年間の CNCI値」を新たに評価項目と

して導入した。 

国立大学 200~299

人 

IF や被引用数は、分野によって状況が大きく異なる

ので、分野を超えて評価を行う場合には注意が必要

である。 

国立大学 400人以

上 

すべての研究を適正に評価していると言える指標は

無いと考えられる点や、分野の異なる研究に対して

同一の指標による評価を行ったときに、その結果を

比較することは妥当なのかといった点など、指標の

利用に課題がある。 

国立大学 400人以

上 

学内の助成制度等の審査において、分野の異なる研

究者同士を比較するための具体的な指標が想定でき

ない。（インパクトファクターや CNCI値以外で。） 

国立大学 400人以

上 

学問分野により状況が大きく異なるため、数量的指

標を用いた学問分野間の比較が困難である。 

国立大学 400人以

上 
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本学では、教員の業績評価にあたり、大評価単位、中

評価単位、小評価単位の三つの実施単位を設けてお

り、大評価単位が全学、中評価単位が部局等、小評価

単位は必要に応じて部局等の長が中評価単位の下に

設定することができることとしている。 

一方、教員の業績評価にあたり用いられる数量的指

標の主なものとして、査読付き学術誌への論文掲載

数、論文が掲載された学術誌のインパクトファク

ターや Scopusの順位などが挙げられるが、これらが

どの程度重視されるかは学問分野により大きく異な

る。 

そこで、本学では、研究論文の質を計る指標としてど

のような評価項目を設定するかは中評価単位以下の

実施単位に委ね、実施する部局等の個々の特性を反

映させることとしている。 

しかしながら、実施単位の細分化には限度があり、同

じ実施単位に所属する教員の評価を真の意味で公平

に行うことは困難なケースもある。 

国立大学 400人以

上 

本学は単科大学であるが、同一学部内の教員の研究

領域が多岐にわたるため、数量的評価に関しては適

用自体が難しい面があり、内容重視の評価を行わな

ければいけないと考えている。 

公立大学 50~99人 

同じ学部の中でも専攻する分野により一律の評価が

できないことから相対的な評価には至っていない。 

私立大学 50~99人 

多様な分野を持つ総合大学であり、統一的な評価指

標の設定が難しい（特に人文・社会科学系分野）。 

私立大学 400人以

上 

昇進、採用に際しては、数量指標を用いることもある

が、あくまで、その研究者が水準に達しているかを測

る基準として参考にし、最終的な決定は、実際に論文

等の査読などの質的評価によるべきであるべきであ

る。また、研究分野によって、業績の公開方法は異な

るため、そのための配慮が必要となる。例えば、フ

ィールドワーク、実験的研究などでは一次資料その

ものの蓄積と公開、あるいは公開の方法の開発が重

視される場合も多い。実験手法の開発とその公開方

法も重要となる。研究資源開発などでは、それ自体の

評価も必要だが、その開発方法、プライバシー保護の

方法等、研究を可能にするための準備そのものが研

究の対象になりえ、したがって、評価の対象とされる

べきである考えている。 

大学共同

利用機関 

ー 

数量的指標は、分野間やテーマ間での比較が難しく、

また、挑戦的なテーマを適切に評価できないため、業

績評価への利用は参考程度にとどめている。 

大学共同

利用機関 

ー 

異なる研究分野間での比較や、分野ごとの特徴等、数

量的指標では表現しきれないため、評価指標設定が

困難である。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 
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その他の課

題 

数量的指標を利用すると、どうしても量の面が重視

されるようになり、質の面が評価されないという不

公平感が生じている。 

国立大学 200~299

人 

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」は理解

できるが、引用数は、時間経過により変動するため、

評価期間を区切る研究者評価に使用するのは難し

い。また、IF や CI を参照するためには外部データ

ベースへ毎年度多額の契約を支払う必要がある（さ

らに年々増額する見込み）という財政的な課題もあ

る。 

国立大学 300~399

人 

各評価項目の内容（質）を精査するには、各専門分野

の評価者が必要になる場合が多く、かかる負担も大

きく、どうしても他者と比較することが難しくなる

ので、順位を付したり、ある基準を満たしている教員

を絞り込んだりする場合は、数量的指標に頼ること

になることが多い。 本学では、国際共著論文の増加

などを目指す観点から、研究業績の評価にあたり

Scopus に掲載されている論文数などを重視している

が、一部、Scopus 収録誌が少ない研究分野の研究者

等からは不公平との声もある。 

国立大学 300~399

人 

論文の質を計る上で、どのような数量的指標でも質

の一部しか表現できない。一方、定性的な評価は、代

表できる質の範囲は広くなるが、水準は曖昧性が強

くなる。いずれも限界があり、両者を、また複数の指

標を組み合わせることが考えられるが、それらの情

報取得・処理にはコストがかかるので、これも加味し

ながら妥協点を探るしかないこと。 

国立大学 400人以

上 

複数の研究者が携わる論文業績や共同研究、受託研

究等への各研究者の貢献度の割合を数量的に評価す

ることが課題である。 

国立大学 400人以

上 

弊学では論文指標を用いる際には量（論文の整数カ

ウント）と注目度（被引用等に基づく指標）の両方を

重視し、学内における強みの分析等を実施している。 

一方で、論文単位での被引用数に基づく TopX%論文な

どの指標は論文公開後一定の時間経過が必要（2年程

度）であり、直近の評価には適さない。Impactfactor

や CiteScore については、代理的な指標として直近

の状況把握に用いられている場合もあると考えられ

る。評価指針等におかれては、できる限り直近（たと

えば前年度など）の評価は避けることが望ましいの

ではないか。 

国立大学 400人以

上 

本学の業績評価は「教育」「研究」「診療」「管理運

営」「社会貢献」「産学連携」の 6 つの領域を評価領

域としている。 また、本学では業績評価実施の際の

参考資料として、前述の評価領域に関連のある数値

的実績を大学の各種データベースから集約したデー

タを「教員活動実績基礎資料」として配布している

が、大学の各種データベースから定量的指標に集約

して「教員活動実績基礎資料」に纏めるのに苦慮して

国立大学 400人以

上 
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いる。 

インパクトファクターのみでは適正な評価が難しい

こと 

公立大学 400人以

上 

本学では、これまで教員評価として教育・研究・大学

運営・社会貢献の 4 領域の活動について、エビデン

スに基づく評価を実施してきたが、数量的エビデン

スそのものが明確化出来ないところも多くあり、課

題となっている。特に教授・准教授・講師という職階

別の評価基準の設定が課題となっている。 

私立大学 50~99人 

オープンアクセスジャーナルは評価が難しい 私立大学 100~199

人 

教員による業績報告（自己申告ベース）にもとづいて

評価をしている。必要に応じて業績の現物等の提出

を求め、確認している。 

私立大学 200~299

人 

質を重視した評価する上で、論文掲載誌の IFの代替

となる明確な指標を機関で統一的に策定することが

困難であるため、業績評価は各研究組織（部局）に委

ねているが、各部局の評価指針を機関で管理・統制で

きていない状況となっている。 

私立大学 400人以

上 

教員の役割によって研究、教育、診療のエフォートが

異なるので、いかに公平に評価するか 

私立大学 400人以

上 

研究者の業績評価にあたっては論文等個人の研究成

果だけでなく、業績の計量化が難しいプロジェクト

への貢献も求められるため、論文等数量的指標だけ

では当該研究者の貢献を適切に評価することが難し

い面がある。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

当機構では、査読付き主著論文の発表件数を研究職

の昇任審査における判断要素の一つとして利用して

いるが、現在のところ課題は出てきていない。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

数量的指標

を利用して

いる 

研究機関としての評価指標として、雑誌ベースの数

量的指標を機能強化経費に係るKPIとしているため、

研究機関としての評価を高めるためには各研究者が

雑誌ベースの数量的指標を高めていく必要があり、

研究者個人の業績評価の項目に当該指標を位置づけ

る等の促進方策を取らざるを得ない。 

国立大学 300~399

人 

自然科学系においては数量的指標がすべてではない

と理解しつつも、研究論文の質を計るためには数量

的指標を用いざるを得ないこと。 

人文社会系においては学内紀要に長編の論文が掲載

されることも多く、数量的指標が得られず、研究論文

の質を評価することが困難であること。 

国立大学 400人以

上 

部局によって異なるが、インパクトファクターなど

の指標を重視している部局もある 

国立大学 400人以

上 

特に大きな課題となってはいないが、定量的な評価

については一定の指標とはなるが、定性的な評価、特

に研究目的や意義、恩恵を受ける方々の評価は変わ

らず重要と考える。 

公立大学 100~199

人 
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委員等の主観的意見による教員の選考に対するカウ

ンターとして、公開されている数量的指標を分かり

やすく示すことは必要だと考えている。  大学ラン

キングなどの外部評価において、これら数量的指標

が利用されている状況から、数量的指標の良好な教

員が大学への貢献があるとすることは、大学運営の

観点からは合理性があると考えている。これら宣言

と類似の意見は以前から存在し、昇進などとは直接

関連しないとしている、大学への貢献度をみる評価

プロセス自体を強く否定する意見につながってい

る。  数量的指標に全面的に依存することは避ける

べきで時間・労力を割くべきであることは当然だが、

数量的指標の活用そのものを否定する意見を表明す

る教員については説明を尽しても納得してもらうこ

とは難しいと考えている。 

公立大学 100~199

人 

数的指標は評価の客観性を担保するために有効であ

ると考える。 データの収集と分析を誰がどうするか

という具体的なことに課題が残る。 

私立大学 100~199

人 

数量的指標を参照することにはそれなりの意味があ

ると考え、評価指標の一つとしている。 

私立大学 100~199

人 

本学では、インパクトファクターや論文数、競合的研

究資金獲得等の解りやすい指標で研究実績を評価し

ています。研究内容の正確な評価は現実的には困難

です。また、本学のような教育・診療や産業医育成が

中心の大学では、研究業績はある程度あれば、それ以

上いくらあろうと大きく重視することはありませ

ん。むしろ「臨床・教育や産業医育成を十分行ってい

ただけそうか？」を中心に評価します。 

私立大学 200~299

人 

数量的指標のみで評価ができないことは共有されて

いるが、まずは評価にあたっての説明責任を果たす

うえで数量的指標の導入を開始したところ。 

私立大学 200~299

人 

特に人文系の研究者からは数量的指標に対して懸念

が多く聞かれるが、一方で多分野にわたる研究成果

を評価する際など、分野補正を行った上で数量的指

標を参考にせざるを得ないケースがあるのも事実で

あると感じている。「研究者の雇用、昇進」のような

個人レベルでの重要な評価の場面では、分野の特性

に応じて慎重になる必要があると思うが、質的なピ

アレビューの基礎資料として、あるいは丁寧なピア

レビューのコストをかけられないような場面におい

て、数量的指標はその特性をふまえて適切に利用す

べきであると考えている。 

大学共同

利用機関 

ー 

数量的指標

は利用して

いない 

大まかに研究の質を評価する基準を設けている部局

もあるが、全学的な指標は設けられていない。理系・

文系の評価の考え方の違いや、指標の導入に伴うシ

ステム改修など、全学的な数量的指標の導入は課題

が多いと考えている。 

国立大学 400人以

上 

インパクトファクターを昇任審査に使用したことが

あるが、異論もあり質的評価の基準にはまだ試行錯

公立大学 50~99人 
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誤がある。 

業績評価においてインパクトファクターは考慮して

いないが、論文等の質をどのように評価に反映させ

るかが課題となっている。 

公立大学 100~199

人 

研究者等の業績評価に関し、質を重視した評価を行

うこと、研究者の雇用、昇進や助成の決定に際し、研

究論文の質を計る代替方法として、インパクトファ

クターのような雑誌ベースの数量的指標を用いない

よう指摘されるなど、様々な議論について本学で今

後検討が必要と考えている。   

私立大学 49 人以

下 

雇用・昇進に関して、インパクトファクター等の指標

は用いていないが、論文数による数量的評価が主と

なっているため、教育・研究等の業績に対する質的評

価基準をどのように設定するかが課題である。 

私立大学 49 人以

下 

本学では業績評価において、インパクトファクター

などの数量的指標は利用していないが、今後は評価

の客観性からはこのような数量的指標を使わざるを

得ないと考える。人文・社会科学系において研究自体

の価値を客観的に測るものは今のところ見当たらな

い。 

私立大学 100~199

人 

数量的指標の利用自体行っていない。 私立大学 200~299

人 

本学は、インパクトファクターを評価の指標として

導入していません。しかしながら、若い研究者は論文

投稿先の決定にインパクトファクターを意識してい

るように見受けられます。 課題は、増加が著しい

オープンジャーナルへの対応です。いわゆるハゲタ

カジャーナルの存在への対応です。学協会以外の

オープンジャーナルを商業誌と定義すれば、業績評

価の混在を整理できると考えています。 

私立大学 300~399

人 

インパクトファクターのような雑誌ベースの指標を

用いた業績評価（質の評価）は実施していない。今

後、数量的指標に基づく業績評価を実施する場合に

は、雑誌ベースの指標ではなく、研究論文そのものの

質を測る指標、共同著者数や著者ポジションを考慮

した指標、人文社会科学から自然科学に至るまで広

範な分野をカバーできる標準的な手法の確立を期待

したい。 

私立大学 400人以

上 

数字に強く縛られることはしていない。 大学共同

利用機関 

ー 

研究内容である文学に関して評価を実施するにあた

り、数量的指標は研究の質を現すものとして適切で

はないのではないか、との意見があり、数量的指標以

外の指標を創出することをについて検討を行ってい

る。 

大学共同

利用機関 

ー 
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研究開発機関等の評価（いわゆる毎年度の法人評価）

の観点では、現状、中長期計画においてインパクトフ

ァクター（IF）など研究論文の質に関する定量的目標

は掲げておらず、国内の主要大学や研究開発法人、世

界の著名な研究機関との論文アクティビティの比較

検討材料として利用する程度に留まっている。 一方

で、設問のような質を重視した評価や指標設定の重

要性も議論される中、トップ 1％論文割合、トップ

10％論文割合、FWCI など幾つかの有益指標が想定さ

れる中、どの指標が最適なのか見いだせずに苦慮し

ている。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

 

◼ 学部等 

分類 数量的指標の利用に関する課題 機関種類 専任 

教員数 

分野間の比

較 

被引用数などは異なる分野間での比較が難しい。 国立大学 10~29人 

インパクトファクターやScopusの順位がどの程度重

視されるかは、学問分野により大きく異なるため、評

価においてどう利用するかが課題である。 

国立大学 10~29人 

研究分野が異なる場合、研究者数や投資された研究

費が大きく異なるため、インパクトファクターや引

用数を直接比較することが難しいことが課題である

と考えている。 

国立大学 10~29人 

薬学部は専門領域が多岐にわたるため、それぞれの

領域ごとに雑誌の数量的な指標が必ずしも研究の質

や実態を相対評価できているとは言えず、研究者の

研究成果の評価に用いることは困難であると以前か

ら感じていた。したがって、「研究評価に関するサン

フランシスコ宣言」において、数量的指標を過信せ

ず、研究が発表される雑誌をベースにするのではな

く、研究自体の価値に基づく評価が必要であると述

べられていることは妥当であると考えられる。ただ

し、そのような評価を適切に行うためには、専門外の

研究領域に関しても研究評価を実施するための能力

を養成することが不可欠であり、今後は、研究評価能

力向上に対する組織的な取り組みが必要であるとも

考えられる。 

国立大学 30~49人 

インパクトファクター等は、学問分野によってその

評価が大きく異なるので(例えば数学の分野ではあ

まり大きな意味を持たない)、分野間での評価指標と

して統一的な同一の数値を用いないようにしている

が、分野間での数値をどの様に設定するかが大きな

課題となっている。 

国立大学 50~99人 
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研究分野により、１年間に発表する標準的な論文数

が異なり、同じ評価基準を採用することが難しい。多

人数の研究グループに加わり共著者が多い論文を多

数発表する研究者の評価が数値的に高くなる傾向が

ある。責任著者論文の評価を併用するなどの試みを

しているが、研究業績評価の判断基準が難しい課題

と感じている。 

国立大学 50~99人 

数量的指標に研究分野間の差異が存在するため、評

価に用いる場合のその補正方法。 

国立大学 50~99人 

分野によって指標や重要視する点が異なり、意見が

収束しにくい。論文数、単著・共著などへの考え方、

学会発表の重視の仕方なども分野により異なること

も、統一的な判断基準を与えにくくしている。 

国立大学 50~99人 

分野を超えて評価を行う際に適切な指標が存在しな

い。そのため、研究の質を判断することが困難であ

る。IF、FWCI 等の指標はわかりやすいが、分野間で

考え方が異なり、統一的な運用はできていない。教育

への貢献も適切な指標や観点が無く、数量的指標を

用いての評価の問題が残ったまま、業績評価をせざ

るを得ないことが、問題といえる。 

国立大学 50~99人 

出版社による競争および寡占化および出版社の経営

的判断による学術誌の設立やＩＦに効果的な活動が

行われる中で、IF の意味は大きく変わっている。学

術界のみならず、学術・大学等研究機関の評価を行う

国の機関が、出版社の戦略の中で泳いでいることは

事実であろう。また IF は異なる学術分野間の比較

や、真に革新的な研究の評価には不適切であること

が広く認識されているにもかかわらず、多様な学術

分野からなる大学の評価や、異なる研究成果の評価

に使われていることは遺憾である。本研究所におい

て、教員評価にあたってＩＦは単なる一指標として

用いられる場合はあるが、多くの指標の一部に過ぎ

ない。むしろ、様々な機関評価等において、依然、高

ＩＦの出版数を求める、優れた業績の理由としてＩ

Ｆを求めるといったことが行われていることが、Ｉ

Ｆへの過剰な依存の原因ともなっているのではない

か。教員採用にあたっては、IF による評価がなされ

ることはなく、研究内容・成果・将来の構想等を総合

的に判断している。 

国立大学 50~99人 
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当研究所では、理工系の幅広い分野の研究が行われ

ており、論文数やインパクトファクターについては、

その傾向が分野によって大きく異なることから、そ

の分野における研究業績の質を数量的指標により客

観的に評価することが重要であることは理解してい

るものの、異なる分野の研究者である評価者（グルー

プ）に対しての統一的な指標を作成することが困難

な状況である。 

国立大学 50~99人 

被引用による評価は一定の意義が認められるが、分

野による違いは大きくFWCIでまとめられている分野

の中でも大きな違いがあるように感じる。また被引

用の評価のための年数（通常 5 年程度）が短すぎる

と思われる分野への対応（それが妥当であるかない

かの判断も含めて）が困難である。 

国立大学 50~99人 

IF や被引用数は、分野によって状況が大きく異なる

ので、分野を超えて評価を行う場合には注意が必要

である。 

国立大学 50~99人 

複数の異なる研究分野から構成されているため、イ

ンパクトファクターの有効性には注意が必要であ

る。 

国立大学 50~99人 

 まず異なる分野間での比較は基本的にしないよう

にしている。分野間での評価が揃うように（つまり相

対評価となるように）補正している。  各々の分野

の業績評価には投稿したジャーナルの難易度を判断

するために IFを参考とするが、数値を直接的な評価

には用いていない。  

国立大学 100人以

上 

異なる分野間の公平性をいかに保つかについて明確

な線引きがない（例えば、インパクトファクターを積

極的に用いている分野もあれば、用いない分野もあ

るなど）。 

国立大学 100人以

上 

研究分野により、評価に適正な指標が異なるため、ど

の指標を重視すべきかの判断に苦慮することがあ

る。JIF以外にも、被引用回数、それを用いたH-index、

i10-index、G-index、研究費獲得数・獲得額、特許件

数、同じ研究分野の研究者からの評価・推薦などの多

様な指標が挙げられるが、どれも完全ではないので

今後検討することが必要である。代案がないままに

JIFを否定することには、若手などからかえって不満

や懸念が出る可能性がある。 

国立大学 100人以

上 

評価の観点は専門分野によって異なるが、異分野の

教員が混在している組織として、画一的な評価の観

点や方法にならない配慮が必要であり、構成員それ

ぞれの分野の評価の観点の違いへの相互理解を深め

ることに配慮している。 

国立大学 100人以

上 
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理学研究科の研究は他分野にわたることから、分野・

雑誌ごとに状況が異なるためインパクトファクター

のみで評価することは困難である。掲載数や引用回

数のみではなく、論文自体の質を加味して評価して

いく必要がある。数量的指標の利用に関しては、本研

究科は多様な分野に亘っているのが活用を困難とし

ている最大の要因である。 

国立大学 100人以

上 

研究分野によって、論文が出易い分野とそうでない

分野があること、論文のインパクトファクターが大

きくなる分野とそうでない分野があることは当然の

こととして認知されているので、そもそも業績評価

について定量的に評価することについては消極的で

ある。人物・業績の質については個別に評価してい

る。 

私立大学 50~99人 

研究分野によって IFは大きく異なってくる。社会へ

の影響の程度を数値化する別の指標が必要と思われ

るが、具体的な案は見つかっていない。 

私立大学 100人以

上 

その他の課

題 

主にソフトウェア科学の特定分野においては、いわ

ゆ る respected journal が 存 在 し な く 、 top 

conference への採録が現実的には最高レベルの研

究業績として高く評価される傾向がある。しかしな

がら、工学分野においては国際会議での発表は必ず

しも高く評価されないため、それらの分野の研究者

にとっては不利な状況となっている点が課題であ

る。 

また、本センターのように、教員が大学の管理・運営

業務を主たる業務としている場合に、エフォートの

関係から必ずしも研究、教育の実績が十分に得られ

ない場合もあるが、実際にはそのようなエフォート

を考慮した数値的指標による評価が行われないた

め、評価時に不利となる場合がある。 

国立大学 9人以下 

特許の出願件数も評価指標とされているが、特許の

質の評価が困難である。 

学会での講演・授賞も評価指標とされているが、「学

会」の位置づけが明確ではないため、業績の質的評価

にバイアスがかかる。 

FWCI や分野別トップ 5%論文などが評価指標になる

が、既存分野がベースとなっており、融合領域が評価

されにくい。 

国立大学 10~29人 

人事選考では、やはりどうしてもインパクトファク

ターの高い雑誌での発表論文に着目しがちである。 

国立大学 10~29人 



 

276 

運営費交付金の共通指標を代表として、公的に数量

的指標が評価と配分に大々的に使われている現状、

機関内での利用に関しての課題を問われることに困

惑を覚える。 「質を重視」が、被引用数やそれを基

にした数値指標で代替されて議論・評価されている

現状の風潮こそが課題ではないか。 

国立大学 10~29人 

評価指標の妥当性については、データベースの利用

が一般的になり、雑誌の数量的指標であるインパク

トファクターから、個々の論文の数量的指標である

被引用数やFWCIに置き換わりつつある。しかし、FWCI 

であってもその主体的関与度、例えば責任著者論文

であるかなどの評価はできないことは、今後の課題

である。 また、国際共著論文執筆の推奨が進められ

ているが、これは FWCI が高い論文に国際共著論文

が多いという相関関係から誘導されていることであ

り、実質的に質の高い論文を執筆するという目的か

ら解離しつつある。地域性が高いために国際共著の

必要性が低く、日本からの発信となる研究に対する

考慮が課題である。 

国立大学 50~99人 

定量（数量的）評価が可能な評価項目（査読付論文

数、特許件数等）については、原則として定量評価

し、定量評価になじまない事項・視点を加えて、総合

的に評価している。 

国立大学 50~99人 

Computer Scienceの分野では、雑誌だけでなく国際

会議予稿集での論文掲載が価値を持つ場合が多くあ

る。その際、インパクトファクターは国際会議につい

ていないので、数量的指標を用いることができない。

一方で、国際会議にはランクがあり、これを代わりに

評価に反映することが慣例的に行われている。 

国立大学 100人以

上 

IFよりも h-index等の指標をより重視している。 国立大学 100人以

上 

インパクトファクターのような雑誌ベースの数量的

指標は、当該論文の質および研究者の実力とは直接

は関係しないものの、h-indexや FWCI、トップ 10%論

文などいろいろな視点からの指標が多すぎ、統一的

に扱える指標がないし、そのような一指標のみで評

価すべきではない。 

国立大学 100人以

上 
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一般に評価において数量的指標は参考程度に用いて

いるが、運営交付金等の配分における評価において、

数量的評価の項目が含まれている以上、これを全く

無視することは難しい。 またトップジャーナルにお

いては生き残りをかけて、論文採択の際に被引用数

の量に関する可能性をもとに可否を決める傾向があ

り、我が国のみならず世界的に学術的成果が出版社

の意向に歪められやすい実態が厳然としてある。 特

に若手の教員においては、ポスト獲得のため、過度に

数量的指標を重視する傾向が見られ、成果が評価さ

れるまでに時間がかかる、新規性の高い学術分野へ

の挑戦の機会が少なくなっているのではないかと危

惧している。 

国立大学 100人以

上 

雑誌ベースの数量的指標は個々の論文（発見）の質を

正当に評価しているかについて議論が有る一方、客

観的な評価として被評価者（研究者）に受け入れられ

やすい。また、研究者自身も目標とし易い側面があ

る。一方、個々の業績の質の評価は、当該業績自体の

学術的意義や社会的意義を反映するメリットがある

と期待できる反面、評価者の時間的、労働的負荷が大

きく、また容易に評価者の主観が入る余地があるた

め被評価者や他の研究者に受入れられにくい側面が

ある。研究業績を個別に客観的に評価できる評価法

の発明、或いは、評価者の負担軽減、評価作業に対す

る報酬の向上などが課題である。 

国立大学 100人以

上 

論文業績の評価指数として、これまでに一般的に用

いられているもの、例えばインパクトファクター、被

引用数、h-index、被引用 Top1%論文、Q1論文などに

ついて、それぞれの特徴と、業績評価への利用のメリ

ットと限界について議論を進めています。インパク

トファクターについては、2020 年に多くの雑誌で値

が上昇したため、数値基準の見直しも含めて議論し

ています。また異なる分野間での比較についても、議

論していますが、まだ結論には至っていません。 

国立大学 100人以

上 

研究者の業績評価においては、研究のオリジナリテ

ィを特に重要視しており、特に論文執筆におけるフ

ァ─ストオ─サ─としての立ち位置が極めて重要と

考えている。 

私立大学 10~29人 

建築学の主要学会である日本建築学会論文集はイン

パクトファクターが低く設定されており、国内にお

ける論文誌の価値が正しく評価されていない。 イン

パクトファクター自体がもつ課題をしっかりと理解

しておく必要がある。 

私立大学 30~49人 

一口に学会と言っても様々な学会が存在するため、

学会誌への学術論文の投稿数が、必ずしも高い評価

であると言い切れる訳ではない点。 

私立大学 100人以

上 
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数量的指標

を利用して

いる 

数量的指標は一つの参考資料として利用している。

結論は総合的な判断によって出している。 

国立大学 10~29人 

WOS（Web of Science）に引用された論文の上位 1％

もしくは 10％を評価指針としている。インパクトフ

ァクターについては原則重視していない。一方では

教授選考においてはインパクトファクターやサイ

テーションインデックスを資料に掲載している。 

国立大学 100人以

上 

一時、一部の評価単位（研究講座）評価単位によって

はインパクトファクターを評価項目として使ってい

たが、昨年度行われた全学的な評価項目の統一化に

伴って、Q1 ジャーナルや Top10％（Top1％）補正論

文数などの項目が共通指標として入っている（全学

的）。 

国立大学 100人以

上 

教員選考においては、論文業績について、インパクト

ファクターだけではなく、研究内容、筆頭著者数、責

任著者数、被引用回数、h-index、近年の発表状況な

ど様々な観点から評価を行うようにしている。 

国立大学 100人以

上 

総長室や部局執行部での学内研究者の研究力評価に

ついて、ここ数年は論文の引用度数や Top10%論文な

ど個別論文の被引用度を用いる方法にシフトしてい

る一方で、個々の研究者としては、まだ IFや上位 1/4

ジャーナルへの意識が強い。研究者にしてみれば、雑

誌としてのIFが高いことは自分の研究をより多く引

用してもらえると考えるはずで、雑誌そのものに対

する評価を意識するのは無理もないと思える。一方

で、個々の研究者としても被引用度が重要との認識

はそれなりにあると思われるが、個別引用指標、たと

えば Top10%論文などの調べ方があまり周知されてお

らず、それが結果として雑誌ベースの数量的指標に

頼る原因となるように感じられる。 

国立大学 100人以

上 

被引用数が重視されがちになるので、多様な審査が

できるような資料を用いて実施している。 

国立大学 100人以

上 

ハゲタカジャーナルが台頭する中で、一つの指標と

して見ている面がある。 

国立大学 100人以

上 

研究者等の業績評価は、自己申告をベースとする研

究実績を基に多軸評価を意識した総合的な評価を行

っている。各評価段階において論文数や IFなどの数

値的指標は評価のための参考データとして扱ってい

る。 

国立大学 100人以

上 

研究業績の評価手段が他にないため、厳格に評価す

るためには数量的評価を行う必要がある、 

私立大学 50~99人 

本学部での教員への業績評価としては、大学院教員

資格及び採用者の研究業績としての論文数などを確

認している場面では、特に課題はないと考えます。 

私立大学 100人以

上 
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論文発表と内容を重視した評価を行っており、参考

程度にインパクトファクターを用いている。法人・機

関評価にトップ 10％論文の割合が重視されているた

め、今後は個人評価においても引用指標に対し重き

をおく可能性もある。 

大学共同

利用機構 

50~99人 

数量的指標

は利用して

いない 

IF は評価に使用していない。文理融合の部局である

ため、雑誌ベースの評価は不可能である。 

国立大学 10~29人 

そもそもインパクトファクターなどの数量的指標は

あまり重視していない。 

国立大学 30~49人 

インパクトファクターの数値化は評価では行なって

いない。 

国立大学 50~99人 

評価の際にインパクトファクターのような雑誌ベー

スの数量的指標は用いていない。 

国立大学 50~99人 

インパクトファクターを自動的には評価指標には用

いないように心がけているが、その原著論文の研究

者コミュニティにおける認知度は調査する。基本的

には数量的指標は用いない。 

国立大学 50~99人 

現在のところ、インパクトファクターなどの雑誌

ベースの数量的指標を用いて、研究者の評価を行な

っていない。あくまでも、論文の内容等で評価をおこ

なうべきだと考えており、専門家による定性的評定

の支援、および異なる見方の参考としてのみインパ

クトファクターなどを用いることもある。 

国立大学 50~99人 

インパクトファクターのような数値的指標は、あま

り用いられていない。 

国立大学 100人以

上 

インパクトファクターのような雑誌ベースの数量的

指標は用いていない 

国立大学 100人以

上 

教員評価においては、数量的指標は利用していない。

これは、教員評価を、教員の序列をつけるためではな

く、教員個人の活動についての自己省察を促し、活動

を encourage するために実施しているためである。 

教員人事については、専攻等で将来計画に基づき適

切な選考を行うこととしており、案件ごとに人事委

員会を立ち上げ、卓越人材の確保、多様性の確保の観

点から評価項目を検討している。従って、数量的指標

を評価項目として考慮すべきかどうかは案件ごとに

異なる。数量的指標を利用するにせよ、その他の評価

項目とともに総合的に判断するものであり、数量的

指標にのみによる選考はしていない。 

国立大学 100人以

上 
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質を重視した評価に対して、客観的指標は設けてお

らず、各専門分野の評価者の見識に頼っているのが

現状である。論文評価の質の定量化においては、今

後、FWCI の利用を検討する必要があると考えている。 

国立大学 100人以

上 

数量的指標は設けられていない。適切な指標の設定

や指標の導入に伴うシステム改修など、数量的指標

の導入は課題が多いと考えている。 

国立大学 100人以

上 

研究者の雇用、昇進の決定に際し、インパクトファク

ターのような雑誌ベースの数量的指標は用いていな

い。研究成果の質を評価している。 

国立大学 100人以

上 

任期なし（常勤）の研究者個人の毎年の業績評価の評

価項目には、インパクトファクターのような雑誌

ベースの数量的指標は含まれていない。掲載誌のイ

ンパクトファクターは５年毎の評価において考慮す

る形に留めている。 

私立大学 100人以

上 
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c)インパクトファクター等重視の傾向がある場合、業績評価において注意されている点

【Q9-5】 

論文掲載誌のインパクトファクター（IF）を含む雑誌単位の定量的指標を利用するに当たって

注意している点又は利用していないが研究者にインパクトファクター等重視の傾向が見られ

る場合がありますか。あれば業績評価において注意されている点等、具体的に記載してくださ

い。（自由回答） 

 

分野間の比較に留意するなど IF等の問題点に注意しつつ利用している機関、参考として

利用している機関、雑誌単位の指標ではなく、他の指標を利用している機関、利用していな

い機関等がある。また、インパクトファクター等を重視する傾向があるという指摘もみられ

る。 

 

◼ 機関 

分類 雑誌単位の定量的指標を利用する際の注意等 機関種類 本務 

教員数 

評価に利用

する際の注

意事項等 

研究分野ごとに IFの偏りがあるため、異なる分野間

で一概に比較できないことを考慮したうえで評価項

目などを設定している。 

国立大学 300~399

人 

論文掲載誌のインパクトファクター（IF）を含む雑誌

単位の定量的指標を利用するにあたっては、分野別

の特性を踏まえ、当該指標以外の評価指標を設定す

ることに依り、公正な評価を行っている。 

国立大学 300~399

人 

業績評価において、掲載されている英語論文数の評

価に加え、質的評価を行う際にはサイテーションの

数を考慮しているが、詳細を把握するのが煩雑であ

るため、インパクトファクターを活用せざるをえな

い。 

国立大学 400人以

上 

特に顕著な傾向はみられないが、IF はあくまで領域

により差異があるものとして留意している。 

公立大学 100~199

人 

IF は大学院の合・マル合教員の判定において一部で

利用している。  業績評価は検討中であるが、基本

的に論文内容の比較・評価はできないことを前提と

している。 大学ランキングなどを通じた大学への貢

献度を評価することとして、Scopus に本学所属とし

て掲載された論文数・被引用論文件数を利用する予

定だが、IF そのものは利用しないことで検討を進め

ている。  研究分野によって論文数・h-indexの偏り

があると認識しており、研究者としての優劣ではな

く大学貢献度を測定するというための業績評価とし

て検討を進めている。 

公立大学 100~199

人 

インパクトファクターを利用しています。First 

author、second author、corresponding authorのイ

ンパクトファクターを総インパクトファクターより

も重視します。また、教授職に応募してきた候補者が

ある程度の業績（総インパクトファクターが 200~300

以上、第１あるいは第２著者インパクトファクター

が 100以上）があれば、他の因子（教育・診療や産業

医育成）を重視して、その候補者を評価します。 

私立大学 200~299

人 
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分野による違いがある点は留意する必要がある。 私立大学 400人以

上 

一部の教員に、雑誌のランク付けおよび出版社のラ

ンク付けを重視する傾向もみられるが、必ずしも雑

誌にこだわらず、書籍やオンラインジャーナル、オン

ライン書籍などまで含め、編集委員のメンバーの適

切性、査読の公平性や適切性などによって判断する

分にはそれほど問題はなく、実際これまでも大きな

問題は生じていない。専門分野によって発表の形態

や重視される方法が異なることに配慮することが重

要だが、大学等と異なり本機関が対象とする研究分

野が広すぎないことから、分野の特性を把握しこう

した配慮を比較的適切に実施できているとも考えら

れる。 

大学共同

利用機関 

ー 

分野により高 IFとなりやすいもの、なりにくいもの

がある点は留意している。 

大学共同

利用機関 

ー 

研究職個人業績評価では、論文の評価において、イン

パクトファクター（IF）を指標の一つとして用いてい

るが、研究分野間におけるジャーナルによる偏りを

なるべく少なくするため、IF値に加え、SNIP値も指

標として用いている。具体的には、被評価者ごとに

IF値、SNIP値の合計点を算出し、SNIP値合計点へ調

整係数を乗じ、いずれか高い方を採用する、等の工夫

をしている。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

参考として

利用 

業績評価においては、高 IFの雑誌は、分野にもよる

が、多くの研究者が論文を掲載したいと考え、競争が

激しく、査読も厳しい可能性があるため、そうした雑

誌に掲載されたという点で定性的に評価する参考と

なりえるものとして捉えており、個々の論文の被引

用回数や、そのパーセンタイルといった定量的指標

とは区別している。IF を用いる場合は、例えば、当

該分野で共有されている一定の水準を上回る雑誌に

掲載された論文が何報あったか、というような観点

はありうるものと考える。 

国立大学 400人以

上 

単なる目安として利用し、その値によって機械的に

判断することはしない 

国立大学 400人以

上 

IFは参考データとしている。 公立大学 50~99人 

IF は研究分野によって数値が大きくぶれるので、各

分野における一定の目安として使うように意識して

いる。同様の理由で、業績評価の直接の指標としてい

ない。 

私立大学 100~199

人 

研究分野により研究者のインパクトファクター（IF）

で評価が難しい面もあるため、現在は参考程度に止

めている。 

私立大学 400人以

上 
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他の指標を

利用してい

る 

本学では、優秀論文の指標に分野カテゴリーの

Quartile（四分位）指標を、またテニュアトラック教

員の評価に分野カテゴリー内の順位を用いており、

分野による評価の差を小さくするよう努めている。 

国立大学 400人以

上 

IF 重視の傾向はあるが、事務部門では四分位なども

含めた論文分析を行うようにしている。 

公立大学 400人以

上 

国際学術ジャーナルへの論文投稿料および掲載料を

助成しており、 対象となるジャーナルは、ELSEVIER

社のデータベース「Scopus」に収録されているものの

うち トップ 10％までのものとしている。 「Scopus」

のデータを利用するにあたっては、データは常に最

新（直近 2か年）のものを利用するようにしている。 

私立大学 400人以

上 

論文の被引用数は大きく歪んだ分布を取るため、論

文の定量的評価を行う場合には、掲載誌の評価では

なく、論文の被引用状況に基づく指標を利用するの

が適切であると考えている。 一方で国の法人評価等

のような年度評価では直近の業績評価を求められる

ケースが多く、場合によっては出版から数か月も待

たずに「客観的なエビデンスも含めた業績評価」を提

出する必要があるため、そのような場合には被引用

ではなく、今後の期待値として、論文が掲載された雑

誌単位での指標に頼らざるを得ない。 また、論文の

被引用の状況は分野によって異なるため、異分野間

で掲載誌を比較する必要がある際には、インパクト

ファクター以外の指標（CNCI や IF の分野ごとの

Quartile等）も併せて参照するようにしている。 

大学共同

利用機関 

ー 

利用してい

ない 

教員の個人業績評価においては、インパクトファク

ターは考慮していない。一方、採用や昇任において

は、発表雑誌の重要度を共通に計る指標としてイン

パクトファイターを考慮する場合がある。これらに

ついては、過度にインパクトファクター重視となら

ないよう、注意している。 

国立大学 200~299

人 

業績評価にあたって IFを使用していない。 国立大学 200~299

人 

Q9-4 に記載の通り、研究者個人の業績評価の評価項

目の中に雑誌単位の定量的指標が含まれるが、学術

分野の特性に配慮するため、IF そのものではなく、

雑誌の 4分位を用いている。 

国立大学 300~399

人 

学内での業績評価にあたり雑誌単位の定量的指標を

使用してはいないものの、運営費交付金7の評価指標

として使用していることから、研究の遂行にあたっ

てインパクトファクターを意識せざるを得ないと思

われる。 

国立大学 400人以

上 

業績評価においてインパクトファクターは考慮して

いない。また、インパクトファクター重視の傾向は見

られない。 

公立大学 100~199

人 

 
7 文部科学省では運営費交付金の評価指標として雑誌単位の定量的指標は利用していない。 
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研究分野やチーム単位ではIFを重視しているケース

もあるが、大学全体としては業績評価の指標等とし

ては扱っていない。 

公立大学 200~299

人 

評価に IFを利用していない。 公立大学 200~299

人 

同じ学部の中でも専攻する分野により一律の評価が

できないことから相対的な評価には至っていない。 

私立大学 50~99人 

現在のところＩＦは機関内での業績評価において指

標に使われていない。 研究者個人の業績を評価する

うえでのメリット・デメリットを精査して慎重に検

討したい。 研究者には、積極的に多くの論文や編著

書の執筆を行う者だけでなく、目立たないが研究と

教育、学内行政とバランスをとり堅実に機関運営を

支える者もいる。IF の導入においてはそのデータが

持つ意味をよく確認しておくことが必要であろう。 

私立大学 100~199

人 

インパクトファクター（IF）の高い論文掲載誌に投稿

しようとする研究者がいるが、機関としてインパク

トファクター（IF）を意識した研究評価は導入してい

ない。 

私立大学 200~299

人 

本学での研究業績評価について IF は利用していな

い。 

私立大学 200~299

人 

業績等の評価を行っていないため、インパクトファ

クターも利用していません。 

私立大学 300~399

人 

業績評価で定量的指標は利用していない。 私立大学 300~399

人 

機関としては、機関の研究実績傾向を測るための参

考指標として論文掲載誌の IFを利用しているが、研

究者の業績評価には利用していない。研究者に IF等

重視の傾向はみられず、逆に研究評価に同指標を用

いることには懐疑的傾向にあると考えている。 

私立大学 400人以

上 

ＩＦは全く参考にしていない。 大学共同

利用機関 

ー 

IF は利用しておらず、研究者に IF 重視の傾向も特

に見られない。質の高い国際会議を重視している。 

大学共同

利用機関 

ー 

その他 ImpactFactor（CiteScore等含む）の本来的な使い方

である、研究者の適切な投稿先選択をサポートする

目的において使用されることは望ましいと考えられ

る。 

一方で異分野間の比較ができないなどの注意点を認

識することが必要であると考えられる。 

国立大学 400人以

上 

自然科学系においては、科研費申請書の「応募者の研

究遂行能力」欄等、競争的外部資金の実績のアピール

で利用されることがある。 

国立大学 400人以

上 

本人の実際の研究がどの程度国際的に評価されてい

るか、合計の点数だけでは必ずしも評価できない 

私立大学 400人以

上 
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異なる研究分野間での比較や、分野ごとの特徴等、数

量的指標では表現しきれない。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 

重視する傾

向がある 

このような定量的指標は現在利用していないが、一

部の研究者にはインパクトファクター等重視の傾向

が見られる。 

私立大学 100~199

人 

インパクトファクター等重視の傾向は、若い研究者

に多く見られます。注意しているのは、研究活動の本

来の姿の理解を深めてほしいことを伝えています。

本来、研究成果は、雑誌単位で行われるものではな

く、新しい知識と既存知識の新しい活用の開拓への

寄与であり、その創造的な努力と探求が評価対象で

あることを、教員への FD・SD研修会を通して伝えて

います。 

私立大学 300~399

人 

インパクトファクターを用いた業績評価は実施して

いない。当部署においては、インパクトファクターは

研究論文そのものの評価指標ではなく、論文掲載誌

に対する指標であることは注意している。一方で研

究者にとってはわかりやすくかつ容易に知ることが

できる定量的指標であるため、研究成果の指標とし

てインパクトファクターを参考にする研究者も多

い。 

私立大学 400人以

上 

業績評価において、直接的に定量的評価を用いてい

ないものの、Nature、Scienceを重要視する傾向は認

められる。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

ー 
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◼ 学部等 

分類 雑誌単位の定量的指標を利用する際の注意等 機関種類 専任 

教員数 

評価に利用

する際の注

意事項等 

（注意している点） IF（CNCI、 FWCI、 Eigen Factor

など類似・派生指標を含む）は論文ではなく、ジャー

ナルの指標であること。 利用する場合は、IF、CNCI、 

FWCI、 Eigen Factorなどの相違・特徴を把握するこ

と。IF は恣意的操作可能性がある数値であること。 

IFに加え、論文関係の数値指標は、全て論文本体（学

術誌本体）の peer-review の指標ではないこと（論

文・学術誌それ自身を読んで導出している指標では

ない）。 IFに加え、論文関係の数値指標は、本来定

量的・定性的・客観的に示すのが困難な「論文（学術

誌）の質」を、計量可能な「被引用数」を用いた便宜

的なものでしかないということ。（「質」を「インパ

クト」と言い換えても便宜的であるという本質は変

わらない） 

 （IF 等重視の傾向について）どうせなら IFの高い

方に投稿する、という傾向はあると思う。ただし、研

究者がIFを主体的に重視するようになったというよ

りも、各種の申請書や報告書で業績に IFを付記する

ことが求められたり、学術誌それぞれが自身の IF値

を呈示するようになるなど、受動的に重視する傾向

になった、というのが真ではないか。 predatory 

journal の判断の一つとして IF 付与は判断材料に

なる。 

国立大学 10~29人 

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」にある

ように出版物の数量的指標ではなく科学的内容を業

績評価に反映させることは理想的ではあるが、分野

の異なる研究者には他分野の研究の科学的内容を評

価するのは難しい場合もある。この点を考慮し業績

評価において論文数、インパクトファクターといっ

た数量的指標と科学的内容の評価の双方を評価対象

としている。 

国立大学 10~29人 

雑誌によっては、さまざまなやり方で意図的にイン

パクトファクターを上げている。このことから、イン

パクトファクターをできるだけ重視しないように心

掛けている。また、ここ 15年以内に台頭してきた新

興雑誌の中には、査読システムが十分に行われてい

ないものもある（ハゲタカ・ジャーナル）。我々は、

できるだけこのような雑誌をあらかじめ特定し、人

事選考などの際には慎重に判断している。 

国立大学 10~29人 

インパクトファクターは、単なる評価項目の１つと

して考えている。 

国立大学 30~49人 

数量的評価だけでなく、その内容（質）についても評

価の対象としている。 

国立大学 30~49人 

研究分野によって、その主要な学術雑誌のインパク

トファクターが大きく異なっており、当研究所のよ

うに幅広い分野の研究者が所属している部局として

国立大学 50~99人 
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は、インパクトファクターを重視しすぎると、適切な

業績評価が行われなくなってしまう可能性がある。

しかしながら、部局としての評価（学内、学外とも

に）が行われる際には、インパクトファクターの高い

論文数が指標の一つとなっている現状もあり、その

適切な活用に苦慮しているところである。 

定量（数量的）評価が可能な評価項目（査読付論文

数、特許件数等）については、定量評価するとの原則

に従い、研究業績の客観的評価指標の 1指標として、

IFを利用している。 

国立大学 50~99人 

分野ごとに IFを評価している。 国立大学 50~99人 

IF も業績評価の際に指標の 1 つにするが総サイテン

ション数やFWCIなど論文自体の質を評価する指標も

併用している。 

国立大学 100人以

上 

複数の指標により評価を行うこととしている。 国立大学 100人以

上 

一般誌ではなく専門誌は、IF が高くなくても当該分

野では重要な場合があり、そのような雑誌に掲載さ

れる論文を重視するとともに、論文がそれ以後の当

該分野の進展に与えた影響にも注意している。 

国立大学 100人以

上 

過去５年、１０年、全体における IFの合計比較を行

っている。 

国立大学 100人以

上 

研究者個人の業績評価において、論文業績の IFを単

独では用いずに、被引用回数、論文発表数などの数量

的指標やその他の業績評価項目を同時に設定し、併

用して評価している。 

国立大学 100人以

上 

注意している点は、IF は雑誌単位の評価であって論

文の質を評価するものではない。一方で、雑誌への掲

載数及び引用回数の高い論文が必ず良質であるとは

限らないため、これらを IFに替えて評価することが

正しいと言い切れないところである。 また、IFが高

い雑誌はよく読まれることから研究者にIF重視の傾

向が無いとは言い切れない。 オープンアクセスジ

ャーナルは IFが高い傾向にあるが、必ずしも引用回

数と質の高さとは合致はしていない。 

国立大学 100人以

上 

分野間による差異について配慮している。 国立大学 100人以

上 

IF は遂行された研究指標の 1 つであり、業績評価は

多様な方面から総合的に評価することを重視してい

る 

私立大学 50~99人 

論文掲載数での評価とインパクトファクターでの評

価を同時に行い、有利な方を選択できる仕組みとし

ている。 

私立大学 50~99人 

任期なし（常勤）の研究者個人の研究業績評価におい

て、雑誌単位の定量的指標は重要視されていない。 

私立大学 100人以

上 

令和 2 年度より教授採用にあたり、IF に加えて

citation index を考慮することとした。 

私立大学 100人以

上 
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参考として

利用 

被引用、インパクトファクターいずれも業績の評価

の参考にしている。ただし、被引用数は年度ごとの評

価には期間が短く適切とはいえない点、インパクト

ファクターは直接的な論文の評価ではない点は共有

されている。いずれも数値指標として全員のデータ

を利用するのではなく、本人による業績説明の記載

に基づき、数値指標のみによる画一的ではない評価

を可能としている。 

国立大学 50~99人 

一般に評価において数量的指標は参考程度に用いて

いる。数量的指標が高いことは前向きに評価するが、

数量的指標の高さを必要条件として課すことがない

よう留意している。 

国立大学 100人以

上 

研究科の業績評価においては、IF などの定量的指標

は参考データとして扱っている。他方、競争的資金へ

の応募などの際にはIFなどの定量的指標が論文の価

値をアピールする手段として使われているものと思

われる。 

国立大学 100人以

上 

他の指標を

利用してい

る 

インパクトファクターを利用しているが、トップ 10

ジャーナルへの論文掲載数のみの利用に留めてい

る。 

国立大学 10~29人 

研究者の当該論文研究における役割、原著論文か否

かを確認する。 

国立大学 10~29人 

Q1ジャーナル論文数を調べている 国立大学 30~49人 

FWCI 等分野間の補正を行う指標を使う場合がある。

IF は２年間程度の短期間の応答を示しているにすぎ

ず、より長期で場合によってはより重要な研究の評

価とは異なることを認識している。IF に頼らない、

総合的な判断により採用を行っていることを、若手

研究者に広く伝える必要性を認識している。 

国立大学 50~99人 

業績評価においては、インパクトファクターは利用

していないが、Q1ジャーナル論文数は利用している。

ただし、雑誌単位の定量的指標のみとならないよう

に、トップ 10%論文数、国際共著論文数、責任著者論

文数も、評価指標としている。 

国立大学 50~99人 

IF以外の指標（分野ごとの top10%）論文で評価して

いる。 

国立大学 100人以

上 

業績評価では、インパクトファクターは効力に入れ

ずに、査読付き論文と査読なし論文によるポイント

評価している。特に、数学分野では査読なしでも長い

ページ数のものは重みづけて評価している。 

国立大学 100人以

上 

自身が主体的に取り組んでいる主テーマを有してい

るか否かを確認している。 

国立大学 100人以

上 

論文掲載誌の専門分野における位置づけや採択率な

どを必要に応じて確認、共有するなどしている。 

国立大学 100人以

上 

研究者の業績評価においては、研究のオリジナリテ

ィを特に重要視しており、特に、論文執筆におけるフ

ァ─ストオ─サ─としての立ち位置が極めて重要と

考えている。 

私立大学 10~29人 
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利用してい

ない 

IFは評価に使用していない。 国立大学 10~29人 

現状の評価ではＩＦは評価に用いていないが、用い

る場合には、数量的指標に研究分野間の差異が存在

ことに注意して、その対応を適切に行う必要がある。 

国立大学 50~99人 

雑誌単位の定量的指標については利用していない

が、研究者にはインパクトファクターが高い雑誌に

掲載される論文は評価が高いと認識している傾向が

見られる。 

国立大学 50~99人 

人事や業績評価には IFは用いておらず、重視はして

いない。ただ、参考として記載はしてもらっている。 

国立大学 50~99人 

多職種の教員及び研究者の組織であるため、そのよ

うな評価は行っていない。また、そのような傾向はな

い。 

国立大学 50~99人 

インパクトファクターは利用していない。 国立大学 100人以

上 

基本的にインパクトファクター自体を業績算出の計

算に用いることはない。インパクトファクターのつ

かない国際会議発表の実績を含めて、実質的なもの

を評価している。 

国立大学 100人以

上 

業績評価において IFは利用していない。 国立大学 100人以

上 

現在、業績評価において IFを含む雑誌単位の定量的

指標を利用していないが、学部内での研究助成事業

においては次年度から FWCIを利用予定である。FWCI

利用については何らかのPDCAを行う必要があると考

えている。 

国立大学 100人以

上 

雑誌単位の定量的指標を利用していないので特にな

し。 

国立大学 100人以

上 

現在のところインパクトファクターは用いていな

い。 

私立大学 30~49人 

定量的指標は必ずしも使用しておらず、あくまでも

業績の内容に基づいて評価している。 

私立大学 50~99人 

その他意見 IF 重視の傾向は取っておらず、特に注意しているも

のは無い。 

国立大学 9人以下 

被引用数に比べて、IFはあまり重要視されていない。 国立大学 10~29人 

インパクトファクター（IF）は客観的な指標であると

盲信されてきたことから、安易に頼る傾向があった

ことは否めない。特に、専門分野が異なる場合は、数

値化されている指標を用いることで、互いに馴染み

のない分野の評価が適切に行われているように思い

込んでいた。しかし、IF が必ずしも個々の研究内容

の学術的な価値を示していないことはしばしば経験

することであり、注意が必要であると感じていた。今

後は、評価を行う際に IFの利用法について互いに注

意することを実施してゆきたい。 

国立大学 30~49人 

インパクトファクターはあまり重視していない。 国立大学 30~49人 
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IF が高い論文誌が必ずしも質が高いことになってい

ないことを、機会をみて研究者に周知している。 

国立大学 50~99人 

研究者の少ない専門性が高い分野ではIFは少なくな

る。しかし、学会での活動や競争的資金の獲得など、

複数の指標でみることで、その研究分野の評価を知

ることができる。 

国立大学 50~99人 

研究者の性として、IF の高い雑誌に投稿しようとす

るのは致し方ないと思うし、IF が高い雑誌がそれな

りの質を担保しているのも事実だと思う。ただし、雑

誌のIFが低いからといって研究の質が低いとは言え

ない。掲載誌の IFだけで判断せずに、それぞれの論

文の質を評価することが必要である。 

国立大学 50~99人 

伝統がありレベルが高い雑誌が必ずしもIFが高いわ

けではない。 IFに振り回されることなく、各専門分

野の権威ある雑誌に投稿することが最終的には機

関、部局の評価を高めることになる。 

国立大学 50~99人 

 よりIFの高いジャーナルに投稿したいと考えるの

は、研究者であれば当然と考える。むしろ評価する側

が考えるべき問題。IF の高い論文ほど一般的には採

択までに努力が必要であるから、努力の指標として

用いても問題は無いと考える。ただし、掲載された論

文の価値は、論文毎に判断されるべきであるから、IF

の積算値のようなものは個人の評価には使用しない

のは当然。 

国立大学 100人以

上 

「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」と同じ

く、インパクトファクターのような雑誌ベースの数

量的指標は、当該論文の質および研究者の実力とは

直接は関係しないことは理解しているが、IF は最も

メジャーな指標なのでそれなりの存在感はある。 

国立大学 100人以

上 

インパクトファクター等を全く見ないわけではない

が、それを積極的に業績評価に利用することについ

ては消極的である。 

私立大学 50~99人 

重視する傾

向がある 

研究者にインパクトファクター等重視の傾向が見ら

れる場合があります。 

国立大学 10~29人 

インパクトファクター等重視の傾向は確実にある。

またその弊害もある程度理解されている。つまり、弊

害を認識しつつも重視せざるを得ない状況に多くの

研究者が置かれており、評価者もその傾向にある。 

国立大学 50~99人 

若手や中堅の研究者では、インパクトファクターの

高い雑誌から原著論文を順番に投稿していく傾向が

見られる。インパクトファクターの高い雑誌は、目立

つ(visible な)雑誌であるため、より多く引用される

可能性があるからだと思われる。業績評価において

は、インパクトファクターは考慮しておらず、専門家

による定性的評定の支援、および異なる見方の参考

としてのみインパクトファクターなどを用いること

もある。 

国立大学 50~99人 
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部局での教授任用の際、大学本部で開催される人事

戦略会議において、研究業績目録に FWCI、IF及び根

拠としたデータベース名の記載が求められるように

なったことから、これらについて重視の傾向にある

ことが見られる。 

国立大学 50~99人 

未だにインパクトファクターを重視する傾向が見ら

れる。業績評価には、IF とともに被引用数、FWCI を

併記するようにしているが、今後、サンフランシスコ

宣言等をより周知し、改善を図りたい。 

国立大学 50~99人 

インパクトファクターの高い雑誌に掲載された論文

を高く評価する傾向はあり、またそのような論文の

掲載のために、掲載料の補助をしている。 

国立大学 100人以

上 

インパクトファクターが高い雑誌に掲載された論文

が、高く評価されがちなのは払拭できない。大学院の

早期修了の要件では各分野で注目されている雑誌

（高い評価を得ている雑誌）に対して評価の上で考

慮している。 

国立大学 100人以

上 

特に若い教員はインパクトファクターを非常に気に

している傾向がみられる。 

評価としてはインパクトファクターだけでなく、仕

事の内容、質を重視することが大事であると考えて

いるが、評価者によって価値観が違うため、その高

い・低いを判断するのは容易ではない。 

国立大学 100人以

上 

研究者間では IF が指標として重要視されているの

で、人事などにおける研究業績評価では依然として

利用されている。部局内の人事評価では、まだ IFの

高い雑誌への論文掲載がプラス評価にはなるが、

元々ビッグラボ出身であればIFの高い雑誌に論文が

掲載される確率は自ずと高くなる可能性が高いこと

は認識されている。そこで IFのみに頼らず、筆頭著

者や責任著者であるかどうか、研究論文の経時的な

採択状況やそれらの内容をもとに、着実に研究を展

開する能力があるかを評価することが一方で重要視

されている。 

国立大学 100人以

上 

研究所内では専門性が近いため研究内容による評価

が機能している。しかし、若手研究者は大学等へのス

テップアップのため、大学等がインパクトファク

ターを意識する限りはIFを意識していることは認め

られる。  

大学共同

研究機構 

50~99人 
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d)研究開発評価について感じている課題【Q9-6】 

研究開発評価について、評価者・被評価者の立場にかかわらず、感じている課題があれば、自

由にご回答ください。（自由回答） 

 

研究開発評価についての課題として、評価システムに関する課題、研究分野間の比較、評価項

目・評価指標、評価実施の負荷、時間・期間など、様々な課題があげられている。 

 

◼ 機関 

分類 研究開発評価の課題 機関種類 本務 

教員数 

評価 

システム 

極めて顕著な業績・貢献等を評価する仕組みはある

が、それらを特定し的確に評価するための明確な基

準作りが課題となっている。 

国立大学 200~299

人 

研究者自身の研究能力をどのように定量的、かつ客

観的に評価をするか課題である。 

国立大学 400人以

上 

業績評価の種類が異なる教員間の比較が難しいと感

じている。例えば、論文の成果の多い先生と、特許な

ど社会実装の多い先生との比較。 

国立大学 400人以

上 

定量的に厳密に評価することは、困難であり、またあ

まり意義を持たないと思う。理系分野の方と文系分

野の方の評価が必要な場合が生じたときは、 いつも

どのような評価を行うか議論となる。 

国立大学 400人以

上 

Q9-4 の回答（「論文の質を計る上で、どのような数

量的指標でも質の一部しか表現できない。一方、定性

的な評価は、代表できる質の範囲は広くなるが、水準

は曖昧性が強くなる。いずれも限界があり両者また

複数の指標を組み合わせることが考えられるが、そ

れらの情報取得・処理にはコストがかかるので、これ

も加味しながら妥協点を探るしかないこと。」）に加

え、この妥協点が分野によって様々であり、また、分

野の区切り方も際限がなく、成果が認められるまで

に要する時間も一様ではない。評価を行い改善を図

ることの効用と、そのコストを研究活動に充てた場

合の機会損失とを考慮して、研究力向上・研究成果創

出を極大化する最適解が明瞭でない中で、各種の評

価制度に対応しなければならないこと。 

国立大学 400人以

上 

本学では、多様な領域で研究、教育を行う教員に対し

て業績評価を行う必要があるため、教員に業績評価

の方法を詳細に呈示し、それに基づく自己評価結果

を提出してもらっている。分野ごとにあるいはキャ

リアごとに成果のありかたが異なるため、評価方法

は随時調整を行う必要がある。 

公立大学 50~99人 

次年度より研究に関する評価を行う予定だが、各教

員（研究者）の研究の領域がさまざまである中での評

価や、実務家教員に対する研究活動へのフォローや

評価をどのように本学としての方針を定め、評価を

行うか、現在検討中である。 

私立大学 100~199

人 
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研究開発評価の難しさはあるが、機関としても研究

評価をしていく方向にあるので、評価基準をどうつ

くるかが課題。 

私立大学 200~299

人 

可能であれば定量的な指標のみならず、研究の質を

重視した評価を行うことが望ましいと考えるが、一

方で公平な評価の実施や評価者の負担への配慮、評

価の透明性の確保等の課題も生じてくると思われ

る。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

－ 

研究分野間

の比較  

所属や分野によって、論文等の位置づけや重みが異

なっていたり、あるいは、授業開講数や指導学生数が

（教員の責によらず）異なっているなど、何をどう評

価すべきかについて、多様な意見があり、誰もが納得

できる評価制度の構築は難しい。 

国立大学 200~299

人 

研究に比重を置く部局と、それ以外のものを重視す

る部局では、評価の考え方が大きく異なっており、全

学的に一律的な比較をすることは困難だと感じてい

る。 部局単位で評価を行っているため、例えば、理

系学部で中位（評価Ｂ）の教員が、文系学部の上位

（評価Ａ）の教員よりも研究業績を上げているとい

った現象が起きうることが懸念される。  

国立大学 400人以

上 

給与への反映を行う場合、異なる分野の研究者の比

較せざるを得ず、難しさを感じている。 工学部と看

護学部 工学部（教養教育と専門、情報系と生物・医

薬）等  

公立大学 200~299

人 

学科、学部により特色が大きく異なるため、評価基準

の作成（特に文系）が困難である。 

公立大学 200~299

人 

同じ学部の中でも専攻する分野により一律の評価が

できないことから相対的な評価には至っていない。 

私立大学 50~99人 

分野によりインパクトファクター上の業績が残りに

くかったり、業績が伸びやすかったりするので（解剖

学では低インパクトファクターとなり、脳神経では

高インパクトファクターとなる等）、分野ごとのトッ

プ 10 あるいはトップ 20 ジャーナルの平均インパク

トファクターの表があると使いやすい。 

私立大学 200~299

人 

一大学内よりも、同一専門分野の学部等組織間での

情報の共有、比較・評価を行うことが、自組織の研究

活性化や改善に向けた取り組みが進められるのでは

ないかと考えている。大学内では多様な分野間での

違いが意識される。  

私立大学 400人以

上 

評価項目・

評価指標 

客観的な評価項目・指標の設定が難しい。 国立大学 100~199

人 

論文の質・数量に対する評価の難しさ。 国立大学 200~299

人 

現在の評価項目は、特定領域や研究分野等に偏らな

いよう、定量的ではあるが多様な項目を設定してい

るため、その指標データの収集整理に多くの時間と

負荷がかかっている。 

国立大学 200~299

人 

本学の研究者個人の業績評価は全学部共通の実施基

準を策定して運用しているが、異なる分野の教員の

公立大学 100~199

人 



 

294 

ニーズに応えるものとした結果、評価項目やその区

分が細かく分かれたものになり、評価者・被評価者と

もに大きな負荷がかかっている。 

IF や Citation などの数的評価だけでは測れない要

素を統合してどのように全体としてパフォーマンス

を評価するのかが課題である。 特に、本設問では研

究開発となっているが、研究と開発でも評価ポイン

トの重要度にゆらぎがある。また、近年では大学に純

粋な研究だけではない面（起業など）も求められてい

る点も評価を難しくしている。 以上をふまえ、全学

かつ文理隔たりなく均質に評価者・被評価者ともに

納得のいく指標および運用方法の構築が課題であ

る。 

公立大学 200~299

人 

評価実施の

負荷 

業績評価について、各教員の自己申告による申告票

を基に評価を行うため、申告内容の妥当性の検証に

負担があること。 

国立大学 100~199

人 

教員の業績評価では、評価実施の負荷や評価対象者・

評価者の理解・納得が課題であると考えている。 

国立大学 400人以

上 

研究開発評価に限らず、様々な「評価」が増えること

で、その対応に追われることは好ましくないと感じ

る。 

国立大学 400人以

上 

評価者の負担が大きい。 大学共同

利用機関 

－ 

研究課題評価を行う会議体に複数の機能（例えば AC

（Advisory Council）であれば、PIの業績評価やセ

ンターの機関評価を併せて行う）を持たせ効率化を

図るとともに、被評価者が持つ課題等について評価

者から解決のためのアドバイスを受ける等、被評価

者が受けたくなるような評価を目指しているが、被

評価者の負担は大きく、その軽減が課題である。 

独立行政

法人のう

ち、資金

配分機関

以外 

－ 

研究開発 

以外の評価 

教育領域や社会貢献・運営領域は定量的な指標にと

どまっているため、現在の評価項目では評価されな

い取組・貢献等の取扱いが課題となっている。 

国立大学 200~299

人 

管理・運営業務については、機関より任命しているた

め、任命の有無や種類によって評価への不公平さ、偏

りが生じ、評価の妥当性を担保することが難しい。 

私立大学 49 人以

下 

教育方法や内容の評価の客観的指標 、実務者教員の

業績評価。 

私立大学 200~299

人 

機関規模 インパクトファクターをはじめとする様々な論文評

価指標（FWCI 等）を業績評価に用いてはいないが、

様々な学問分野の業績の質をピアレビュー等で詳し

く評価することは教員数が少ない小規模大学では負

担が大きく、実行が難しい。 

国立大学 100~199

人 

小規模大学における研究開発評価の公平性の担保。 私立大学 49 人以

下 

本学では、評価制度が導入されて未だ数年しか経っ

ていないが、既に指標の設定、方法、運用、活用、評

価者の適正等多くの課題が指摘されている。さらに、

私立大学 49 人以

下 
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今後は評価制度が研究開発の改善につながったかに

ついて、効果測定を実施する必要がある。教育・研究

分野の特長を活かして、地域の小規模な私立大学の

役割に対応した制度を設計していきたい。 

①小規模大学のため研究・教育者の層が薄く、当該分

野の業績に対する評価が適切かつ十分であるのか否

か心許ない事例が見受けられることから、その解決・

解消をどう図っていくか。 

②小規模大学であるにもかかわらず、大規模大学と

同様の委員会組織・構成が求められるため、若手の皆

さんにとって負担感が大きい。 

私立大学 50~99人 

評価の 

在り方 

研究開発評価にあたり、評価指標を定め、これに基づ

き評価を行うことは基本であるが、あまりこれにと

らわれすぎると、形式的な評価となり、研究開発本来

の目的を見失うことになりかねないことから、評価

方法についても定期的に見直しを行い、研究開発の

発展に資するものとすることが重要である。 

国立大学 400人以

上 

他者評価を意識しすぎるあまり、自由闊達な研究活

動が阻害されている。 

私立大学 100~199

人 

評価は監査ではないので、評価軸の明確化によって、

評価（強み、弱み）を活かす方策の明確化が必須。 

大学共同

利用機関 

－ 

客観的指標による評価が重視されている背景には、

合理的な成果目標値の設定と具体的な改善策の立案

の実現が求められていることが挙げられる。 そのた

めには、施策の目的は何か、何を実践すれば達成でき

るのか、どうして施策の目的が達成されたことがわ

かるのかなど、ロジックモデルをもとに検討するこ

とが不可欠であるが、その機会を得られぬまま短期

間での目標設定が強いられる状況が散見される。 そ

の結果、アカウンタビリティのみに偏重し、目標が定

まらぬまま評価のやりっぱなしに終わる事例も多い

のではないかと感じている。 

大学共同

利用機関 

－ 

時間・期間 学内外の予算の獲得を目的として、短期的な研究成

果を求める教員もいるかもしれないと感じている。 

国立大学 400人以

上 

短期的成果と、長期にわたる貢献をどういう観点で

評価するかは難しい問題である。 

大学共同

利用機関 

－ 

人文・社会

科学分野に

おける評価

の考え方 

人文・社会科学分野の研究評価には研究分野ごとの

複数の定量的・定性的な指標が必要と考えるが、機関

として理工系を含めた研究分野間の公平性を担保す

ることが困難であると考えている。 

私立大学 400人以

上 

（人文系研究分野における研究評価について） 

日本学術会議が２０２１年１１月２５日に公表した

「学術の振興に寄与する研究評価を目指して」では、

これまでの提言等をふまえ、研究評価手法の基本原

則として、定性的な研究評価を原則とし、定量的評価

指標を補助的に活用することが望ましいなどの提言

がなされている。ついては、これを機に、人文系を研

究分野とする機関、評価機関及び学界コミュニティ

により、人文系特有の評価方法や問題点について対

大学共同

利用機関 

－ 
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話や検討を重ねていく必要があると感じている。 

若手研究者 大学教員の採用においては研究開発能力だけでは不

十分で、学部生や大学院生を対象とする研究指導能

力の評価が重要である。しかし、若手研究者のキャリ

ア記録においては、研究指導に関する能力の評価を

行うのがとても難しいと考えている。 

公立大学 50~99人 

やむを得ないことかもしれないが、すでに当該分野

でそれなりの評価を得ている中堅以上の研究者に比

べて、若手研究者の評価はどうしても常勤・非常勤の

違いや、大学全体の規模や評価の影響を受けやすい

のではないだろうか。特に欧米と比較してわが国は

その傾向が強いかもしれない。専任教員ではなくと

も、優秀な研究者は多くいる。国の取り組みは進みつ

つあると思うが、もっと大胆な方法で、とくに英語で

発信できる人文社会系の研究者を育てる施策も期待

したい。 

私立大学 100~199

人 

その他  評価領域に関連のある数値的実績を大学の各種デー

タベースからデータを集約し纏めているが、まだ活

かしきれていない面もあり、今後より活用するため

の検討が必要である。 

国立大学 400人以

上 

リサーチマップ上の業績に掲げる WORKS（作品）につ

いての評価方法について。 

私立大学 50~99人 

評価を実施することが、教員の教育・研究活動等の業

績にどのように反映させるのか。 

私立大学 49 人以

下 

実務家教員に対する評価方法。 私立大学 100~199

人 

研究論文の質を確認評価することが困難であり、必

要に応じて業績の現物等を確認することが負担とな

っている。 

私立大学 200~299

人 

専門分野の評価者であっても、評価にばらつきが出

るため、客観的な評価がなされているのか判断が難

しい。 

私立大学 400人以

上 

 

◼ 学部等 

分類 研究開発評価の課題 機関種類 専任 

教員数 

評価 

システム 

・評価の目的が曖昧な場合が多い。 (1) 組織の評価 

or 個人の評価、(2) 改善・改良 or 判定（採択、採

用、配分など）。  

・研究と開発の違い。産出成果に主眼が置かれる「開

発」評価と、発想や活動それら自体にも重要な価値

が置かれる「研究」評価とでは、対象・方法が異なる

はずである。  

・数値指標評価が絶対的・客観的であるかのような

昨今の風潮、ならびに、疑問を持ちつつもそれに従

わざるを得ない現状こそが課題。  

・数値指標は、数値化できるものしか数値化してい

ない（できない）、という基本原則が共有されている

か？  

国立大学 10 ～ 29

人 
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・「説明責任」と「評価」は違うのではないか？「評

価」結果が高いほど「説明責任」を果たしている、と

思ってしまう傾向にないか？  

・定義が曖昧な言葉の濫用。例えば、ロジックモデル

におけるインプット・アウトプット・アウトカム・イ

ンパクトという言葉が申請・報告・評価資料で見る

ことがあるが、特に後者の 3 つの相違が明確でなけ

れば、評価自体が曖昧になる。 

被評価者の研究目的・課題（所属する研究室や研究

チーム）毎に、研究の発展段階や成果の取りまとめ

に必要な研究期間、成果発表や応用の場が異なるこ

とから、公正な評価を目指して随時検討を繰り返し

ている。 

国立大学 50 ～ 99

人 

公平性を考慮した評価を行う必要があり、現状での

評価が妥当かどうか。 

国立大学 100 人

以上 

評価領域を教育、研究、社会貢献、管理運営及び診療

の 5領域に分けて評価を実施している。 5領域に満

遍なく取り組んでいる者、1 領域に重点的に取り組

んでいる者など、被評価者の業務形態は多岐に渡っ

ている。 それらの被評価者を統一した指標のもと、

一定の割合（A評価は 5％、B評価は 20％など）で相

対的に評価することには難しさを感じている。 

国立大学 100 人

以上 

研究分野間

の比較 

定量評価には同じ基準が用いられることが大前提で

あるが、分野の異なる研究者間での同じ基準は使え

ないので、当部局内での定量評価は本質的には不可

能である。 本来、部局内での評価ではなく、分野内

での評価であるべきで、そのような評価の仕組みが

作れないこと、また必要とされていないことの問題

が大きい。 

国立大学 10 ～ 29

人 

評価項目の設定、項目の評価重みなどにおける研究

分野間の公平性の確保。 

国立大学 50 ～ 99

人 

学問分野間で評価指標の重みが異なるので、学部全

体で各教員の業績評価を実施する際の統一的な指標

を設定するのが大変難しい。 

国立大学 50 ～ 99

人 

理学研究科の研究は多様な分野にわたるため、ひと

つのものさしで測り評価することは非常に困難であ

ると感じる。 また、分野の研究内容により学術雑誌

への年間投稿数に大きな開きが生じるため、投稿論

文数やインパクトファクターの高さのみによって評

価がなされることは妥当ではないと考える。 

国立大学 100 人

以上 

現在、評価項目を定めて、各評価項目に対して定量

化し、総合評価を行っているが、研究の分野間の違

い、各評価項目の重み付け等、評価の公平性に対す

る多くの課題がある。 

国立大学 100 人

以上 

研究分野間の論文数が著しく異なるが一律に評価し

ているので、この点の改善を今後行う必要がある。 

国立大学 100 人

以上 

基礎研究から産業利用まで幅広い研究分野を同じ指

標で評価することはかなり難しい。また、授業や実

習などの評価は相対的に研究評価よりも低く見ら

国立大学 100 人

以上 



 

298 

れ、教育者よりも研究者が高い評価を得やすいこと

も問題である。また、ポストが少なく競争が激化し

ており、一度昇格に失敗するとチャンスがほとんど

無いため、モチベーションが大きく下がる研究者が

出てしまう。さらに、解雇できないので開き直って

しまった相手には、いかなる評価を付けても意味を

なさない。 

分野ごとに評価項目・尺度を変える方がベターであ

るが、どちらにしても公平な評価を短時間で負担感

を少なくしておこなうことが難しい。 

私立大学 100 人

以上 

研究分野間での違いを補正するのは難しいと感じて

いる。 教員評価が新たな付加業務として位置づけら

れていることも否めない。  

私立大学 100 人

以上 

評価項目・

評価指標 

研究に関しては、論文数や被引用数など比較的数値

化が容易で評価も行い易いのに対して、開発に関す

る評価は、評価者・被評価者ともに客観的な指標を

用いることが難しく、評価が行い難い点が課題であ

る。 

国立大学 ～9人 

現段階においても、研究開発に関する外部資金の獲

得、特許等の申請については評価されている。しか

し、学部・研究科においては、その目的から教育研究

が第一義的に評価されることから、研究開発につい

ての重み付けが難しいところではある。国立大学法

人化以降、産学連携による研究開発は急速に進んで

いるが、これは本邦の大学のあり方にも係るところ

であり、議論が必要である。 

国立大学 50 ～ 99

人 

研究評価は、研究者にとって研究資金の配分、研究

者ポスト獲得にも直結する内容であり、最重要課題

である。「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」、

「研究計量に関するライデン声明」など、研究評価

の方向性に関しては声明が出されているものの、異

なる分野間での定量的評価など、課題は山積してい

る。今後、研究者コミュニティで評価に関する調査、

検証、見解を発信していくことが重要であると感じ

ている。コミュニティでもこの課題を認識し、優れ

た研究に対する評価などの指標確立に向けて、デー

タを用いた解析、検証を行うことを予定している。 

国立大学 50 ～ 99

人 

１つの論文に複数著者が含まれることが多く、その

際の貢献度をどのように評価するかが課題と感じて

いる。単純に著者順として定量化することはできな

い。また、Computer Science分野における国際会議

のランクをいかに業績に反映するかも課題である。 

国立大学 100 人

以上 

研究者によって得意な方向性（論文、知財関連、研究

連携など）が異なると考えられる。また、多様なタイ

プの研究者を擁することが大学としての社会適応力

を高めることにつながるものと推察される。評価項

目を一律に数値化して序列化するのではなく、当該

研究者の特性を念頭に置いていくつかの評価対象を

設定することは研究開発評価をする上で重要と考え

国立大学 100 人

以上 
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られる。 

本来研究活動とは、研究者が自身の考える研究テー

マについて自由に行うものであるが、評価基準とい

うものが存在すると、そこに当てはまらない項目は

評価されづらく、また、その評価基準を満たすだけ

がゴールとなってしまうと、本来の研究活動のある

べき姿とは違う姿になってしまうと感じる。 

私立大学 100 人

以上 

研究開発以

外の評価 

研究開発評価の範疇に入るかどうかはわからない

が、管理・運営と教育活動・人材育成活動の評価指標

を吟味する必要を感じている。現状では、実施した

数量が項目となっているが、実際には、実施した結

果（成果）も評価すべきであると考えられる。したが

って、今後は、評価項目や評価基準に関する具体的

な検討が必要であると考えている。 

国立大学 30 ～ 49

人 

当研究所では、大型実験施設の運転・保守等の安全

管理業務に従事している教員も多くいることから、

業績評価においては、安全管理面での業績も含めた

評価を行っているが、研究業績に比べて数量的指標

の設定が困難のためその評価手法が確立しておら

ず、適切な評価の実施及びその評価結果の対外的な

説明を行うことが難しいことが大きな課題である。 

国立大学 50 ～ 99

人 

「教育」に対する貢献の評価が難しい。 国立大学 100 人

以上 

教育機関としての役割と研究機関としての役割が明

確でない大学が多いなかで、研究の国際化及び競争

をあおる評価は教育の質を低下させる危険性があ

る。 教育機関としての大学の役割についての検討が

必要と考える。 

私立大学 30 ～ 49

人 

評価の 

在り方 

1.科学の発展には領域・分野にとらわれず、

serendipityの機会が増えることが重要。しかし評価

指標・評価者も既存分野に依存するため、革新的領

域の評価が困難。 

2.社会への貢献としては産学連携活動や、アントレ

プレナーシップに基づく活動が重要だが、学術機関

における研究成果に基づく産学連携活動は特に評価

されにくいと感じている。既存の評価指標ではカ

バーしきれていない。 

3.1,2あわせて今のままでは、我が国ではそれぞれの

タコツボ（学協会・分野）でうまくやっている人だけ

が教員としての業績を積むことになっており、それ

こそが学術の発展を妨げている。少なくともこれか

ら研究室をリードする PI になっていく若手研究者

が既存の枠にとらわれずに自由な発想で行う研究活

動を積極的に発展させないと我が国の科学研究は

益々取り残されていくと強い危機感を持っている。 

4.評価者自体が 3 の点をわかっていない可能性も多

分にある。「専門家」をリスペクトする余り、たこつ

ぼ専門家の言を他領域の人がそのまま受け止める場

合、その専門家の言っていることがもし万が一まち

国立大学 10 ～ 29

人 
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がっていても盲目的に信じる結果、大変残念な結果

に終わることになる。 

5.研究開発を学術機関においても研究項目の広い領

域における位置づけや価値を理解できる人材、すな

わち学術機関において研究開発の「経営」ができる

人材の育成が急務。そのような人材には、キャリア

の終盤に近い研究者ではなく、パワーがあり、目利

きができる若手人材が必要。残念ながら、このよう

な人材を評価できる仕組みがない。 

本来、研究評価は、研究能力、研究内容とその結果

（研究発表と研究コミュニティの評価）の評価だと

思うが、評価の組織が大きくなるとなかなかそれが

できなくなり、評価が本来あるべき姿にならないこ

とが問題と思う。 

国立大学 30 ～ 49

人 

研究開発とともに、いかに社会実装されたかを評価

していくべきだと思っている。 

国立大学 50 ～ 99

人 

流行りの課題が重視され，そこに大量の研究資金が

投入されすぎる傾向はよくないと感じる。大学の研

究では、ノーベル賞受賞者を見ればわかるように、

一見無駄に見えるものの中から将来重要なものが生

まれることを考えていただきたい。 

国立大学 50 ～ 99

人 

論文 1 本 1 本に評価をつけるというような細かいと

ころに行き過ぎており、もっと研究全体としての評

価をすべきであろう。 

国立大学 100 人

以上 

組織やプロジェクト・事業の評価と、教員個人の評

価とは、その目的からして全く異なるものであり、

混同すべきではない。理学系研究科では、教員の知

的好奇心という内的動機に基づく自発的な研究活動

が、新たな知の創造の源泉であると考えており、教

員評価においては、自己を振り返り確認する機会と

して、教員個人のモチベーションを削ぐことがない

よう、創造的活動を encourage する機会となるよう

に設計している。 

国立大学 100 人

以上 

研究開発評価においては、研究者倫理、研究に関す

る安全性の確保、コンプライアンスの順守等が研究

者としての「基本の基」であり、その上で研究のオリ

ジナリティ等が求められると考える。 

私立大学 10 ～ 29

人 

評価の目的は、個人や組織の優劣を付けることでは

なく、日本としての研究開発力の向上にある。 この

観点で述べるなら、成果の有用性評価にとどまらず、

成果を得るに至った様々な要素も評価されるべきと

考える。 個人を評価する場合には果たした役割と寄

与度が記録され、組織を評価する場合はチーム作り

や主導的責任者のマネジメントが記録されることが

適切と考える。 これらの評価を通じて、良好事例や

人材情報が蓄積され、重要かつ緊急の課題に対処す

る組織体制の確立に活用できるようになると期待さ

れる。 

私立大学 10 ～ 29

人 
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厳密に評価をしようとすればするほど研究の自由度

は失われていく。全ての研究者に高いレベルを要求

しようとするからそうなるので、ある程度の「ゆと

り」をもたせること、つまり、ある評価基準からすれ

ば欠格の研究者が存在しても、非定量的な評価基準

からはそれを許容することで、研究全体のアクティ

ビティと自由度が共存できるのではないかと考えて

いる。 

私立大学 50 ～ 99

人 

時間・期間 流行りの課題が重視され、そこに大量の研究資金が

投入されすぎる傾向はよくないと感じる．大学の研

究では、ノーベル賞受賞者を見ればわかるように、

一見無駄に見えるものの中から将来重要なものが生

まれることを考えていただきたい。 

国立大学 50 ～ 99

人 

論文発表後３年間〜1 年間の短期間での研究成果に

ついて評価を実施しているため、論文の被引用数な

どの指標に着目するなどしても、研究成果の評価が

定着するまでに長期間かかる先駆的な研究について

適切な評価方法になっていないことは認識しておく

必要があると感じている。現在の評価対象期間の評

価方法では、短期的にブームになっている研究課題

に取り組むことが推奨されることになるが、基礎研

究に取り組む研究分野では、この傾向が行きすぎな

いようにする注意が必要と言える。 

国立大学 50 ～ 99

人 

期間ごとの進捗が求められることから、短期的な成

果やまとまりがつきやすい研究に走りがちになる。 

ステージゲートのあり方を成果主義からプロセスの

評価へと変える必要がある。 

国立大学 50 ～ 99

人 

短期間での応用や社会実装が重視され、長い時間ス

ケールでの研究、シーズ的な研究が評価されにくい

環境にあると感じている。 

国立大学 50 ～ 99

人 

論文引用数も評価に反映されるべきであるが、これ

は長いレンジの中で反映される必要があり、短期的

な評価には向かない。 

国立大学 100 人

以上 

若手研究者 若手研究者はグループで研究開発が実施されている

場合が多いので、個人の研究能力を評価できるよう

な指標が必要である。 

私立大学 50 ～ 99

人 

評価法には直接関係しないが、一般的に、研究が経

済効果や病気の治療への貢献など、いわゆる短期的

な社会貢献が求められている風潮を若手研究者が特

に意識し、影響されている場合が見られる。そのた

め、既に築かれた概念等をもとに短期的な目標を計

画する場合がしばしば見受けられる。これは、中堅・

シニア研究者への自由発想研究をサポートする研究

費が十分でなく、短期的社会還元を求められる研究

にシフトしていることを自分の将来像として見てい

ることも一因と思われる。 

その他 50 ～ 99

人 
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国等の評価

項目・指標 

未だに、機関から得られた高い業績の理由として IF

を用いるのはやめていただきたい。 多くの評価項目

があり、研究論文数から社会的意義、アウトリーチ

数、広報数等多岐にわたる多くの情報を提出してい

るが、最終的な総合評価が、なにによって行われて

いるのか、それぞれの評価項目の役割などは不明で

ある。一部の評価項目だけを重視しているように感

じる場合がある。評価過程については、要旨ではな

く、詳細な公表（評価と理由の提示）を行うべきでは

ないか。そうでなければ、それぞれの評価項目に対

する改善を図ることができない。 

国立大学 50 ～ 99

人 

研究開発に関する評価の重要性は理解できる。ただ

し、実施に当たっては被評価者・評価者ともに負担

が大きくならない様に留意すべきである。また、多

様性の確保、社会的インパクトの評価、ダイバーシ

ティの推進などを実現する評価軸の設定が今後の重

要な課題と考える。 また、国、省庁、大学、部局レ

ベルで評価に統一感に欠けていることも課題と思わ

れる。運営費の傾斜配分指標に「運営費交付金等コ

ストあたり Top10％論文数」や「常勤教員当たり研究

業績数」などの定量的指標が含まれている以上、教

員採用や評価にあたり定量性が強く意識される。社

会的インパクト評価には長期の視点が必要な場合も

多く、今後の国や省庁、法人評価などで設定される

評価指標や評価期間によって、定量的指標に偏った

評価に留まってしまう懸念があると思われる。 

国立大学 100 人

以上 

共同利用・共同研究拠点の実績報告書の論文の成果

で Top10％補正論文を求められるが、Top10％補正は

できないので、結局 Top10％を報告している機関がほ

とんどではないかと思われる。 また、5年間の評価

では、Top10％論文数も、論文の IF も各年度に出し

た過去のデータを転記しているが、機関によっては

評価調書を作成している時点で 5 年度分のデータを

一括で取り直すところもあるようで、機関によって

出しているものが異なる可能性がある。時々刻々変

化する値に対してのデータのとり方を明確に示して

いただきたい。 

国立大学 100 人

以上 

研究成果の

質の評価 

業績評価において、自分の研究内容に近い分野であ

れば、自分なりに研究の質の判断を行うことは可能

であるが、それを数値などで表すことは難しいと感

じている。論文の質を計る指標としてインパクトフ

ァクターや引用件数などを用いることの弊害が議論

されていることは承知しているが、これらに代わる

客観的かつ定量的な指標は存在しないのが現状であ

る。また、個人的な印象として、インパクトファク

ターや引用件数と論文の科学的内容にはある程度高

い相関関係があるように感じており、業績評価の一

つの指標として用いるのは（これらの数値のみで評

価を行わないのであれば）妥当であると考えている。

国立大学 10 ～ 29

人 
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難しいかもしれないが、今後、業績評価に関する議

論が深まり、万人が納得できるような評価法のスタ

ンダードが構築されることを期待している。 

ハイインパクトジャーナルにローカルの自然現象を

対象とする研究成果はなかなか掲載できない。 

国立大学 10 ～ 29

人 

研究の質の正しい評価は、論文の査読なみの審査が

必要と思われる。従って、実際に個々の論文の質を

評価することは時間的に容易ではなく、計量的評価

に頼らざるを得ない側面がある。 

国立大学 50 ～ 99

人 

一般に評価において数量的指標は参考程度に用いて

いるが、運営交付金等の配分における評価において、

数量的評価の項目が含まれている以上、これを全く

無視することは難しい。 またトップジャーナルにお

いては生き残りをかけて、論文採択の際に被引用数

の量に関する可能性をもとに可否を決める傾向があ

り、我が国のみならず世界的に学術的成果が出版社

の意向に歪められやすい実態が厳然としてある。 特

に若手の教員においては、ポスト獲得のため、過度

に数量的指標を重視する傾向が見られ、成果が評価

されるまでに時間がかかる、新規性の高い学術分野

への挑戦の機会が少なくなっているのではないかと

危惧している。 

国立大学 100 人

以上 

評価結果の

活用 

「評価」が社会への説明責任としてしばしば最低ラ

インの底上げに利用されるが、教員のモチベーショ

ンを下げるのみである。活発に活動し、成果を上げ

ている教員をエンカレッジするような形で評価結果

が使われることが望ましい。 

国立大学 50 ～ 99

人 

5年程度の期間の定期的な評価は必要と考えている。

ただ、その評価を形式化させず、次のステップアッ

プへの節目としての意味づけをするように、被評価

者に評価結果の示唆を上手く伝えることが難しく、

苦心しているが、評価結果に基づく今後の活動に向

けての示唆や助言を効果的に被評価者に伝えること

も重要と考える。 

国立大学 100 人

以上 

その他 全体的な評価により組織を活性化することは難し

い。問題点に個別に対応する方が有効である。 

国立大学 10 ～ 29

人 

ジャーナルの規模（発行数や会員数）、言語（英語、

日本語）など異なった環境下で比較する困難さ。 

国立大学 50 ～ 99

人 

研究に割ける時間が非常に少ないにもかかわらず、

研究での評価を求められるところに矛盾を感じる。

業績を上げても、根本的には人的パワーや利用でき

る空間が不足しており、研究環境の改善には繋がら

ないのが現状である。このような状況は徐々に研究

者のモチベーションをそぐことになっていると感じ

る。業績を上げたことが昇級や賞与に反映されると

しても、研究者のモチベーションを大きく前進させ

るものとはならない。また、評価者の立場として、特

段の改善に繋がらない業績評価をやることに矛盾を

感じる。 

国立大学 50 ～ 99

人 
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評価項目や細かいデータ等を被評価者に求めること

でより詳細な評価を実施することができ、教育・研

究の活性化に繋げることができるが、被評価者の負

担は増大し、また、被評価者が増えると評価者側の

負担も増大することとなる。 

国立大学 100 人

以上 

JSPSでの審査（科研費等）は総じて公平性が高いが、

JST での審査については指定国立大学法人に所属す

る教員が審査員に多いと感じるので、地方の大学教

員を審査員にさらに多く加えるなどの考慮をしてほ

しい。 

国立大学 100 人

以上 

評価者が、高い見識をもって、学術的な評価をなす

ことができるような体制を保つことが必要である。 

国立大学 100 人

以上 
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e)評価の見直しを行った際の改善点【Q9-7】 

評価の見直しを行った際の改善点があれば、具体的に記載してください。（評価システム全

体、評価方法、評価項目、評価基準、評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善、人

文・社会科学に関する研究成果を把握するための課題と改善策等）（自由回答） 

 

 改善点として、評価項目、評価負荷の軽減、評価システム全体、評価方法、評価基準などに関

する改善があげられている。 

 

◼ 機関 

分類 評価の見直しを行った際の改善点 機関種類 本務 

教員数 

評価項目 評価書とともに、教員の活動実績の根拠資料となる

年度活動実績報告書を提出させることとし、教員の

各種活動を幅広く評価に反映させることができる

よう、項目を多数かつ詳細に設定した。 

国立大学 200~299

人 

大学内での相対的な業績評価の実施にあたっては、

数値的指標、定量的指標にあらわれにくい教員個々

の特性や研究分野ごとの特性への配慮が求められ

る。そのため、教員本人が作成する活動目標書、及

びそれに対する活動報告書を評価項目に位置づけ

ることで、数値的、定量的な指標とあわせた総合的

な評価が可能となった。また、報告書を評価するこ

とにより教員個々や研究分野ごとの配慮すべき特

性の理解が可能となるととともに、評価項目の見直

しへとつなげることができる。 

国立大学 200~299

人 

論文等の業績は定量的な評価となっていたため、論

文等の「質」を評価する目的で、研究分野の特性も

考慮することのできる CNCI(Category Normalized 

Citation Impact)を活用し「論文（査読付き学術

誌）、レビュー、国際学会発表論文の直近３年間の

CNCI値」を新たに評価項目として導入した。  

国立大学 200~299

人 

業績評価の国際通用性の向上、研究力の強化及び国

際化の推進を目的として業績個人評価の評価領域

を見直し、「教育」「研究」「診療」「管理・運営」

「社会貢献」の５領域に加えて、「産学連携」を６

領域目として新設し、教員に対して論文以外の道を

提示するとともに、イノベーション創出に向けた業

績評価制度を整備した。 

国立大学 400 人

以上 

任期なし教員及びテニュア教員の業績評価におけ

る評価項目について、全学共通の項目を設定し、学

術分野の特殊性を反映する部局独自の項目を追加

できることとした。 

国立大学 400 人

以上 

研究、教育、大学運営、国際連携などの項目を分け

て、レーダーチャートを作成し、実績を見える化し

ている。異なる分野での比較は困難であるため、同

一部局内または本人が自分の立ち位置を理解する

ために利用している。 

国立大学 400 人

以上 
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教育、学術・研究、社会貢献、組織運営、医療の計

５領域のうち、医療を除く４領域で評価項目に「全

学共通項目」を設けた。全学共通項目には、大学院

の論文指導や外部資金等、大学全体として伸ばした

い方向性を意識した評価項目を取り入れた。  

国立大学 400 人

以上 

論文数、授業担当数等のような客観的な業績を評価

対象とするだけでなく、それらの業績に係る質の評

価をより重視するとともに、客観的な業績として評

価する項目以外の業績についても広く業績評価の

対象とするため、所属長による主観評価の割合を増

やした。 

公立大学 100~199

人 

学会での口頭発表、メディア発表などについて評価

に加点することとした。 

私立大学 50~99

人 

学術論文・著書等の業績内容の細分化及び点数化を

行った。 

私立大学 50~99

人 

若手や中堅には、個人の業績を提出してもらい評価

している。シニア（教授等）には、個人およびその

教室・組織全体の業績を出してもらっている。この

ようにすることにより、教授の責任（代表する組織

の教育・研究・診療の全体を伸ばす）を明確化した。 

私立大学 200~299

人 

教育のデジタル化に対応するため、評価項目に「教

育における情報技術の利活用」を追加した。 

私立大学 400 人

以上 

評価負荷の

軽減 

任期なし教員及びテニュア教員の業績評価で使用

するシステムを更新し、researchmapのデータ並び

に事務部で保有する授業科目、外部資金及び特許の

データをシステムに取り込むことで、教員の入力負

担の軽減を図った。また、当該システムを利用した

調書提出・結果開示の方法へと変更することで、評

価作業の効率化を図った。 

国立大学 400 人

以上 

被評価者及び評価者の評価作業の負担を軽減する

ために、Webシステム上に業績評価の自己評価や根

拠資料等をアップロードして評価者が承認して評

価するシステムを導入した。   

国立大学 400 人

以上 

教員の能力や成果を厳格かつ公正に評価し、その評

価結果をより適切に処遇等に反映することを自的

として、教員業績評価制度を導入した。評価の実施

に当たっては、新たに大学教員業績評価システム 

を設置し、教員評価資料及び個人業績データベース

を含むデータ等を評価に活用するとともに、教員の

業績を全学的に一元管理している。 

国立大学 400 人

以上 

教員活動実績をデータベース化し、教員評価業務の

負担軽減に取り組んでいる。  

国立大学 400 人

以上 

評価の際に、被評価者から評価者へ提出する実績

データについて、本学独自のデータベースを利用し

ている。なるべく教員の入力の負担を軽減し、かつ

正しいデータを反映させるため、授業データや外部

資金の獲得実績等、事務側で一括入力を行ってお

り、毎年、評価者からデータベースの改修要望を収

集し、入力項目等の改修により利便性を高めてい

国立大学 400 人

以上 
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る。  

教員の自己点検・評価フォーマットの提出様式・方

法を、Word ファイルによる提出からオンラインに

よる提出に変更し、データ収集や分析の効率化を図

った。 

公立大学 200~299

人 

さらなる適正な目標管理や実績確認ができるよう、

評価者一人当たりの対象者数の調整を図るととも

に、評価者向けの研修を実施した。 

公立大学 400 人

以上 

評価負担増大に対しては「ピアレビュー」の評価者

を拡大する方向で検討している。 

私立大学 100~199

人 

共通の基礎データを完璧なものにするために時間

と労力を掛けても得られるものは同じであるため、

外部の論文データベース等を利用するように改善

している。 

大学共同

利用機関 

－ 

評価作業の負荷軽減のため、個人実績を確認するた

めの手段として resaerchmap の活用を原則とする

こととした。 

独立行政

法人のう

ち、資金配

分機関以

外 

－ 

機関の評価制度に合わせて内製化した新評価シス

テムを稼働させた。 各種データ収集プロセスを自

動化し、人的ミスの回避、より適正な評価の実施、

業務効率化に寄与。また、個人情報取り扱いに係る

セキュリティリスクを低減させた。 

独立行政

法人のう

ち、資金配

分機関以

外 

－ 

評価システ

ム全体 

評価システム全体について、教員の教育・研究等活

動の大学への貢献度がより反映されるよう、評価方

法・評価項目の見直しを行った。 

国立大学 50~99

人 

教員個人の研究実績評価として３年毎に教育職員

評価を実施しており、記述式の設問や複数段階評価

など、評価の実施にあたり多大な労力がかかる一方

で、研究業績に基づく研究費配分や、年俸制教員の

評価等も並行して実施されており、研究業績評価結

果の活用先が曖昧となっている状況があった。 こ

れらを改善するため、研究業績を客観的な数値指標

で毎年度把握することを目的とした活動実績調査

を導入した。調査項目の厳選、手続の簡素化及び、

集計・可視化のための新システム導入により労力を

大幅に削減することで、毎年度の実施を可能として

いる。 また、活動実績調査の集計結果を、研究費

配分や年俸制教員の評価等に直接的に活用する仕

組みとすることで、調査結果の活用先も明確となっ

ている。 

国立大学 300~399

人 

教員個人の評価領域とは別に、組織に対する貢献度

を評価するため、組織目標を定めている。 

国立大学 400 人

以上 

大学や学部等のミッションに応じた教員の個人目

標設定を実施することにした。 個人業績データ

ベースからデータ連携により教員の業績評価に必

要なデータを取得できるようにシステムを導入し

た。 

国立大学 400 人

以上 
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特に成果の導出まで時間のかかる「研究」の評価領

域について、中長期的な視点での評価実施を可能と

することを目的として、一部部局で研究領域の評価

項目（論文等）について、過年度の業績を含めた複

数年の業績をもって評価が出来るシステムを導入

した。 

国立大学 400 人

以上 

これまで実施していなかった研究所評価（自己点

検・評価→評価委員会による評価）を行うこととし、

研究所活動の活性化と、学内外への活動状況の発信

強化へとつなげた。  

公立大学 200~299

人 

評価項目の見直し、細分化の実施 ・評価基準の見

直し、授業担当科目（特に複数教員によるオムニバ

ス科目）の算定方法の統一、学生指導時間の基準設

定 ・評価負担の軽減、点数を自動計算できるフォー

マットの作成 

私立大学 49 人以

下 

評価制度検討会の継続実施： 評価方法、項目、基

準等については、評価期間中に被評価者・評価者か

ら出た様々な 意見や要望等を取り纏め、執行部を

含む検討会を毎年開催し、継続して評価制度の見直

しを行っている。内容の大小はあるが、ほぼ毎年、

微修正をおこないより精度の高い評価実現を企図

している。 

独立行政

法人のう

ち、資金配

分機関以

外 

－ 

評価方法 専攻長、理事、学長による段階的な評価を行うこと

で、学長の負担を軽減かつ評価の信頼性・妥当性を

高める改善を行った。 

国立大学 100~199

人 

外部資金の獲得状況について、これまで評価項目の

一つとしていたものを「外部資金獲得貢献手当」を

新設し直接給与処遇する仕組みを構築した。 

国立大学 200~299

人 

研究者個人の業績評価について、評価結果を処遇に

反映するために、新たに評価点数制の厳格な評価制

度を導入した（従来の評価制度では、4領域及び全

体の評語のみ決定）。 

具体的には、全ての教員が平等に評価されるよう全

学共通の評価項目（4領域、28項目）を掲げ、評価

項目の特性に応じて目標値の設定単位（全学・3部

局別・2研究院別）を設け、過去の評価結果（平均

値・標準偏差・偏差値）に基づき 3 段階の目標値（10

点：偏差値 57相当、5点：平均値相当、0点：目標

値未達）を設定して評価点を算出したうえで、相対

評価により厳格に評語を決定することとした。 

国立大学 300~399

人 

センター等の長の役職を担った教員について、役職

評価と教員個人としての評価を受けた際に、評価結

果を「総合評価」として１本化しないこととした。

これは、２つの評価結果に差が出た場合において

も、役職を担ったがために被評価者が不利益を被る

ことがないようにするためで、被評価者が年俸制の

場合は、処遇の反映についても同様の視点で配慮す

ることとした。  

国立大学 400 人

以上 

毎年度、評価の際に教員から意見を聴取し、実施基 公立大学 100~199
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準の見直しを行っている。令和 3年度実績の評価に

おいては、教員毎の総合評点を算定する際に用いる

領域別のウエイトの比率について見直しを行った。

「准教授・講師」及び「助教」についてはウエイト

を選択制としているが、「准教授・講師」について

は選択肢を増やすこととし、3つの中から選択する

ようにした。 

人 

各教員に求められる責務に対応した評価を可能と

するため、各領域の重みづけの変更をより柔軟に行

えるよう運用改善を行った。 

公立大学 400 人

以上 

客観的な数値だけでは、評価に限界があるため、量

的評価に加え、大学への貢献度などを勘案し、所属

長による質的評価もあわせて行っている。 

私立大学 400 人

以上 

評価の形式

化・形骸化 

「教育」、「研究」、「社会貢献」、「運営」の４

つの領域のいずれかにおいて、中心的な役割を担

い、本学全体への波及や中期目標・中期計画の達成

に貢献するなど特筆すべきもの（特筆事項）を実践

した教員の評価及び当該評価結果に基づく教員表

彰制度を新設し、これまでに計 13 名の教員を表彰

した。 

国立大学 400 人

以上 

より適正な評価が可能なものとするため、教員業績

評価ワーキンググループを設置し、現行の教員活動

総合評価の項目・基準の見直し、関係データを集積・

出力するシステムの構築、モチベーション向上に繋

がる処遇への反映等について検討している。 

国立大学 400 人

以上 

すべての評価項目を体系化し、各項目 1件につき〇

点といった評価方法にした。 

私立大学 100~199

人 

評価基準 教育、研究、大学または地域への貢献の３つの評価

項目において、それぞれに割り振るウエイトの基準

を変更し、教員の強みに応じて柔軟性を上げた。 

公立大学 50~99

人 

実務家教員や芸術系教員の評価基準の見直しを行

った。 

私立大学 50~99

人 

業績（研究業績および研究業績以外）全般について

評価の客観性から評価基準を数値化する方向（点数

化とチェックシート方式）で見直しを行っている。 

私立大学 100~199

人 

その他 適切な業績評価実施の一環として、評価結果を反映

する成績率の幅を広げるとともに、マイナス評価と

する項目を新設した。 

国立大学 200~299

人 

論文の被引用数を基にした学術誌の代表的な評価

指標では、人文社会学と自然科学を同じ土俵で評価

できないことから、それを解決するため、国・言語・

分野を問わず全ての雑誌を「ダイバーシティ」とい

う全く別の観点から評価する評価指標を開発した。

当指標は、人文社会系で組織評価および人事の評価

指標の一つとして用いた。 

国立大学 400 人

以上 

各研究開発課題は従来、当該分野に精通する外部有

識者から成る内部の評価委員会で事前・事後評価を

行ってきたところ、イノベーション創出の観点でも

適切に評価を受ける必要からマニュアルを改定し、

独立行政

法人のう

ち、資金配

分機関以

－ 



 

310 

成果の社会実装に留意し、異分野、人文・社会系等

の専門家も委員に加えるとともに、評価委員の多様

性を高めるため、外国人及び女性委員の登用を積極

的に進めたところである。 

外 

 

◼ 学部等 

分類 評価の見直しを行った際の改善点 機関種類 専 任 教

員数 

評価項目 分野の特性に応じた評価項目を設定している。 国立大学 10 ～ 29

人 

評価項目については、全学共通の評価項目を設定し

て、大学が重視する評価指標への貢献を全学同じ基

準で評価するとともに、必要に応じて部局独自の評価

項目を追加する形式とした。 

国立大学 50 ～ 99

人 

競争的資金の獲得を重視するよう改善を行った。学部

全体の資金獲得率が向上した。 

国立大学 50 ～ 99

人 

教員評価においては、安全管理業務での業績を評価

できるように、評価項目の見直しを行っている。 

国立大学 50 ～ 99

人 

評価負荷の

軽減 

情報データベースシステムを利用し、研究業績は

researchmap から自動で取り込み、担当授業科目や科

研費交付内定等は全学一括で取り込むなど、教員の

入力の負担を軽減する評価システムへと移行した。教

員による評価調書の入力から提出、評価結果の入力

及び通知まで、ペーパーレスで実施することになった。 

国立大学 50 ～ 99

人 

科学活動以外の、アウトリーチ、プレスリリース、社会連

携活動等、科学による社会への貢献に対する情報収

集の効率化を行った。 

国立大学 50 ～ 99

人 

部局全体に対する組織評価の際に個々の教員の

Research Map を自動的に取り込むシステムを導入し

た。教員や研究員に加え、学生の成果も評価システム

に取り込めるよう拡充を進めている。 

国立大学 100人以

上 

教員の評価報告書作成に係る負担軽減のため、業績

等に関する事項については、「教育・研究・運営」の各

業績を公開するために毎年作成している年次報告書

をもって替えることとした。 

国立大学 100人以

上 

全学データベースシステムを活用して被評価者の直接

入力項目を見直す等、労力の軽減を図っている。 

国立大学 100人以

上 

自己評価シートのガイド文の明確化、２ヶ国語化などの

改善を実施している。 

国立大学 100人以

上 

評価プロセスの効率化をねらって５段階評価を４段階

に簡素化した。 

国立大学 100人以

上 

教育に対する評価指標として授業担当コマ数による評

価を行っており、オムニバス授業などでは、15 コマのう

ち何コマを実際に担当したかというところまで調査して

いる。しかしながら、理工系で最も負担の大きい卒業研

究指導や修士研究指導は 80 コマ相当などというざっく

りとした計算になっており、1 コマ、2 コマの差を事務的

国立大学 100人以

上 
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な労力をかけて評価する意味がないため、見直しをす

るよう求めている。 

評価システム 

全体 

被評価者の担当研究課題により、評価項目・指標によ

っては、成果がある場合や無い場合があることから、共

通して成果がある評価項目については共通（必須）評

価項目とし、共通成果が無い項目については、成果が

ある場合のみ加点評価する等の改善を行なった。 被

評価者の主たる担当用務に応じて重点評価項目を指

定し、担当用務による評価の偏りが生じないように配慮

している。 評価においては被評価者に評価基準及び

評価結果を開示し、部局達成目標の共有や被評価者

の研鑽に役立つよう努めている。 

国立大学 50 ～ 99

人 

教育、研究、社会貢献、管理運営の各評価領域に個

人毎に重みづけをした評価システムへ改善した。 

国立大学 50 ～ 99

人 

職種や業務による違いを考慮するため、年度初めに、

各研究者・URA 職員に 5 項目（研究、共同研究、教

育、運営、社会貢献、A4 2 枚程度）の年度目標(案）と

そのエフォート率を挙げ、3 名の教授がコメント・確認を

行って年度目標としている。年度末に各研究者・URA

が達成状況を報告し、関連する管理者 3 名（教授の評

価のみ人事担当副所長と総主幹による 2名評価）が評

価を行い、所長が最終評価案を作成している。任期更

新にあたっては、当機関 3名と外部評価委員 2名によ

る委員会で任期期間中の活動を評価し、当機関長が

任期更新審査対象者全員と面談し最終評価を行って

いる。 

その他 50 ～ 99

人 

評価方法 評価項目を多彩にして、それぞれ３段階程度のスコア

として客観性を保ちつつ、特定項目によるバイアスの

軽減を図っている。 

国立大学 10 ～ 29

人 

評価に当たり、本人提出の書類をもとにヒアリングを必

ず実施している。評価者と被評価者の生の声によるコ

ミュニケーションは重要であり、被評価者への客観的

意見により次の職を考えるきっかけとしている。 

国立大学 50 ～ 99

人 

研究、教育、管理運営、社会貢献について年度計画

を立て、その達成度を評価していたが、年度計画内容

については、学部・研究科の理念・ミッション再定義に

紐づけした年度計画を立てるように改善した。 論文の

質的評価として、かつてはインパクトファクターのみの

記載を求めていたが、現在は、被引用数とFWCI の併

記を求めるように改善した。 

国立大学 50 ～ 99

人 

評価を給与に反映させる観点から、客観的指標に基

づく評価を高めることとした。 

国立大学 100人以

上 

より質の高い自己評価申請とするため自己評価欄の

記述を教育、研究、社会貢献、管理運営に区分けし、

これまで制限がなかった分量を 400 字目途の簡潔表

現を採用した。  

国立大学 100人以

上 

客観的な数値だけでは、評価に限界があるため、量的

評価に加え、大学への貢献度などを勘案し、所属長に

私立大学 100人以

上 
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よる産的評価もあわせて行っている。 

評価基準 造形、デザイン等の分野の教員も所属することとなった

際に業績とみなせるものを再定義するなど評価基準の

見直しを行った。 

国立大学 50 ～ 99

人 

昇給に対する研究業績評価において学会による受賞

の評価を行っているが、近年、学会による賞の種類・数

が増加したために、評価対象として賞の種類等（論文

賞に限定、学会の支部賞は除く等）に関する基準を定

める、という見直しを行った。 

国立大学 100人以

上 

人文・社会科

学に関する

研究成果を

把握するため

の課題と改善

策等 

理系では同じ分野に限定すれば定量評価は可能だ

が、人文系の完全な定量評価は不可能であり、かつ不

適切であると考えるので、人文系の評価は第 3 者によ

る定性的な評価を含めている。 

国立大学 10 ～ 29

人 

大学全体はKPIを用いて定量的評価を行っている。人

文・社会科学分野においてはインパクトファクターを評

価項目とすることに異論が出ている。同分野は日本語

での論文も多いためインパクトファクターだけでは評価

できないのでバランスの配慮を検討している。 

国立大学 100人以

上 

その他 研究公正研修の有無を確認している。 国立大学 100人以

上 

質重視の論文評価とするためシステム上の論文業績

の表示を５件（必要に応じて全件表示は可能）とした。 

国立大学 100人以

上 
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IV．ヒアリング・意見交換等の結果 

１．ヒアリング・意見交換等結果の分析 

(1) 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所の取組や評価と

の関係で特徴的な点8 

◆ 分子科学分野全体の研究力強化ための人材輩出を使命とし、そのための採用人事が研究

業績評価の要。所外研究者を半数含む体制でピアレビューにより透明性を担保 

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所（以下、「分子研」という。）

は、分子科学研究の発展に貢献するため、研究者の人材循環を促進させ、分子科学コミュ

ニティの共同利用ニーズに応えることを使命としている。人材は、コミュニティ全体の公

のものであると捉えており、分野発展のための採用人事を研究業績評価の要
かなめ

としている。 

教授・准教授の公募に際しては内部の定年制教員の応募を原則認めず9、助教については、

6年を目途に転出することを推奨している（ただし、挑戦的・発展的な研究を阻害しないよ

う任期制ではない）。これは、優秀な若手研究者を PI が囲い込まないようにし、分子研に

留めず他機関のステップアップした職へと転出することを促すためのもので、准教授及び

助教の半数程度は 4～6 年間で入れ替わっている10。採用に際しては、研究者の登竜門であ

るべく、革新的研究の芽を持って巣立つことができる意欲的な精鋭研究者を集めるため、

人事選考部会に所内人事担当に加えて所外委員を半数含めることにより「透明性」を担保

し、全員を研究者とすることにより「ピアレビュー」としている。 

 

◆ 研究者の毎年の業績評価では点数化に依らず所長と研究総主幹が総合的に評価 

分子研在職期間中の業績向上を促進するべく毎年の業績評価では、分子研が組織として

果たすべき使命への貢献を客観的に評価するため、「1研究」、「2共同利用・共同研究」、「3

教育」、「4機構・機関運営」、「5社会貢献及び国際対応・広報活動等」の 5 つの定性的な評

価軸を定めている。各評価軸について各研究者が記載した情報を、点数化に依らず総合的

に判断して SABCの評価を決める仕組みとしていることが特徴である。被引用回数等の定量

的データは評価対象とはしておらず、ジャーナル・インパクトファクターの高いジャーナ

ルに論文を投稿するようにといった指示も一切出されていない。 

評価結果は、翌年の給与に反映される。5 つの評価軸となっている活動間での重点の置

き方は研究者個人によって異なることも含め、総合的に所長と研究総主幹が評価すること

によって、研究者個々人の状況に合わせた業績評価を可能としている。 
 

 
8 特に明記した箇所以外、分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方

法」（2022 年 2 月）、分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日、3月 23 日） 
9 分子研ウェブサイト > 人事 https://www.ims.ac.jp/recruit/policy.html 
10 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 
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(2) 東京医科歯科大学の取組や評価との関係で特徴的な点 

◆ 教員の個人業績システムの継続的な改善 

国立大学法人東京医科歯科大学（以下、「東京医科歯科大学」という。）では、組織の目標、

計画を達成するために行う教育、研究、診療、管理・運営、社会貢献、産学連携に係る諸活

動の状況について、自律的な点検、評価を定期的に実施することにより、教員個人、部局等

及び大学全体の諸活動の改善、活性化を図ることを目的として、個人の業績評価を実施して

いる。そのため、個人の業績評価領域については、教育、研究、診療、管理・運営、社会貢

献、産学連携の６つの領域を対象とする業績評価システムとしている。5 

東京医科歯科大学の業績評価システムは、平成 21 年度に教員個人評価を開始して以来、

大学の組織目標の変更に伴う評価項目の変更、評価領域における産学連携の追加、事務局に

よる「教員活動実績基礎資料」の作成、テニュアトラック研究者の評価方法及び教授選考の

審査体制の変更など、継続的に見直し、改善が加えられ、現在に至っている。 

 

◆ 自己点検を基本として、ウェイト制、定性評価を組み込んだ評価システム 

個人評価は、自己点検を基本としており、被評価者が自己評価書を作成、提出して、「所

属部局11等の教員個人評価委員会」が自己評価書をもとに評価する。自己評価を行うにあた

り、事務局が評価領域に関連のある数値的実績を集約して「教員活動実績基礎資料」を作成

し、被評価者に配布し、被評価者が確認する。 

自己評価書に自らが実施したユニークな取り組みを記入し、「所属部局等の教員個人評価

委員会」がその評価を行っており、定量評価と定性評価を組み合わせた評価としている。医

療系の教員の多様な活動に配慮して、研究者は、教育、研究、診療、管理・運営、社会貢献、

産学連携の６つの評価領域について、自ら評価ウェイトを決めるウェイト制を採用してい

る。研究に注力する研究者は、研究のウェイトを高く設定するなど、個々の教員は、自身の

活動の目標や実態に応じて評価ウェイトを設定することが可能となっている。評価領域の

ウェイトの幅は、部局ごとに職階別に設定しており、役割に応じたウェイト幅が設定されて

いる。また、研究に関する評価指標として JIFを設定しているが、論文の質を示す指標では

ないことを踏まえて、絶対値ではなく、JIFの点数を区分したものを指標としている。 

 

◆ 職階別に相対評価を行い、処遇に反映 

自己評価書の評価点をもとに各部局にて総合評価を実施する。領域別評価と総合評価は

６段階評価としており、段階毎に人数の割合が決められている。この相対評価を職階（教授、

准教授・講師、助教）ごとに実施している点が特徴となっている。この評価結果は、翌年度

の昇給、賞与、年俸等の処遇に反映している。 

 
11 「大学院医歯学総合研究科」、「大学院保健衛生学研究科」、「医学部」、「歯学部」、「教養

部」、「生体材料工学研究所」、「難治疾患研究所」、「病院」の７部局（2022 年 3 月 2 日時点） 
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(3) 沖縄科学技術大学院大学（OIST）の取組や評価との関係で特徴的な点 

◆ 毎年度分野毎の採用人数を決めて採用することでバランスよく研究力を強化12 

沖縄科学技術大学院大学（Okinawa Institute of Science and Technology Graduate 

University (OIST)。以下、「OIST」という。）は、日本政府の主導で創設され、内閣府から

の補助金により、私立大学として運営されている13 5 年一貫制博士課程を置く学際的な大

学院大学である。「人類のための知の前進」をビジョンに掲げ、教員と学生の半数以上を海

外から採用し、教育と研究は全て英語で行い、「世界が認める大学院」を目指している。 

研究分野として 8 分野を定めており、学外 6 名・学内 6 名の委員会の報告書をふまえて

強み分野の採用を続けると共に少数派分野の拡大を図ることを 2022 年度までの 5 年間の

採用戦略の指針とし14、毎年度理事会でどの分野で何人採用するかを決めて公募・採用する

15ことにより、大学全体でバランスのとれた研究力の強化を図っている。また、募集広告の

用語遣いにも留意する等して多様性確保にも努めている16。 

 

◆ 採用・昇進・テニュア審査は、候補者と関係性の無い学外評価者による評価を最重視す

る透明性と公平性を期したピアレビューにより厳格に審査する。また研究ユニット審査

により、研究資金は 5 年に一度の学外専門家による評価に基づき配分。他方、教員の毎

年の業績評価は必要最低限の項目を面談で確認するものとし、メリハリを付けている 

採用や昇進、テニュアの審査では、候補者 1人につき 4～8人の共著者や指導教員、密接

な同僚以外の学外評価者を学内のそれぞれの委員会が探して書簡を集める。さらにテニュ

ア審査においては、学外審査委員による現地審査も行い、学外評価者からの書簡と共に最

重視する方法を採っている。また、研究資金は、学外の専門家で構成される委員会による

研究ユニットの評価結果を参考に配分するが、評価は毎年ではなく 5 年に一度とし、期間

終了時に成果を審査する研究資金「ハイトラスト・ファンディング」モデルを採用し、長

期的・挑戦的な研究を阻害しないようにしている。他方、教員の毎年の業績評価について

は、点数付けや段階評価はせず、教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）による

面談で進捗を確認して助言する必要最低限のものとし17、メリハリをつけている。 
 

 
12 特に明記した箇所以外、OIST ウェブサイト > OISTについて > OIST とは 

https://www.oist.jp/ja/facts-figures、OIST ウェブサイト > About > OIST Facts and 

Figures https://www.oist.jp/facts-figures 
13 OIST ウェブサイト > OIST について > 学長 > 戦略計画 

https://www.oist.jp/ja/strategic-plan 
14 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
15 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
16 15 と同じ。 
17 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTヒアリング・意見交換等結果（2022 年

3 月 10 日）。なお、学外者による評価を重視するのは米国では標準的であるとのこと。 
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２．大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所（分子研） 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について 

①教員・研究者の研究業績の評価方法 

a)分子研の人員体制 

分子研の研究者数は、2021年 4月 1日時点で 100人であり18、そのうち研究室主宰者（教

授、准教授、主任研究員。以下「PI」という。）が 35人である19。PIは、それぞれ独立した

研究グループを組織しており、PI1人に対して定年制の助教 1～2人と大学院生 1人という

のが平均的なグループの体制である20。大学と異なり学生が少ないため、ポスドクや技術支

援員を採用することで研究のアクティビティを保っている21。各グループは互いにゆるやか

に連携を取りながら自由な発想に基づいて世界最先端の研究を推進している22。 

図表 IV-1 分子研の属性別人員数（2021 年 4 月 1 日時点） 

 
(出典)「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」 
 

 
18 分子研ウェブサイト > 分子研について > 人員・決算 

https://www.ims.ac.jp/about/bunshi_data.html 
19 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）。研究

職 104 人のうち所長と助手(2 人)及び例外的に准教授 1 人を除いた 100 人を分子研では実質

の研究力として研究者にカウントしている（分子研ヒアリング結果（2022 年 3 月 23 日））。 
20 分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日）、分子研ウェブサイト > 研究・研

究者 > 研究体制 https://www.ims.ac.jp/research/group/index.html 
21 分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
22 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月） 
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また分子研には、技術職員が 34人と URAを含む特任専門員が 14人いる23。 

分子研は、技術職員が活躍できる職場であるが、技術職員の処遇が大手メーカー企業等

よりも低い状況を改善するため、2021年度に全技術職員が所属する「技術課」を「技術推

進部」として体制を改編した。現在、技術職員は 4 つの研究施設の機器・装置運用に関わ

るユニットに分かれて活動し、各ユニットにリーダーシップを発揮できるユニット長の職

階を設けることで、技術推進部長及び各施設長の指示の下、円滑な施設運営を行う仕組み

を構築した。24 

図表 IV-2 分子研の組織図 

 
(出典)「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」 
 

 
23 分子研ウェブサイト > 分子研について > 人員・決算 

https://www.ims.ac.jp/about/bunshi_data.html 
24 分子研ウェブサイト > 分子研について > 技術推進部 

https://www.ims.ac.jp/about/tec.html、 分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2

月 25 日） 
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b)分子研の人事ポリシー 

分子研は、設置以来、科学者コミュニティから優秀な人材を広く求めて登用、育成し、

そして輩出する人材循環の要としての機能を提供することを人事ポリシーとしており、こ

の機能を「全ての大学の共有財産」と位置付けている25。 

そのため、若手人材に研究室スペースと立ち上げ予算を提供する一方、「教授・准教授の

公募に際しては、内部の定年制教員の応募を原則認めない」こととし、人材の流動性を担

保している26。施設メンテナンスに必要な場合に限った稀な例外はあるものの、助教は准教

授に、准教授は教授に内部昇任することはできない。さらに助教については、6年を目途に

転出することが推奨されている。これは PIが助教を囲い込まないようにするための措置で

あり、若手人材を分子研に留めず他機関のステップアップした職へと転出することを促す

ものである。任期制雇用の弊害は、確実に成果が出る“守り”の仕事になりがちであるこ

とと一般に認識されている。その点に関しても、分子研では、あくまでも転出の推奨であ

り任期を限らないことで、若手研究者が挑戦的・発展的な研究へ取り組むことを妨げない

ようにしている。助教が 6 年以上在籍する場合、研究成果を積み上げている最中であるこ

とと転出に向けて努力していることを上長の PIは教授会議（後述の「(2) 参考資料」参照）

で説明し、延長承認を 1年毎に得ることを義務としている。27 

図表 IV-3 分子研の役割 

 
(出典)分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2月） 
 

 
25 分子研ウェブサイト > 人事 https://www.ims.ac.jp/recruit/policy.html 
26 25 と同じ。 
27 分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
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c)採用審査対象の研究者の評価方法 

◆ 公募方法 

2016年以降、人事公募を全て日英併記とし、所内研究者人事は全て国際公募としている

28。 

 

◆ 採用審査体制と特長29 

採用審査は、定年制の場合、運営会議に置かれている人事選考部会の推薦に基づき所長

が行う。人事選考部会は、運営会議委員 20人のうち 10人（5人が所外委員、5人が所内委

員）で構成されている30（後述の「(2) 参考資料」参照）。教授・准教授の採用の際は、人

事選考部会員全員で審査を行い、助教の採用の場合は、人事選考部会の下に 5 人程度で構

成される小委員会を設置して審査を行う。人事選考部会に所外委員がすでに含まれている

ため、所外の研究者に採用審査対象者の書類を送り審査してもらう「メールレビュー」は

行っていない。 

重視していることは「透明性（トランスペアレンシー）」と「ピアレビュー」である。採

用人事の際、分野の限定された小さなコミュニティで公募や審査を行うと優秀な候補者を

逃したり、人間関係に左右されてしまったりする可能性がある。分子研では、分子科学研

究を推進できる研究人材を広く募集するために、研究範囲を狭く限定しない職務内容を設

定して公募を行っている。また、大学共同利用機関である分子研は、人材のポストを分子

科学コミュニティ全体の公のものと捉えており、「透明性」を担保するために所内人事担当

に加えて所外委員を含む人事選考部会で審査を行っている。所外委員が選考過程に参加す

ることにより、研究動向を踏まえた客観的なコミュニティの見解を審査に取り入れ、さら

に所内の意見にも冷静に拮抗することを可能とした審査の公正さを確保している。なお、

人事選考部会は所外委員も含めて全員、研究者で構成されており、審査は「ピアレビュー」

となっている。 

研究者にとって一番大切な評価がなされる採用人事において、「透明性」と「ピアレビュー」

をできるだけ確保することを研究業績評価の要としている。 

 

◆ 採用審査の観点31 

PI の選考にあたっては、独創的な研究提案であることを重視している32。准教授や助教

 
28 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 
29 特に明記した箇所以外、分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方

法」（2022 年 2 月）、分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
30 分子研ウェブサイト > 分子研について > 運営組織 

https://www.ims.ac.jp/about/organize/bunshi_manage.html 
31 特に明記した箇所以外、分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方

法」（2022 年 2 月）、分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
32 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 
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の選考にあたっては、オリジナリティに加えて「伸びしろ」も重視する。採用審査対象者

には履歴書や論文リストだけでなく、研究業績の概要と研究構想を記述し提出してもらっ

ている。推薦書を含めるかは任意であり、提出される場合とされない場合がある。 

審査の際は、採用審査対象者の研究推進能力や研究業績の独創性だけでなく、提案され

た研究構想の独創性や将来的な発展性も含めて評価を行っている。論文の数やジャーナル・

インパクトファクター等は参考に過ぎない。 

 

◆ 採用審査のプロセス・審査結果の反映先33 

応募書類に基づく書類選考で、ある程度絞り込んだ後（第一次審査）、採用審査対象者ご

とに担当者を決めて提出論文を査読し、各対象者の研究内容、研究推進能力、独創性、発

展性等についての報告書をまとめる。この報告書を基にして人事選考部会で議論を行って

面接審査対象者を選定し（第二次審査）、面接における対話の中で各対象者の適性を検証し、

人事選考部会として推薦する最終候補者を決定する（第三次審査）。その後、教授会議で最

終候補者の審議及び可否投票を行う。 

また、人事給与マネジメント改革の一環として、2020年 4月に「退職時に退職手当を支

給する年俸制（新年俸制）」を導入したところであり、採用審査時の研究者評価結果を着任

時給与に反映させている。これは、①研究人材の流動性の向上、②国際化の推進、を加速

させるため、海外の研究機関、国内の公私立大学や民間研究機関等から採用する際、採用

者の業績内容を公平・公正に判断し、その評価結果に基づき国立大学からの採用者との均

衡を考慮したうえで適切な着任時の給与決定を可能とする仕組みである。実際に、国内研

究機関から優秀な研究者の採用時に既に適用し、好感触を得ているとのことである。海外

機関からの研究者リクルートを進めるためにもこのような魅力的な待遇を整えていきたい

としているが、先端科学を推進できる研究環境があっても、給与面だけでなく、生活環境

や子どもの教育の問題から、海外の著名な研究者を招聘するにはまだまだハードルが高い

というのが現状であるとしている。 

 

 

 
33 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日、3 月 23 日） 
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d)任期なし（常勤）の研究者の毎年の評価方法 

◆ 評価時期 

毎年 1回 10月34。 

 

◆ 評価方法・体制・評価結果の反映先35 

教員本人が「研究活動等調書」を作成し、所長と研究総主幹が確認して評価し、その結

果が給与に反映される。新年俸制で採用された教員については、SABCの評価結果が 1月か

らの給与に反映される。旧制度で採用された教員については異なる。 

なお、現在の川合所長は、研究評価に関するアドバイザーとして「研究顧問」を 2 人置

いている。 

 

◆ 評価の観点36 

「研究活動等調書」では、「1研究」、「2共同利用・共同研究」、「3教育」、「4機構・機関

運営」、「5社会貢献及び国際対応・広報活動等」の 5つの評価軸が設定されている。各評価

軸の下に評価項目が設定されており、各評価項目について教員が記載するものとなってい

る。PIが記載する活動等の内容は、基本的にグループの活動等である。助教等のグループ

を形成していない教員は、同じ 5つの評価軸について個人で行った活動を記載する。 

「1研究」の評価軸では、研究の進捗状況を所内の公開発表会で報告することに加えて、

研究計画の進捗や展望を自由記述する。また、当該期間の成果文献情報に加えて、国内外

から依頼された招待講演の登壇についても演題や研究会等開催団体の情報を記載する。研

究内容については、分子科学研究分野内でも専門領域が多岐に渡るため、①e)にある研究

顧問による研究講評や①h)にある外国人運営顧問による講評を評価の参考としている。 

分子研の特徴として、「1 研究」以外に評価軸の一つに「2 共同利用・共同研究」が設け

られていることが挙げられる。「2共同利用・共同研究」は、大学共同利用機関法人の重要

なミッションであるため、大学研究者の研究に協力した課題件数とその成果文献数を報告

している。機関として力を入れており、課題件数が少ないと、運営会議に設置されている

共同研究専門委員会から指摘を受けることもある。論文執筆に至っていなくても、報告さ

れた課題件数は共同利用に貢献したとして評価対象とされる。 

分子研には、総合研究大学院大学の 2 専攻（構造分子科学専攻・機能分子科学専攻）が

置かれており、分子研の全ての教授・准教授・助教は、総合研究大学院大学の教員を務め

ている37。大学院生の教育は、「3教育」において評価され、学位授与数等がある程度評価さ

 
34 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
35 34 と同じ。 
36 特に明記した箇所以外、分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方

法」（2022 年 2 月）、分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
37 「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」 
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れるが、それほど重視はされていない。外部大学からの集中講義の依頼は多く、大学での

講義も「3教育」における評価項目である。 

「4 組織運営」は、分子研の運営への貢献を、「5 社会貢献及び国際対応・広報活動等」

は、学会及び社会的活動等として科学コミュニティへの貢献を、それぞれ評価項目として

いる。これらも分子研の果たす使命として、評価の際には重視している。 

研究は、外部研究費を獲得しないと所内資金だけでは継続は難しく、多くの教員が外部

研究費を獲得している。産学連携や競争的資金の獲得は、「5社会貢献及び国際対応・広報

活動等」における評価項目となっている。これらは地域社会や産業界等のステークホルダー

に対する活動を定性的に評価する項目として設定している。例えば、産学連携や特許出願

の活動実施事実を記述するが、研究費や特許収入等の獲得金額の記載は不要としている。 

 

大学共同利用機関法人の運営費交付金の一部の評価においては科研費獲得額・件数や被

引用度 TOP10％論文数といった定量的指標による「成果を中心とする実績状況に基づく配

分」が導入されており38、また大学共同利用機関として備えるべき要件について検証の観点

や参照すべき指標等を示した「大学共同利用機関の検証ガイドライン」が文部科学省 科学

技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会により策定されている39。さらに、(独)大

学改革支援・学位授与機構による教育研究活動の評価40の対象でもあり、次期の第４期中期

目標期間（令和 4～9年度）においても「評価指標（KPI）」を設定するよう求められている。 

このような流れに対して、分子研の研究者評価は、所長と研究総主幹が「研究活動等調

書」に 5 つの評価軸に分けて整理記載された情報から、点数化に依らず総合的に判断する

仕組みを採っている。5 つの評価軸となっている活動間での重点の置き方は研究者個人に

よって異なることも含め、総合的に所長と研究総主幹が評価する仕組みとなっている。こ

のように所長の裁量によるところが大きいが、所長もまた分子科学コミュニティから選ば

れ、また 6 年任期で交代するため、評価にばらつきが生じたとしても長期間では平均化さ

れ、偏りが是正できると考えられる。 

教員個人に対して、ジャーナル・インパクトファクターの高いジャーナルに論文を投稿

 
38 文部科学省 > 教育 > 大学・大学院、専門教育 > 国立大学法人等 > 国立大学改革について 

> 成果を中心とする実績状況に基づく配分について 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/1417427.htm 、 

文部科学省 高等教育局国立大学法人支援課「令和３年度国立大学法人運営費交付金『成果を

中心とする実績状況に基づく配分』について」 

https://www.mext.go.jp/content/20210924-mxt_hojinka-000017234_1.pdf 
39 文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会「大学共同利用機関の検

証ガイドライン」（2020 年 3 月 31 日） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/010/toushin/1382719_00001.htm 
40 (独)大学改革支援・学位授与機構 > 大学等の評価 > 国立大学教育研究評価 > 国立大学及

び大学共同利用機関の教育研究活動の評価 

https://www.niad.ac.jp/evaluation/research_evaluation/kokuritukyoudou/ 
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するようにといった指示は一切出されていない。近年、分子研では、出版論文に占める被

引用度 Top10％論文の比率を組織全体の研究活動状況を表す一つの指標として公表してい

るが、この数値を上げることが教員に要求されたりはしない。また、「1研究」「2共同利用・

共同研究」の評価軸中に、「成果論文」の項目があるが、これにはタイトルや雑誌名等の文

献情報の記載のみであり、被引用回数等の定量的データを評価対象としてはいない。 

図表 IV-4 分子研の研究活動等調書 

 

(出典)分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2月） 

 

◆ 6 年以上雇用される助教の雇用延長審査41 

助教については、6 年を目途に転出することと推奨されているため、「研究活動等調書」

に基づく毎年 1 回の評価に加えて、6 年目以降は、PI が助教の「雇用期間延長願」を提出

し、教授会議において雇用延長が審議される。 

 

 
41 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
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e)PIの研究計画・成果の毎年の評価 

◆ 評価時期 

毎年 1回 5月42。 

 

◆ 評価方法・体制・評価結果の反映先43 

全ての PIは、所内公開のプレゼンテーション大会において、研究成果と研究計画につい

て説明を行う。その際、研究費配分を希望する場合は、“Director’s Discretionary Research 

Fund”申請書を提出する。研究顧問（日本人 1 人、外国人 1 人）がプレゼンテーションに

対して講評を行い、これを参考にして所長裁量研究費の配分額が決定される。 

分子研の PI は 35 人であるため、所長が全て直接目を配ることができているとされてい

る。60人程度を超えてくる場合はこのような対応が次第に困難になると思われ、現在の組

織規模は、相互に顔見知りでありつつ緊張感を持って評価を行うことができる規模だと考

えられている。 

 

f)グループに属さない助教の研究計画・成果の毎年の評価 

◆ 評価時期 

毎年 1回 5月44。 

 

◆ 評価方法・体制・評価結果の反映先45 

助教は、グループに属している場合は、プレゼンテーションは行わないが、PIが転出し

てグループに帰属しなくなった助教は、所内公開のプレゼンテーション大会において、研

究成果と研究計画についてプレゼンテーションを行い、“Director’s Discretionary 

Research Fund”申請書を提出する。研究顧問（日本人 1人、外国人 1人）が講評を行い、

所長裁量により研究費の配分額が決定される。 

 

g)任期付きの研究者の在職中の評価方法 

◆ 評価時期46 

 1)卓越教授については、就任又は更新（一期 5 年任期）から 3年経過後に所長から提案が

あった場合。 

 
42 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
43 42 と同じ。 
44 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
45 44 と同じ。 
46 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日、3 月 23 日） 
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 2)特任教授、特任准教授、クロスアポイントメント教員は、契約更新時。 

 3)特任研究員については、ない。特任助教（最長任期 5年）は 3年経過後の契約延長・更

新時。IMSフェロー（最長任期 3年）は 2年経過後の契約延長・更新時。 

 

◆ 評価方法・体制・評価結果の反映先47 

 1)卓越教授については、「世界的に見て卓越した研究を行っている」という選考時の条件

を今後も満たすことが見込まれるかに要点を置き、人事選考部会小委員会、人事選考部

会及び教授会議で任期の更新が判断される。 

 2)特任教授、特任准教授、クロスアポイントメント教員については、研究成果をもとに主

幹施設長会議及び教授会議で契約更新が判断される。 

 3)特任助教、IMS フェローについては、業績等を記載した審査書類を PI が主幹施設長会

議に申請し、主幹施設長会議で審査される。 

 

h)研究領域の研究計画・成果の毎年の評価 

◆ 評価時期 

毎年 1回48。 

 

◆ 評価方法・体制・評価結果の反映先49 

4 つの研究領域の研究主幹は、研究成果と研究計画についてナラティブレポートを記載

し、外国人運営顧問によるヒアリングと講評を受ける。講評の結果は、研究領域や分子研

全体の運営に反映される。 

 
 

 
47 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日、3 月 23 日） 
48 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
49 48 と同じ。 
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②教員・研究者個人の研究業績の評価と研究開発機関／研究開発分野全体の研究力強化

との関係 

a)高い人材流動性による分子科学研究コミュニティに対する貢献 

分子研は、創設時から内部昇格を禁止することで高い人材流動性を保っている。その結

果、分子研の本務教員の 66%が 44 歳以下であり50、定年制教員の平均在職年数は、およそ

10年となっている51。また、特任やクロスアポイントメントを含む教員の着任・転出の実績

をみると、准教授及び助教の半数程度が 4～6年間で入れ替わっている52。 

教授は定年まで在籍する前提であるものの、長期平均では 3 分の 1 程度が転出している

53。 

図表 IV-5 分子研の教員の着任・転出の実績 

 
(出典) 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月） 

 

  

 
50 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 
51 分子研ウェブサイト > 人事 https://www.ims.ac.jp/recruit/policy.html 
52 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月） 
53 分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
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また、分子研創設以来転出した助教及び准教授の現在の職種をみると、転出がキャリア

アップにつながっており、在籍中に挙げた成果が高く評価されていることが分かる54。 

図表 IV-6 転出した助教（左）及び准教授（右）の現在の職種 

 

(注) 大学以外の所属については相当する教育職で現職を表示。定年後は退職時の職位で表示。 

(出典) 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） 

 

以上の人材流動により、分子研は、分子科学研究分野のコミュニティに多くの人材を輩

出し、研究分野の基盤形成に寄与してきている。具体的には、研究所創設以来 45 年間で、

500名を超える中核研究者を輩出した。また、国公私立大学の物理化学教員の大半の育成に

関与しており、全国 7 大学における理学部の物理化学関係の教授 45 人のうち 18 人が分子

科学研究所に在籍経験がある。55 

さらに 2019年度からはクロスアポイントメント制度に基づき、大学等に所属する教員に

対して研究に専念する時間と環境を提供することによっても、分子科学分野の中堅人材の

育成に貢献している56（年間 3ヶ月程度の招聘を原則として 5年間行う57としている）。 

分子研では、創設時に文部科学省と議論を重ね、輩出した人材が分子科学研究分野のコ

ミュニティの中で評価されることが機関の評価であるとの認識を確立した58。教員の着任・

転出の実績はコミュニティからの信頼を表しており、教員の着任・転出という人事により

分子研という機関を評価することが可能と捉えている。59 

 

 
54 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 
55 54 と同じ。 
56 54 と同じ。 
57 分子研ウェブサイト > 人事 https://www.ims.ac.jp/recruit/policy.html 
58 「分子科学研究所 前史(化学研究将来計画委員会の審議から創設準備室の設置まで）」注記 7

『分子研レターズ』57（2008 年 5 月） 

https://www.ims.ac.jp/publications/letters57/401.pdf 
59 分子研 研究力強化戦略室「分子科学研究所における研究者評価方法」（2022 年 2 月）、分子

研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
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b)高い人材流動性による機関に対する長所と短所 

上述したような高い人材流動性は、研究所における研究領域の固定化を回避し、研究分

野の流動化も促している60。 

他方、デメリットとして、研究が発展して研究成果が出る頃に当該研究者は分子研では

なく他の機関におり、研究のコアが構築されにくいことが、国際諮問委員会による評価で

も指摘されている61。 

また、特に人と人のつながりが重要な国際連携において継続性が維持しにくいことや、

内部昇格が禁止されており半数が 4～6 年で転出する准教授以下には帰属意識が生まれに

くいため機関の運営に関わる業務を基本的には教授が担っており一部の教授に負荷がかか

っていることなどが、高い人材流動性のデメリットとして挙げられている62。 

人事選考部会による採用審査の考え方や評価手法も、人の交代が多いために蓄積・伝承

が難しい側面があるため、評価に際しての留意点や良い評価手法例の共有を体系的に行う

必要があるのではないかと考えている。またこれは、分子研に限らず、科学研究費補助金

等の採択審査等にも言えるのではないかとの指摘もあった。63 

 

c)研究者個人の研究業績の評価と研究開発機関の研究力強化の関係 

2019 年 12 月に開催された国際諮問委員会のレポートでは、新たな方向性を開拓し、異

なる専門性や知見を持つ研究者同士の協同を促進して分子科学において新たな融合領域を

創出することの重要性が指摘され、新たな方向性に沿った取組や既存のリソースの活用に

おいて優先順位を付けることに関して中長期的な戦略計画を持つべきであると提言されて

いる64。 

しかしながら現状は、教員の採用に際しては、上述した 4 つの各領域を専門とする教員

の人数が偏らないように配慮しつつも、できるだけ広い研究領域を設定して公募すること

によって、より良い人材の採用に重点が置かれている。ただし、今後 5 年間で相当数の教

授が退任することが見込まれるため、2022年度からの次期所長の運営の下においては研究

分野の維持・発展等の戦略を立てた上での採用も検討していく予定である。65 

 

 

 
60 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 
61 分子研ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 2 月 25 日） 
62 61 と同じ。 
63 61 と同じ。 
64 60 と同じ。 
65 61 と同じ。 
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(2) 参考資料 

①ファクトシート 

a)沿革66 

1975年 分子科学の中核的研究拠点として愛知県岡崎市に設置。 

物質の基本構成単位である分子に対する体系的理解を確立し、物質が示す多種多彩

な現象を解き明かすことを目指す。 

2004年 我が国に 4つある大学共同利用機関法人のうちの一つである自然科学研究機構

に所属する 5つの研究機関のうちの一つに位置付けられた67。 

 

b)ミッションと具体的な対応68 

分子研は、以下の 2つのミッションを掲げている： 

1. 豊かな自然において多様な物質循環、エネルギー変換を司っている「分子」につい

ての知識を深め、卓越した機能をもつ分子系を創成すること 

2. 国際的な中核共同研究センターとして、国内外の分子科学研究を先導すると同時に、

生命科学・天文科学などをふくむ分子が関与する広汎な関連分野の研究者と協同し

て、科学の新たな研究領域を創出すること 

 

分子研は、上記ミッションの実現に向けて以下のような具体的対応を進めている。 

 

◆ 第一線の分子科学者を結集した研究所として 

分子に関する先端的計測法の開発と理論計算化学手法の先鋭化、さらに、多様な機能を

持った分子及びその集合体の開発・合成を推進することにより、世界最先端の分子科学研

究を行ってきた。これからも新たな研究領域の開拓に挑戦する。 

 

◆ 共同利用に対する取り組み 

分子科学及び化学に関連する唯一の大学共同利用機関として、国内大学研究者と協力し

 
66 分子研ウェブサイト > 分子研について https://www.ims.ac.jp/about/ 
67 我が国に 4 つある大学共同利用機関法人のうち他の 3 つは以下の通り： 

 人間文化研究機構 

 高エネルギー加速器研究機構 

 情報・システム研究機構 

自然科学研究機構に所属する 5 つの研究機関のうち他の 4 つは以下の通り： 

 国立天文台 

 核融合科学研究所 

 基礎生物学研究所 

 生理学研究所 
68 特に明記した箇所以外、分子研ウェブサイト > 分子研のミッション 

https://www.ims.ac.jp/about/mission.html 
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て多数の共同研究を進めるとともに、大型の研究施設や汎用先端機器を広く共同利用に提

供している。また、萌芽的・学際的なトピックスを集中的に議論する研究会を多数開催し、

様々な新しい学術領域を立ち上げてきている。 

 

◆ 国際連携に対する取り組み 

独自の国際共同研究プログラムを実施して様々な国々の研究者との共同研究を実施す

るとともに、世界トップクラスの研究者が参加した国際シンポジウムの開催、さらに、海

外若手研究者の積極的な招聘を行っている。 

 

◆ 人材育成に対する取り組み 

創設以来のユニークな人事政策によって全国規模での人的交流を活性化してきており、

特に、研究に専念できる環境を提供することによって若手研究者の飛躍をサポートしてい

る。 

総合研究大学院大学の 2専攻（構造分子科学専攻・機能分子科学専攻）が置かれており、

分子研の全ての教授・准教授・助教は、総合研究大学院大学の教員を務めている69。充実

した研究環境で少数精鋭の大学院教育を行うことにより、次代の分子科学を担う研究者の

育成に貢献してきている。 

 

◆ 社会との交流 

サイエンスの意義や面白さを広く社会へ発信している。インターネットや各種メディア

を通じて最先端の研究成果を分りやすく紹介するとともに、特に、地元岡崎の教育機関と

の連携を重視して、未来の主役である子供たちの心の中に科学の芽を育むことに取り組ん

でいる。 

 

 
69 「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」 
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c)組織 

◆ 人員70 

250人 （2021年 4月 1日時点） 

＊うち研究職 104 人（うち研究者 100 人71。そのうち研究室主宰者（PI：教授、准教授、

主任研究員）35人） 

＊うち研究支援者 102人 

＊うち学生 44人 

図表 IV-7 分子研の属性別人員数（2021 年 4 月 1 日時点）(再掲) 

 
(出典)「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」 

 

 
70 分子研ウェブサイト > 分子研について > 人員・決算 

https://www.ims.ac.jp/about/bunshi_data.html、 「大学共同利用機関法人 自然科学研究

機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」、分子研ヒアリング結果（2022 年 3 月

23 日） 
71 研究職 104 人のうち所長と助手(2 人)及び例外的に准教授 1 人を除いた 100 人を分子研では

実質の研究力として研究者にカウントしている（分子研ヒアリング結果（2022 年 3 月 23

日））。 
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◆ 組織 

分子科学の広範な研究分野をカバーするため、理論・計算分子科学、光分子科学、物質

分子科学、生命・錯体分子科学の 4つの研究領域を設定している。また、生物に代表され

るような“分子が創るシステム”の理解と創製を目的として 2013 年に協奏分子システム

研究センターを、それらのシステムのありのままの姿を描き出す革新的計測制御法の開拓

を目的として 2017年にメゾスコピック計測研究センターを新たに創設した。72 

図表 IV-8 分子研の組織図（再掲） 

 
(出典)「大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 概要紹介 2021 年 12 月版」 

 

 
72 分子研ウェブサイト > 研究・研究者 > 研究体制 

https://www.ims.ac.jp/research/group/index.html 
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◆ 運営体制73 

 ○顧問 

研究所の研究、事業計画その他の管理運営に関して、所長の諮問に応じて助言等に当た

る顧問を置いている。2021 年 5 月時点で、以下の外国人運営顧問 2 名、及び国内で運営

顧問 4名と研究顧問 2名を置いている。 

〔研究顧問〕 

＊中嶋 敦（慶應義塾大学理工学部 教授） 

＊Hrvoje Petek（米国ピッツバーグ大学 教授） 

〔運営顧問〕 

＊菊池  昇（株式会社コンポン研究所 代表取締役所長） 

＊長我部信行（株式会社日立製作所 ライフ事業統括本部 CSO） 

＊瀧川  仁（高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 協力研究員） 

＊松本 吉泰（公益財団法人豊田理化学研究所 フェロー） 

〔外国人運営顧問〕 

＊Ching Wan Tang（Chair Professor, The Hong Kong University of Science and 

Technology） 

＊Josef Michl（Professor, University of Colorado Boulder） 

 

 ○運営会議 

運営会議は、研究教育職員の人事、共同利用・共同研究等研究所の運営に関する重要事

項で、所長が必要と認めるものについて所長の諮問に応じる。2020 年 4 月 1 日～2022 年

3月 31日の期間については以下の 10人の所外委員と 10人の所内委員の合計 20人で構成

されており、所内委員の一人が議長を、所外委員の一人が副議長を務めている。 

また、運営会議に人事選考部会と共同研究専門委員会を置いている。2020 年 4 月 1 日

～2022年 3月 31日の期間について、人事選考部会は運営会議委員のうち以下の 10人（5

人が所外委員、5人が所内委員）、共同研究専門委員会は運営会議委員 5人（1人が所外委

員、4人が所内委員）と運営会議委員ではない所長委嘱委員 6人（3人が所外委員、3人が

所内委員）の合計 11 人で構成されている。 

 

 ・運営会議 

〔所外委員〕 

＊秋吉 一成 京都大学大学院工学研究科 教授 

＊鹿野田一司 東京大学大学院工学系研究科 教授 

 
73 分子研ウェブサイト > 分子研について > 運営組織 

https://www.ims.ac.jp/about/organize/bunshi_manage.html 
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＊忍久保 洋 名古屋大学大学院工学研究科 教授  

＊袖岡 幹子 理化学研究所･袖岡有機合成化学研究室 主任研究員 

＊谷村 吉隆 京都大学大学院理学研究科 教授 

＊中井 浩巳 早稲田大学理工学術院 教授  

＊芳賀 正明 中央大学理工学部 名誉教授 

＊藤井 正明 東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 

＊福井 賢一 大阪大学大学院基礎工学研究科 教授  

＊村越 敬  北海道大学理学研究院 教授 ○副議長 

〔所内委員〕 

＊秋山 修志 協奏分子システム研究センター教授 ◎議長 

＊飯野 亮太 生命・錯体分子科学研究領域教授 

＊石崎 章仁 理論・計算分子科学研究領域 教授 

＊魚住 泰広 生命・錯体分子科学研究領域教授 

＊江原 正博 理論・計算分子科学研究領域教授  

＊岡本 裕巳 メゾスコピック計測研究センター教授 

＊加藤 晃一 生命創成探究センター教授 

＊解良  聡 光分子科学研究領域教授 

＊斉藤 真司 理論・計算分子科学研究領域教授 

＊山本 浩史 協奏分子システム研究センター教授 

＊横山 利彦 物質分子科学研究領域教授 

 

 ・人事選考部会（全員、運営会議委員） 

〔所外委員〕 

＊秋吉 一成（京大院 教授） 

＊鹿野田一司（東大院 教授） 

＊忍久保 洋（名大院 教授） 

＊中井 浩巳（早大理工学術院 教授） 

＊福井 賢一（阪大院 教授） 

〔所内委員〕 

＊飯野 亮太（分子研 教授） ○部会長 

＊石崎 章仁（分子研 教授） 

＊江原 正博（分子研 教授） 

＊解良  聡（分子研 教授） 

＊横山 利彦（分子研 教授） 
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 ・共同研究専門委員会 

【運営会議委員】 

〔所外委員〕 

＊藤井 正明（東工大 教授） 

〔所内委員〕 

＊秋山 修志（分子研 教授） 

＊魚住 泰広（分子研 教授） ○委員長 

＊斉藤 真司（分子研 教授） 

＊山本 浩史（分子研 教授） 

【所長委嘱委員】 

〔所外委員〕 

＊石森浩一朗（北大院） 

＊大内 幸雄（東工大 教授） 

＊唯 美津木（名大院 教授） 

〔所内委員〕 

＊杉本 敏樹（分子研 准教授） 

＊田中 清尚（分子研 准教授） 

＊西村 勝之（分子研 准教授） 

 

 ○学会等連絡会議 

学会等連絡会議は、所長の要請に基づき学会その他の学術団体等分子科学コミュニティ

との連絡、運営会議、研究施設運営委員会委員候補者等の推薦等に関することについて検

討し、意見を述べる。2020 年 4 月 1 日～2022年 3月 31 日の期間については以下の 13 人

の所外委員と 5人の所内委員の合計 18人で構成されている。 

〔所外委員〕 

＊相田美砂子（広島大学 特任教授） 

＊速水 真也（熊本大学 教授） 

＊石谷  治（東京工業大学 教授） 

＊岩田 耕一（学習院大学 教授） 

＊小松崎民樹（北海道大学 教授） 

＊森  健彦（東京工業大学 教授） 

＊中村 哲也（東北大学 教授） 

＊大島 康裕（東京工業大学 教授） 

＊恩田  健（九州大学 教授） 

＊関山  明（大阪大学 教授） 

＊佐藤 啓文（京都大学 教授） 
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＊辻  康之（京都大学 特任教授） 

＊吉村 一良（京都大学 教授） 

〔所内委員〕 

＊飯野 亮太（分子研 教授） 

＊石崎 章仁（分子研 教授） 

＊岡本 裕巳（分子研 研究総主幹） 

＊解良  聡（分子研 教授） 

＊小林 玄器（分子研 准教授） 

 

 ○教授会議 

教授会議は、専任・兼任・併任・客員の教授及び准教授で構成し、研究及び運営に関す

る事項について所長を補佐する。 

 

◆ 財務74 

※2020(令和 2)年度決算 

収入：約 38億円 

図表 IV-9 分子研の収支決算（2020 年度） 

 
(出典)分子研「2020 年度収支決算」「2020 年度外部資金獲得状況」  

https://www.ims.ac.jp/about/docs/settlement_ims2021.pdf 
 

 
74 分子研ウェブサイト > 分子研について > 人員・決算 

https://www.ims.ac.jp/about/bunshi_data.html 
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②分子研 人事ポリシー75 

分子科学研究所は、人事において広く科学者コミュニティから優秀な人材を求め、人材

登用、育成と人材輩出による人材循環の「かなめ」としての機能を提供し、これを全ての

大学の共有財産としています。 

分子科学研究所の人事制度は上記の目的に沿って設計されており、若手人材に研究室ス

ペース及び立ち上げ予算を確保しつつも、教授・准教授公募に際しては、内部の定年制教

員の応募を原則認めないこととし、流動性を担保しています。 

これは、コミュニティと常につながりながら人材の循環を行うことを目的とした制度で

あり、分子科学研究所設立以来、その精神は維持されてきました。 

その結果、これまでの実績として、定年制教員の平均在職年数は、およそ１０年となっ

ています。 

分子科学研究所では、新規に採用される研究教育職員に対しても、上述した分子科学研

究所の使命に鑑みて、このような人材循環システムの重要性を理解することを求めていま

す。 

 

③分子研における近年の新たな人事施策76 

分子研は、共同利用機関として、分子科学を中心とした基礎科学研究の振興に資する新

たな人事施策を近年始めている。 

 

a)特別研究部門の新たな運用 

分子科学分野のトップレベル研究の支援と、研究者層の厚みを増強するための支援を行

う。客員教員とは異なり、実際に分子研に滞在して研究を推進して頂く。 

◆ 卓越教授 

分子科学分野において最先端の科学を切り拓く世界的研究者を「卓越教授」として招聘

し、研究に専念できる環境を提供する。（一期 5年任期で、審査の上で更新が可能） 

◆ クロスアポイントメント 

分子科学分野において独創的な研究を行っている大学教員をクロスアポイントメントで

招聘し、分子研の先端設備を使った研究に集中的に取り組む場を提供する。（年間 3ヶ月程

度の招聘を、原則として 5年間行う。） 

 

 
75 分子研ウェブサイト > 人事 https://www.ims.ac.jp/recruit/policy.html 
76 分子研ウェブサイト > 人事 https://www.ims.ac.jp/recruit/policy.html  、分子研ヒア

リング結果（2022 年 3 月 23 日）。下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)によ

る。 
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b)主任研究員制度 

2019 年 10 月より開始した。研究施設を支えるコアメンバーとして、必要に応じて主任

研究員を研究施設に配置する。主任研究員は、国際的・学際的な視点を有し、施設長に協

力して研究施設の中長期戦略の立案に貢献する。また、一般の大学では継続的に維持する

ことが困難な先端的な共同利用機器の開発・整備や共同利用機器の高度利用、及び技術職

員の育成に対して責任の一端を担う。 

承継ポスト教員として運用し、任期は設けない。 

 

c)若手独立フェロー制度 

独立した研究室を主宰し、独自の着想で新たな分子科学を切り拓く意欲のある若手研究

者を若手独立フェロー（特任准教授）として採用する（研究費も支給。ただし、使途につい

ては制限あり。）。 

応募時点で、博士号取得見込み（採用時には取得済みであること）あるいは博士号取得

後 3 年以内の研究者を対象とする。任期は 5 年とする。なお、任期途中あるいは任期終了

後、分子科学研究所の教授・准教授等への応募も可能である。 
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④分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月）（抜粋）77 

＜全体概要＞ 

 

（略） 

 

Ⅲ．国際性 

 

（略） 

 

研究所の各部署には、英語で職務遂行が可能な職員を配置し、所内文書は全て日英併

記である。共同利用・共同研究に参加する外国人研究者に対し、来所前後いずれも技術

面・生活面で必要な支援が得られるように体制が整えられている。2016年以降、所内人

事は全て国際公募である。 

 

（略） 

 

Ⅴ．新分野の創出 

学際的・融合的領域においての研究実績は、分子科学分野及び周辺研究分野を対象と

した学術・技術賞を多くの職員が受賞している事に現れている（略）。また、外部機関

所属の研究者による共同利用・共同研究の研究実績は高く評価されている（略）。研究

所は創設以来、次世代の分子科学分野を創出することを重要なミッションとしてきた。

研究室主宰者（教授、助教授あるいは准教授）の選考にあたっては、独創的な研究提案

を重視して人事選考を実施してきた。また、内部昇格を禁止して、研究所における研究

領域の固定化を回避し、研究分野の流動化を促すとともに、転出した研究者が在籍時に

創出した研究を大学等で更に発展・展開させることに寄与している。 

研究組織を適切に見直し、研究分野の流動化に対応させている。2000年に設置した岡

崎統合バイオサイエンスセンター、それを発展的に廃止して 2018年に新設した生命創成

探究センターに参画した。2019年度からはクロスアポイントメント制度を活用し、他大

学の研究者が所内研究者と連携して新たな研究展開を目指す研究活動を行っている。こ

の他、分子科学研究所が主体となり、国内の 5 つの物性科学関連研究拠点が共同して新

たな研究領域の発展を目指す「物性科学連携研究体」の構築を目指した活動を開始して

いる（学術会議マスタープラン 2020に重点大型研究計画 No.22として記載： 

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t286-1-p1.pdf、自然科学研究機構

概算要求事項）。 

 

 
77 分子研「自己検証結果報告書」（2020 年 8 月） https://www.ims.ac.jp/about/tenken.html 

下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
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Ⅵ．人材育成 

総合研究大学院大学の基盤機関として大学院教育を実施すると同時に、関連する大学

の要請に応じて特別共同利用研究員として大学院生を受け入れ、次世代の分子科学を担

う研究者の育成に取り組んでいる。修士課程を含む全ての大学院生に対してリサーチア

シスタント（RA）として経済支援を行っている。また、共同利用研究の申請事項の一つ

として「若手研究活動支援」を設置するなど、主体的かつ積極的に分子科学分野の後継

者の育成に取り組んでいる。 

分子科学研究所では、創設時から内部昇格を禁止することで高い流動性を保ち、コミ

ュニティに多くの人材を輩出してきた。今中期計画期間78中にすでに准教授 8 名、助教

23名とおよそ半数の教員が転出している。独立した研究グループを主宰する准教授の採

用は、28歳から 38歳の若手研究者を登用し、現在、本務教員の 66%が 44歳以下である。

また、外国人研究者 14 名（助教 2 名、特任助教 1名、博士研究員 11 名）が在籍してお

り、海外研究者を含む若手研究者の採用や育成に積極的に取り組んでいる。 

女性研究者は現在 11名（所長 1、准教授 2、助教 2、特任助教 1、研究員 5）が在籍し

ており、全教員・研究員数の 10%に相当する。男女共同参画推進への取り組み、特に子育

て・介護中の研究者に対する支援として、構内に保育園を設置しているほか、ライフス

テージに合わせた柔軟な就労制度の更なる拡充を進めている。 

 

（略） 

 

＜Ⅱ．中核拠点性＞ 

 

（略） 

 

２．分子科学分野の総合的な発展に寄与しているか（観点②） 

自己検証結果：分子科学分野の中核的研究所として、当該分野の若手中堅研究者

を多く輩出し、人的基盤の拡充に寄与してきた。国の大型プロジェクトの代表機

関として、全国の大学教員の活動の取りまとめを支援している。また、分子科学

分野の旗艦研究所として卓越教授を設けるなど、分野の総合的な発展に寄与して

いる。 

 

研究所創設以来 45年間で、500名を超える当該分野の中核研究者を輩出し、分子科学

研究分野の基盤形成に寄与してきた。これまで国公私立大学の物理化学教員の大半の育

成に関与しており、全国７大学における理学部の物理化学関係の教授 45 人のうち 18 人

が分子科学研究所に在籍経験がある。内部昇進を禁止して、大学研究機関との人事交流

 
78 今中期計画期間：2016～2019 年度 
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を奨励している。第三期中期目標期間における教員の着任・転出の実績を表Ⅱ-５に示す。

准教授/助教の半数程度が 4～6 年間で入れ替わっていることが見て取れる。また、図Ⅱ

-２には、研究所創設以来転出した者の現在の職種を示した。大学以外の所属については、

相当する教育職で現職を表示した。転出がキャリアアップにつながっていることがわか

る。 

 

表Ⅱ-５：教員の着任・転出の実態（右下円グラフは助教の転出直後の職種） 

 

 

図Ⅱ-２：転出した助教（左）及び准教授（右）の現在の職種 

（定年後は退職時の職位で表示） 

 

 

（略） 
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クロスアポイントメント制度により大学などに所属する教員に対して、一定期間（5

年）研究に専念する時間と環境を提供し、分子科学分野の中堅人材の育成を目指す。2018

年79に始めた当制度では、准教授と教授をそれぞれ 1名採用し、運用を始めたところであ

る。さらに、国際的なセンターとしての研究の旗印として特別研究部門を設置し、藤田

誠教授（東京大学大学院工学系研究科）を卓越教授として招聘した。 

 

（略） 

 

＜Ⅲ．国際性＞ 

 

（略） 

 

３．人材の多様性・流動性が確保できているか（観点③） 

自己検証結果：内部昇進を禁ずることによって活発な人事が行われており、採用・

転出ともに高いレベルの流動性が保たれている。活発な人事を通して多様な人材

を確保している。 

 

外国人研究者、女性研究者の人数は、2020年 4月現在でそれぞれ 15名、11名であり、

これは全教員・研究員数の 14%、10%に相当する（Ⅱ.中核拠点性、表Ⅱ-５を参照）。ま

た、2016年より研究所として初の女性所長を迎えており、日本化学会（1878 年創設）初

の女性会長としても活躍している。今後の、女性研究者の割合向上に関しては自由記述

に記載した。また、研究室主宰者の外国人研究者を増やすことも課題である。2016年よ

り人事公募を全て日英併記とし、海外在住の研究者にもアクセスが出来るようにしてい

る。2016～2019年度の 4年間に、42件の国際公募が実施された。 

 

（略） 

 

＜Ⅴ．新分野の創出＞ 

１．所内の研究者が中心となって新たな分野の開拓・発展がなされた状況（観点①） 

自己検証結果：新しい研究分野の開拓に貢献し、高い人事流動性も手伝って所内

に閉じることなく、新分野の発展に寄与している。 

 

分子科学研究所では、次世代の関連新分野を創出することを重要なミッションとして

研究所運営を行ってきた。そのための方策の一つとして、研究室主宰者（PI：教授、助

教授あるいは准教授）の選考にあたっては、所内及びコミュニティの研究者の間で十分

 
79 別ページでは「2019 年」と書かれている他、「分子研リポート 2020」でも「2019 年度」と書

かれていることから間違いと思われる。 
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な議論の上に、なるべく広い研究領域を設定した公募を行い、候補者の従来の研究分野

での実績はもとより、独創的な研究提案を重視して人事選考を実施してきた。また、内

部昇格禁止の施策により、研究所における研究領域の固定化を回避して、人事ばかりで

なく研究分野の流動化を促すとともに、転出した研究者が所内で創出した研究を大学等

でさらに発展・展開させることに寄与している。実際に多くの研究者（准教授、助教は

ほぼ全て）が所外に転出し、多くの場合に昇任していることは、分子科学研究所在籍中

に挙げた成果が高く評価されていると考えることができる（Ⅱ.中核拠点性、表Ⅱ-５、

図Ⅱ-２を参照）。学際的・融合的領域においての研究実績は、分子科学分野周辺研究分

野を対象とした学術・技術賞を多くの職員が受賞している事にも現れている（略）。こ

れらの点は、2019 年に開催した国際諮問委員会の報告でも高く評価されている。 
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３．東京医科歯科大学 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について 

①教員・研究者の研究業績の評価方法 

a)東京医科歯科大学の人員体制 

教員は、2021年 5月 1日時点で 846人（うち、教授 173人、准教授 126人、講師 117人、

助教 430 人）で構成されている80。部門別では、大学院医歯学総合研究科（医系）243 人、

医学部附属病院 194 人、大学院医歯学総合研究科（歯系）140 人、歯学部附属病院 26 人、

難治疾患研究所 69人、生体材料工学研究所 39人、大学院保健衛生学研究科 30人など、合

計 20部門に教員が配置されている。 

教授以下全ての教員の雇用は、任期制としている。 

教員以外に、一般職 572人、技術職 391人、看護師 1,032人の職員が配置されている。 

 

b)任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）の評価方法 

東京医科歯科大学の教員個人評価は、個人の自己点検評価を基本とした個人評価を実施

している。基本事項は、「国立大学法人東京医科歯科大学における教員個人評価に関する規

則」に定めて運用している。81 

 

◆ 目的 

教員が東京医科歯科大学の目標、計画を達成するために行う教育、研究、診療、管理・

運営、社会貢献、産学連携の６つの領域に係る諸活動の状況について、自立的な点検、評

価を定期的に実施することにより、教員個人、部局等及び本学全体の諸活動の改善、活性

化を図ることを目的としている。 

 

◆ 評価対象 

次の教員を対象としている 

・常勤の教授、准教授、講師及び助教 

・特任教員、寄付講座等の教員、プロジェクト教員及びジョイントリサーチ講座等の教員 

 

◆ 評価時期 

対象期間は 10月から９月を１年として評価する。 

 

 
80 東京医科歯科大学ウェブサイト「2021 年 職員数」 

https://www.tmd.ac.jp/kouhou/statics/2021/staff_2021/ 
81 特に明記した箇所以外、国立大学法人東京医科歯科大学における教員個人評価に関する規則

（平成 21 年 3 月 31 日規則第 22 号） 
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◆ 個人評価の方法 

被評価者が作成する自己評価書及び諸活動の実績データに基づき業績評価を実施してい

る。 

実績データは、事務局が評価領域に関連のある数値的実績を大学の各種データベースか

ら集約して「教員活動実績基礎資料」を作成し、教員に配布している。 

  

◆ 自己評価書 

教員が作成する自己評価書は、教育、研究、診療、管理・運営、社会貢献、産学連携の６

つの評価領域について、それぞれ「評価項目に関する教育研究活動等の概要」、「ウェイト」、

「自己評価点」を記載する様式としている。 

外部研究資金の獲得や産学連携の強化の観点から、令和３年度から産学連携を新しく評

価領域として独立させている。 

図表 IV-10 個人業績評価 自己評価書 

 
(出典) 「国立大学法人東京医科歯科大学における教員個人評価に関する規則」 
 

 

◆ ウェイト制 

６つの領域のウェイト配分は、教員自身がウェイトを割り振ることができる。但し、ウェ

イトは職階ごとに幅が決められており、その幅は部局ごとに決めている。 
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部局等による評価点は、あらかじめ設定した人数の割合で各領域に分布させた上で、それ

にウェイトを乗じて領域ごとに評価点を算出し、６つの評価領域を合算して個人の評価点

を算出している。 

 

◆ 総合評価 

全教員の評価点を６段階に分けて個人の総合評価を判定している。段階は、人数の割合で

設定しており、トップ（評価６）は上位 5％、2 番目（評価５）は 15％、３番目（評価４）

は 20%の割合としており、標準（評価３）を約 60%に設定している。 

図表 IV-11 個人業績評価 部局等個人評価報告書 

 

(出典) 「国立大学法人東京医科歯科大学における教員個人評価に関する規則」 

 

◆ 職階ごとの相対評価 

東京医科歯科大学の個人業績評価は、職階ごとの相対評価としている。 

 

◆ 評価項目 

研究評価では論文数と JIFを指標として使用しているが、JIFだけで評価しているわけで

はない。論文はオーサーシップ（著書資格）でポイントを設定している。オーサーシップは

医学雑誌編集者国際委員会（International Committee of Medical Journal Editors/ICMJE）

のガイドラインに従って判断している。定量的な評価に加えて、特徴的な取り組みを行って

いるかどうかなどの定性的な評価も行っている。 

評価は部局ごとに実施しており、評価指標は部局が決めているが、どの部局でも論文数と

JIF、オーサーシップ、競争的外部研究資金の獲得状況は、評価項目の中で比較的大きな割

合を占めている。寄付金は個人業績の評価ポイントにはしていないが、研究費として受入れ

ている場合は対象としている。 
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◆ JIF の利用方法の詳細 

研究者の研究業績評価では、論文ごとに JIFの値をつけており、オーサーシップの係数を

乗じて点数を計算して、全ての論文の点数を合算している。また、オリジナルの論文とレビ

ューの論文を区別し、オリジナルの論文には高い点数をつけている。 

論文が引用されるには長い時間がかかるため、論文の被引用数を代用するために JIF を

使っている。JIFは分野ごとに乖離があることは認識しているが、JIF無しで 800人以上の

研究者個人の研究成果の質を評価することは現実的ではないと考えている。JIFは、論文の

質をある程度担保しているものの、雑誌ベースの数量的指標であり、掲載論文の質を示す指

標ではないことを理解しており、JIF の値そのものではなく、10 以上、20 以上などと大き

く区分して指標としている。トップジャーナルは、それぞれの研究領域・分野で決まってお

り、そのジャーナルを目指すという方向性を示している。医学の中でも分野によってトップ

ジャーナルは異なるため、JIFのみで区別するわけではない。 

若い研究者が JIF を強く意識しすぎると、短期で論文を出しやすい研究に偏重する可能

性があり、JIFの数字に踊らされて投稿するジャーナルを決めることは望ましくないとして

いる。多くの若い研究者はトップジャーナルへの掲載を目指しているが、競争が激しいため、

常に決まったジャーナルに出す研究者や、最初の投稿段階でサイエンティストがレビュー

するジャーナルに出す研究者が増えているともしている。 

 

◆ 共同研究の評価 

共同研究を重視しており、特に国際的に認知される研究者になることを意図して、国際共

著論文を評価指標に設定している。国際的な共同研究は、大学のレピュテーションにも貢献

すると捉えている。 

 

◆ 定量・定性評価 

研究業績の評価は、定性よりも定量評価を中心としている。まず定量評価によって一定の

数値を出して、それに定性評価を足し上げて評価している。 

 

c)テニュアトラック82研究者の評価 

これまでは論文や研究内容などをテニュアトラック期間の終了後に事後評価しており、

必ずしも論文がないといけないわけではないとしている。 

2022 年度からは目標の達成を評価するシステムに変更する。最初に目標を設定して、テ

ニュアトラックが終わった段階でその目標の達成度を評価する。これは若手の人材育成を

意図したもので、メンターが定期的に指導する。 

 
82 東京医科歯科大学ではテニュアの定義を定年制適用教員の身分としている。テニュアトラッ

ク教員として雇用する教員は教員のポストを活用して採用する准教授、講師または助教とし

ている。 
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d)研究者の研究業績評価結果の活用方法83 

◆ 再任 

教授以下全ての教員の雇用は任期制となっており、各部局の再任評価委員会が評価して

いる。毎年度に実施している個人業績評価の結果は、再任評価の１つの資料として利用して

いる。 

 

◆ 給与・賞与 

全ての教員は年俸制教員としており、評価結果は毎年の昇給と賞与の査定に直結する仕

組みとしている。この仕組みによってメリハリのある給与体系を構築している。なお、賞与

は勤勉手当に一本化している。 

 

e)研究者の研究業績評価に係る課題84 

◆ 評価疲れ 

法人評価、プログラム評価、認証評価などもあり、評価疲れが起こっている。教員への

支援として、教員がデータを集めるのではなく、IR室が収集しているデータを利用して評

価根拠のベースとなる教員活動実績基礎資料を作成して教員に配布し、教員が確認する形

としている。 

 

◆ 短期での多様な研究成果の把握 

英国型の REF （Research Excellence Framework）などソーシャルインパクトを評価する

ことも考えられるが、基礎研究や教育等は目的の達成までに長い年月がかかるため、特定の

時点における個々の研究者について個人の業績を評価することは難しい。わかりやすいア

ウトカム指標として論文引用数があるが、一定の年月が必要なため、毎年度の個人の評価指

標としては利用しづらい。産学連携はわかりやすいソーシャルインパクトであり、2021 年

度から評価領域として追加した。特許の登録には時間を要するため、出願数を業績評価の項

目とした。 

 

◆ 評価者の育成 

医療、医療工学、医学、歯学、保健等は、類似領域とは言え、それらの背景や現状を全て

理解した上で個人の業績を評価することは難しい。ピアレビューで評価するためには評価

者を育成することが必要であるが、幅広い領域の研究成果の価値を客観的かつ正当に評価

することができる人材を育成することは難しい。 

 

 
83 東京医科歯科大学ヒアリング・意見等交換結果（2022 年 3 月 2 日） 
84 同上 
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◆ 挑戦的な研究の評価 

挑戦的な研究を評価するためには、評価する側の目利き力が必要になる。将来伸びる新規

性があるものを研究しているかどうかを個人レベルで評価することは難しいと考えている。 

 

◆ 研究者の納得感 

職階ごとの相対評価、ウェイト制の採用等により、これまで研究者から評価に対する大き

な不満は出ていないが、自分の活動が十分に評価されていないと感じて、異議申し立てをす

る研究者もいる。異議申し立てがあった場合は、定量評価のファクトを確認するとともに、

評価のプロセスの妥当性を確認している。 

 

f)採用審査対象の教員・研究者の評価方法 

◆ 採用審査85 

審査体制86 

教授選考は、部局ではなく全学的に実施しており、教授選考委員会は人事委員会が設置

する。人事委員会のメンバーは、学長及び理事・副学長である。准教授以下は、各部局が選

考委員会を作り選考している。教授についても以前は部局ごとに選考していたが、大学と

して戦略的に人事配置をするため全学的に実施するシステムに変更した。 

人事委員会が設置する教授選考委員会の構成員には、人事委員会のメンバー及び人事委

員会が指名する者が必ず含まれるとともに、当該部局以外の委員が入っており、多面的な

評価ができるような委員会としている。また、他大学の委員からの意見を聴取するシステ

ムとなっている。 

 

採用審査の論文評価87 

採用の基準として、准教授はファーストオーサー（筆頭著者）の論文数に一定の基準を

設けている。助教には論文数の縛りはないが原則として博士学位が必要となっている。採

用の評価項目には JIF は設定していないが、サイテーションインデックス論文の発表実績

を評価している。 

 

候補者の推薦88 

教授の候補者を集める際に外部評価者から候補者を推薦いただく。３～５名の外部候補

者に推薦を依頼するが、複数の外部評価者から同じ候補者が推薦されれば、候補適任者で

あることがわかる。 

 
85 東京医科歯科大学ヒアリング・意見等交換結果（2022 年 3 月 2 日） 
86 同上 
87 同上 
88 同上 
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◆ 戦略的な領域（分野）の設定89 

配置数90 

現在人事制度の改革を進めており、従来の部局に割り振る教員ポストに加え、戦略的に

配置できる教員ポスト（支援ポスト）をつくろうとしている。講座に配置する教員の基本

配置数を決めているが、重点領域などにおいて基本配置数では十分な体制がとれない場合

は、支援ポストを配備できるよう、仕組みづくりを進めている。 

 

 

 
89 東京医科歯科大学ヒアリング・意見等交換結果（2022 年 3 月 2 日） 
90 同上 
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(2) 参考資料 

①ファクトシート 

a)設置91 

1928年 10月 12日 東京高等歯科医学校を設置 

1946年 8月     東京医科歯科大学（旧制）設置 

 

b)組織92 

◆ 大学院研究科 

2研究科（医歯学総合研究科、保健衛生学研究科） 

◆ 学部等 

3組織（医学部、歯学部、教養部） 

◆ 研究所 

2研究所（生体材料工学研究所、難治疾患研究所） 

◆ 病院 

2病院（2021年 10月 1日から 1病院に統合）93 

  

◆ 教員数 

846人（2021年 5月 1日時点） 

（教授 173人、准教授 126人、講師 117人、助教 430人） 

  

 
91 東京医科歯科大学ウェブサイト＞大学案内＞基本理念・沿革 

 https://www.tmd.ac.jp/outline/idee/history/ 
92 東京医科歯科大学ウェブサイト＞大学案内＞広報誌・刊行物＞大学概要（冊子） 

https://www.tmd.ac.jp/archive-tmdu/kouhou/gaiyou2021.pdf 
93 東京医科歯科大学病院ウェブサイト 

https://www.tmd.ac.jp/medhospital/ 
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図表 IV-12 東京医科歯科大学の人員数（2021 年 5 月 1 日時点） 

 
(出典)東京医科歯科大学ウェブサイト「2021 年度職員数」 

https://www.tmd.ac.jp/kouhou/statics/2021/staff_2021/ 
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図表 IV-13 東京医科歯科大学の教育研究組織図 

 

(出典)東京医科歯科大学ウェブサイト「教育研究組織等」 

https://www.tmd.ac.jp/outline/organization_rules/organization/  
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◆ 運営組織 

図表 IV-14 東京医科歯科大学の運営組織 

 

 

(出典)「2021 年度 東京医科歯科大学 概要」 
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図表 IV-15 東京医科歯科大学の基礎系領域に属する研究分野 

 

 

(出典)東京医科歯科大学ウェブサイト「基礎系領域に属する分野の研究内容」より作成 

 

 

  

医学部医学科

細胞生物学分野 硬組織構造生物学分野 

病態代謝解析学分野 硬組織薬理学分野 

国際健康推進医学分野 結合組織再生学分野 

国際環境寄生虫病学分野 硬組織病態生化学分野 

法医学分野 分子情報伝達学分野 

政策科学分野 法歯学分野 

研究開発学分野 医療経済学分野 

医療政策情報学分野 歯学教育開発学分野 

先進倫理医科学分野 歯学教育システム評価学分野 

保険医療管理学分野 教育メディア開発学分野 

国際保健医療事業開発学分野 歯科医療行動科学分野 

薬物動態学分野 口腔健康教育学分野 

臨床医学教育開発学分野 口腔保健衛生基礎学分野 

先駆的医療人材育成分野 口腔機材開発工学分野 

神経機能形態学分野 生体材料工学研究所

システム神経生理学分野 金属生体材料学分野 

細胞薬理学分野 無機生体材料学分野 

免疫アレルギー学分野 有機生体材料学分野 

ウイルス制御学分野 生体材料機能医学分野 

免疫治療学分野 物質医工学分野 

人体病理学分野 バイオメカニクス分野 

細胞生理学分野 バイオエレクトロニクス分野 

臨床解剖学分野 バイオ情報分野 

システム発生・再生医学分野 センサ医工学分野 

包括病理学分野 メディシナルケミストリー分野 

分子腫瘍医学分野 生命有機化学分野 

診断病理学分野 薬化学分野 

疾患モデル動物解析学分野 難治疾患研究所

シグナル遺伝子制御学分野 分子細胞生物学分野 

疾患多様性遺伝学分野 分子神経科学分野 

応用再生医学分野 生体防御学分野 

感染制御部 生体情報薬理学分野 

医学部保健衛生学科 幹細胞制御分野 

分子生命情報解析学分野 分子構造情報学分野 

形態・生体情報解析学分野 低酸素生物学 

生命機能情報解析学分野 細胞分子医学 

生体機能支援システム学分野 骨分子薬理学 

先端分析検査学分野 神経病理学分野 

生体防御検査学分野 病態細胞生物学分野 

分子病態検査学分野 発生再生生物学分野 

先端血液検査学分野 幹細胞医学分野 

歯学部 免疫疾患分野 

口腔病理学分野 分子病態分野 

細菌感染制御学分野 分子細胞遺伝分野 

分子免疫学分野 分子遺伝分野 

先端材料評価学分野 分子疫学分野 

口腔放射線腫瘍学分野 ゲノム病理学分野 

顎顔面解剖学分野 エピジェネティクス分野 

認知神経生物学分野 医科学数理分野 

分子発生学分野 遺伝子発現制御学 

分子細胞機能学分野 ゲノム応用医学研究部門
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◆ 学生数 

学部：1,470人 

研究科：1,663人 

図表 IV-16 東京医科歯科大学の学部別・研究科別学生数（2021 年度） 
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(出典)「2021 年度 東京医科歯科大学 概要」 
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◆ 財務 

※2021(令和 3)年度予算 

収入総額：715億 27百万円 

図表 IV-17 東京医科歯科大学の収支予算（2021 年度） 

 

(出典)東京医科歯科大学「2021 年度収入・支出予算」  

https://www.tmd.ac.jp/kouhou/statics/2021/others_2021/ 
 

 

◆ 科学研究費助成事業採択状況(2020 年度) 

合計 810件、18億 3278万円 

図表 IV-18 東京医科歯科大学の科学研究費助成事業採択状況(2020 年度) 

 

(出典)東京医科歯科大学「科学研究費助成事業採択状況（2020 年度）」  

https://www.tmd.ac.jp/kouhou/statics/2021/others_2021/ 
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◆ 受託研究費等受入状況（2020 年度 

合計 2242件、50億 6966万円 

図表 IV-19 東京医科歯科大学の受託研究費等受入状況（2020 年度） 

 

(出典)東京医科歯科大学「受託研究費等受入状況（2020 年度）」  

https://www.tmd.ac.jp/kouhou/statics/2021/others_2021/ 

 

◆ 受託研究費等受入状況（2020 年度) 

合計 10件、1億 7766 万円 

図表 IV-20 東京医科歯科大学の厚生労働科学研究費補助金採択状況（2020 年度） 

 

(出典)東京医科歯科大学「厚生労働科学研究費補助金採択状況（2020 年度）」  

https://www.tmd.ac.jp/kouhou/statics/2021/others_2021/ 
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c)研究の特色94 

国立大学法人東京医科歯科大学は、「世界の有力大学と競争できるような可能性を秘め

た国内トップクラスの国立大学」として指定国立大学法人に指定され、社会的インパクト

のある研究でトータル・ヘルスケアに貢献することを目指している。 

 

トータル・ヘルスケアの実現を目指して、本学では 2017年 9月に「創生医学コンソー

シアム」、2018年 12月に「未来医療開発コンソーシアム」、2020年 2月に「難病克服

コンソーシアム」、2020年 4月には「M&Dデータ科学センター」を開設し、重点的に研

究を展開してきました。2022 年 4 月に指定国立大学となることを契機に、本学の強み

である歯学部も組み込んで重点領域を「口腔科学」、「創生医学」、「希少疾患・難病

研究」と「データ科学」の 4つに再編成します。未来医療開発コンソーシアムと難病克

服コンソーシアムを希少疾患・難病研究に統合し、口腔科学を新設した形です。さらに

次世代の重点領域の探索、次世代の研究者の育成を目指して、卓越大学院制度、次世代

研究者育成ユニット、特別研究員制度を階層的に設置し、大学院生から PI（Principal 

Investigator:研究室責任者）までシームレスな成長をサポートします。 

 

本学では、研究を遂行する上で「独創性 Originality」、「科学的正しさ Integrity」、

「社会的インパクト Social Impact」の 3 つが特に重要だと考えています。また、トー

タル・ヘルスケアの実現には、医学科・歯学科だけでなく、教養部および 2 つの附置研究

所（生体材料工学研究所、難治疾患研究所）が一体となって「インクルーシブ Inclusive」

に取り組むことも不可欠だと考えています。全学一丸となって情熱をもって、トータル・

ヘルスケア実現に向かって進んでいきます。 

 

 

 

 
94 東京医科歯科大学ウェブサイト 大学案内＞東京医科歯科大学の特色＞研究について 

https://www.tmd.ac.jp/outline/identitiy/research/ 
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②「第３期中期目標計画」（2016 年 3 月 1 日文部科学大臣提示）（抜粋）95 

 

（前文）大学の基本的な目標 

 

＜東京医科歯科大学の基本的目標＞ 

本学は「知と癒しの匠を創造し、人々の幸福に貢献する」を基本理念としており、これ

を実現するために第３期中期目標・中期計画期間においては、以下を重点目標とする。 

 

(研究) 

リサーチ・ユニバーシティとして、医学、歯学と生命理工学等の機能的連携により、

世界をリードする先端的で特色のある研究を推進する。特に、医療イノベーション創出

を目指して、次世代の医療に向けた基礎研究、臨床研究を推進するとともに、研究成果

を迅速に実用化へと展開する機能を強化する。 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標  

○目指すべき研究水準 

14）医療系総合大学として、先制医療などの最先端医療の推進に貢献するため、時代に

先駆ける基礎研究・臨床研究を展開する。 

○産学連携及び成果の社会への還元 

15）国内外の企業や研究機関等との連携を強化し、医療イノベーション創出、実用化に

向けた最先端研究拠点の形成を推進し、特許申請や共同研究等をさらに活性化させると

ともに、社会的課題の解決に向けて、本学が保有する知識、技術、研究成果等の「知」

を広く社会に発信し還元する。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標 

○研究者等の配置 

16）国際的に最高水準の先端的基礎および臨床研究を展開するために研究者等の適正配

置を進める。 

○研究環境の整備 

17）研究リソースの集約化・一元管理を行い、医療分野のイノベーションを牽引するた

めに研究機器等の共用化、学外共用の拡充を進め、計画的な整備や更新、安定的な維持

 
95 東京医科歯科大学「第３期中期目標 2016 年 3 月 1日文部科学大臣提示」 

https://www.tmd.ac.jp/files/topics/48649_ext_04_2.pdf 
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管理を行うとともに、様々な研究分野の研究者の交流による研究の底上げを促し、研究

力強化を進める。 

○研究者支援 

18）若手研究者、女性研究者および外国人研究者が能力を最大限に発揮できるよう、自

立的な研究環境、子育て等のライフイベントおよびワークライフバランスに配慮した研

究環境および国際化を促す研究環境の整備・支援を積極的に行う。 

○知的財産の創出等と社会への還元体制の充実 

19）最先端基礎研究、臨床研究およびトランスレーショナル研究を促進することで、質

の高い知的財産シーズを創出するとともに、そのシーズを迅速に社会へ還元し、社会貢

献を行う体制を構築する。 

○研究の質の向上システム 

20）研究者の自己評価に加え、研究情報データベースをもとにした研究業績の分析によ

って客観性を持った評価を行うことで、研究の質の向上を推進する。 

○産学連携体制の充実 

21）透明性の高い産学連携のもとで、イノベーション創出型産学連携活動を推進し、そ

の成果を先進医療として実施するための産学連携組織体制の整備を行う。 

○共同利用・共同研究拠点 

22）学内外の研究者、研究機関との交流・研究支援を推進し、学内外と連携して国際的

に先駆的な難治疾患克服のための共同研究体制及び医歯工学融合分野の重点領域研究を

推進する体制を確立して、医療系総合大学の機能強化の役割を果たすとともに、研究者

コミュニティに貢献する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  

１ 組織運営の改善に関する目標  

○学長のリーダーシップに基づいた大学運営 

32）世界に冠たる医療系総合大学への飛躍のために、学長のリーダーシップによる取組

によりガバナンス機能を強化するとともに、学内外関係者の意見反映の強化を推進する。

併せて、学長のリーダーシップに基づいた大学運営の浸透および愛校心の醸成に係る取

組を拡充し効果的な大学運営を推進する。 

○戦略的な学内資源配分 

33）学長のリーダーシップの下、本学の強み・特色を活かした学内資源配分等の経営戦

略を立案できる体制を拡充し、世界に冠たる医療系総合大学への飛躍のための戦略的な

配分を実施する。 

○人事の適正化 

34）多様な人材を採用・活用するため、弾力的な人事・給与制度の改革等により女性教

員・年俸制教員の比率を向上させるほか、役員・管理職についても、女性登用を推進す

る。 
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また、適切な人事評価に応じた教職員処遇を行うことにより、大学の機能強化・活性

化を推進する。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

○教育研究組織の見直し・再編成等 

35）社会的な役割やニーズを踏まえた上で教育研究組織に関する不断の検証を行い、学

内資源の最適化、大学間連携を含めた教育研究組織の見直し・再編成等を行う。 
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③教員評価制度の概要96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 東京医科歯科大学「教員評価制度について（概要、各種関連委員会） 
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④教員個人評価に関する規則97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 東京医科歯科大学「国立大学法人東京医科歯科大学における教員個人評価に関する規則」 
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⑤テニュアトラック制度に関する規則98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 東京医科歯科大学「国立大学法人東京医科歯科大学テニュアトラック制度に関する規則」 
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４．沖縄科学技術大学院大学（OIST） 

(1) 教員・研究者の研究業績の評価について 

①教員・研究者の研究業績の評価方法 

a)OISTの特徴 

沖縄科学技術大学院大学（OIST）は、2012年に第一期生を受け入れた99、科学分野の 5年

一貫制博士課程を置く学際的な大学院大学100である。 

沖縄科学技術大学院大学学園法101に基づき日本政府の主導で創設され、私立学校法が定

める独立したガバナンスと内閣府からの補助金により、私立大学として運営されている102。 

「人類のための知の前進」をビジョンに掲げ、「世界最先端の学際的研究を行う機関」と

して「世界が認める大学院」の地位を確立することを目指すと同時に、沖縄におけるイノ

ベーションを促進する拠点としての役割を果たすことをミッションとしている103。 

教員と学生の比率を約 1：3とし104、教員と学生の半数以上を海外から採用し、教育と研

究は全て英語で行うことを他に無い特徴としており、2022年 1月時点で教員の 62％、学生

の 82％が外国人である105。 

8つの研究分野（物理学、化学、神経科学、海洋科学、環境・生態学、数学・計算科学、

分子・細胞・発生生物学、工学・応用科学）を定めているが、組織的に学際的な研究を促進

している106。さらに、各研究棟に様々な研究分野や設備を配置し、専門が異なる教員のオフ

ィスを隣り合わせにして、研究者同士が分野を超えて交流が図れるよう研究棟を設計して

おり、物理的な境界も取り払っている107。学生は、博士論文研究のテーマを選択する前に専

門分野外の研究室を少なくとも 1 つ含む複数の研究室で学ぶこととなっており108、科学技

術の異なる分野が交わる領域を探求することを奨励されている109。 

 
99 OIST パンフレット（標準版）「OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE 

UNIVERSITY 沖縄科学技術大学院大学」（2021 年 3 月） 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/brochure/OIST-

Standard-Brochure_20220117_ja.pdf 
100 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 
101 OIST ウェブサイト > OIST について > 学長 > 戦略計画 

https://www.oist.jp/ja/strategic-plan 
102 100 と同じ。 
103 100 と同じ。 
104 99 と同じ。 
105 100 と同じ。 
106 100 と同じ。 
107 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-

figures、 OIST パンフレット（標準版）「OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

GRADUATE UNIVERSITY 沖縄科学技術大学院大学」（2021 年 3 月） 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/brochure/OIST-

Standard-Brochure_20220117_ja.pdf 
108 99 と同じ。 
109 100 と同じ。 
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b)教員ハンドブック（Faculty Handbook）110 

OISTは、「教育（teaching）、研究（research）、任用（appointments）、昇進（promotion）、

及び統制（governance）を含む教員に関する方針（policies governing the faculty）」を

「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」に定めている。 

教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）111が、教員の任用及び昇進、給与（salary 

setting）、サバティカル（sabbaticals）、苦情（grievances）、並びにその他の教員に関す

る全般的な事項に関し、OISTの基本方針を実施する責務を負っている。 

 

c)研究資金配分の仕組み 

OISTでは、アソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors）及びアシスタント・

プロフェッサー（Assistant Professors）を含むすべての教員は、独立して研究ユニット

（Research Unit）を主宰しており112、ベースライン（baseline）の研究資金が、「承認され

た 5 年間の予算計画を基に分配され、実際の予算、及びユニットに生じた変更事情に合わ

せて、年度毎に調整」される。世界水準の研究者を招くために、「海外の一流大学に引けを

とらない給与、旅費、その他のベネフィットを提供する用意」があるとしている。113  

ベースライン（baseline）の研究資金はプロボスト（Provost）が所管しているが、それ

に加えて、技術移転セクション等が所管する学内の競争的研究資金がある114。 

 

○ハイトラスト・ファンディング・モデル 

OIST における学内研究資金の配分の特徴は、「ハイトラスト・ファンディング・モデル

（high-trust funding model）」に基づいている点である。ハイトラスト・ファンディング

は、事前に研究資金が提供され、事後に研究成果が専門家により厳正に審査（ピアレビュー）

される点が、従来型の研究資金配分・評価と異なっている。115  

 

 
110 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
111 各職名の役割については、「(2) 参考資料①ファクトシート g)組織 0 職名と役割」を参照。 
112 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-

figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST Facts and Figures 

https://www.oist.jp/facts-figures 
113 110 と同じ。 
114 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日）、OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月

29 日） 
115 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 、OIST Strategic Plan 2020-2030 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/ENG_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
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＊「ハイトラスト・ファンディング」については「OIST 戦略計画 2020-2030（OIST 

Strategic Plan 2020-2030）」p.105に以下の記述がある。 

このファンディング・モデルはあまり一般的ではないが、マックス・プランク学術振

興協会とその付属研究所、オーストリア科学技術研究所（ISTオーストリア）など、他

の権威ある機関でも採用されている。ハイトラスト・ファンディングが事前に提供さ

れ、事後に研究成果が専門家による厳正な審査（ピアレビュー）を受ける。このモデル

は、新しいアイデア・方法の探求を促すうえで非常に効率的である。特に対照的な従来

型の競争的助成金による資金モデルでは、適切な資金調達計画を見出しその申請書作

成に貴重な時間を割かれるのに加え、審査委員会元来の保守主義やリスク回避主義が

原因で、必ずしも大きなインパクトがもたらされないテーマが選ばれることが多い。 

 

d)採用審査対象の教員の評価方法 

◆ 対象116 

新規教員（full-time faculty）の任用対象は、専任教員（教授（Professors）、アソシ

エイト・プロフェッサー（Associate Professors）、アシスタント・プロフェッサー

（Assistant Professors）のいずれか）である。 

テニュア・トラックシステム（tenure-track system）により構成され、テニュアを獲得

すると、定年（70歳）退職までの雇用が保証される。アシスタント・プロフェッサーはテ

ニュア無しの職位（untenured position）で、アソシエイト・プロフェッサーとしての初

めての任用は通常、テニュア無しであるが、例外的な事情がある場合はテニュア付き

（tenured）となる。教授の職位は通常テニュア付きであることを意味するが、定年に達し

ている場合等テニュア無しの場合もある。 

 

◆ 採用指針117 

2017 年に行われた「研究展望委員会（Perspective Council）」（学外 6 名・学内 6 名で

構成。学外の 3か国のノーベル賞受賞者 4名を含む）の報告書が 2022年度までの採用戦略

の指針となっており、OISTの強みとなっている既存分野での採用を続ける一方、小規模ま

たは少数派の分野の拡大に努めてきている。 

 
116 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
117 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 、OIST Strategic Plan 2020-2030 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/ENG_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 詳細は「②教員・研究者個人の研究業績の評価と研究開

発機関／研究開発分野全体の研究力強化との関係 a)◆採用戦略の指針」参照。 
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この採用プログラムを 2022年度まで継続し、上記分野での質の高い人材採用を重視して

いく方針を採っている。分野の詳細な下位区分に注目するのではなく、学問の質と、提言

された幅広い分野間でのバランスを図ることが任用における選抜指針となっている。 

 

◆ 募集方法118 

上述した研究展望委員会（Perspective Council）の報告書を採用戦略の指針として、毎

年度、理事会が当該年度にどの分野で何人採用するかを決めて公募・採用する。毎年度 2-

3人～10-15人の教員を採用している。 

通常は広く公募するオープン・サーチを行う。求職活動していない特定の人を対象にター

ゲット・サーチを行うこともある。 

多様性を確保するために採用募集公告における用語遣いや掲載先については留意してお

り、広告は学内で十分に検討した上で作成される。例えば“excellent”という用語を用い

ると女性の応募者が減る傾向があるため避ける、女性研究者の目に留まりやすい媒体に広

告を掲載する、といった工夫をおこなっている。 

 

◆ 任用の審査・決定体制・プロセス 

1）任用審査 

採用審査は、教員採用審査委員会119（Faculty Search Committee）が行う。教員採用審

査委員会は、教授会（Faculty Assembly）のメンバー3～5名により構成され、メンバーと

議長（Chair）は教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）が任命する。学外のメ

ンバーを含めることができるが、議長は教授会のメンバーから選出される。上級幹部職

（Senior Level Executives）は、原則として教員採用審査委員会のメンバーにはならない。

120 

教員採用審査委員会は、通常、複数の分野のメンバーを含む形で設置され、任用・昇進

委員会121（Appointment and Promotion Committee）が、教員採用審査委員会が任用を推薦

する教員候補者がハンドブックに従って選考されたかを確認する。122 

 

 
118 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
119 現行の「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」では、「ファカルティ・サーチ・コミッテ

ィー」と英語をそのまま片仮名で表記しているが、次回改定時には日本語表記に変更予定の

ため、本稿では日本語表記としている。 
120 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
121 現行の「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」では、「アポイントメント＆プロモーショ

ン・コミッティー」と英語をそのまま片仮名で表記しているが、次回改定時には日本語表記

に変更予定のため、本稿では日本語表記としている。 
122 118 と同じ。 
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2）任用決定123 

教員採用審査員会の審査の結果は、任用・昇進委員会が審査を終えた後、任用の推薦に

関する文書（Appointment Papers）に取りまとめられ、議長からの送り状（cover letter 

from the Chair）を添えて教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）を通して学長

（President）に提出される。 

学長に提出された後のプロセスは以下の通りである。 

 

  テニュア付き（tenured）教員の場合 

1) 学長による審査（Review）。 

2) 学長が教員採用審査委員会の推薦に同意する場合、上述の書類に学長の送り状

（letter from the President）を添え、理事会（Board of Governors）に諮られ最

終承認（final approval）される。 

3) 学長が教員採用審査委員会の推薦に同意しない場合は、同委員会と解決方法を議論す

る。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための

会議を招集することができる。 

 

  テニュア無し（untenured）の教員の場合 

1) 学長による審査。 

2) 学長が教員採用審査委員会の推薦に同意する場合、任用の決定を理事会に報告する。 

3) 学長が教員採用審査委員会の推薦に同意しない場合は、同委員会と解決方法を議論す

る。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための

会議を招集することができる。 

 

◆ 任用評価（appointment evaluation）の目的124 

関連する広義での学術分野における評判及び潜在的な能力、並びに教育・指導の能力を

見定めること。 

 

◆ 任用基準（Criteria for New Appointment） 

第 1 の基準は、「当該個人の学識（scholarship）及び研究（research）が、その職位・

キャリア開発のレベルにおいて、世界中の同僚の中でも上位 5～10％以内に位置する（ranks 

among the top 5-10 percent in their world-wide cohort）こと」、第 2の基準は、「質の

高い授業を計画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴

 
123 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
124 123 と同じ。 
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（record of high quality teaching）」である。これまでに授業を本格的に担当した機会

がない者もいることから、教員採用審査委員会は、候補者が、OISTにおいて質の高い授業

担当者となる可能性を有するかを評価する。125 

分野によって基準を変えたりはしていない。学際的な研究を重視しているため、他分野

と協働できることは評価される。126 

 

◆ 特に若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目 

本調査の一環で行ったアンケート調査への回答において、特に若手の教員・研究者を採

用する際には、以下の評価項目を考慮すると回答があった。「◆任期なし（テニュア付き）

の研究者個人の業績評価項目」や「◆任期付き研究者個人の業績評価項目」では挙げられ

ていない「h-index」が含まれている。なお、h-indexは、若手の採用時だけでなく教授の

採用時にも参考にされる場合がある127。 

＊研究活動 

1.成果の学術的価値 

3.成果の国際水準 

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6.英語の論文・総説 

14.h-index 

＊教育活動・人材育成 

33.講義・演習担当数 

36.研究室・ゼミの学生の指導 

 

◆ 任用評価方法 

1）書類審査 

任用評価に当たって、教員採用審査委員会（Faculty Search Committee）は、全ての応

募者の書類を詳細に検討する128。 

 

2）学外評価者（書簡提供者）による評価 

書類で選定した後、教員採用審査委員会は、候補者の評判について、学外のアドバイザー

（external advisor(s)）から助言を求めたり、学外評価者（書簡提供者）（external 

 
125 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
126 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
127 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
128 126 と同じ。 



 

380 

 

reviewers (letter writers)）から書簡（letters）を集める129。 

学外評価者（書簡提供者）は、候補者の共著者（co-authors）や指導教員（mentors）、密

接な同僚（close working colleagues）であった者以外の者でなければならず、テニュア

無し（untenured）の職位に係る任用については 4 通、テニュア付き（tenured）の職位に

かかる任用については 8 通、学外評価者（書簡提供者）からの書簡を、最初に書簡を依頼

してから 2 カ月以内に収集することを目指すとしている。また、候補者本人が推薦した評

価者の数が半数を超えてはならないとしている。OISTでは、学外評価者（書簡提供者）か

らの書簡を、客観的な手続にとって必須と考えており、原則として候補者が推薦した評価

者からの書簡よりも重視している。130 

教員採用審査委員会が学外評価者（書簡提供者）の候補者をリストアップし、教員採用

事務担当が共著者等を調べて共著者（ただし共著から 5 年以上経っていれば可とする）や

指導教員、密接な同僚を除外し、教員採用審査委員会が地域やジェンダーのバランスに配

慮しながら決定する131。 

8人の学外評価者（書簡提供者）に同じ候補者を比較評価してもらうのではなく、候補者

毎に異なる 8 人の学外評価者（書簡提供者）を探す。面接対象者全員について探すため、

膨大な労力がかかるが、2018年 4月に米国のインターフォリオ社（Interfolio, INC.）の

教員採用アプリケーションシステムを導入132してから負荷が軽減されたと共に、機密書類

のメール添付送信が不要となり情報セキュリティも強化された133。 

学外評価者（書簡提供者）からの書簡を 8 通集めるのには時間がかかるため、他に獲ら

れてしまうことはあるものの、OISTでは、学外評価者（書簡提供者）からの書簡を重視し

ているため、これが短所とは捉えられていない。また、日本の大学ではあまり行われてい

ないが、米国等では標準的であるとのことである。134 

第 1 の任用基準である「当該個人の学識及び研究が、その職位・キャリア開発のレベル

において、世界中の同僚の中でも上位 5～10％以内に位置すること」については、何％に位

 
129 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
130 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 、OIST ヒアリング結果

（2022 年 3 月 29 日） 
131 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
132 インターフォリオ（Interfolio）：大学に対して教員の採用・評価・昇進・学術活動の追跡

のためのプロセスを合理化するソフトウェアを提供している米国ワシントン D.C.に本社を置

く企業（https://www.interfolio.com/）。OIST との契約金額は 20,755.00USD（2,222,238

円）（(出典)OIST「随意契約に係る情報の公表（物品役務等）2018 年度」）。 

https://www.oist.jp/sites/default/files/procurement/Negotiated%2Bcpntract_FY2019_Ap

r_Mar_0.pdf） 
133 131 と同じ。 
134 131 と同じ。 
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置するかを何らかの指標で測るというものではなく、学外評価者（書簡提供者）に記載を

求める項目に“上位 5～10％以内に位置するか”という項目があり、多くの学外評価者（書

簡提供者）がそのように評価しているかどうかで判断するものである。他に教育（teaching）

や指導（mentoring）に係る項目も設定されている。論文数や被引用数等は書類に記載され

ており（また、後述の通り h-index も参考とされる）、見ることは見るが重視はされない。

最も良い論文や印象的な論文の中身や学外評価者（書簡提供者）からの書簡が重視される。

学界での地位を十分に確立できていない若手には厳しいのではとの問いに対しては、年齢、

性別、国別等のバランスを考慮し採用活動を行っているため、若手にだけ厳しいとは言え

ない。135 

なお、学外評価者（書簡提供者）からの書簡のうち 25％以上の書簡が任用を推薦しない

場合、教員採用審査委員会が任用を推薦するためには別途正当な理由を必要とすると定め

られている136が、学外評価者（書簡提供者）からの書簡を収集する対象者は、多数の応募者

から絞り込まれた卓越した人々である137ため、通常そのような事は起こらない138。 

 

3）面接139 

面接対象者には、学生も含めて全学に公開で行う「セミナー」及び教員のみ参加できる

「チョーク・トーク（chalk talk）」で話をしてもらう。セミナーは 45分間で、専門でな

い人が聞いても分かるように話してもらい、1時間のチョーク・トークでは掘り下げた話を

してもらう。これらが面接の一部となっている。 

 

◆ 女性研究者の任用促進140 

多様性確保を確認するため、「①d)採用審査対象の教員の評価方法◆募集方法」に記載し

たように、採用募集広告における用語遣いや掲載先について工夫している他、選考の各ス

テージで女性の割合が確認され、女性が選ばれない場合には説明を義務付けている。 

また、OISTが選ばれるかどうかには家族の判断も大きいと考えており、配偶者やパート

ナーも沖縄県内で就職できるよう支援する等、家族の生活面を含めて支援している。 

 

 
135 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
136 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
137 「OIST 戦略計画 2020-2030」に「2019 年度は 10 名の教員募集に対して 1,500 件を超える応

募があった」との記載がある。（(出典)「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf） 
138 135 と同じ。 
139 135 と同じ。 
140 135 と同じ。 
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e)任期なし（テニュア付き）のアソシエイト・プロフェッサーの昇進審査（Promotion Review）

方法 

◆ 対象141 

任期なし（テニュア付き）のアソシエイト・プロフェッサー（tenured Associate 

Professors）。 

 

◆ 時期142 

任用の 4年目。特別な事情がある場合は早期の審査も認められる。 

 

◆ 昇進の審査・決定体制・プロセス 

1）昇進審査 

昇進審査は、個々の案件ごとに設置される非常設の昇進審査委員会143（Promotion Review 

Evaluation Committee (PREC)）が行う。昇進審査委員会は、教授会（Faculty Assembly）

のメンバー3～5 名により構成され、メンバーと議長（Chair）は教員担当学監（Dean of 

Faculty Affairs (DFA)）が任命する。学外アドバイザー（external advisors）を含める

ことができるが、議長は教授会のメンバーから選出される。144 

候補者と昇進審査委員会のメンバーとの間に、指導者又は共同研究者としての関係

（mentoring or collaborative relationship）がある場合は、議長からの送り状（cover 

letter from the Chair）で明確に公表されなければならないとしている145。 

なお、昇進審査は、学内の候補者の昇進可否を審査するものであり、教授ポストを学内

と学外で競うことは無い146。 

 

2）昇進決定 

昇進審査委員会の審査後のプロセスは、「①d)採用審査対象の教員の評価方法」に記載し

たテニュア付き教員の新規任用の場合と同じである。 

昇進審査委員会の審査の結果は、任用・昇進委員会147（Appointment and Promotion 

 
141 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
142 141 と同じ。 
143 現行の「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」では、「エバリュエーション・コミッテ

ィー」と英語をそのまま片仮名で表記しているが、次回改定時には日本語表記に変更予定の

ため、本稿では日本語表記としている。 
144 141 と同じ。 
145 141 と同じ。 
146 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
147 現行の「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」では、「アポイントメント＆プロモーショ

ン・コミッティー」と英語をそのまま片仮名で表記しているが、次回改定時には日本語表記

に変更予定のため、本稿では日本語表記としている。 
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Committee）が審査を終えた後、昇進審査に関する文書（Promotion Review papers）に取

りまとめられ、議長からの送り状（cover letter from the Chair）を添えて教員担当学監

（Dean of Faculty Affairs (DFA)）を通して学長（President）に提出される148。 

学長に提出された後のプロセスは以下の通りである149。 

 

1) 学長による審査（Review）。 

2) 学長が昇進審査委員会の推薦に同意する場合、上述の書類に学長の送り状（letter 

from the President）を添え、理事会（Board of Governors）に諮られ最終承認（final 

approval）される。 

3) 学長が昇進審査委員会の推薦に同意しない場合は、同委員会と解決方法を議論する。

必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための会議

を招集することができる。 

 

学長の承認後、理事会において、昇進の最終承認が行われる150。 

 

昇進審査委員会が昇進見送りの提案をし、学長がそれに同意した場合は、その旨を候補

者に通知し、理事会にも報告される。その場合、少なくとも 3 年は昇進審査を受けること

ができない。151 

 

◆ 昇進審査の基準（Criteria for Promotion） 

昇進の基準は、「①d)採用審査対象の教員の評価方法」に記載した教員の新規任用の場合

の 2 つの基準に、第 3 の基準として大学及び国際的な科学コミュニティへの寄与が加わっ

たものとなっている。また、第 2の基準「教育及びメンタリング（Teaching and mentoring）」

は、主に OISTにおける実績が評価される。 

第 1の基準は「学識（scholarship）」であり、「当該個人の学識及び研究（research）が、

その職位・キャリア開発のレベルにおいて、世界中の同僚の中でも上位 5～10％以内に位置

する（ranks among the top 5-10 percent in their world-wide cohort）こと」、第 2の

基準は「教育及びメンタリング（Teaching and mentoring）」であり、「質の高い授業を計

画し、実施していくことができることを明確に証明する、質の高い教育歴（record of high 

quality teaching）」、第 3の基準は「教員としての貢献（Academic Service）」であり、「学

内での委員会業務や教員としてその他の貢献を果たし最も広い意味で大学に寄与すること、

さらにカンファレンス組織委員会、編集委員会、ピアレビュー委員会などの業務を通じて

 
148 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
149 148 と同じ。 
150 148 と同じ。 
151 148 と同じ。 
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国際的な科学コミュニティに寄与すること」である152。 

基準間で決められた重み付けはないが、学識及び教育で卓越した成果があり、かつ第 3

の基準において少なくとも「良い」という評価でなければならず、教育または第 3 の基準

のいずれかの評価が「不十分である」場合、昇進は認められないと定めている153。 

 

◆ 任期なし（テニュア付き）の研究者個人の業績評価項目 

本調査の一環で行ったアンケート調査への回答において、任期なし（テニュア付き）の

研究者（教員だけではなく研究員・技術員も含む154）個人の業績評価（ただし教授への昇進

審査に限らず、通常の業績評価も含む）においては、次の項目を評価すると回答があった。 

＊研究活動 

1.成果の学術的価値 

3.成果の国際水準 

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

8. 国際共著論文 

19. 学会発表・講演 

22. 学会活動（役職等） 

23. 国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等） 

＊管理・運営 

30. 役職（学部長、学科長、内部委員等） 

31. 機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績 

＊教育活動・人材育成 

34. 学生による授業評価 

36. 研究室・ゼミの学生の指導 

41. 若手研究者の育成 

＊社会貢献活動 

44. 学外の審議会・委員会 

48. アウトリーチ活動（公開講座等） 

 

  

 
152 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
153 152 と同じ。 
154 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
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◆ 昇進審査方法 

昇進審査の方法は、第 1 基準の「学識」について学外評価者（書簡提供者）（external 

reviewers (letter writers)）からの書簡（letters）を収集する点（ただし 6通）及び学

外評価者（書簡提供者）からの書簡を最終評価において最も重視している点は「①d)採用

審査対象の教員の評価方法」と同じであるが、より多様な観点について、学内からの評価

も含めた多面的な評価が行われるものとなっている。 

 

1）第 1基準「学識」の評価方法155 

第 1 基準「学識」の評価は、学外評価者（書簡提供者）（external reviewers (letter 

writers)）からの書簡（letters）、選択された 3 つの論文の質、影響力（impact）及び独

創性（originality）に基づいて行われる。 

学外評価者（書簡提供者）は、候補者の共著者（co-authors）や指導教員（mentors）、密

接な同僚（close working colleagues）であった者以外の者でなければならず、昇進審査

委員会は 6 通の書簡を、最初に書簡を依頼してから 2 カ月以内に収集することを目指すと

している。また、候補者本人が推薦した評価者の数が半数を超えてはならないとしている

156。OIST では、学外評価者（書簡提供者）からの書簡が客観的な手続にとって必須と考え

られており、原則として候補者が推薦した評価者からの書簡よりも重視され、また最終評

価において最も重視されている。 

なお、学外評価者（書簡提供者）からの書簡のうち 25％以上の書簡が昇進を支持しない

場合、昇進は注意深く再考する必要があると定められている。 

 

2）第 2基準「教育及びメンタリング」の評価方法157 

第 2 基準「教育及びメンタリング」の評価では、学生、ポストドクトラル・スカラー

（postdoctoral scholars）、本学の教員による評価が重要視される。候補者は、履歴書（CV）

とアカデミック・サービス・レコード（Academic Service Record）の中に、自らの授業を

履修している学生からの客観的かつ関連性のあるフィードバックや、学生に対するメンタ

リングの実践例を提供することができるとし、研究科長（Dean of the Graduate School 

(DGS)）及びその他の教員は評価についての助言を求められることがあるとしている。 

 

 
155 特に明記した箇所以外、OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 

教員ハンドブック https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OIST ウェブサイト英語

版 > Policy Library > 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
156 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
157 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
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3）第 3基準「教員としての貢献」の評価方法158 

第 3基準「教員としての貢献」」の評価については、プロボスト（Provost）、教員担当学

監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）及び他の教員（委員会の議長など）が評価について

の助言を求められることがあると定めている。 

 

◆ アピール（不服申し立て）の手続き（Appeal Process）159 

昇進が不可となり、手続の間違いが存在したと思う教員は、昇進の不可の旨の通知を受

けた 10営業日以内に教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）に不服申し立てで

きると定められている。不服申し立ては、教員担当学監から速やかにプロボスト、研究担

当ディーン（Dean of Research (DR)）及び研究科長（Dean of the Graduate School (DGS)）

に委ねられ、テニュア付き教員から構成される特別なアピール・コミッティー（Appeal 

Committee）が設置される。 

不服申し立てにより、昇進審査の結果が再審査されることはないが、結果に影響を及ぼ

すような手続の間違い（正確な事実や基準が提示されなかったために結果に影響が出た、

間違った事実や基準が提示された、手続が適切に実施されなかった等）が無かったか、手

続きが適切に実施されたかが確認され、2カ月以内にアピール・コミッティーから候補者に

書面で通知される。 

アピール・コミッティーが手続の間違いがあると判断した場合、間違いを是正するため

の対応を勧告することができ、その措置を実行するか否かの判断には学長が責任を負う。 

 

 
158 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
159 158 と同じ。 
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f)任期付き（テニュア無し）の専任教員のテニュア審査（Tenure Review）方法 

◆ 対象160 

任期付き（テニュア無し（untenured））のアソシエイト・プロフェッサー（Associate 

Professors）及びアシスタント・プロフェッサー（Assistant Professors）。 

 

◆ 時期161 

任期付き（テニュア無し（untenured））のアソシエイト・プロフェッサー（Associate 

Professors）及びアシスタント・プロフェッサーの雇用契約期間の合計は、いかなる事情

があっても 10年を超えてはならず、以下の期間にテニュア審査を行わなければならないと

定められている。 

＊任期付き（テニュア無し）のアソシエイト・プロフェッサー・・契約開始から 4年目半

の日（3年半経過）までに開始し、5年目の終わりまでに完了しなければならない。 

＊アシスタント・プロフェッサー（全員テニュア無し）・・契約開始から 5 年目半の日（4

年半経過）までに開始し、6年目の終わりまでに完了しなければならない。 

 

◆ テニュア審査・決定体制・プロセス 

1）テニュア審査 

テニュア審査の体制は、「①d)採用審査対象の教員の評価方法」や「①e)任期なし（テニ

ュア付き）のアソシエイト・プロフェッサーの昇進審査（Promotion Review）方法」と異な

り、審査委員会に加えて、候補者の研究ユニット162の現地審査（on-site review）を行う学

外審査委員会（external review committee (ERC）)が設置され、より複眼的な審査が行わ

れる。 

テニュア審査は、個々の案件ごとに設置される非常設のテニュア審査委員会163（Tenure 

Review Evaluation Committee (TREC)）が行う。テニュア審査委員会のメンバーは、テニ

ュア審査を受ける候補者本人にメンバー候補になる教員について確認した後、3 名以上の

 
160 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 、OIST ヒアリング結果

（2022 年 3 月 29 日） 
161 160 と同じ。 
162 OIST では、アソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors）およびアシスタン

ト・プロフェッサー（Assistant Professors）を含むすべての教員は、独立して研究ユニッ

ト（Research Unit）を主宰している（(出典) OISTウェブサイト > OIST について > OIST

とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > 

OIST Facts and Figures https://www.oist.jp/facts-figures）。研究ユニットの詳細につ

いては、「(2) 参考資料①ファクトシート g)組織」を参照。 
163 現行の「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」では、「エバリュエーション・コミッテ

ィー」と英語をそのまま片仮名で表記しているが、次回改定時には日本語表記に変更予定の

ため、本稿では日本語表記としている。 
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学内の164教員を教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）が任命する。165 

また、研究ユニットを評価する（詳細後述）5名166の学外の専門家で構成される学外審査

167委員会（external review committee (ERC）)のメンバー1名（通常は同委員会議長）が

投票権を有しないメンバーとしてテニュア審査委員会に加わる168。 

候補者とテニュア審査委員会との間に、指導者又は共同研究者としての関係（mentoring 

or collaborative relationship）がある場合は、議長からの送り状（cover letter from 

the Chair）で明確に公表されなければならないとしている169。 

 

2）テニュア付与決定 

テニュア審査委員会の審査後のプロセスは、「①d)採用審査対象の教員の評価方法」に記

載したテニュア付き教員の新規任用の場合及び「①e)任期なし（テニュア付き）のアソシ

エイト・プロフェッサーの昇進審査（Promotion Review）方法」と同じである。 

テニュア審査委員会の審査の結果は、任用・昇進委員会170（Appointment and Promotion 

Committee）が審査を終えた後、テニュア審査に関する文書（Tenure Review papers）に取

りまとめられ、議長からの送り状（cover letter from the Chair）を添えて教員担当学監

（Dean of Faculty Affairs (DFA)）を通して学長（President）に提出される171。 

学長に提出された後のプロセスは以下の通りである172。 

 

1) 学長による審査（Review）。 

2) 学長がテニュア審査委員会の推薦に同意する場合、上述の書類に学長の送り状

（letter from the President）を添え、理事会（Board of Governors）に諮られ最

終承認（final approval）される。 

3) 学長がテニュア審査委員会の推薦に同意しない場合は、同委員会と解決方法を議論す

る。必要であれば、学長は自身の判断に資するため、候補者の評価を別途行うための

会議を招集することができる。 

 
164 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
165 特に明記した箇所以外、OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 

教員ハンドブック https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OIST ウェブサイト英語

版 > Policy Library > 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
166 164 と同じ。 
167 164 と同じ。 
168 165 と同じ。 
169 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
170 現行の「教員ハンドブック（Faculty Handbook）」では、「アポイントメント＆プロモーショ

ン・コミッティー」と英語をそのまま片仮名で表記しているが、次回改定時には日本語表記

に変更予定のため、本稿では日本語表記としている。 
171 169 と同じ。 
172 169 と同じ。 
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学長の承認後、理事会において、テニュア付与の最終承認が行われる173。 

 

テニュア審査委員会がテニュア付与を支持せず、学長がそれに同意した場合は、その旨

を候補者に通知し、理事会にも報告される174。 

 

◆ テニュア審査の目的175 

関連する学術分野における現在の能力及び潜在的な能力、教育・指導の質、並びに大学

行政・地域への貢献の妥当性を見定めること。 

 

◆ テニュアの基準（Criteria for Tenure） 

テニュア付与に際しての基準は、「①e)任期なし（テニュア付き）のアソシエイト・プロ

フェッサーの昇進審査（Promotion Review）方法」における 3つの基準と項目建ては同じ

であるが、第 1 基準の「学識（scholarship）」に関して、世界中の同僚の中での位置につ

いて明確な数値は書かれておらず「最高レベル（within the top echelon）」と定められて

いることと、第 3の基準が補助的な基準となっていることが異なっている。 

OISTは、教員のテニュア審査にあたり、学識が深く教育能力が高いことを第一の要素と

しており、学識において卓越していることを特に重視している。これは、教育を担当する

者がその分野の第一線で研究を行っていることが OISTの強みであり、その使命を支えてい

るとしているためである。176 

また、テニュア付与は、OIST在学期間のみならずキャリア全体における実績に基づいて

判断すると定められている177。 

 

第 1の基準は「学識（scholarship）」であり、「当該個人の学識及び研究（research）が

真に卓越しており、世界中の同僚の中でも最高レベルの成果を出している（has achieved 

high levels of distinction in scholarship and research that places them within 

the top echelon of their international peer group）こと」、第 2の基準は「教育及び

メンタリング（Teaching and mentoring）」であり、「質の高い授業を計画し、実施してい

くことができることを明確に証明する、質の高い教育歴（record of high quality 

teaching）」である178。 

 
173 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
174 173 と同じ。 
175 173 と同じ。 
176 173 と同じ。 
177 173 と同じ。 
178 173 と同じ。 
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第 3の基準については、大学行政への貢献（service to the University）が、テニュア

付与の決定に「関係することも」あるが、大学行政の貢献が「模範的であったとしても、評

価において、学識又は教育能力が大幅に不足する場合を補うことはできません」と定めら

れており179、補助的な基準となっている。 

 

◆ 任期付き研究者個人の業績評価項目 

本調査の一環で行ったアンケート調査への回答において、任期付きテニュアトラックの

研究者個人の業績評価（ただしテニュア審査に限らない）においては、次の項目を評価す

ると回答があった。「①教員・研究者の研究業績の評価方法 e)任期なし（テニュア付き）の

アソシエイト・プロフェッサーの昇進審査（Promotion Review）方法」で記載した「◆任期

なし（テニュア付き）の研究者個人の業績評価項目」と回答は同じである。 

＊研究活動 

1.成果の学術的価値 

3.成果の国際水準 

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

8. 国際共著論文 

19. 学会発表・講演 

22. 学会活動（役職等） 

23. 国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等） 

＊管理・運営 

30. 役職（学部長、学科長、内部委員等） 

31. 機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績 

＊教育活動・人材育成 

34. 学生による授業評価 

36. 研究室・ゼミの学生の指導 

41. 若手研究者の育成 

＊社会貢献活動 

44. 学外の審議会・委員会 

48. アウトリーチ活動（公開講座等） 

 

  

 
179 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
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◆ テニュア審査方法 

テニュア審査における第 1基準の「学識」についての審査は、学外評価者（書簡提供者）

（external reviewers (letter writers)）から 8通の書簡（letters）を収集するが、「①

d)採用審査対象の教員の評価方法」や「①e)任期なし（テニュア付き）のアソシエイト・プ

ロフェッサーの昇進審査（Promotion Review）方法」と異なり、それに加えて 5名の学外

の専門家で構成される学外審査委員会（external review committee (ERC）)が候補者の研

究ユニットの現地審査（on-site review）も行うこと180が定められており、より複眼的な

評価方法が採られている。また、学外評価者（書簡提供者）からの書簡のうち 25％以上の

書簡がテニュアを支持しない場合、テニュア付与は見送ると定められている。 

 

1）第 1基準「学識」の評価方法181 

第 1 基準「学識」の評価では、5 名の182学外の専門家で構成される学外審査183委員会

（external review committee (ERC）)が、候補者の研究ユニット184の現地審査（on-site 

review）を行い、委員会としてのレポートを作成する185。学外審査委員会議長以外の186学外

審査委員のうち187少なくとも 3名は、後述する書簡も、それぞれ個別に提出する。（学外審

査委員会議長は、書簡は提出せず、3名以上の学内教員で構成されるテニュア審査委員会に

投票権を有しないメンバーとして加わり、書簡を分析する188。） 

また、テニュア審査委員会は 8 通の学外評価者（書簡提供者）（external reviewers 

(letter writers)）からの書簡を、テニュア審査開始日から 4カ月以内に収集することを

目指すとしており、そのうち少なくとも 3 通は研究ユニットの現地審査を行った学外審査

委員のうち学外審査委員会議長以外の1893名からの書簡とするとしている。また、8通のう

ち候補者本人が推薦した評価者の数が半数を超えてはならないとしている190。 

 
180 2020 年度からは新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、現地訪問ではなく

オンライン審査としている。 
181 特に明記した箇所以外、OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 

教員ハンドブック https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OIST ウェブサイト英語

版 > Policy Library > 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
182 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
183 182 と同じ。 
184 OIST では、アソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors）およびアシスタン

ト・プロフェッサー（Assistant Professors）を含むすべての教員は、独立して研究ユニッ

ト（Research Unit）を主宰している（(出典) OISTウェブサイト > OIST について > OIST

とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > 

OIST Facts and Figures https://www.oist.jp/facts-figures）。研究ユニットの詳細につ

いては、「(2) 参考資料①ファクトシート g)組織」を参照。 
185 182 と同じ。 
186 182 と同じ。 
187 182 と同じ。 
188 182 と同じ。 
189 182 と同じ。 
190 182 と同じ。 
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OISTでは、学外評価者（書簡提供者）からの書簡が客観的な手続にとって必須と考えら

れており、また最終評価において最も重視されており、原則として候補者が推薦した評価

者からの書簡よりも重視している191。 

学外評価者（書簡提供者）は、候補者の共著者（co-authors）や指導教員（mentors）、密

接な同僚（close working colleagues）であった者以外の者でなければならないと定めら

れている。 

なお、学外評価者（書簡提供者）からの書簡のうち 25％以上の書簡がテニュアを支持し

ない場合、テニュア付与は見送ると定められている。 

 

2）第 2基準「教育及びメンタリング」の評価方法192 

第 2基準「教育及びメンタリング」の評価では、授業内容（teaching）、ローテーション

中の学生の指導（rotation supervision）、メンターとしての役割（mentoring roles）の

評価について、研究科長（Dean of the Graduate School (DGS)）からの書簡（letter）が

必要と定められている。 

 

3）第 3基準「教員としての貢献」の評価方法193 

第 3 基準については、テニュア審査委員会が大学行政への貢献（service to the 

University）に関するデータを分析すると書かれているものの、本基準は、テニュア付与

の決定に「関係することも」あるが、大学行政の貢献が「模範的であったとしても、評価に

おいて、学識又は教育能力が大幅に不足する場合を補うことはできません」と定められて

おり、評価方法に関するこれ以上の言及は無い。 

 

◆ テニュア審査前のプロセス 

テニュア審査は、いきなり行われるのではなく、その前に、メンターや教員担当学監（Dean 

of Faculty Affairs (DFA)）による面談が行われ、進捗状況が確認され、アドバイスが提

供される194。 

具体的には、任期付き（テニュア無し（untenured））のアソシエイト・プロフェッサー

（Associate Professors）及びアシスタント・プロフェッサー（Assistant Professors）

 
191 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
192 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
193 192 と同じ。 
194 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 、OIST ヒアリング・意

見交換等結果（2022 年 3 月 10 日） 
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については、契約初年度にメンター（Mentor）が任命される195。 

そして、3年目の終わりに、アソシエイト・プロフェッサー及びアシスタント・プロフェ

ッサーが、任用後又は任用前の研究実績の要点をまとめた研究概要（outline of research）

及び今後 5年間の研究計画概要（outline of research plan）（各１ページ）を教員担当学

監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）に提出すると、教員担当学監からメンター及び教員

担当学監が任命した別のテニュア付教員にそれが送付され、その 2 名の教員との面談が行

われる。面談後、2名の教員から、アソシエイト・プロフェッサーまたはアシスタント・プ

ロフェッサーのテニュア審査への進捗（readiness for the tenure review）についての状

況報告レポート（status report）が教員担当学監に提出され、その後、教員担当学監と進

捗状況についての面談（status meeting）が行われる。196 

 

◆ テニュア審査結果の反映197 

テニュア審査において、原則アソシエイト・プロフェッサーは 1 回目の審査で、合否が

決定される。アシスタント・プロフェッサーにおいては、新旧両方のテニュア審査システ

ムによって違いはあるが、新システムの場合、1 回目の審査で、テニュアが付与されなかっ

た場合でも、「条件を満たす（Satisfactory）」と評価された場合は、テニュア無しのアシス

タント・プロフェッサーに昇進し、8年目に 2回目のテニュア審査を受けることができる。 

テニュア審査の結果、不合格（Unsuccessful）となった場合、契約の任期満了日又はテ

ニュア審査結果を通知した日から１年後のどちらか遅い期日に契約が終了する。したがっ

て、テニュア付与が認められなかった候補者は、プロボスト（Provost）及び教員担当学監

（Dean of Faculty Affairs (DFA)）と連携して、適切に移行するための準備（学生が執筆

中の博士論文の仕上げ、更新任期制職員の異動、単任期制職員やポストドクトルスカラー

の契約終了手続き等）を進めなければならないと定められている。 

 

◆ アピール（不服申し立て）の手続き（Appeal Process） 

不服申し立ての手続きは、「①e)任期なし（テニュア付き）のアソシエイト・プロフェッ

サーの昇進審査（Promotion Review）方法」の場合と同じである。 

テニュア付与が不可となり、手続の間違いが存在したと思う教員は、テニュアの不可の

旨の通知を受けた 10 営業日以内に教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）に不

服申し立てできると定められている。不服申し立ては、教員担当学監から速やかにプロボ

スト、研究担当ディーン（Dean of Research (DR)）及び研究科長（Dean of the Graduate 

 
195 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
196 195 と同じ。 
197 195 と同じ。 
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School (DGS)）に委ねられ、テニュア付き教員から構成される特別なアピール・コミッテ

ィー（Appeal Committee）が設置される。198 

不服申し立てにより、テニュア審査の結果が再審査されることはないが、結果に影響を

及ぼすような手続の間違い（正確な事実や基準が提示されなかったために結果に影響が出

た、間違った事実や基準が提示された、手続が適切に実施されなかった等）が無かったか、

手続きが適切に実施されたかが確認され、2カ月以内にアピール・コミッティーから候補者

に書面で通知される199。 

アピール・コミッティーが手続の間違いがあると判断した場合、間違いを是正するため

の対応を勧告することができ、その措置を実行するか否かの判断には学長が責任を負う200。

テニュア審査が再度行われた実績はある201。 

 

 

 
198 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
199 198 と同じ。 
200 198 と同じ。 
201 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
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g)教員の年間業績評価（Faculty Annual Performance Appraisal）の方法 

◆ 対象202 

原則全ての専任教員（教授、アソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors）、

アシスタント・プロフェッサー（Assistant Professors）のいずれか）。 

但し、定年に達した専任教員及び兼任教員（アジャンクト）については、年間業績を記

載したサマリーフォームの提出は必須だが、年間業績評価の面談は任意としている。 

 

◆ 時期203 

毎年度 1回 

 

◆ 評価体制204 

教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）が面談して評価する。 

 

◆ 評価の観点205 

＊教育（teaching） 

＊研究（research） 

＊研究指導（mentoring） 

＊大学行政への貢献（university service） 

＊資金獲得（特に外部資金）（grants received (especially external grants)） 

＊教員の義務（faculty obligations） 

＊その他（研究データアーカイブ、学術機関レポジトリ等）206 

 

◆ 評価方法 

上記の観点について前年度の業績を評価する207。評価に利用する資料は、各教員が作成

する自身のサマリーフォーム（A4で 1～2ぺージ程度で、上記の観点（項目）をまとめたフ

ォーム）208及び研究ユニット209に関する年次報告（annual report for the unit）（論文発

 
202 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日） 
203 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
204 203 と同じ。 
205 特に明記した箇所以外、203 と同じ。 
206 202 と同じ。 
207 203 と同じ。 
208 202 と同じ。 
209 OIST では、准教授（Associate Professors）およびアシスタント・プロフェッサー

（Assistant Professors）を含むすべての教員は、独立して研究ユニット（Research Unit）

を主宰している（(出典) OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは 

https://www.oist.jp/ja/facts-figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST 
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表状況を含む。OISTのウェブサイトに掲載・公開されている。次ページ以降に例を掲載）、

学生による授業アンケート結果や研究指導（mentoring）の状況も含めた研究科長（Dean of 

the Graduate School (DGS)）による教育等についての評価結果である210。 

 

教員担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）は毎年度 1回、教員と面談する。面談

は、前年度の業績を評価する機会であると共に、研究ユニットのマネージメントについて

教員が支援（help）や意見（feedback）を求める特別な機会と位置付けられている。必要に

応じ、翌年の目標設定や業績向上のためのアクションプランを立てる機会にもなっている。

211 面談は、特に任期付き（テニュア無し（untenured））のアソシエイト・プロフェッサー

（Associate Professors）やアシスタント・プロフェッサー（Assistant Professors）に

は有用であり、「①f)任期付き（テニュア無し）の専任教員のテニュア審査（Tenure Review）

方法◆テニュア審査前のプロセス」に記載した、メンターから指導を受けているか、メン

ターやもう一人のテニュア付き教員による面談を受けたかを確認し、研究ユニットをどう

運営する必要があるかを助言するなどして、テニュア審査に向けた準備となっている212。 

2018年 4月に教員採用のために導入した米国のインターフォリオ社（Interfolio, INC.）

のアプリケーションシステムを、2021年度からは教員のテニュア審査及び昇進審査、年間

業績評価にも活用している213。 

 

◆ 評価結果の反映先 

年間業績の評価が「満足のいくもの（Satisfactory）」であった場合、OISTの予算状況に

鑑みて、その年俸が増額される「場合がある」214と定められているが、毎年の面談は、進捗

状況を確認して助言したり、意見交換したりなど教員及び研究ユニット長としての責務を

果たしているかを確認するものであり、米国の大学における学部長（department chair）

による毎年の評価でしばしば行われる点数付けや段階評価をするようなものではなく、条

件を満たしていれば最低限の昇給は行われる。215 

 

  

 
Facts and Figures https://www.oist.jp/facts-figures）。研究ユニットの詳細について

は、「(2) 参考資料①ファクトシート g)組織」を参照。 
210 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
211 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
212 210 と同じ。 
213 210 と同じ。 
214 211 と同じ。 
215 210 と同じ。 
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図表 IV-21 研究ユニットのウェブサイトに掲載されている年次報告(例) 

（トーマス・ブッシュ教授（Professor Thomas Busch））（抜粋） 
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（中略） 
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(出典)OIST ウェブサイト > 研究 > 教員・ユニット一覧 > 量子システム研究ユニット > 年次報告 > 

2020 年度 https://groups.oist.jp/ja/qsu/fy2020-annual-report 
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h)研究ユニット（Research Unit）の評価（Evaluation） 

◆ 研究ユニットの概要 

OISTでは、教授 (Professor)、アソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors）

及びアシスタント・プロフェッサー（Assistant Professors）を含むすべての教員が独立

して研究ユニット（Research Unit）を主宰しており、2022年 1月時点で研究ユニットが

84ある216。 

「研究ユニット」は、スタッフ・サイエンティスト（Staff Scientists）、リサーチ・

スペシャリスト（Research Specialists）、技術員（Technicians）、ポストドクトラル・

スカラー（Postdoctoral Scholars）を任期制で任用することができる。研究ユニットの

事務を担当する職員（Administrative personnel）も任用できる。217 

研究ユニット間で共同研究は行われるが、そのために別のグループを形成することはな

い218。 

 

◆ 対象219 

○テニュア付き教授 

○テニュア付きアソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors） 

○アジャンクト・プロフェッサー（adjunct faculty）。 

※ テニュア無しアソシエイト・プロフェッサー、アシスタント・プロフェッサー

（Assistant Professors）（全員テニュア無し）は、テニュア審査の一環で、学外審査

委員会（external review committee (ERC）)により、研究ユニットの評価を受ける（「①

f)任期付き（テニュア無し）の専任教員のテニュア審査（Tenure Review）方法」参照）。

通常の 5 年に 1 回の研究ユニット評価は受けない。 

 

◆ 時期220 

原則 5年に 1回。 

 

 
216 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-

figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST Facts and Figures 

https://www.oist.jp/facts-figures 
217 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
218 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
219 217 と同じ、OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29日）。なお、教員の種別及び種別ごとの

テニュア有無については、「(1) ①d)採用審査対象の教員の評価方法◆対象」を参照。 
220 217 と同じ。 
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◆ 評価目的221 

学内研究資金の配分。 

 

◆ 評価体制222 

学外の専門家で構成される学外審査委員会（External Review Committee）により評価さ

れる。 

 

◆ 評価基準・評価方法 

学外審査委員会による研究進捗評価（progress review）において研究実績が世界で上位

5％以内（Outstanding）か、10％以内（Excellent）、15％以内（Good）、25％以内（Satisfactory）

か等が判断される223。 

外部資金の獲得は奨励されており、獲得状況は参考資料として学外審査委員会に提出さ

れるが、現時点で研究ユニットの評価項目には含まれていない224。 

研究ユニットの評価結果は、審査を受けた教員にも通知され、委員会メンバー及び教員

担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)）、プロボスト（Provost）、学長（President）

の限られたメンバーに共有される225。 

 

◆ 評価結果の反映先226 

研究進捗評価（progress review）においてベースラインの研究資金が審査され、評価結

果を踏まえ、毎年度学内での予算調整の上227、承認された予算が配分される。研究資金は、

テニュア付き教員であっても保証されるわけではなく、5年に一度、その配分を巡って評価

を受ける仕組みとなっている。テニュア付き専任教員の場合は、定年までの雇用は保証さ

れるが、評価結果により、予算の増減やプロジェクトの方向性変更等が助言される場合も

ある228。 

また、学外審査委員会において、研究が概ね良好（mostly positive）と評価された教員

は、学長（President）と給与（salary）の交渉をすることができると定められている。 
 

 
221 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
222 221 と同じ。 
223 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日）、OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月

29 日） 
224 223 と同じ。 
225 OIST ヒアリング結果（2022 年 3 月 29 日）。 
226 特に明記した箇所以外、OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 

教員ハンドブック https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OIST ウェブサイト英語

版 > Policy Library > 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
227 225 と同じ。 
228 223 と同じ。 
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②教員・研究者個人の研究業績の評価と研究開発機関／研究開発分野全体の研究力強化

との関係 

a)大学全体の研究力強化に向けた教員の採用審査 

OISTでは、研究分野（Fields of Research）として 8分野を定めており229230、学外 6名・

学内 6 名（学外 3 か国のノーベル賞受賞者 4 名を含む）の委員会の報告書をふまえて、強

みとなっている既存分野での採用を続ける一方、小規模または少数派の分野の拡大に努め、

分野間でのバランスを図ることを 2022年度までの 5年間の採用戦略の指針として231、毎年

度理事会でどの分野で何人採用するかを決めて公募・採用する232ことにより、大学全体で

バランスのとれた研究力の強化を図っている。 

 

◆ 採用戦略の指針233 

2017 年に行われた「研究展望委員会（Perspective Council）」（学外 6 名・学内 6 名で

構成。学外の 3 か国のノーベル賞受賞者 4 名を含む）が OIST の研究プログラムを評価し、

OISTの強みと弱みを指摘した報告書が 2022年度までの採用戦略の指針となっている。 

図表 IV-22 研究展望委員会名簿 

 
(注)＊を付した人はノーベル賞受賞者。 

(出典)「OIST 戦略計画 2020-2030」 
 

 
229 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-

figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST Facts and Figures 

https://www.oist.jp/facts-figures 
230 詳細は「(2) 参考資料①ファクトシート g)組織」を参照。 
231 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 、OIST Strategic Plan 2020-2030 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/ENG_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
232 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
233 231 と同じ。 
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具体的には、OISTの手掛ける 8つの研究分野（Fields of Research）のうち、強みとな

っている既存分野（例えば神経科学や物理学）での採用を続ける一方、小規模または少数

派の分野（例：海洋科学・数学・コンピューターサイエンス・化学・エンジニアリング）の

拡大に努めてきている。 

この採用プログラムを 2022年度まで継続し、上記分野での質の高い人材採用を重視して

いく方針を採っている。分野の詳細な下位区分に注目するのではなく、学問の質と、提言

された幅広い分野間でのバランスを図ることが任用における選抜指針となっている。また、

国際的評価が高いベテラン教員、より多くの女性教員、重要な実績を残し各分野で世界的

なリーダーになる資質を示す若手研究者を取り交ぜて採用することを目指している。 

 

2023年度からの 5年間の採用戦略については、その策定のために新たな外部評価を 2022

年度までに開始することが予定されており、その次の 2028 年度から 2032 年に向けた 5 年

間の採用戦略も同様のプロセスを経て 2027年頃に立案される予定である。 

 

◆ 毎年度の募集・採用対象234 

上述した研究展望委員会の報告書を採用戦略の指針として、毎年度、理事会が当該年度

にどの分野で何人採用するかを決めて公募・採用する。毎年度 2-3 人～10-15 人の教員を

採用している。これにより、大学全体のバランスのとれた研究力の強化を図っている。 

 

 
 

 
234 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日） 
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(2) 参考資料 

①ファクトシート 

a)機関名235 

沖縄科学技術大学院大学 

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) 

 

b)設立年・目的 

創設は、2009年に沖縄科学技術大学院大学学園法の国会での可決を受けて開始236。 

第一期生を 2012年に受け入れた237。 

＊科学分野の 5年一貫制博士課程を置く学際的な大学院大学238。 

＊設立目的：沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図

り、もって沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技術の発展に寄与することを

目的とする239。 

＊国内外から優れた研究者を集めて質の高い研究を行い、世界レベルの研究拠点の形成

を推進し、沖縄における技術移転およびイノベーションを促進する知的クラスターの

核となることを通して、世界の科学技術へ寄与するために日本政府の主導により創設

された240。 

 

c)日本で比類なき特徴（Unique in Japan）241 

1. 教員と学生の半数以上を海外から採用し、教育と研究は全て英語で行います。 

2. 学部を持たず、博士課程コースも一分野に限定されません。各研究棟にさま

ざまな研究分野や設備を配置することにより、建物および学内組織において

も学際的な研究を促進しています。 

 
235 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-

figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST Facts and Figures 

https://www.oist.jp/facts-figures 
236 OIST ウェブサイト > OIST について > 学長 > 戦略計画 

https://www.oist.jp/ja/strategic-plan 
237 OIST パンフレット（標準版）「OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE 

UNIVERSITY 沖縄科学技術大学院大学」（2021 年 3 月） 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/brochure/OIST-

Standard-Brochure_20220117_ja.pdf 
238 235 と同じ。下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
239 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
240 238 と同じ。 
241 特に明記した箇所以外、238 と同じ。 
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<関連して OISTパンフレット（標準版）に以下の記載がある>242 

＊物理的な境界をとりはらい、研究者同士が分野を超えて交流が図れるよう研究棟

が設計されています。例えば、数学や生態学、化学といった専門が異なる教員が

オフィスを隣り合わせに備えています。 

＊学生は博士論文研究のテーマを選択する前に専門分野外の研究室を少なくとも 1

つ含む複数の研究室で学び、幅広い知識を身につけます。 

<関連して OISTウェブサイトに以下の記載がある>243 

＊博士課程の学生には、科学技術の異なる分野が交わる領域を探求することを奨励

しています。 

<関連して「OIST 戦略計画 2020-2030」に以下の図がある>244 

図表 IV-23 研究棟の管理体制と研究テーマの関係 

 

黒い楕円で表した各研究棟には複数の分野（図では 5 分野）の約 20 の教員ユニ

ットと棟ごとの管理部門が収容されている。図上方の二つのテーマが研究棟内また

は棟の枠を越えて各研究ユニットを結び付けている。キャンパス全体で特定の研究

トピックに関心を持つ複数のユニットによってテーマが絶えず変化しながら生まれ

る一方で、管理支援はユニットにより提供される。 

 

 
242 OIST パンフレット（標準版）「OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE 

UNIVERSITY 沖縄科学技術大学院大学」（2021 年 3 月） 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/brochure/OIST-

Standard-Brochure_20220117_ja.pdf 下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)に

よる。 
243 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 

下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
244 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
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3. アソシエイト・プロフェッサー（Associate Professors）およびアシスタン

ト・プロフェッサー（Assistant Professors）を含むすべての教員は、独立

して研究ユニット（Research Unit）を主宰し、自らの研究課題に責任を持ち

ます。 

4. 私立学校法が定める独立したガバナンスと内閣府からの補助金により、ノー

ベル賞受賞者や世界の科学・ビジネス・教育のリーダーで構成される理事会

の管理の下、私立大学として運営されています。また評議員会も大学幹部に

さらに広範な国内外の視野を提供しています。 

 

d)基本理念（Guiding Principles）245 

1. 世界が認める大学院（Globally Recognized）：人類に恩恵をもたらす、世界最

先端の学際的研究を行う機関としての地位を確立することを目指す。 

2. 選ばれるパートナー（Destination of Choice）：効率的な事務部門の支援の上

に、科学と教育を結びつけて、イノベーションと起業家精神を涵養し、研究・

学習・共同活動の目的地となることを目指す。 

3. 選ばれる目的地（Partner of Choice）：沖縄でのイノベーションの実現にとっ

て最適なパートナーとなり、触媒としての役割を果たすことで、経済成長と持

続可能な利益を促進し、日本及び国際社会にとって重要な問題に対応するた

めの役割を果たすことを目指す。 

 

e)ビジョン・重視する価値・ミッション（Vision, Values, and Mission）246 

1. 本学のビジョン（Our Vision）：人類のための知の前進（The advancement of 

knowledge for the benefit of humanity） 

2. 本学が重視する価値（Our Values）：卓越性・他者の尊重・責任感・透明性・

持続可能性・多様性・勇気・自由、これらが本学の全ての行動の基盤となる（We 

abide by a core set of values that underpin everything that we do: 

Excellence, Respectfulness, Responsibility, Transparency, 

Sustainability, Diversity, Courage and Freedom.） 

3. 本学のミッション（Our Mission）：先駆的大学院大学として、科学的知見の最

先端を切り拓く研究を行い、次世代の科学研究をリードする研究者を育て、沖

縄におけるイノベーションを促進する拠点としての役割を果たす。 
 

 
245 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-

figures 、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST Facts and Figures 

https://www.oist.jp/facts-figures 下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)に

よる。 
246 245 と同じ。 
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f)その他大学の特長247 

＊教員が助成金の獲得に奔走せず研究に集中できるよう十分な研究費が確保されていま

す。 

＊教員と学生の比率を約 1：3としているため、教員による個別指導や最先端の研究機器

の利用において比類なき環境にあります。 

＊本学は「オープンドア」、つまり「開かれた大学」を理念としており、いつでも自由に

訪れることができます。キャンパスは地元沖縄の方々のものです。 

 

g)組織248 

学部は無く、5年一貫制の博士課程 1研究科が設置されている。 

8つの研究分野（Fields of Research）を定めている。 

・物理学（Physics） 

・化学（Chemistry） 

・神経科学（Neuroscience） 

・海洋科学（Marine Science） 

・環境・生態学（Environmental and Ecological Sciences） 

・数学・計算科学（Mathematical and Computational Sciences） 

・分子・細胞・発生生物学（Molecular, Cellular, and Developmental Biology） 

・工学・応用科学（Engineering and Applied Science） 

「c)日本で比類なき特徴（Unique in Japan）」に記載の通り、アソシエイト・プロフェ

ッサー（Associate Professors）およびアシスタント・プロフェッサー（Assistant 

Professors）を含むすべての教員が独立して「研究ユニット（Research Unit）」を主宰し

ており、2022年 1月時点で研究ユニットが 84 ある。 

「研究ユニット」は、スタッフ・サイエンティスト（Staff Scientists）、リサーチ・

スペシャリスト（Research Specialists）、技術員（Technicians）、ポストドクトラル・

スカラー（Postdoctoral Scholars）を任期制で任用することができる。研究ユニットの

事務を担当する職員（Administrative personnel）も任用できる。249 
 

 
247 OIST パンフレット（標準版）「OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY GRADUATE 

UNIVERSITY 沖縄科学技術大学院大学」（2021 年 3 月） 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/brochure/OIST-

Standard-Brochure_20220117_ja.pdf 下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)に

よる。 
248 特に明記した箇所以外、OIST ウェブサイト > OISTについて > OIST とは 

https://www.oist.jp/ja/facts-figures、OIST ウェブサイト英語版 > About > OIST Facts 

and Figures https://www.oist.jp/facts-figures 
249 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 03. 教員ハンドブック 

https://www.oist.jp/ja/policy-library/3 、OISTウェブサイト英語版 > Policy Library 

> 03. Faculty Handbook https://www.oist.jp/policy-library/3 
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◆ 教員数、職員数、学生数（2022 年 1 月時点）250 

教員    84人 

職員      960人 

学生（博士課程） 255人 

図表 IV-24 OIST の職種別教職員数（2022 年 1 月時点） 

 1,044名／59ヶ国・地域 

 

(出典)OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 

図表 IV-25 OIST の博士課程学生数（2022 年 1 月時点） 

 255名／50ヶ国・地域 

 

(出典)OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 

図表 IV-26 OIST の博士課程学生の出身地分布（2022 年 1 月時点） 

 
(出典)OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 
 

 
250 OIST ウェブサイト > OIST について > OIST とは https://www.oist.jp/ja/facts-figures 
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◆ 組織図 

図表 IV-27 OIST の組織図（2021 年 11 月 1 日時点） 

 
(出典)OIST ウェブサイト > OIST について > 組織 https://www.oist.jp/ja/organigram 
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図表 IV-28 OIST の組織図（英語版）（2021 年 11 月 1 日時点） 

 

(出典)OIST ウェブサイト英語版 > About > Organization > Organigram  

https://www.oist.jp/organigram 
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◆ 職名と役割251 

○プロボスト（Provost） 

学術的事項について本学を代表するとともに、研究科長、教員担当学監及び研究担当

ディーン間を調整することに責任を有する。また、リソースを配分する権限を有し、外

部学術機関との契約締結に関する事務的支援など必要なリソースを管理する。さらに、

コアファシリティを用いた研究支援サービス、並びに研究者、実験者及び学生に対する

安全衛生を含む、研究活動に必要なサポート機能全般について責任を有する。 

 

・研究科長（Dean of the Graduate School (DGS)） 

研究科に学生が参加することをサポートする業務やプログラムの実施全般について

所管する。学生の募集・選考から、学生の卒業、そして、卒業後の進路選択に至るまで、

計画立案や学生へのサポートの提供等の全ての側面について責任を負う。さらに、各教

員への指導科目の割り振りを含め、教育課程全体を統括する。 

 

・研究担当ディーン（Dean of Research (DR)） 

学術研究に関する他大学及び研究機関とのネットワーク構築を所管する。また、外部

研究資金の申請及び管理にも責任を持つ。 

 

・教育担当学監（Dean of Faculty Affairs (DFA)） 

教員ハンドブックに詳述される次のような、教員に関する全般的な事項について責

任を負う。 

教員の採用及び任用 

教員の研究ユニット評価、テニュア審査、昇進に関する事務 

教員の休業・休職・サバティカルを含む休暇の管理及び教員の報酬設定 

教員以外の研究員の任用 

技術員及びリサーチユニットアドミニストレーターの任用及び評価 

教授会及び代議員会の運営サポート 

教員ハンドブック（PRP第 3章）及び関連ハンドブックの維持管理 

教員能力の開発 

教員以外の研究員のキャリア開発支援 

ディーンズ・リサーチ・グループの研究員の任用及び研究活動の事務サポート 

 

さらに、大学図書館及び機関リポジトリの運営、サイエンス・テクノロジー・グルー

プ（STG）の任用及び研究活動の事務サポートについても責任を負う。 

 

 

 

 
251 OIST ウェブサイト > 基本方針・ルール・手続きライブラリ > 02. ガバナンス及び組織 > 

2.4 役割と責務 https://www.oist.jp/ja/policy-library/2.4. 、OIST ウェブサイト英語

版 > Policy Library > 02. Governance and Organization > 2.4 Roles & 

Responsibilities https://www.oist.jp/policy-library/3  
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○事務局長（Secretary General） 

学長を補佐し、全ての事務的事項について最終権限者としての役割を果たす。財務、

人事、施設管理、情報技術を含む全ての事務的機能を統括する。また、危機管理にも責

任を持つ。 

 

・副学長（情報技術担当）（Vice President for Information Technology (VPIT)） 

ITサービスが適切に設計、実装、維持されることを保証する責任を有する。また、IT

が大学の全ての分野への関与を継続すること、IT サービスが CIO によって設定された

プログラム及び方針を支援するよう開発されることを保証することに責任を有する。 

 

・副学長（財務担当）（Vice President for Financial Management (VPF)） 

本学の予算及びその会計・経理の全般について所管する。また、入札、定例的な調達、

学内の物品供給を含む調達全般についても責任を負う。 

 

・副学長（人事担当）（Vice President for Human Resource (VPHR)） 

雇用・労務関係の管理、人事評価（業績評価）、労使協定、人材育成、教育研修、人

事管理、採用・赴任支援を所管する。質の高いキャリア開発の確立、また、管理職／専

門職としてのキャリア開発を目指す職員の支援についても担当する。OIST におけるダ

イバーシティの推進及びワーク・ライフ・バランスの向上にも努める。 

 

・副学長（施設管理担当）（Vice President for Buildings and Facilities Management 

(VPBFM)） 

工事計画から、入札・契約を経て、工事の実施、建物の竣工に至るまでの全ての新た

な建設に関する業務を所管する。また、本学の建物の改修を含め、建物、施設、敷地の

維持管理の全ての業務についても所管する。 

 

・副学長（大学コミュニティ・チャイルド＆ユースサービス担当）（Vice President for 

University Community, Child & Youth Services） 

職員、学生及びその家族が本学において充実した生活を送ることができるよう、キャ

ンパス内におけるコミュニティサービスの提供に責任を有する。 

 

h)財務 

※2020(令和 2)年度252 

経常収益合計：約 191億 7465万円（うち運営費補助金等収益：147億 8854万円） 

経常費用合計：約 187億 1087万円 

経常利益  ：約  4億 6378万円 
 

 
252 学校法人 沖縄科学技術大学院大学学園「令和 2 年事業年度 財務諸表 第 10 期（自 令和 2

年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日）」 

https://groups.oist.jp/sites/default/files/imce/u349/FY2020_Financial_statements_JP

.pdf 
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②OIST 戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030） 

a)OIST戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030）の概要 

OISTは、「OIST戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030）」を 2019年 5月

に策定している253。その目次構成は以下の通りであり、建学以来の OISTの概要、目的・ビ

ジョン・重視する価値・ミッションを述べた後、研究・教育、イノベーションと技術、利益

の実現、ガバナンスと事務部門体制、コミュニティの発展、広報、キャンパスの整備、研究

資源と資金戦略の各分野における戦略目標とアカウンタビリティを掲げている254。 

当戦略計画は、創設者のビジョンを達成し、創設の目的を実現するための基本理念およ

び戦略ゴールに基づいて、2023年までに OIST第 1フェーズ（教員・研究ユニット数を 100

とする）を完了し、2033年までに教員・研究ユニット数を 200に拡充することをゴールと

して策定されている255。 

図表 IV-29 「OIST 戦略計画 2020-2030」の目次 

学長メッセージ ii 

要旨 iv 

第 1章 概要 9 

第 2章 目的・ビジョン・重視する価値・ミッション 19 

第 3章 世界トップレベルの研究と教育の実現 25 

第 4章 イノベーションを通じ社会を変革する技術の開発 39 

第 5章 優れたガバナンスと効率的な管理体制の推進 49 

第 6章 沖縄及び国内外の利益の実現 55 

第 7章 個人の能力開発を通じた共通目標の達成 67 

第 8章 コミュニティの発展 75 

第 9章 キャンパスの整備 83 

第 10章 学内外コミュニケーションの推進 93 

第 11章 必要な研究資源と資金戦略 105 

(出典)「OIST 戦略計画 2020-2030」 

 

  

 
253 OIST ウェブサイト > OIST について > 学長 > 戦略計画 

https://www.oist.jp/ja/strategic-plan 、OIST ウェブサイト英語版 > About > 

President > Strategic Plan https://www.oist.jp/strategic-plan 
254 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
255 254 と同じ。下線は三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)による。 
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b)OIST戦略計画 2020-2030（OIST Strategic Plan 2020-2030）（一部抜粋）256 

第１章 概要 

（略） 

1.1 新たな形の大学（A New Kind of University） 

（略） 

新しい形の大学として本学では、若くて実績のある研究者にハイトラスト・ファンデ

ィング・モデル（high-trust funding model）に基づくチャンスを与えて知の創出と発

見のために新しい方法で新規プロジェクトにチャレンジさせ、厳正な事後審査を常に受

けさせている。 

<「ハイトラスト・ファンディング」については以下の記述がある（P.105）> 

このファンディング・モデルはあまり一般的ではないが、マックス・プランク学

術振興協会とその付属研究所、オーストリア科学技術研究所（ISTオーストリア）な

ど、他の権威ある機関でも採用されている。ハイトラスト・ファンディング（High-

trust funding）が事前に提供され、事後に研究成果が専門家による厳正な審査（ピ

アレビュー）を受ける。このモデルは、新しいアイデア・方法の探求を促すうえで非

常に効率的である。特に対照的な従来型の競争的助成金による資金モデルでは、適

切な資金調達計画を見出しその申請書作成に貴重な時間を割かれるのに加え、審査

委員会元来の保守主義やリスク回避主義が原因で、必ずしも大きなインパクトがも

たらされないテーマが選ばれることが多い。 

（略） 

 

1.2 成功に向けた計画立案 

本学の創設目的を達成するためには、以下の三つの理由から教員（研究ユニット）数

100名を超える一層の成長が本質的に必要である。 

 

1. 本学は各研究分野で世界トップクラスになる必要があるが、それは各分野において

二、三人の傑出した教員を有するという意味ではなく、国際的に認められた科学者

または重要な業績を早期に達成しその分野で将来リーダーとなる可能性の高い若

い科学者が主宰する 20～30 の研究ユニットに加え、高い意欲を持った優秀なポス

ドク研究員と大学院生から構成されるチームを有することを意味する。これにより

生じる豊かな知的環境から新しいアイデアが生まれ、試され、開花することで、本

学は世界のトップに立てるようになる。 

2. 本学は、それぞれが自分の研究を行い、科学への情熱について指導を受け、科学と

技術に関する問いに答えを見出そうとする場所でなければならない。この実現のた

めには、本学の提供する研究領域を彼らが見た時に自分の目標にとって最良の環境

であると思えるような、十分に幅広い科学・技術分野を網羅する必要がある。これ

 
256 「OIST 戦略計画 2020-2030」

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/JPN_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 、OIST Strategic Plan 2020-2030 

https://www.oist.jp/sites/default/files/img/pages/publications/plan/ENG_Strategic%2

0Plan%202020-2030_Web_Full.pdf 
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により一つの研究領域レベルではなく組織レベルで、世界トップクラスの他大学と

競争できるようになる。 

3. 分野を越えた知識の結びつきによって影響力の大きい科学と技術が生じる可能性

が高くなり、分野をまたいで緊密に交流できる自由がある場合にこのような発見に

つながる見込みが高くなる（組織間・内の境界は、協力を阻む障壁となる。）。意

図的に分野横断型に構築された本学の研究室・組織が網羅する幅広く深い研究分野

は、科学に対する新しい思考・実践を促し育む風土とあいまって、こうした発見に

つながる最高のチャンスが提供される。 

 

現在進行中の計画の規模では上記の達成が不可能であることは認識している。こうし

た要件の達成に必要な最小限の教員ユニット数は 200～300の間になると考えており、こ

れは現在の一つのキャンパスの敷地での収容定員にあたる。 

2020 年から 2030 年の次期 10 年を対象とする当戦略計画は、2030 年代初めまでに教

員（研究ユニット）200 名、在籍する大学院生 600 名に到達するための継続的な拡充の

基盤を構築するものである。 

枠組文書Ⅰ及びⅡを発表して以降、優秀な教員・研究者・職員・学生を OISTに惹きつ

ける方法、新興領域において画期的で影響度の大きい研究を行うのに最適な環境を彼ら

に与える方法について多くの経験を積んできた。研究資源を事前に提供し、研究成果を

外部専門家による厳正な事後審査にかけるハイトラスト・ファンディング・モデルのお

かげで、教員と学生による野心的な研究プログラムの開発が可能になっている。 

（略） 

 

第 3章 世界トップレベルの研究と教育の実現 

戦略目標 

1. 最新鋭の施設を活用し、地元・国内・東南アジア地域、さらには国際社会における研

究拠点として発展を続けることにより、世界トップレベルの大学に必要な数の、最先

端の学際的研究を行う研究者を集める。 

2. 抜きん出た大学院教育を提供するために、多様なバックグラウンドを持つ、将来有望

な学生に科学分野で世界トップレベルの博士課程プログラムを提供し、総合的に支援

する 

 

（略） 

3.1.1 必要不可欠な人数への到達 

当戦略計画は 2040年代半ばまでに 300教員ユニットに拡大することを構想しており、

その時点で本学は世界トップクラスの研究大学と肩を並べる規模となる。当初は 2023年

までに約 100ユニットとし、2033年までには 200ユニット近くまで拡充することを計画

している。これまで、教員採用の第一基準として、特定の科学分野よりも候補者の卓越

性を優先してきたが、その結果、きわめて高質で波及性の高い論文が発表されており、

教員一人当たりの査読付き論文発表総数に対する「ネイチャー・インデックス」選定学

術誌掲載論文数の割合で、OISTは既に国内 1位にランクされている（図 3-1）。 



 

417 

 

 

これまでに、教員採用・国際的外部審査・研究資金提供を通じて教員・研究ユニット

の数を着実に拡大しつつ、高質・高被引用論文（図 3-2）をたゆみなく生産し続けてきた

が、今後は、急速に成長してクリティカル・マス（図 3-3）に達し、研究と成長戦略を引

き続き展開することによって、世界トップクラスの研究大学と肩を並べることが必要で

ある（図 3-4及び第 3.1.4節の研究展望委員会（Perspective Council））。 
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2017年後半の研究展望委員会（Perspective Council）による審議以降（第 3.1.4節）、

本学は OISTでの強みとなっている既存分野（例えば神経科学や物理学）での採用を続け

る一方、小規模または少数派の分野（例：海洋科学・数学・コンピューターサイエンス・

化学・エンジニアリング）の拡大に努めてきた。OISTは研究者が目指す目的地として人

気を集めつつある。例えば、2019 年度は 10 名の教員募集に対して 1,500 件を超える応

募があった。研究展望委員会の提言に基づくこの採用プログラムを 2022 年度まで継続

し、上記分野での質の高い人材採用を重視していく。 

分野の詳細な下位区分に注目するのではなく、学問の質と、提言された幅広い分野間

でのバランスを図ることが任用における選抜指針となる。国際的評価が高いベテラン教

員、より多くの女性教員、重要な実績を残し各分野で世界的なリーダーになる資質を示

す若手研究者を取り交ぜて採用することを目指している。 

（略） 

 

3.1.4 研究プログラムの開発 

世界トップレベルの大学は、柔軟で、科学界の新たなチャンスや方向性に迅速に対応

する能力を備えており、国際的に有名な研究界のリーダーたちが提示した大学の焦点や

方向性についての最新のアドバイスに基づき運営されている。科学研究の質を評価する

唯一の信頼できる方法は、独立の立場の評価委員会による審査であると本学は確信して

いる。特に大きな夢を掲げて急成長する若い大学にはこの方法が最適である。2017年に

行われた研究展望委員会（Perspective Council）（3か国のノーベル賞受賞者 4名を含

む－表 3-2）の審議では本学の既存の研究プログラムが評価され、本学の強みと弱みを

指摘したその報告書は 2022年度までの採用戦略の指針となっている。 

 

表 3-2 研究展望委員会（* ＝ノーベル賞受賞者） 

 
それに続く 5 年間の科学戦略を策定するために、新たな外部評価を 2022 年までに開

始する予定である。この新しい戦略計画では、2022 年時点の OIST における教員ユニッ

ト構成の強みと弱み、2022年以降の本学学生が抱く将来の教育的ニーズ、2022年の国際

的な科学情勢を考慮する。その後に 2027 年頃に同様のプロセスを経て、2032 年に向け

た計画を立案する予定である。 

（略） 
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11.3 まとめ 

沖縄科学技術大学院大学は、世界の一流大学への仲間入りをするという志の下で日本

政府が掲げた大胆で野心的な構想である。建学から 8 年半を経て、本学は創設者のビジ

ョンの実現に向けて大きく進展してきた。 

（略） 

しかしながら、世界的一流大学への仲間入りを果たすには達成すべき課題がまだ残っ

ている。現在の規模はそもそも小さすぎるため、世界トップクラスの大学と競争するの

は難しい。図 3-1 が示すように、小規模であることを考慮して比較すれば、影響力のあ

る学術誌への掲載論文数でみた本学のパフォーマンスはすばらしく、国内の他大学には

引けを取らない。だが図 3-3 からは、全体的な量の面では見劣りすることがわかる。図

3-4 が示すとおり、類似した一部の伝統校と比較すると影響力の強い学術誌での成果指

標は高くなっているが、例えばカリフォルニア工科大学、ワイツマン科学研究所、マッ

クス・プランク学術振興協会などと競争できるようになるまでの道のりは遠い。 

（略） 

本学は、創設者のビジョンを達成し、創設の目的を実現するための基本理念および戦

略ゴールに基づいてこの戦略計画を策定した。2023年までに OIST第 1フェーズ（教員・

研究ユニット数を 100 とする）を完了する予定であるが、本戦略計画は 2033 年までの教

員・研究ユニット数 200 への拡充をゴールとして作成されている。本計画で構想する世

界一流の研究大学院大学になるために、本学は日本政府・沖縄県・各自治体からの継続

的な支援、職員及び学生ならびにその家族の尽力、理事会及び評議員会の助言を必要と

している。皆が力を合わせれば、世界トップレベルの研究機関として名前を連ねる大学

になることは可能だ。 

 

「多くの人が後に重要な科学研究を達成したが、その誰もが自分と科学がまだ若く、新た

な課題に直面した際にとめどなく興奮したあの素晴らしい時のことを今も思い起こす」 

シドニー・ブレナー（1927 年～2019年） 

沖縄科学技術大学院大学、元学長（2004 年～2011年） 
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V．研究開発評価の効果的・効率的な在り方に関する分析・提言 

１．評価指針の効果的・効率的な活用の在り方に関する分析・提言 

◆評価指針はおおよそ認知されているが、必ずしも活用されていると言えない 
 

本調査におけるアンケート調査において、研究開発評価の実務上における評価指針の活

用状況を調査したところ、評価指針を活用していないとの回答割合が約 3 分の 2 に上って

おり、平成 28年度調査時（約 54％）から高まっている。しかし、評価指針を活用していな

い理由を見ると、「研究開発評価を実施していない」が半分を占めており、研究開発評価を

実施しているのに評価指針を踏まえていないわけではないことが分かる。他方、「自機関で

評価指針を設定している」機関が約 17％ある他、「評価指針を読んだことがない」機関の割

合は平成 28 年度調査時の約 26％から大きく低下して 15％となっており、評価指針を今は

活用していないとしても評価指針を読んだことがないわけではないこと、また独自の評価

指針を策定している機関も少なくないことが見てとれる。 

また、評価指針の認知率は、全体で約 75％、国立大学と大学共同利用機関では 9割以上

と高く、特に国立大学では、その存在を知らなかったとの回答割合は、平成 28年度調査時

よりも低下し、わずか約 6％となっている。研究開発評価の実務の現場における評価指針の

認知度は高まっており、おおよそ認知されていると言える。ただし、機関内で広く共有さ

れているとの回答割合は、平成 28年度調査時よりも低下しており、研究開発評価に携わっ

ていない職員や研究者に対しては十分に浸透していないことがうかがえる。 

評価指針は、文部科学省の所掌に係る研究開発について評価を遂行する上での基本的な

考え方をまとめたガイドラインであるため、評価される側の研究者や研究開発評価に携わ

っていない職員にまで広く共有され活用されることは、一義的な目的ではない。したがっ

て、評価指針の活用割合の低下はただちに問題であるとは言えないが、必要とする人に必

要な場面で参考にしてもらえるよう、引き続き、効果的・効率的な評価指針の活用方策の

検討が求められる。 

 

◆適切に研究成果の質が評価されるよう、評価者・被評価者双方の学習・育成が必要 
 

本調査において、研究成果とその評価方法等の多様性が確認され、それぞれの研究開発

機関等において環境やミッション、研究、教育、社会など目指すインパクト向上に応じた

工夫を行っている実態を把握することができた。引き続き、さらに多様な指標を、妥当性

や網羅性などについて慎重に検討した上で組み合わせ、適切に研究成果の質が評価される

ことが望まれる。評価指針には、「評価に活用することが可能な定性的・定量的な指標を設

定するように努める」とされているが、自由記述からは量的指標の設定と質的な評価の難

しさについて言及されているものもあった。研究開発評価における適切な定量的指標の在
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り方については、引き続き、評価者・被評価者双方で検討を重ねていく必要がある。分野

間での比較の難しさについても引き続き留意が必要である。 

また、「論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等）（以下、「ジャーナル・

インパクトファクター257等」という。）」の利用に当たっては、掲載論文の質を示す指標では

ないことを認識して参考指標に留める等、メリット・デメリットを踏まえた上でより健全

な運用が求められる。 

以上を踏まえ、評価者、被評価者、評価事務局職員の学習・育成のために、引き続き必

要な方策を検討していくべきである。例えば、評価指針に記載されているように「研究者

の多様な能力や適性に配慮し、・・・質を重視した評価を行う」ために、評価指針の概要258

とは別に、「質を重視した評価を行う」というその理念や重要なポイント、好事例等を端的

に説明した資料や動画等を作成し、研究開発評価や競争的資金の配分に携わる文部科学省

内部部局や研究開発機関等に対する普及啓発を強化することは一考に値すると考えられる。 

 

２．教員・研究者の研究業績の評価の在り方に関する分析・提言 

研究開発評価の実務上における研究開発評価の実施に関する課題として、本調査では、

研究者の研究業績の評価に着目した。具体的には、評価指針においては「研究者の多様な

能力や適性に配慮し、・・・質を重視した評価を行う」よう定められているにもかかわらず、

研究者の研究業績の評価において、定量的指標が過度に用いられたり、研究開発機関等の

評価等と研究者の研究業績の評価とが誤って連動されることで定量的指標が一律に用いら

れたりしているのではないかとの課題認識の下、現状を調査した。 

 

◆ 研究者の業績評価に当たっては定性的な項目も含めた多様な項目が評価されている 
 

任期なし（常勤）の研究者の研究業績評価259における評価項目をみると、全体では「学

会発表・講演」（86.8％）、「競争的資金など外部資金の獲得数」（82.6％）が 8 割以上とな

っている。「英語の論文・総説」「日本語の論文・総説」（ともに 79.5％）、「専門書籍の編集、

執筆」（78.5％）なども割合が高くなっており、定性的な項目も含めた多様な項目が評価さ

 
257 ジャーナル・インパクトファクター（Journal Impact Factor (JIF)）：Web of Science 

Core Collection のデータをもとに算出した、クラリベイトのみが提供する、ジャーナルの

指標。(出典)クラリベイト・アナリティクス・ジャパン ウェブサイト 

https://clarivate.com/ja/blog/journal-impact-factor/ 
258 評価指針 概要

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/0

6/09/1314492_1.pdf 
259 本調査においては、「研究活動」に関する評価項目のほか、「管理・運営」、「教育活動・人材

育成」、「社会貢献活動」、「その他」に関する評価項目も含めた研究者個人の業績評価におけ

る評価項目・指標について調査した。 
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れていることが確認された。 

 

◆論文掲載誌の影響度を測る定量的指標である「ジャーナル・インパクトファクター等」を

研究者の研究業績の評価に使用している研究開発機関等の割合は、平成 26年度調査時か

ら若干低下し、任期なし（常勤）の研究者に関して全体の 2割程度である 
 

任期なし（常勤）の研究者の研究業績評価における評価項目をみると、「ジャーナル・イ

ンパクトファクター等」を挙げた研究開発機関等の割合は、平成 26年度調査時から今回に

かけて、全体では 30.0％から 21.9%、国立大学でも 45.0％から 37.3％と、若干低下してい

る260。 

したがって、全体でみると、「ジャーナル・インパクトファクター等」といった論文掲載

誌の影響度を測る定量的指標を研究者の研究業績評価に用いることが不適切であることへ

の理解は深まりつつあると思われるが、未だ 2 割程度の研究開発機関等における研究者の

研究業績評価に使用されている。 

 

◆研究者の研究業績の評価では研究開発評価を巡る様々な情報に注意を払っていると思わ

れる研究開発機関等が多様な評価項目の一つとして「ジャーナル・インパクトファクター

等」を評価項目に含めている状況がみられる 
 

研究者の研究評価については DORA261やライデン声明262といった国際的な文書が示されて

いる。本調査におけるアンケート調査において、「ジャーナル・インパクトファクター等」

を研究者の研究業績の評価項目に含めているかと、DORAやライデン声明といった研究者の

研究評価に関する国際的な文書の存在を知っていると回答したかについてクロス集計した

ところ、DORAやライデン声明を知っていると回答した研究開発機関等の方が、知らないと

回答した研究開発機関等よりも、研究者の研究業績の評価項目に「ジャーナル・インパク

トファクター等」を含めている割合が高いという、一見相矛盾する結果となった。 

また、国立大学では、DORAやライデン声明を知らないと回答した割合が全体に比して低

い263一方で、前述の通り任期なし（常勤）の研究者の研究業績評価における評価項目として

 
260 ただし、平成 26 年度調査では、任期なし（常勤）に限定しない研究者についての回答。 
261 「研究評価に関するサンフランシスコ宣言（DORA）」：科学研究の成果を助成機関や研究機関

などの諸団体が評価する方法の改善を目指し、2012 年 12 月にサンフランシスコで開催され

た米国細胞生物学会（ASCB）年次会議で、学術雑誌の編集者と出版者のグループが議論した

内容をもとにまとめた一連の勧告。 https://sfdora.org/read/read-the-declaration-

japanese/ 
262 「研究計量に関するライデン声明」：科学計量学の研究者らが、研究評価における計量デー

タの利用についてのベストプラクティスや注意点を示したものであり、研究者、管理者、評

価者の全てに対する、計量データに立脚した研究評価のガイドライン。 

https://www.nature.com/articles/520429a、https://www.nistep.go.jp/wp/wp-

content/uploads/NISTEP-STIH2-4-00050.pdf 
263 DORA やライデン声明を知らないと回答した研究機関の割合は、全体では、DORA が約 70％、
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「ジャーナル・インパクトファクター等」を挙げた機関の割合は全体に比して高い264。国立

大学の方が、他機関に比べ、国際的な動向を含む研究開発評価を巡る様々な情報に注意を

払っており、また、「ジャーナル・インパクトファクター等」をより利用しているという状

況が見られるが、その実態を把握するためには、今後さらなる分析が必要であると思われ

る。 

一方、研究開発機関等が研究者の研究業績の評価のために設定している評価項目の総数

を、「ジャーナル・インパクトファクター等」を評価項目に含めている研究開発機関等と、

含めていない研究開発機関等に分けてクロス集計したところ、前者が約 25であるのに対し

て後者は約 20 であることが分かった。「ジャーナル・インパクトファクター等」を評価項

目に含めている研究開発機関等は、数多くの評価項目の一つとして「ジャーナル・インパ

クトファクター等」を利用していると推察できる。 

アンケート調査結果における国立大学による自由記述の中には、DORAが示すように、「ジ

ャーナル・インパクトファクター等」といった論文掲載誌の影響度を測る定量的指標を研

究者の業績評価に用いることが不適切であることへの理解も見られた265。 

 

◆「保健（医学・歯学・薬学）」分野では研究者の研究業績の評価において「ジャーナル・

インパクトファクター等」が重視される傾向がみられた 
 

学問分野別にみると、「保健（医学・歯学・薬学）」では、「理学」や「工学」に比べて、

論文掲載誌の影響度を測る定量的指標である「ジャーナル・インパクトファクター等」が、

重視されている傾向が見てとれる。 

具体的には、研究者の研究業績評価における評価項目において、「ジャーナル・インパク

 

ライデン声明が約 75％であったのに対し、国立大学では、前者が約 54％、後者が約 62％。 
264 任期なし（常勤）の研究者の研究業績評価における評価項目として「ジャーナル・インパク

トファクター等」を挙げた機関の割合は、全体では 21.9％、国立大学では 37.3％。 
265 アンケート調査結果における国立大学による自由記述(例) 

＊ DORA と同様、「ジャーナル・インパクトファクター等」のような論文掲載誌の評価指標は、

論文の質や研究者の実力とは直接的には関係しないことは理解しているが、最もメジャーな

指標なのでそれなりの存在感はある。 

＊ DORA で提言されているように、出版物の評価指標ではなく科学的内容を研究業績の評価に反

映させることは理想的ではあるが、分野の異なる研究者に他分野の研究の科学的内容を評価

するのは難しい場合もある。この点を考慮し、研究業績評価においては論文数、「ジャーナ

ル・インパクトファクター等」といった数量的指標と科学的内容の評価の両方を評価対象と

している。 

＊ DORA やライデン声明をふまえ、課題を認識した上で、優れた研究に対する評価指標の確立に

向けて、データを用いた解析・検証を行うことを予定している。 

＊ DORA において、研究が発表された論文掲載誌の評価指標をベースにするのではなく、研究自

体の価値に基づく評価が必要であると述べられていることは妥当であると考えるが、そのよ

うな評価を適切に行うためには、専門外の研究領域に関しても研究評価を実施するための能

力を養成することが不可欠である。今後は研究評価能力向上に対する組織的な取り組みが必

要である。 
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トファクター等」を挙げた研究開発機関等の割合をみると、「保健（医学・歯学・薬学）」で

は、全体と比べて全般にかなり高い割合となっている266。検討会においても、保健系学部等

の研究者の中には、むしろ「ジャーナル・インパクトファクター等」といった比較しやす

い定量的指標で評価されることを望む研究者も少なくないとの指摘もあった。 

 

◆研究者の研究業績の評価における評価項目を設定した際に、研究開発機関等が受ける評

価における評価項目・指標が 2割程度の割合で参照されている 
 

本調査におけるアンケート調査結果によれば、任期なし（常勤）の研究者の研究業績評

価における評価項目を設定した際に参照したものとして、全体では、「機関内の組織単位の

評価における評価項目・指標」が約 29％で最も高い割合で挙げられている。以下、「認証評

価における評価項目・指標」（24.2％）、「国立大学法人評価・公立大学法人評価における評

価項目・指標」（22.4％）、「運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分に

おける評価項目・指標」（20.5％）と、研究開発機関等が受ける評価における項目・指標が

2割程度の割合で参照されている。国立大学は、参照した割合が全般的に高いが、特に「国

立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標」が約 42％と最も高くなって

いる。 

また、任期なし（常勤）の研究者の研究業績の評価項目を設定した際に影響を与えた代

表的な評価項目について 3つまで回答を求めた結果をみると、全体では、「競争的資金など

外部資金の獲得数」（22.4％）、「日本語の論文・総説」（19.2％）、「成果の学術的価値」（17.4％）

が上位となっており、国立大学では、「競争的資金など外部資金の獲得数」（30.5％）に次

いで「英語の論文・総説」（28.8％）が上位となっている。「ジャーナル・インパクトファク

ター等」を挙げた研究開発機関等の割合は、全体では 2.7％、国立大学では 3.4％であり、

ほとんど見られない。 

 

◆「研究者の多様な能力や適性に配慮し、・・・質を重視した評価を行う」ためには、定量

的指標の利用ではなく、場面に応じて重点の置き方を変えるメリハリが一案 
 

国立大学では「ジャーナル・インパクトファクター等」や「被引用度トップ〇％論文等」

が研究者の研究業績の評価に用いられる割合が全体に比べると高い。また、若手の教員・

研究者の採用の際の評価項目として「ジャーナル・インパクトファクター等」を挙げた機

 
266 研究者の研究業績評価における評価項目として「ジャーナル・インパクトファクター等」を

挙げた「保健」学部等の割合は、任期なし（常勤）の研究者については学問分野合計では

32.7％であったのに対して 47.5％、テニュアトラック研究者については学問分野合計では

20.8％であったのに対して 36.4％、任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）につ

いては学問分野合計では 15.4％であったのに対して 25.0％。若手の教員・研究者の採用の際

の評価項目については学問分野合計では 34.9％であったのに対して 41.1％。 
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関の割合は、機関全体では 9.4％であるのに対して国立大学は 34.1％と約 3.6倍も高い267。

一方、国立大学では公私立大学や独立行政法人に比べて任期なし（常勤）の研究者の研究

業績評価における課題として「評価実施の負荷」と回答した割合が相対的に高い（全体で

は 37.0％であるところ国立大学は 71.2％）。 

このことから、教員・研究者の採用募集に対して多数の応募があった場合、審査負荷を

感じている国立大学では、審査負荷の軽減を理由に、個人の論文の質を示す指標ではない

これらの指標を誤って用いる傾向が、他機関より強くなっている可能性も懸念される。 

研究開発評価実施の負荷は、かねてより課題となっている。しかし、DORA等で指摘され

ているように、その負荷を軽減するために、研究者の研究業績を評価する際に、掲載論文

の質を表しているわけではない「ジャーナル・インパクトファクター等」を用いたり、「被

引用度トップ〇％論文等」を過度に重視する、あるいは分野の異なる研究者の比較に用い

たりすることは適切とは言えない。 

本調査でヒアリング・意見交換等を行った 3 機関では、この課題に対し、それぞれ以下

のように対応している。他の研究開発機関等に横展開していくために、好事例として広く

紹介していくことが求められる。 

東京医科歯科大学は、「ジャーナル・インパクトファクター等」が比較的重視されている

「保健」分野の大学であるが、ジャーナルごとのジャーナル・インパクトファクターをそ

のまま用いるのではなく、一定の数値の範囲で複数のジャーナルを同一レベルとして捉え

る等、用いるとしても悪影響が及ばないよう留意して慎重に用いている。 

分子科学研究所では、「ジャーナル・インパクトファクター等」の高いジャーナルに論文

を投稿するようにといったことは一切言わず、研究者の研究業績を、所長が総合的・質的

に評価している。 

沖縄科学技術大学院大学（OIST）では、採用やテニュア審査の際は学外評価者によるピ

アレビューを重視している。ただし、採用審査には研究の質を重視し多大な労力と時間を

かける一方、毎年の研究者の研究業績の評価は自己報告と面談により簡素に行うといった

メリハリを付けている。 

「ジャーナル・インパクトファクター」は、ジャーナルの指標であって論文の指標では

 
267 研究者の研究業績評価における評価項目として「ジャーナル・インパクトファクター等」を

挙げた国立大学の割合は、任期なし（常勤）の研究者については機関全体では 21.9％であっ

たのに対して 37.3％（上述の通り）、テニュアトラック研究者については機関全体では 4.2％

であったのに対して 9.1％、任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）については

機関全体では 7.7％であったのに対して 8.3％。若手の教員・研究者の採用の際の評価項目に

ついては機関全体では 9.4％であったのに対して 34.1％。 

「被引用度トップ〇％論文等」を挙げた国立大学の割合は、任期なし（常勤）の研究者につ

いては機関全体では 13.2％であったのに対して 32.2％、テニュアトラック研究者については

機関全体では 8.3％であったのに対して 18.2％、任期付きの研究者（テニュアトラック研究

者以外）については機関全体では 3.8％であったのに対して 0％。若手の教員・研究者の採用

の際の評価項目については機関全体では 4.5％であったのに対して 15.9％。 
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ないことが理解されていないケースも未だみられ、「ジャーナル・インパクトファクター等」

を研究者の研究業績を評価する際に用いたり、「被引用度トップ〇％論文等」を過度に重視

する、あるいは分野の異なる研究者の比較に用いたりすることが適切でないことは、引き

続き情報発信の強化が必要である。また近年、科学技術・イノベーション政策全般におい

てエビデンス・ベーストの評価が重視・促進されている中、エビデンス・ベーストを定量

的評価であると単純化してしまう誤解も聞かれる。定量的指標は、その特徴を理解した上

で慎重に使うべきであることは言うまでもないが、上記好事例にあるように、透明性を確

保した質的評価方法を取り入れるなど、定性的評価と相互補完的に用いることで、より包

括的なエビデンスに基づいた評価を行うことが望ましい。 

 

◆採用に際しては、定性的な判断も重視されていることが確認されたものの、さらに質を重

視して採用を行うには採用を行う方法に検討の余地がある 
 

若手の教員・研究者を採用する際に考慮している評価項目は、全体では「日本語の論文・

総説」（58.0％）、「学会発表・講演」（57.3％）「英語の論文・総説」（53.5％）に次いで「成

果の学術的価値」（46.2％）の割合が高い結果となり、採用に際しては、定性的な判断も重

視されていることが確認された。 

若手の教員・研究者の採用審査時に通常行っている事項について見ると、「審査委員会の

構成員に当該学部等の教員・研究者を含む」割合が全体では 83.6％と高い一方、「審査委員

会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を含む」割合（0.3％）や「審査委員会が海外の

他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する」割合（1.7％）は低い。 

本調査でヒアリング・意見交換等を行った沖縄科学技術大学院大学（OIST）では、採用、

昇進及びテニュアの審査では、候補者 1人につき 4～8人の共著者や指導教員、密接な同僚

以外の学外評価者を大学が探して書簡を集め、テニュア審査では学外評価者による現地調

査も行う268等、学外評価者によるピアレビューを最重視している。 

国立大学において、評価実施の負担が大きいという調査結果が出ている中、単に、同様

のやり方を導入することを奨励することについては慎重であるべきではあるが、日本の実

態に即しさらに質を重視して採用を行うには、採用を行う方法に検討の余地があると思わ

れる。 

 

◆研究データの管理・利活用に関する状況の変化に対応 
 

また、任期なし（常勤）の研究者の研究業績評価における評価項目のうち「研究データ

の管理・公開・共有・利活用」が挙げられた割合は、全体で 8.7％と相対的に低く、研究デー

タの管理・利活用に関する取組の状況の評価体系への導入は十分とは言えない。G7を含め、

 
268 OIST ヒアリング・意見交換等結果（2022 年 3 月 10日）によると、日本の大学ではあまり行

われていないが、米国等では標準的であるとのことである。 
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オープンサイエンスに関する指標の検討が海外では進められており、国際動向も踏まえた

今後のオープンサイエンスの進展に応じ、既存の評価手法にとらわれない評価手法の考案

が望まれる。 

このような流動的、発展的な研究開発評価の運用においては、国際的な潮流や動向につ

いて研究開発機関等に対する情報発信を強化する必要があると言える。 
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(1) アンケート調査依頼状 

 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の  

活用状況と課題に関するアンケート調査ご協力のお願い  

 

このたび、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社では、文部科学省の委託

により、「『文部科学省における研究及び開発に関する評価指針』の活用状況と課題」に

関するアンケートを行うことになりました。 

本調査は、上記指針の活用状況を把握するとともに、課題やニーズを把握し、研究開

発評価の在り方や指針の位置づけ、普及の方針等をより一層改善するための基礎資料

を作成することを目的としています。 

つきましてはご多用中恐縮ですが、趣旨をご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

■調査対象 

・国公私立大学、大学共同利用機関、文部科学省関係の資源配分機関を含む独立行政

法人 

 

なお、本アンケートは、機関単位でご回答いただきたい項目に加え、大学におかれま

しては該当の学部（主に理学部、工学部、医学部）等（※）のうち、研究者個人の業績

評価や教員・研究者の採用の方法等を独自に決定している場合には、当該学部等の単

位でご回答いただきたい項目がございます。機関全体として学部等のご回答をとりま

とめいただく必要はなく、学部等から直接ご回答いただけますので、該当の学部等を

設置している大学におかれましては、調査票等を掲載しているウェブサイト（URL 

https://www.murc.jp/cam/rdsshishin/）を該当の学部等にご案内いただけますと幸いです。 

また、大学共同利用機関におかれては、大学共同利用機関法人の単位ではなく、大学

共同利用機関毎にご回答いただきますようお願いいたします。 

※学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づく大学の学部（大学院の研究科を含む。）、大学附

置研究所、大学附置研究施設（以下、「学部等」と言う。）のうち、総務省「令和３年科学技術研究

調査」（基幹統計）調査票丙【3】の「学問別区分」（学問別区分が２つ以上の項目にわたる場合は、

そのうち主なもの）について、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」のいずれかを選択し

た学部等 

 

■アンケート回答方法 

ご回答にあたり、必要な資料はウェブサイトに掲載しております。 

ダウンロードサイト：URL https://www.murc.jp/cam/rdsshishin/ 

掲載資料： 

① 文部科学省事務連絡 

② （事務連絡別添）文部科学省における研究及び開発に関する評価指針  概要 

③ アンケート調査ご協力のお願い（本依頼） 

令和３年 11月 
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④ ウェブ画面での回答の手順書・・・オンラインによるご回答の場合は、ダウンロー

ドの上ご一読ください。 

⑤ アンケート調査票・・・メール添付によるご回答の場合は、ダウンロードの上、

メール添付で返送ください。 

※オンラインによるご回答の場合も、ダウンロードいただくことで、あらかじめ

調査票の内容をご確認いただけます。 

⑥ 用語等説明書・・・ご回答にあたり、ダウンロードの上、ご一読ください。  

 

【オンラインによるご回答】 

 専用の回答ウェブサイト（https://questant.jp/q/mext_2021）に 

アクセスして、回答内容を入力ください。 

※回答ウェブサイト QR コード ⇒ 

 （スマホやタブレットでの操作用） 

※回答の送信前に確認用の回答一覧を表示することができます。必要に応じてその画

面を印刷してご自身の控えとしてください 

※回答は途中保存できませんのでご注意ください。 

※ 調 査 票 等 は 三 菱 UFJ リ サ ー チ ＆ コ ン サ ル テ ィ ン グ の ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.murc.jp/cam/rdsshishin/）にファイルを掲載しておりますので、必要に応

じてダウンロードください。 

 

【メール添付によるご回答】 

ウェブサイト（https://www.murc.jp/cam/rdsshishin/）上から調査票をダウンロードの上、

メール添付で返送ください。 

返送先メールアドレス rdshishin@murc.jp 

 

■回答期限 

令和 4 年 1 月 6 日（木）17：00 までに入力または返信ください。 

 

■情報の取り扱いについて 

ご回答の内容につきましては、今回の調査目的に従って利用し、本調査目的以外の

目的で利用することはございません。また、機関が特定できる形で公開されることは

ございません。なお、回答いただいた大学及び機関並びに学部等には、まとまり次第、

調査結果をフィードバックします。 

また、とりまとめました本調査報告書は令和 4 年 4 月に文部科学省のウェブサイト

に掲載する予定です。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/hyouka/1296587.htm  

 

■調査委託先（調査の実施に関する問い合わせ先） 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 研究開発部 

 担当：長尾、林 
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 専用メールアドレス rdshishin@murc.jp  電話：052-307-0922 

■政策に関するお問合せ先 

文部科学省 

科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 評価・研究開発法人支援室 

担当：久保、笹原、草野 

電話：03-6734-4017、e-mail：rd-hyoka@mext.go.jp 

 

 

■個人情報の取り扱いについて 

ご記入いただいた氏名、電話番号、その他の個人情報は、調査委託先の「個人情報保

護方針」（http://www.murc.jp/corporate/privacy/）及び、「個人情報の取り扱いについて」

（http://www.murc.jp/privacy/）に従って適切に取り扱います。 

お預かりした個人情報は、当社において、本調査に関するご連絡（アンケート回答内

容に関する確認、結果のフィードバック、インタビュー調査の依頼（任意））の目的に

限って利用し、厳重に管理いたします。 

お預かりした個人情報は、法令等に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に

は提供いたしません。 

お預かりした個人情報は、業務委託により当社以外の第三者に預託する場合がござ

います。そうした場合には、十分な個人情報保護の水準を備える者を選定し、契約によ

って個人情報の保護水準を守るよう定め、個人情報を適切に取り扱います。  

調査票の記入者連絡先についてご記入ください。ご記入内容に不備がある場合は、

改めて内容の確認をさせて頂く場合がございます。  

お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは利用目的の通知のご請求、

または個人情報に関する苦情のお申し出、その他の問い合わせにつきましては、本依

頼に記載の「調査委託先」までご連絡ください。 
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(2) ウェブ画面での回答手順書 

 

ウェブ画面での回答の手順書 
（PCやタブレットによる回答方法） 

１．はじめに  

・ 本アンケート調査は、メール添付で返送のほか、ウェブ画面にてご回答いただくことが可能です。 

・ ウェブ画面での回答は、令和４年１月６日までご利用が可能です。 

・ パソコンやタブレットのご利用を推奨いたします。 

  （スマートフォンでは端末画面が小さいため、アンケート画面を見にくい場合があります。） 

 

２．回答方法  

・パソコンやタブレットから https://questant.jp/q/mext_2021  に 
アクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

・システムの仕様上、回答の途中で仮保存する機能はありません。回答画面で

は最後の設問まで一度に回答して送信までを済ませてください。 

・回答漏れがある場合、該当箇所を案内するエラー表示が出ますので、回答内

容をご確認いただき適切な回答をお願いいたします。 

・回答途中で画面を閉じてしまう（ブラウザの×ボタンをクリックする）と、

それまでの回答内容は保存されず消失してしまいます。ご注意ください。 

 

 

 

 

・全ての回答を終えると、回答一覧が表示されます。必要に応じてその画面を

印刷してご自身の控えとしてください。 

・「送信」ボタンを押して回答を終了してください。 

・回答送信後に、回答内容を修正することはできません。もし修正をご希望さ

れる場合は、本アンケート調査に関する問合せ先（裏面）までご連絡くださ

い。 

 

 

①回答サイトに

アクセス

②回答の開始

③回答の終了
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３．その他  

■回答方法等についてご不明点がございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。 

【本アンケート調査に関する問合せ先】 

三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 研究開発部 担当：長尾、林 
電話 ０５２－３０７－０９２２  e-mail：rdshishin@murc.jp 

 

■利用システム 
・ 本ウェブアンケートでは、株式会社マクロミルのインターネットリサーチサービスの「Questant

（クエスタント）」を利用して実施します。 
・ 株式会社マクロミル社のプライバシーポリシーは下記 URLよりご確認ください。 

<https://www.macromill.com/privacy.html> 
 
■推奨環境 
OS  ブラウザ 
Windows Internet Explorer11 

Firefox 最新版（85.0以上） 
Chrome 最新版（88.0以上） 
Microsoft Edge 

Macintosh Safari最新版（14.0以上） 
iOS 12.0以上 iOS：標準のブラウザ（Safari） 
Android 8.0以上 Android：Chrome 

<https://monitor.macromill.com/requirements.html> 
 
■メンテナンス日時 
・ 月頭の日曜日、深夜 2時から朝 7時の時間帯でシステムメンテナンスを実施します。その際、一

時的に Webアンケート画面にログインできなくなりますこと、ご了承ください。 
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(3) アンケート調査票（国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人（資金

配分機関以外）用） 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価

指針」の活用状況と課題に関するアンケート 
（国公私立大学・大学共同利用機関・独立行政法人（資金配分機関以外）用） 

令和３年１１月 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

 

 本調査票は国公私立大学（※学部等としてではなく、機関全体としてご回答いただく場合）・

大学共同利用機関・独立行政法人（資金配分機関以外）用の様式になります。 

特に記載がない限り、回答日現在の状況をお答え下さい。また、一部の回答不要な設問は省略

しておりますのでご留意ください。 

なお、本アンケートは、機関単位でご回答いただきたい項目に加え、大学の該当の学部等の単

位でご回答いただきたい項目がございますが、それぞれ直接ご回答いただけますので、機関全体

として学部等のご回答をとりまとめいただく必要はありません。 

学部等で回答をいただきたいのは、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」分野の学部

等のうち、研究者個人の業績評価や教員・研究者の採用の方法等を独自に決定している場合です

ので、該当する場合は当該学部等においても回答をお願いします。 

また、大学共同利用機関におかれましては、大学共同利用機関法人の単位ではなく、大学共同

利用機関の単位でご回答ください。 

 本アンケートは、ウェブ画面にてご回答いただくか、ウェブサイト上から調査票をダウンロー

ドの上、メール添付で返送いただくことが可能です。ウェブ画面にてご回答いただく場合、シス

テムの仕様上、回答の途中で仮保存することができませんので、ご了承いただきますようお願い

いたします。 

本調査票をメール添付での返送によりご回答いただく場合は、選択肢から回答を選ぶ設問に

ついては、選択した回答の番号を回答番号記入欄に記入ください。また、一部の方のみを対象と

する設問については、対象者以外の方はお答えいただかなくても結構です。 

 なお、回答いただいた大学及び機関並びに学部等には、まとまり次第、調査結果を電子メール

にてフィードバックいたしますのでご参考として活用いただければ幸いです。 
 

 

ご記入される方の連絡先をご記入ください 

【重要】 ご役職、ご氏名、ご連絡先(電話)、ご連絡先(電子メール)[※印の項目]につきましては、
個人情報となりますので、別紙「令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価
指針」の活用状況と課題に関するアンケート調査ご協力のお願い」の説明文を読み、了解、承
諾された上で記入ください。 
 なお、いただいた個人情報については、アンケート回答内容の確認、結果のフィードバック、
インタビュー調査の依頼（任意）のみに利用します。 

 
＜ご記入欄＞ 

機関名 
 

 

ご所属（部署） 
 

 

ご役職※ 
 

 
ご氏名※ 

 

 

ご連絡先 

（電話）※ 

 

 
ご連絡先 

（電子メール）※ 
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■機関のプロフィール 
Q2-1 貴機関の種類を選んでください。（１つだけ） 

 

1. 国立大学 

2. 公立大学 

3. 私立大学 

4. 大学共同利用機関 

5. 独立行政法人のうち、資金配分機関 

6. 独立行政法人のうち、資金配分機関以外 

 

回答番号記入欄  

 

Q2-2 貴機関における研究内容の学問別区分について該当するすべてを選んでください。複数

の分野にわたって研究が行われている場合には，関係する分野をそれぞれ選んでください。 

 

1. 文学 

2. 法学 

3. 経済学 

4. その他の人文・社会科学 

5. 理学 

6. 工学 

7. 農学 

8. 保健（医学・歯学・薬学） 

9. 保健（その他） 

10. 家政学 

11. 教育学 

12. その他 

 

※学問区分は、総務省「令和３年科学技術研究調査」（基幹統計）と同様の定義とします。 

※独立行政法人において、総務省「令和３年科学技術研究調査」の回答時点と変更等がない場合

は、調査票乙【6】に回答した内容と同様で結構です 。 

 

回答番号記入欄  

 

Q2-3【大学のみ】本務教員数は、何人ですか。（１つだけ） 

 

1. ～49 人 

2. 50～99 人 

3. 100～199 人 

4. 200～299 人 

5. 300～399 人 

6. 400 人以上 

 

回答番号記入欄  
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３．文科省指針の活用状況等 
Q3 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（以下「評価指針」という。）」（平成

14 年 6 月 20 日文部科学大臣決定（最終改定平成 29 年 4 月 1 日））についてお伺いします。 

 

Q3-1 貴機関では、当該「評価指針」があることを知っていましたか？ 貴機関の状況に近いと

思われるものを選択してください。（１つだけ） 

 

1. 当該評価指針の存在を知らなかった 

2. 当該評価指針について、当部署は知っているが、機関内で広く共有はされていない 

3. 当該評価指針について、機関内で広く共有されている 

 

回答番号記入欄  

 

Q3-2 貴機関では、当該「評価指針」を活用していますか。あてはまるものを選択してください。

（複数回答） 

※ 本評価指針は、平成 29 年 4 月 1 日付で、文部科学省科学技術・学術政策局長の通知（件名：

「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定について）がなされています。 

※ 評価指針の概要については、よろしければ事務連絡別添をご覧ください。また指針全文の掲

載先は、「用語等説明書」に研究開発評価に関する参考情報等として掲載先 URL を記載して

おります。 

※ 活用の程度を問わず、評価指針を一部でも参考にして評価を実施している場合は、「活用し

ている」とご回答ください。 

 

1. 研究開発機関等の評価をする際に活用している ⇒Q4-1 へ 

2. 研究開発課題の評価をする際に活用している ⇒Q4-1 へ   

3. 教員・研究者等の業績評価をする際に活用している ⇒Q4-1 へ   

4. 用語等の使い方を確認する上での参考資料として活用している ⇒Q4-1 へ 

5. その他の面で活用している ⇒Q4-1 へ  

6. 活用していない ⇒Q3-3 へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q3-3 活用していない理由について、あてはまるものを選択してください。（複数回答） 

 

1. 当機関では、研究開発評価を実施していない ⇒Q5-1 へ 

2. 「評価指針」を読んだことがない 

3. 「評価指針」は、当機関で実施している評価に即しておらずあまり参考にならない 

4. 「評価指針」の表現（用語、文章等）が分かりにくい 

5. 「評価指針」の全体構成（段落、内容の流れ等）が不明瞭で、当機関に関連する部分が

わかりにくい 

6. 「評価指針」とは別に、自機関で評価指針を設定している 

7. 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」又は文部科学省以外の府省が策定した評価指

針等を主に参考にしている 

8. 当機関では、国費を用いた研究開発を実施していない 

9. その他（具体的に：                              ） 

 

回答番号記入欄  
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４．研究開発課題の評価 
 
本アンケートでは貴機関内部での研究資金配分制度などにおいて主体的に実施している研究

開発課題の評価を対象とします。評価を受ける立場（被評価者）として外部から評価される研究

課題評価は対象としておりません。 

 

Q4-1 貴機関が主体的に実施している研究開発課題（機関内ファンド、資金配分機関においては

取り扱っている研究開発課題 等）の評価を実施していますか。（１つだけ） 

 

1. 実施している 

2. 実施していない ⇒Q5-1 へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q4-2 貴機関内の研究開発課題の評価について改善の好事例などがもしあれば、どのような改

善をしたか、具体的に記載ください。（自由回答） 

 

５．個人業績データベース 
 

Q5-1 貴機関では所属する研究者の個人業績データベースを構築されていますか。（１つだけ） 

 

1. 独自のデータベースを構築している（他データベースと連携している） 

2. 独自のデータベースを構築している（他データベースと連携していない） 

3. 既存の公開データベースを利用している（ex：researchmap 等） 

4. 他企業などによる個人業績データベースを購入し活用している 

（具体的に：                              ） 

5. データベースの構築は行っていないが、今後構築を検討する 

6. データベースの構築は行っていないし、今後構築を検討する予定もない 

 

回答番号記入欄  
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７．研究者個人の業績評価 
※定期的に実施されているものであり、一部の研究者のみならず、貴機関・学部等に所属する研

究者全体を対象とした評価を対象とします。 

なお、大学におかれては、機関全体として回答ができない内容が含まれている場合は、前述の

とおり、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」を担当する学部等にそれぞれ御回答い

ただくようお願いします。 

※【大学及び大学共同利用機関】において、ここでいう研究者は、総務省「令和３年科学技術研

究調査」（基幹統計）【4】の「従業者」のうち「研究者」のうち「教員」とします。 

※【独立行政法人】において、ここでいう研究者は、同統計調査票（調査票乙）【7】の「研究関

係従業者数」のうち「研究者」とします。 

 

Q7-1 研究者個人の業績評価の方法等について、貴機関内のどの単位で決定されていますか。 
 
1. 機関全体 ⇒回答区分が機関全体の場合（機関単位でご回答いただいている場合）は Q7-2

へ 異なる場合は Q8-1 へ 

2. 【大学のみ】学部等 ⇒回答区分が学部等の場合（学部等の単位でご回答いただいている場

合）は Q7-2 へ 異なる場合は Q8-1 へ 

3. その他（                  ）⇒Q7-2 へ 

4. 研究者個人の業績評価を実施していない ⇒Q8-1 へ 
 

回答番号記入欄  

 

Q7-2～Q7-9 は、任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価についてお伺いします。 

Q7-2 貴機関・学部等では任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価を実施していますか。 
 
1. 実施している 

2. 実施していない ⇒Q7-10へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-3 貴機関・学部等が業績評価を実施するのは、どのような目的ですか。（複数回答） 
 
1. 研究者の自己点検による省察   

2. 研究者個人の研究レベル向上 

3. 研究者個人の教育レベル向上   

4. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

5. 研究者個人の社会貢献の推進   

6. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集  

7. 研究者の業務負荷の平準化   

8. 研究者の公平性、納得感の向上   

9. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

10. 研究者個人と組織の目標の連動   

11.研究者の人件費削減   

12.社会に対する説明責任   

13.評価制度導入の政策的要請への対応   

14.優秀な研究者の確保・維持   

15.給与・昇進への反映   

16.その他（具体的に：                             ） 

 

回答番号記入欄  
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Q7-4 現在の、貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。

有効とお考えのものをお答えください。Q7-3 で回答した選択肢の中から選択ください。

（複数回答） 

 

1. 研究者の自己点検による省察   

2. 研究者個人の研究レベル向上 

3. 研究者個人の教育レベル向上   

4. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

5. 研究者個人の社会貢献の推進   

6. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集  

7. 研究者の業務負荷の平準化   

8. 研究者の公平性、納得感の向上   

9. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

10. 研究者個人と組織の目標の連動   

11. 研究者の人件費削減   

12. 社会に対する説明責任   

13. 評価制度導入の政策的要請への対応   

14. 優秀な研究者の確保・維持   

15. 給与・昇進への反映   

16. その他（具体的に：                               ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-5 貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

研究活動 

1. 成果の学術的価値    

2. 成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3. 成果の国際水準    

4. 挑戦的な課題への取組      

5. 学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6. 英語の論文・総説    

7. 日本語の論文・総説 

8. 国際共著論文  

9. 異分野共著論文  

10. 論文・総説の被引用 

11. 分野補正された引用指数（FWCI 等）    

12. 被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）    

13. 論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14. h-index 

15. オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）   

16. プレプリント  

17. 報告書の執筆    

18. 専門書籍の編集、執筆    

19. 学会発表・講演   

20. 特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング    

21. ノウハウの創出 
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22. 学会活動（役職等） 

23. 国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24. 外部からの賞・表彰    

25. 競争的資金など外部資金の獲得数 

26. 研究成果がもたらす経済的影響 

27. 研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28. 研究データの管理・公開・共有・利活用 

29. 上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30. 役職（学部長、学科長、内部委員等）    

31. 貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

32. 上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33. 講義・演習担当数 

34. 学生による授業評価 

35. 教科書等の執筆 

36. 研究室・ゼミの学生の指導 

37. 博士学生の育成数 

38. 学生の生活・履修指導 

39. 学生の就職・進学指導 

40. 教育改革関係の報告書の執筆 

41. 若手研究者の育成  

42. 上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：             ） 

社会貢献活動 

43. 生涯学習支援等   

44. 学外の審議会・委員会  

45. マスコミ投稿、掲載、出演   

46. 国際貢献    

47. 技術支援、技術相談   

48. アウトリーチ活動（公開講座等）  

49. 政策や規制、標準活動への貢献  

50. 上記以外の社会貢献活動（具体的に：                   ） 

その他 

51. 診療活動、医療活動、教育臨床 

52. 上記以外（具体的に：                          ） 

53. 特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-6 Q7-5 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標 

2. 国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標 

3. 認証評価における評価項目・指標 

4. 機関内の組織単位の評価における評価項目・指標 

5. 国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）による

機関・組織単位での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の中間・事後評価等にお

ける評価項目・指標 

  



 

442 

6. 国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評価

項目・指標 

7. 国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポスドク採用、フェローシップ、

授賞など）における評価項目・指標 

8. 世界大学ランキングにおける項目・指標 

9. その他（具体的に：                             ） 

10.この中に参照したものはない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-7 Q7-6 において参照した Q7-5 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価

項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-5 から最大３つ選択して

ください。 

 

研究活動 

1. 成果の学術的価値    

2. 成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3. 成果の国際水準    

4. 挑戦的な課題への取組      

5. 学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6. 英語の論文・総説    

7. 日本語の論文・総説 

8. 国際共著論文  

9. 異分野共著論文  

10. 論文・総説の被引用 

11. 分野補正された引用指数（FWCI 等）    

12. 被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）    

13. 論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14. h-index 

15. オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）   

16. プレプリント  

17. 報告書の執筆    

18. 専門書籍の編集、執筆    

19. 学会発表・講演   

20. 特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング    

21. ノウハウの創出 

22. 学会活動（役職等） 

23. 国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24. 外部からの賞・表彰    

25. 競争的資金など外部資金の獲得数 

26. 研究成果がもたらす経済的影響 

27. 研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28. 研究データの管理・公開・共有・利活用 

29. 上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30. 役職（学部長、学科長、内部委員等）    

31. 貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

32. 上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 
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教育活動・人材育成 

33. 講義・演習担当数 

34. 学生による授業評価 

35. 教科書等の執筆 

36. 研究室・ゼミの学生の指導 

37. 博士学生の育成数 

38. 学生の生活・履修指導 

39. 学生の就職・進学指導 

40. 教育改革関係の報告書の執筆 

41. 若手研究者の育成  

42. 上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：             ） 

社会貢献活動 

43. 生涯学習支援等   

44. 学外の審議会・委員会  

45. マスコミ投稿、掲載、出演   

46. 国際貢献    

47. 技術支援、技術相談   

48. アウトリーチ活動（公開講座等）  

49. 政策や規制、標準活動への貢献  

50. 上記以外の社会貢献活動（具体的に：                   ） 

その他 

51. 診療活動、医療活動、教育臨床 

52. 上記以外（具体的に：                          ） 

53. 特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-8 貴機関・学部等における業績評価は、何に活用していますか（複数回答） 

 

1. 給与 

2. 賞与・一時金・報奨金 

3. 昇任 

4. 雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ） 

5. 研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など） 

6. 内部での表彰・賞 

7. 評価が悪かった研究者に対する指導 

8. 研究者の基盤的研究費の配分 

9. スペースの配分 

10. その他（具体的に：                           ） 

                                       

回答番号記入欄  

 

Q7-9 貴機関・学部等における現在の業績評価方法について、どのようなことが課題となってい

ますか。（複数回答） 

 

実施・方法 

1. 研究分野間の比較 

2. 基礎研究と応用研究の比較 
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3. 人文・社会科学に関する研究成果の把握 

4. 短期での研究成果の評価 

研究成果による経済的・社会的影響の把握 

5. 教育活動の評価手法の確立 

6. 管理運営の評価手法の確立  

7. 社会貢献活動の評価手法の確立  

8. 組織目標と整合した目標設定  

9. 各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）  

10. 評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ  

11. 誰を評価者とするか  

12. 評価者の養成（研修等）  

13. クレームへの対応 

14. 評価実施の負荷  

15. 評価を行うための情報システムの整備  

16. 評価結果の活用方法  

17. 評価結果の開示（内容、範囲）  

18. ピアレビューの実施方法  

19. 客観的指標の設定方法  

20. 分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定できない  

効果 

21. 研究者の活動への改善効果が出ない  

22. 研究者のモチベーション向上効果がでない  

23. 業績に結び付かない能力や努力が評価できない  

24. 達成度を上げるために目標が低く設定される  

25. 間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい  

26. 評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がでにくい  

27. 研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組織運営への貢献が少なくなる  

その他 

28. 研究者の理解、協力、納得  

29. その他（具体的に                             ） 

30. 課題はない  

 

回答番号記入欄  

 

Q7-10 テニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と

で、業績評価の目的や評価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

1. 業績評価の目的や評価方法等は同じ  ⇒Q7-18 へ 

2. 業績評価の目的や評価方法等が異なる ⇒Q7-11 へ 

3. テニュアトラック研究者個人の業績評価を実施していない ⇒Q7-18 へ 

4. テニュアトラック研究者が存在しない ⇒Q7-18 へ 

 

回答番号記入欄  
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Q7-11～Q7-17 は、テニュアトラック研究者個人の業績評価についてお伺いします。 

Q7-11 テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等が業績評価を実施す

るのはどのような目的ですか。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-12 へ 

2. テニュア付与のための判断 

3. 若手研究者の育成 

4. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

5. 研究者の自己点検による省察   

6. 研究者個人の研究レベル向上 

7. 研究者個人の教育レベル向上   

8. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

9. 研究者個人の社会貢献の推進   

10.組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

11.研究者の業務負荷の平準化   

12.研究者の公平性、納得感の向上   

13.研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

14.研究者個人と組織の目標の連動   

15.研究者の人件費削減   

16.社会に対する説明責任   

17.評価制度導入の政策的要請への対応   

18.優秀な研究者の確保・維持   

19.給与・昇進への反映   

20.その他（具体的に：                            ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-12 現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。

有効とお考えのものをお答えください。Q7-11 で回答した選択肢の中から選択してくだ

さい。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-13 へ 

2. テニュア付与のための判断 

3. 若手研究者の育成 

4. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

5. 研究者の自己点検による省察   

6. 研究者個人の研究レベル向上 

7. 研究者個人の教育レベル向上   

8. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

9. 研究者個人の社会貢献の推進   

10.組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

11.研究者の業務負荷の平準化   

12.研究者の公平性、納得感の向上   

13.研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

14.研究者個人と組織の目標の連動   

15.研究者の人件費削減   

16.社会に対する説明責任   

17.評価制度導入の政策的要請への対応   

18.優秀な研究者の確保・維持   
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19.給与・昇進への反映   

20.その他（具体的に：                            ） 

 

回答番号記入欄  

 

 

Q7-13 貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-14 へ 

研究活動 

2.成果の学術的価値    

3.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

4.成果の国際水準    

5.挑戦的な課題への取組  

6.成長の度合い     

7.学際・融合領域・領域間連携研究への取組   

8.英語の論文・総説    

9.日本語の論文・総説 

10.国際共著論文  

11.異分野共著論文  

12.論文・総説の被引用 

13.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

14.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

15.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

16.h-index 

17.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

18.プレプリント  

19.報告書の執筆    

20.専門書籍の編集、執筆    

21.学会発表・講演   

22.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング  

23.ノウハウの創出 

24.学会活動（役職等） 

25.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

26.外部からの賞・表彰    

27.競争的資金など外部資金の獲得数 

28.研究成果がもたらす経済的影響 

29.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

30.研究データの管理・公開・共有・利活用 

31.上記以外の研究活動（具体的に：                       ） 

管理・運営 

32.役職（学部長、学科長、内部委員等）    

33.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

34.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

35.講義・演習担当数 

36.学生による授業評価 
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37.教科書等の執筆 

38.研究室・ゼミの学生の指導 

39.博士学生の育成数 

40.学生の生活・履修指導 

41.学生の就職・進学指導 

42.教育改革関係の報告書の執筆 

43.若手研究者の育成  

44.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                ） 

社会貢献活動 

45.生涯学習支援等 

46.学外の審議会・委員会 

47.マスコミ投稿、掲載、出演 

48.国際貢献 

49.技術支援、技術相談 

50.アウトリーチ活動（公開講座等） 

51.政策や規制、標準活動への貢献    

52.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                ） 

その他 

53.診療活動、医療活動、教育臨床 

54.上記以外（具体的に：                        ） 

55.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-14 Q7-13 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-15 へ 

2. 運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標 

3. 国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標 

4. 認証評価における評価項目・指標 

5. 機関内の組織単位の評価における評価項目・指標 

6. 国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）による 

機関・組織単位での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の中間・事後評価等にお

ける評価項目・指標 

7. 国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評

価項目・指標 

8. 国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポスドク採用、フェローシッ

プ、授賞など）における評価項目・指標 

9. 世界大学ランキングにおける項目・指標 

10.その他（具体的に：                             ） 

11.この中に参照したものはない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-15 Q7-14 において参照した Q7-13 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における

評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-13 から最大３つ選

択してください。 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-16 へ 
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研究活動 

2.成果の学術的価値 

3.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

4.成果の国際水準 

5.挑戦的な課題への取組  

6.成長の度合い 

7.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

8.英語の論文・総説 

9.日本語の論文・総説 

10.国際共著論文 

11.異分野共著論文 

12.論文・総説の被引用 

13.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

14.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

15.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

16.h-index 

17.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

18.プレプリント 

19.報告書の執筆 

20.専門書籍の編集、執筆 

21.学会発表・講演 

22.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング  

23.ノウハウの創出 

24.学会活動（役職等） 

25.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

26.外部からの賞・表彰  

27.競争的資金など外部資金の獲得数 

28.研究成果がもたらす経済的影響 

29.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

30.研究データの管理・公開・共有・利活用 

31.上記以外の研究活動（具体的に：                       ） 

管理・運営 

32.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

33.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

34.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

35.講義・演習担当数 

36.学生による授業評価 

37.教科書等の執筆 

38.研究室・ゼミの学生の指導 

39.博士学生の育成数 

40.学生の生活・履修指導 

41.学生の就職・進学指導 

42.教育改革関係の報告書の執筆 

43.若手研究者の育成  

44.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                 ） 

社会貢献活動 

45.生涯学習支援等 

46.学外の審議会・委員会 
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47.マスコミ投稿、掲載、出演 

48.国際貢献 

49.技術支援、技術相談 

50.アウトリーチ活動（公開講座等） 

51.政策や規制、標準活動への貢献 

52.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                        ） 

 

その他 

53.診療活動、医療活動、教育臨床 

54.上記以外（具体的に：                              ） 

55.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-16 テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等における業績評価は

何に活用していますか（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-17 へ 

2. 採用 

3. 給与 

4. 賞与・一時金・報奨金 

5. 昇任 

6. 雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ） 

7. 研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など） 

8. 内部での表彰・賞 

9. 評価が悪かった研究者に対する指導 

10.研究者の基盤的研究費の配分 

11.スペースの配分 

12.その他（具体的に：                            ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-17 テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等では現在の業績評価

方法についてどのようなことが課題となっていますか。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-18 へ 

実施・方法 

2. 研究分野間の比較 

3. 基礎研究と応用研究の比較 

4. 人文・社会科学に関する研究成果の把握 

5. 短期での研究成果の評価 

研究成果による経済的・社会的影響の把握 

6. 教育活動の評価手法の確立 

7. 管理運営の評価手法の確立  

8. 社会貢献活動の評価手法の確立  

9. 組織目標と整合した目標設定  

10. 各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）  

11. 評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ  

12. 誰を評価者とするか  
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13. 評価者の養成（研修等）  

14. クレームへの対応 

15. 評価実施の負荷  

16. 評価を行うための情報システムの整備  

17. 評価結果の活用方法  

18. 評価結果の開示（内容、範囲）  

19. ピアレビューの実施方法  

20. 客観的指標の設定方法  

21. 分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定できない  

効果 

22. 研究者の活動への改善効果が出ない  

23. 研究者のモチベーション向上効果がでない  

24. 業績に結び付かない能力や努力が評価できない  

25. 達成度を上げるために目標が低く設定される  

26. 間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい  

27. 評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がでにくい  

28. 研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組織運営への貢献が少なくなる  

その他 

29. 研究者の理解、協力、納得  

30. その他（具体的に                             ） 

31. 課題はない  

 

回答番号記入欄  

 

Q7-18 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価と任期なし（常勤）

の研究者個人の業績評価及びテニュアトラック研究者個人の業績評価とで、業績評価の

目的や評価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ⇒Q7-26 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ ⇒Q7-26 へ 

3. 業績評価の目的や評価方法等が異なる ⇒Q7-19へ 

4. 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）の個人の業績評価を実施していない ⇒

Q7-26 へ 

5. 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）は存在しない ⇒Q7-26 へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-19～Q7-25 は、任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について

お伺いします。 

Q7-19 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・

学部等が業績評価を実施するのはどのような目的ですか。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-20 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-20 へ 

3. テニュア付与のための判断 

4. 若手研究者の育成 

5. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

6. 研究者の自己点検による省察 

7. 研究者個人の研究レベル向上 
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8. 研究者個人の教育レベル向上 

9. 研究者個人の外部資金獲得の推進 

10. 研究者個人の社会貢献の推進 

11. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

12. 研究者の業務負荷の平準化 

13. 研究者の公平性、納得感の向上 

14. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

15. 研究者個人と組織の目標の連動 

16. 研究者の人件費削減 

17. 社会に対する説明責任 

18. 評価制度導入の政策的要請への対応 

19. 優秀な研究者の確保・維持 

20. 給与・昇進への反映 

21. その他（具体的に：                             ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-20 現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。

有効とお考えのものをお答えください。Q7-19 で回答した選択肢の中から選択してくだ

さい。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-21 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-21 へ 

3. テニュア付与のための判断 

4. 若手研究者の育成 

5. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

6. 研究者の自己点検による省察   

7. 研究者個人の研究レベル向上 

8. 研究者個人の教育レベル向上   

9. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

10. 研究者個人の社会貢献の推進   

11. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

12. 研究者の業務負荷の平準化 

13. 研究者の公平性、納得感の向上 

14. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

15. 研究者個人と組織の目標の連動 

16. 研究者の人件費削減 

17. 社会に対する説明責任 

18. 評価制度導入の政策的要請への対応 

19. 優秀な研究者の確保・維持 

20. 給与・昇進への反映 

21. その他（具体的に：                              ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-21 貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-22 
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2.テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-22 へ 

研究活動 

3.成果の学術的価値 

4.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

5.成果の国際水準 

6.挑戦的な課題への取組 

7.成長の度合い  

8.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

9.英語の論文・総説 

10.日本語の論文・総説 

11.国際共著論文 

12.異分野共著論文 

13.論文・総説の被引用 

14.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 15.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

16.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

17.h-index 

18.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

19.プレプリント 

20.報告書の執筆 

21.専門書籍の編集、執筆 

22.学会発表・講演 

23.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

24.ノウハウの創出 

25.学会活動（役職等） 

26.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

27.外部からの賞・表彰 

28.競争的資金など外部資金の獲得数 

29.研究成果がもたらす経済的影響 

30.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

31.研究データの管理・公開・共有・利活用 

32.上記以外の研究活動（具体的に：                        ） 

管理・運営 

33.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

34.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教

育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

35.上記以外の管理・運営（具体的に：                      ） 

教育活動・人材育成 

36.講義・演習担当数 

37.学生による授業評価 

38.教科書等の執筆 

39.研究室・ゼミの学生の指導 

40.博士学生の育成数 

41.学生の生活・履修指導 

42.学生の就職・進学指導 

43.教育改革関係の報告書の執筆 

44.若手研究者の育成  

45.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                    ） 

社会貢献活動 

46.生涯学習支援等 
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47.学外の審議会・委員会 

48.マスコミ投稿、掲載、出演 

49.国際貢献 

50.技術支援、技術相談 

51.アウトリーチ活動（公開講座等） 

52.政策や規制、標準活動への貢献  

53.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                          ） 

 

その他 

54.診療活動、医療活動、教育臨床 

55.上記以外（具体的に：                                ） 

56.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-22 Q7-21 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-23 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-23 へ 

3. 運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標 

4. 国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標 

5. 認証評価における評価項目・指標 

6. 機関内の組織単位の評価における評価項目・指標 

7. 国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）による

機関・組織単位での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の中間・事後評価等にお

ける評価項目・指標 

8. 国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評価

項目・指標 

9. 国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポスドク採用、フェローシップ、

授賞など）における評価項目・指標 

10.世界大学ランキングにおける項目・指標 

11.その他（具体的に：                                  ） 

12.この中に参照したものはない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-23 Q7-22 において参照した Q7-21 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における

評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-21 から最大３つ選

択してください。 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-24 へ 

2.テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-24 へ 

研究活動 

3.成果の学術的価値 

4.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

5.成果の国際水準 

6.挑戦的な課題への取組 

7.成長の度合い  

8.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 
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9.英語の論文・総説 

10.日本語の論文・総説 

11.国際共著論文 

12.異分野共著論文 

13.論文・総説の被引用 

14.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 15.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

16.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

17.h-index 

18.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

19.プレプリント 

20.報告書の執筆 

21.専門書籍の編集、執筆 

22.学会発表・講演 

23.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

24.ノウハウの創出 

25.学会活動（役職等） 

26.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

27.外部からの賞・表彰 

28.競争的資金など外部資金の獲得数 

29.研究成果がもたらす経済的影響 

30.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

31.研究データの管理・公開・共有・利活用 

32.上記以外の研究活動（具体的に：                        ） 

管理・運営 

33.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

34.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教

育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

35.上記以外の管理・運営（具体的に：                      ） 

教育活動・人材育成 

36.講義・演習担当数 

37.学生による授業評価 

38.教科書等の執筆 

39.研究室・ゼミの学生の指導 

40.博士学生の育成数 

41.学生の生活・履修指導 

42.学生の就職・進学指導 

43.教育改革関係の報告書の執筆 

44.若手研究者の育成  

45.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                    ） 

社会貢献活動 

46.生涯学習支援等 

47.学外の審議会・委員会 

48.マスコミ投稿、掲載、出演 

49.国際貢献 

50.技術支援、技術相談 

51.アウトリーチ活動（公開講座等） 

52.政策や規制、標準活動への貢献  

53.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                          ） 
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その他 

54.診療活動、医療活動、教育臨床 

55.上記以外（具体的に：                                ） 

56.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-24 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・

学部等における業績評価は、何に活用していますか（複数回答）。 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-25 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-25 へ 

3. 採用 

4. 給与 

5. 賞与・一時金・報奨金 

6. 昇任 

7. 雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ） 

8. 研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など） 

9. 内部での表彰・賞 

10.評価が悪かった研究者に対する指導 

11.研究者の基盤的研究費の配分 

12.スペースの配分 

13.その他（具体的に：                             ） 

                                       

回答番号記入欄  

 

Q7-25 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・

学部等では現在の業績評価方法についてどのようなことが課題となっていますか。（複

数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-26 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-26 へ 

実施・方法 

3. 研究分野間の比較 

4. 基礎研究と応用研究の比較 

5. 人文・社会科学に関する研究成果の把握 

6. 短期での研究成果の評価 

研究成果による経済的・社会的影響の把握 

7. 教育活動の評価手法の確立 

8. 管理運営の評価手法の確立  

9. 社会貢献活動の評価手法の確立  

10. 組織目標と整合した目標設定  

11. 各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）  

12. 評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ  

13. 誰を評価者とするか  

14. 評価者の養成（研修等）  

15. クレームへの対応 

16. 評価実施の負荷  

17. 評価を行うための情報システムの整備   
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18. 評価結果の活用方法  

19. 評価結果の開示（内容、範囲）  

20. ピアレビューの実施方法  

21. 客観的指標の設定方法  

22. 分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定できない  

効果 

23. 研究者の活動への改善効果が出ない  

24. 研究者のモチベーション向上効果がでない  

25. 業績に結び付かない能力や努力が評価できない  

26. 達成度を上げるために目標が低く設定される  

27. 間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい  

28. 評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がでにくい  

29. 研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組織運営への貢献が少なくなる  

その他 

30. 研究者の理解、協力、納得  

31. その他（具体的に                             ） 

32. 課題はない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-26 月給制の研究者と年俸制の研究者（任期の有無は問わない）とで、業績評価の目的や評

価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

1. 業績評価の目的や評価方法等は同じ 

2. 業績評価の目的や評価方法等が異なる 

3. 月給制のみ 又は 年俸制のみ 

 

回答番号記入欄  

 

 

８．教員・研究者の採用 
 

Q8-1 教員・研究者の採用の際の審査等の方法について、貴機関内のどの単位で決定されていま

すか。（１つだけ） 

 

1. 機関全体 ⇒回答区分が機関全体の場合（機関単位でご回答いただいている場合）は Q8-2 へ 

異なる場合は Q9-1 へ 

2. 【大学のみ】学部等 ⇒回答区分が学部等の場合（学部等の単位でご回答いただいている場

合）は Q8-2 へ 異なる場合は Q9-1 へ 

3. その他（                              ）⇒Q8-2 へ  

 

回答番号記入欄  

 

Q8-2 特に若手の教員・研究者の採用審査時に通常行っている事項について、あてはまるものす

べて選択してください。 

 

審査委員会の構成 

1.審査委員会の構成員に当該学部等の教員・研究者を含む 
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2.審査委員会の構成員に機関内の当該学部等以外の教員・研究者を含む 

3.審査委員会の構成員に国内の他機関の教員・研究者を含む 

4.審査委員会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を含む 

5.その他（具体的に                             ） 

審査委員会構成員以外からのレビュー情報の収集 

6.被評価者から推薦者による推薦状の提出を求める 

7.審査委員会が国内の他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する 

8.審査委員会が海外の他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する 

9.その他（具体的に：                            ） 

その他 

10.上記以外（具体的に：                           ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q8-3 特に若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目はどれですか。（複数回

答） 

 

研究活動 

1.成果の学術的価値 

2.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3.成果の国際水準 

4.挑戦的な課題への取組  

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6.英語の論文・総説 

7.日本語の論文・総説 

8.国際共著論文 

9.異分野共著論文 

10.論文・総説の被引用 

11.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 12.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

13.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14.h-index 

15.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

16.プレプリント 

17.報告書の執筆 

18.専門書籍の編集、執筆 

19.学会発表・講演 

20.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

21.ノウハウの創出 

22.学会活動（役職等） 

23.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24.外部からの賞・表彰 

25.競争的資金など外部資金の獲得数 

26.研究成果がもたらす経済的影響 

27.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28.研究データの管理・公開・共有・利活用 

29.上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30.役職（学部長、学科長、内部委員等） 
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31.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績 

32.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33.講義・演習担当数 

34.学生による授業評価 

35.教科書等の執筆 

36.研究室・ゼミの学生の指導 

37.博士学生の育成数 

38.学生の生活・履修指導 

39.学生の就職・進学指導 

40.教育改革関係の報告書の執筆 

41.若手研究者の育成  

42.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                ） 

社会貢献活動 

43.生涯学習支援等 

44.学外の審議会・委員会 

45.マスコミ投稿、掲載、出演 

46.国際貢献 

47.技術支援、技術相談  

48.アウトリーチ活動（公開講座等） 

49.政策や規制、標準活動への貢献 

50.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                    ） 

その他 

51.診療活動、医療活動、教育臨床 

52.上記以外（具体的に：                           ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q8-4 Q8-3 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 第三者評価（法人評価）における指標 

2. 認証評価における指標 

3. 機関内の特定の組織単位で研究開発活動を含む評価における指標 

4. 国（文部科学省等）や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学

術振興会等）による採択時の審査、実施後の中間評価、事後評価、追跡評価等における指

標 

5. 国又は第三者評価機関による機関内に所属する教員・研究員等の研究開発業績に関する第

三者評価における指標 

6. その他（具体的に：                             ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q8-5 Q8-4 において参照した Q8-3 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価

項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q8-3 から最大３つ選択して

ください。 

 

研究活動 

1.成果の学術的価値 
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2.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3.成果の国際水準 

4.挑戦的な課題への取組  

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6.英語の論文・総説 

7.日本語の論文・総説 

8.国際共著論文 

9.異分野共著論文 

10.論文・総説の被引用 

11.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 12.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

13.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14.h-index 

15.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

16.プレプリント 

17.報告書の執筆 

18.専門書籍の編集、執筆 

19.学会発表・講演 

20.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

21.ノウハウの創出 

22.学会活動（役職等） 

23.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24.外部からの賞・表彰 

25.競争的資金など外部資金の獲得数 

26.研究成果がもたらす経済的影響 

27.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28.研究データの管理・公開・共有・利活用 

29.上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

31.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績 

32.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33.講義・演習担当数 

34.学生による授業評価 

35.教科書等の執筆 

36.研究室・ゼミの学生の指導 

37.博士学生の育成数 

38.学生の生活・履修指導 

39.学生の就職・進学指導 

40.教育改革関係の報告書の執筆 

41.若手研究者の育成  

42.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                ） 

 

社会貢献活動 

43.生涯学習支援等 

44.学外の審議会・委員会 

45.マスコミ投稿、掲載、出演 

46.国際貢献 
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47.技術支援、技術相談  

48.アウトリーチ活動（公開講座等） 

49.政策や規制、標準活動への貢献 

50.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                    ） 

その他 

51.診療活動、医療活動、教育臨床 

52.上記以外（具体的に：                           ） 

 

回答番号記入欄  

 
９．その他 
Q9-1 貴機関・学部等における研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研

究者では求められる役割が異なることも想定されますが、何か工夫している点があれば、

具体的に記載ください。（自由回答） 

 

Q9-2 貴機関・学部等は、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知っていま

したか？貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

※宣言の内容等については、よろしければ用語の解説をご覧ください。 

 

1. 当該宣言の存在を知らなかった 

2. 当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない 

3. 当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている 

 

回答番号記入欄  

 

Q9-3 貴機関・学部等では、「研究計量に関するライデン声明」があることを知っていましたか？ 

貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

※声明の内容等については、よろしければ用語の解説をご覧ください。 

 

1. 当該声明の存在を知らなかった 

2. 当該声明について、当部署は知っているが、他の部署は知らない 

3. 当該声明について、当部署以外の他部署も知っている 

 

回答番号記入欄  
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Q9-4 評価指針においては、研究者等の業績評価に関し、質を重視した評価を行うことを奨励し

ている他、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」では研究者の雇用、昇進や助成の

決定に際し、研究論文の質を計る代替方法として、インパクトファクターのような雑誌

ベースの数量的指標を用いないよう指摘されるなど、様々な議論がされています。貴機関・

学部等において数量的指標の利用に関して課題がもしあれば、具体的に記載してください。

（自由回答） 

 

Q9-5 論文掲載誌のインパクトファクター（IF）を含む雑誌単位の定量的指標を利用するに当た

って注意している点又は利用していないが研究者にインパクトファクター等重視の傾向

が見られる場合がありますか。あれば業績評価において注意されている点等、具体的に記

載してください。（自由回答） 
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Q9-6 研究開発評価について、評価者・被評価者の立場にかかわらず、感じている課題があれば、

自由にご回答ください。（自由回答） 

 

Q9-7 評価の見直しを行った際の改善点があれば、具体的に記載してください。（評価システム

全体、評価方法、評価項目、評価基準、評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改

善、人文・社会科学に関する研究成果を把握するための課題と改善策等）（自由回答） 

以上 
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(4) アンケート調査票（学部等用） 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価

指針」の活用状況と課題に関するアンケート 
（学部等用） 

令和３年１１月 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

 

 本調査票は、学部等としてご回答いただく場合の様式です。 

特に記載がない限り、回答日現在の状況をお答え下さい。また、一部の回答不要な設問は省略

しておりますのでご留意ください。 

学部等で回答をいただきたいのは、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」分野の学部

等のうち、研究者個人の業績評価や教員・研究者の採用の方法等を独自に決定している場合です

ので、該当する場合は当該学部等においても回答をお願いします。 

なお、大学につきましては別途ご回答をお願いしておりますので、ご承知おきください。 

本アンケートは、ウェブ画面にてご回答いただくか、ウェブサイト上から調査票をダウンロー

ドの上、メール添付で返送いただくことが可能です。ウェブ画面にてご回答いただく場合、シス

テムの仕様上、回答の途中で仮保存することができませんので、ご了承いただきますようお願い

いたします。本調査票をメール添付での返送によりご回答いただく場合は、選択肢から回答を選

ぶ設問については、選択した回答の番号を回答番号記入欄に記入ください。また、一部の方のみ

を対象とする設問については、対象者以外の方はお答えいただかなくても結構です。 

 なお、回答いただいた大学及び機関並びに学部等には、まとまり次第、調査結果を電子メール

にてフィードバックいたしますのでご参考として活用いただければ幸いです。 
 

 

ご記入される方の連絡先をご記入ください 

【重要】 ご役職、ご氏名、ご連絡先(電話)、ご連絡先(電子メール)[※印の項目]につきましては、
個人情報となりますので、別紙「令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価
指針」の活用状況と課題に関するアンケート調査ご協力のお願い」の説明文を読み、了解、承
諾された上で記入ください。 
 なお、いただいた個人情報については、アンケート回答内容の確認、結果のフィードバック、
インタビュー調査の依頼（任意）のみに利用します。 

 
＜ご記入欄＞ 
 

機関名 
 

 

学部等名 
 

ご所属（部署） 
 

 

ご役職※ 
 

 
ご氏名※ 

 

 

ご連絡先 

（電話）※ 

 

 
ご連絡先 

（電子メール）※ 
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■学部等のプロフィール 
Q2-1 貴機関の種類を選んでください。（１つだけ） 

 

1. 国立大学 

2. 公立大学 

3. 私立大学 

 

回答番号記入欄  

 

Q6-1 貴組織の種類を選んでください。（１つだけ） 

 

1. 大学の学部  

2. 大学附置研究所 ⇒Q6-3 へ 

3. その他 ⇒Q6-3 へ 

 

※「大学の学部」には、学部、大学院研究科及びそれらの附属研究施設を含みます。 

※総務省「令和３年科学技術研究調査」（基幹統計）の回答時点と変更等がない場合は、同調査

（調査票丙）【1】に回答した内容と同様で結構です。 

 

回答番号記入欄  

 

Q6-2 貴学部等に直接関係する大学院の研究科がありますか。（１つだけ） 

 

1. 学部のみがある 

2. 学部に直接関係する大学院の研究科がある 

3. 大学院の研究科のみがある 

 

回答番号記入欄  

 

Q6-3 研究内容の学問別区分について該当するものを選んでください。（学問別区分が２つ以上

の項目にわたる場合は、そのうち主なものを１つ選んでください） 

 

1. 理学 

2. 工学 

3. 保健（医学・歯学・薬学） 

4. その他（具体的に：    ） ⇒Q6-5 

 

※総務省「令和３年科学技術研究調査」（基幹統計）の回答時点と変更等がない場合は、同調査

（調査票丙）【3】に回答した内容と同様で結構です。 

 

回答番号記入欄  

 

Q6-4 研究内容の専門分野について該当するものをすべて選んでください。 

 

理学 

1. 数学 

2. 情報科学 
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3. 物理 

4. 化学 

5. 生物 

6. 地学 

7. 上記以外の理学 

工学 

8. 機械・船舶 

9. 電気・通信 

10. 土木・建築 

11. 応用化学 

12. 応用理学 

13. 原子力 

14. 材料 

15. 繊維 

16. 航空 

17. 経営工学 

18. 上記以外の工学 

保健 

19. 医学 

20. 歯学 

21. 薬学 

22. 看護 

23. 上記以外の保健 

 

回答番号記入欄  

 

Q6-5 現在の専任教員数を選択してください。（１つだけ） 

 

1. ～9 人 

2. 10～29 人 

3. 30～49 人 

4. 50～99 人 

5. 100 人以上 

 

回答番号記入欄  

 

 

７．研究者個人の業績評価 
 

※定期的に実施されているものであり、一部の研究者のみならず、貴機関・学部等に所属する研

究者全体を対象とした評価を対象とします。 

なお、大学におかれては、機関全体として回答ができない内容が含まれている場合は、前述の

とおり、「理学」、「工学」、「保健（医学、歯学、薬学）」を担当する学部等にそれぞれ御回答い

ただくようお願いします。 

※【大学及び大学共同利用機関】において、ここでいう研究者は、総務省「令和３年科学技術研

究調査」（基幹統計）【4】の「従業者」のうち「研究者」のうち「教員」とします。 

※【独立行政法人】において、ここでいう研究者は、同統計調査票（調査票乙）【7】の「研究関

係従業者数」のうち「研究者」とします。 
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Q7-1 研究者個人の業績評価の方法等について、貴機関内のどの単位で決定されていますか。

（１つだけ） 

 

1. 機関全体 ⇒回答区分が機関全体の場合（機関単位でご回答いただいている場合）は Q7-

2 へ 異なる場合は Q8-1 へ 

2. 【大学のみ】学部等 ⇒回答区分が学部等の場合（学部等の単位でご回答いただいている

場合）は Q7-2 へ 異なる場合は Q8-1 へ 

3. その他（                  ）⇒Q7-2 へ 

4. 研究者個人の業績評価を実施していない ⇒Q8-1 へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-2～Q7-9 は、任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価についてお伺いします。 

Q7-2 貴機関・学部等では任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価を実施していますか。 

 

1. 実施している 

2. 実施していない ⇒Q7-10へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-3 貴機関・学部等が業績評価を実施するのは、どのような目的ですか。（複数回答） 

 

1. 研究者の自己点検による省察   

2. 研究者個人の研究レベル向上 

3. 研究者個人の教育レベル向上   

4. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

5. 研究者個人の社会貢献の推進   

6. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集  

7. 研究者の業務負荷の平準化   

8. 研究者の公平性、納得感の向上   

9. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

10. 研究者個人と組織の目標の連動   

11.研究者の人件費削減   

12.社会に対する説明責任   

13.評価制度導入の政策的要請への対応   

14.優秀な研究者の確保・維持   

15.給与・昇進への反映   

16.その他（具体的に：                             ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-4 現在の、貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。

有効とお考えのものをお答えください。Q7-3 で回答した選択肢の中から選択ください。

（複数回答） 

 

1. 研究者の自己点検による省察   

2. 研究者個人の研究レベル向上 

3. 研究者個人の教育レベル向上   
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4. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

5. 研究者個人の社会貢献の推進   

6. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集  

7. 研究者の業務負荷の平準化   

8. 研究者の公平性、納得感の向上   

9. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

10. 研究者個人と組織の目標の連動   

11. 研究者の人件費削減   

12. 社会に対する説明責任   

13. 評価制度導入の政策的要請への対応   

14. 優秀な研究者の確保・維持   

15. 給与・昇進への反映   

16. その他（具体的に：                               ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-5 貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

研究活動 

1. 成果の学術的価値    

2. 成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3. 成果の国際水準    

4. 挑戦的な課題への取組      

5. 学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6. 英語の論文・総説    

7. 日本語の論文・総説 

8. 国際共著論文  

9. 異分野共著論文  

10. 論文・総説の被引用 

11. 分野補正された引用指数（FWCI 等）    

12. 被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）    

13. 論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14. h-index 

15. オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）   

16. プレプリント  

17. 報告書の執筆    

18. 専門書籍の編集、執筆    

19. 学会発表・講演   

20. 特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング    

21. ノウハウの創出 

22. 学会活動（役職等） 

23. 国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24. 外部からの賞・表彰    

25. 競争的資金など外部資金の獲得数 

26. 研究成果がもたらす経済的影響 

27. 研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28. 研究データの管理・公開・共有・利活用 

29. 上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 
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管理・運営 

30. 役職（学部長、学科長、内部委員等）    

31. 貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

32. 上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33. 講義・演習担当数 

34. 学生による授業評価 

35. 教科書等の執筆 

36. 研究室・ゼミの学生の指導 

37. 博士学生の育成数 

38. 学生の生活・履修指導 

39. 学生の就職・進学指導 

40. 教育改革関係の報告書の執筆 

41. 若手研究者の育成  

42. 上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：             ） 

社会貢献活動 

43. 生涯学習支援等   

44. 学外の審議会・委員会  

45. マスコミ投稿、掲載、出演   

46. 国際貢献    

47. 技術支援、技術相談   

48. アウトリーチ活動（公開講座等）  

49. 政策や規制、標準活動への貢献  

50. 上記以外の社会貢献活動（具体的に：                   ） 

その他 

51. 診療活動、医療活動、教育臨床 

52. 上記以外（具体的に：                          ） 

53. 特に項目を設けていない 
 

回答番号記入欄  

 

Q7-6 Q7-5 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 
 
1. 運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標 

2. 国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標 

3. 認証評価における評価項目・指標 

4. 機関内の組織単位の評価における評価項目・指標 

5. 国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）によ

る機関・組織単位での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の中間・事後評価等

における評価項目・指標 

6. 国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評

価項目・指標 

7. 国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポスドク採用、フェローシッ

プ、授賞など）における評価項目・指標 

8. 世界大学ランキングにおける項目・指標 

9. その他（具体的に：                             ） 

10. この中に参照したものはない 
 

回答番号記入欄  
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Q7-7 Q7-6 において参照した Q7-5 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価

項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-5 から最大３つ選択して

ください。 

 

研究活動 

1. 成果の学術的価値    

2. 成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3. 成果の国際水準    

4. 挑戦的な課題への取組      

5. 学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6. 英語の論文・総説    

7. 日本語の論文・総説 

8. 国際共著論文  

9. 異分野共著論文  

10. 論文・総説の被引用 

11. 分野補正された引用指数（FWCI 等）    

12. 被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等）    

13. 論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14. h-index 

15. オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）   

16. プレプリント  

17. 報告書の執筆    

18. 専門書籍の編集、執筆    

19. 学会発表・講演   

20. 特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング    

21. ノウハウの創出 

22. 学会活動（役職等） 

23. 国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24. 外部からの賞・表彰    

25. 競争的資金など外部資金の獲得数 

26. 研究成果がもたらす経済的影響 

27. 研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28. 研究データの管理・公開・共有・利活用 

29. 上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30. 役職（学部長、学科長、内部委員等）    

31. 貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

32. 上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33. 講義・演習担当数 

34. 学生による授業評価 

35. 教科書等の執筆 

36. 研究室・ゼミの学生の指導 

37. 博士学生の育成数 

38. 学生の生活・履修指導 

39. 学生の就職・進学指導 

40. 教育改革関係の報告書の執筆 

41. 若手研究者の育成  
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42. 上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：             ） 

社会貢献活動 

43. 生涯学習支援等   

44. 学外の審議会・委員会  

45. マスコミ投稿、掲載、出演   

46. 国際貢献    

47. 技術支援、技術相談   

48. アウトリーチ活動（公開講座等）  

49. 政策や規制、標準活動への貢献  

50. 上記以外の社会貢献活動（具体的に：                   ） 

 

その他 

51. 診療活動、医療活動、教育臨床 

52. 上記以外（具体的に：                          ） 

53. 特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-8 貴機関・学部等における業績評価は、何に活用していますか（複数回答） 

 

1. 給与 

2. 賞与・一時金・報奨金 

3. 昇任 

4. 雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ） 

5. 研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など） 

6. 内部での表彰・賞 

7. 評価が悪かった研究者に対する指導 

8. 研究者の基盤的研究費の配分 

9. スペースの配分 

10. その他（具体的に：                           ） 

                                       

回答番号記入欄  

 

Q7-9 貴機関・学部等における現在の業績評価方法について、どのようなことが課題となってい

ますか。（複数回答） 

 

実施・方法 

1. 研究分野間の比較 

2. 基礎研究と応用研究の比較 

3. 人文・社会科学に関する研究成果の把握 

4. 短期での研究成果の評価 

研究成果による経済的・社会的影響の把握 

5. 教育活動の評価手法の確立 

6. 管理運営の評価手法の確立  

7. 社会貢献活動の評価手法の確立  

8. 組織目標と整合した目標設定  

9. 各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）  

10. 評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ  

11. 誰を評価者とするか  
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12. 評価者の養成（研修等）  

13. クレームへの対応 

14. 評価実施の負荷  

15. 評価を行うための情報システムの整備  

16. 評価結果の活用方法  

17. 評価結果の開示（内容、範囲）  

18. ピアレビューの実施方法  

19. 客観的指標の設定方法  

20. 分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定できない  

効果 

21. 研究者の活動への改善効果が出ない  

22. 研究者のモチベーション向上効果がでない  

23. 業績に結び付かない能力や努力が評価できない  

24. 達成度を上げるために目標が低く設定される  

25. 間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい  

26. 評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がでにくい  

27. 研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組織運営への貢献が少なくなる  

その他 

28. 研究者の理解、協力、納得  

29. その他（具体的に                             ） 

30. 課題はない  

 

回答番号記入欄  

 

Q7-10 テニュアトラック研究者個人の業績評価と任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と

で、業績評価の目的や評価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

1. 業績評価の目的や評価方法等は同じ  ⇒Q7-18 へ 

2. 業績評価の目的や評価方法等が異なる ⇒Q7-11 へ 

3. テニュアトラック研究者個人の業績評価を実施していない ⇒Q7-18 へ 

4. テニュアトラック研究者が存在しない ⇒Q7-18 へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-11～Q7-17 は、テニュアトラック研究者個人の業績評価についてお伺いします。 

 

Q7-11 テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等が業績評価を実施す

るのはどのような目的ですか。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-12 へ 

2. テニュア付与のための判断 

3. 若手研究者の育成 

4. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

5. 研究者の自己点検による省察   

6. 研究者個人の研究レベル向上 

7. 研究者個人の教育レベル向上   

8. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

9. 研究者個人の社会貢献の推進   

10.組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集  
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11.研究者の業務負荷の平準化   

12.研究者の公平性、納得感の向上   

13.研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

14.研究者個人と組織の目標の連動   

15.研究者の人件費削減   

16.社会に対する説明責任   

17.評価制度導入の政策的要請への対応   

18.優秀な研究者の確保・維持   

19.給与・昇進への反映   

20.その他（具体的に：                            ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-12 現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。

有効とお考えのものをお答えください。Q7-11 で回答した選択肢の中から選択してくだ

さい。（（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-13 へ 

2. テニュア付与のための判断 

3. 若手研究者の育成 

4. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

5. 研究者の自己点検による省察   

6. 研究者個人の研究レベル向上 

7. 研究者個人の教育レベル向上   

8. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

9. 研究者個人の社会貢献の推進   

10.組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

11.研究者の業務負荷の平準化   

12.研究者の公平性、納得感の向上   

13.研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

14.研究者個人と組織の目標の連動   

15.研究者の人件費削減   

16.社会に対する説明責任   

17.評価制度導入の政策的要請への対応   

18.優秀な研究者の確保・維持   

19.給与・昇進への反映   

20.その他（具体的に：                            ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-13 貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複

数回答） 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-14 へ 

研究活動 

2.成果の学術的価値    

3.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

4.成果の国際水準    

5.挑戦的な課題への取組  
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6.成長の度合い     

7.学際・融合領域・領域間連携研究への取組   

8.英語の論文・総説    

9.日本語の論文・総説 

10.国際共著論文  

11.異分野共著論文  

12.論文・総説の被引用 

13.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

14.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

15.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

16.h-index 

17.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

18.プレプリント  

19.報告書の執筆    

20.専門書籍の編集、執筆    

21.学会発表・講演   

22.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング  

23.ノウハウの創出 

24.学会活動（役職等） 

25.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

26.外部からの賞・表彰    

27.競争的資金など外部資金の獲得数 

28.研究成果がもたらす経済的影響 

29.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

30.研究データの管理・公開・共有・利活用 

31.上記以外の研究活動（具体的に：                       ） 

管理・運営 

32.役職（学部長、学科長、内部委員等）    

33.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

34.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

35.講義・演習担当数 

36.学生による授業評価 

37.教科書等の執筆 

38.研究室・ゼミの学生の指導 

39.博士学生の育成数 

40.学生の生活・履修指導 

41.学生の就職・進学指導 

42.教育改革関係の報告書の執筆 

43.若手研究者の育成  

44.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                ） 

社会貢献活動 

45.生涯学習支援等 

46.学外の審議会・委員会 

47.マスコミ投稿、掲載、出演 

48.国際貢献 

49.技術支援、技術相談 

50.アウトリーチ活動（公開講座等） 

51.政策や規制、標準活動への貢献    
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52.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                ） 

その他 

53.診療活動、医療活動、教育臨床 

54.上記以外（具体的に：                        ） 

55.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

 

Q7-14 Q7-13 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-15 へ 

2. 運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標 

3. 国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標 

4. 認証評価における評価項目・指標 

5. 機関内の組織単位の評価における評価項目・指標 

6. 国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）による 

機関・組織単位での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の中間・事後評価等にお

ける評価項目・指標 

7. 国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評

価項目・指標 

8. 国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポスドク採用、フェローシッ

プ、授賞など）における評価項目・指標 

9. 世界大学ランキングにおける項目・指標 

10.その他（具体的に：                             ） 

11.この中に参照したものはない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-15 Q7-14 において参照した Q7-13 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における

評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-13 から最大３つ選

択してください。 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-16 へ 

研究活動 

2.成果の学術的価値 

3.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

4.成果の国際水準 

5.挑戦的な課題への取組  

6.成長の度合い 

7.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

8.英語の論文・総説 

9.日本語の論文・総説 

10.国際共著論文 

11.異分野共著論文 

12.論文・総説の被引用 

13.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

14.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 
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15.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

16.h-index 

17.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

18.プレプリント 

19.報告書の執筆 

20.専門書籍の編集、執筆 

21.学会発表・講演 

22.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング  

23.ノウハウの創出 

24.学会活動（役職等） 

25.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

26.外部からの賞・表彰  

27.競争的資金など外部資金の獲得数 

28.研究成果がもたらす経済的影響 

29.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

30.研究データの管理・公開・共有・利活用 

31.上記以外の研究活動（具体的に：                       ） 

管理・運営 

32.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

33.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

34.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

35.講義・演習担当数 

36.学生による授業評価 

37.教科書等の執筆 

38.研究室・ゼミの学生の指導 

39.博士学生の育成数 

40.学生の生活・履修指導 

41.学生の就職・進学指導 

42.教育改革関係の報告書の執筆 

43.若手研究者の育成  

44.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                 ） 

社会貢献活動 

45.生涯学習支援等 

46.学外の審議会・委員会 

47.マスコミ投稿、掲載、出演 

48.国際貢献 

49.技術支援、技術相談 

50.アウトリーチ活動（公開講座等） 

51.政策や規制、標準活動への貢献 

52.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                        ） 

その他 

53.診療活動、医療活動、教育臨床 

54.上記以外（具体的に：                              ） 

55.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  
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Q7-16 テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等における業績評価は

何に活用していますか（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-17 へ 

2. 採用 

3. 給与 

4. 賞与・一時金・報奨金 

5. 昇任 

6. 雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ） 

7. 研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など） 

8. 内部での表彰・賞 

9. 評価が悪かった研究者に対する指導 

10. 研究者の基盤的研究費の配分 

11. スペースの配分 

12. その他（具体的に：                            ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-17 テニュアトラック研究者個人の業績評価について、貴機関・学部等では現在の業績評価

方法についてどのようなことが課題となっていますか。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-18 へ 

実施・方法 

2. 研究分野間の比較 

3. 基礎研究と応用研究の比較 

4. 人文・社会科学に関する研究成果の把握 

5. 短期での研究成果の評価 

研究成果による経済的・社会的影響の把握 

6. 教育活動の評価手法の確立 

7. 管理運営の評価手法の確立  

8. 社会貢献活動の評価手法の確立  

9. 組織目標と整合した目標設定  

10. 各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）  

11. 評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ  

12. 誰を評価者とするか  

13. 評価者の養成（研修等）  

14. クレームへの対応 

15. 評価実施の負荷  

16. 評価を行うための情報システムの整備  

17. 評価結果の活用方法  

18. 評価結果の開示（内容、範囲）  

19. ピアレビューの実施方法  

20. 客観的指標の設定方法  

21. 分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定できない  

効果 

22. 研究者の活動への改善効果が出ない  

23. 研究者のモチベーション向上効果がでない  

24. 業績に結び付かない能力や努力が評価できない  

25. 達成度を上げるために目標が低く設定される  

26. 間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい  
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27. 評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がでにくい  

28. 研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組織運営への貢献が少なくなる  

その他 

29. 研究者の理解、協力、納得  

30. その他（具体的に                             ） 

31. 課題はない  

 

回答番号記入欄  

 

Q7-18 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価と任期なし（常勤）

の研究者個人の業績評価及びテニュアトラック研究者個人の業績評価とで、業績評価の

目的や評価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ⇒Q7-26 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と業績評価の目的や評価方法等は同じ ⇒Q7-26 へ 

3. 業績評価の目的や評価方法等が異なる ⇒Q7-19へ 

4. 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）の個人の業績評価を実施していない ⇒

Q7-26 へ 

5. 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）は存在しない ⇒Q7-26 へ 
 

回答番号記入欄  

 

Q7-19～Q7-25 は、任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について

お伺いします。 

 

Q7-19 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・

学部等が業績評価を実施するのはどのような目的ですか。（複数回答） 
 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-20 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-20 へ 

3. テニュア付与のための判断 

4. 若手研究者の育成 

5. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

6. 研究者の自己点検による省察 

7. 研究者個人の研究レベル向上 

8. 研究者個人の教育レベル向上 

9. 研究者個人の外部資金獲得の推進 

10. 研究者個人の社会貢献の推進 

11. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

12. 研究者の業務負荷の平準化 

13. 研究者の公平性、納得感の向上 

14. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

15. 研究者個人と組織の目標の連動 

16. 研究者の人件費削減 

17. 社会に対する説明責任 

18. 評価制度導入の政策的要請への対応 

19. 優秀な研究者の確保・維持 

20. 給与・昇進への反映 

21. その他（具体的に：                             ） 
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回答番号記入欄  

 

Q7-20 現在の貴機関・学部等における業績評価方法は、導入目的に対して有効とお考えですか。

有効とお考えのものをお答えください。Q7-19 で回答した選択肢の中から選択してくだ

さい。（複数回答） 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-21 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-21 へ 

3. テニュア付与のための判断 

4. 若手研究者の育成 

5. 研究者同士の相互研鑽の場の形成 

6. 研究者の自己点検による省察   

7. 研究者個人の研究レベル向上 

8. 研究者個人の教育レベル向上   

9. 研究者個人の外部資金獲得の推進   

10. 研究者個人の社会貢献の推進   

11. 組織運営の評価・改善（自己点検・評価を含む）のための資料収集 

12. 研究者の業務負荷の平準化 

13. 研究者の公平性、納得感の向上 

14. 研究者個人に期待される職務内容の明確化（教育重視、研究重視等） 

15. 研究者個人と組織の目標の連動 

16. 研究者の人件費削減 

17. 社会に対する説明責任 

18. 評価制度導入の政策的要請への対応 

19. 優秀な研究者の確保・維持 

20. 給与・昇進への反映 

21. その他（具体的に：                              ） 
 

回答番号記入欄  

 

Q7-21 貴機関・学部等における業績評価では、どのような項目について評価していますか。（複

数回答） 
 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-22 

2.テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-22 へ 

研究活動 

3.成果の学術的価値 

4.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

5.成果の国際水準 

6.挑戦的な課題への取組 

7.成長の度合い  

8.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

9.英語の論文・総説 

10.日本語の論文・総説 

11.国際共著論文 

12.異分野共著論文 

13.論文・総説の被引用 

14.分野補正された引用指数（FWCI 等） 
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 15.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

16.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

17.h-index 

18.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

19.プレプリント 

20.報告書の執筆 

21.専門書籍の編集、執筆 

22.学会発表・講演 

23.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

24.ノウハウの創出 

25.学会活動（役職等） 

26.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

27.外部からの賞・表彰 

28.競争的資金など外部資金の獲得数 

29.研究成果がもたらす経済的影響 

30.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

31.研究データの管理・公開・共有・利活用 

32.上記以外の研究活動（具体的に：                        ） 

管理・運営 

33.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

34.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教

育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

35.上記以外の管理・運営（具体的に：                      ） 

教育活動・人材育成 

36.講義・演習担当数 

37.学生による授業評価 

38.教科書等の執筆 

39.研究室・ゼミの学生の指導 

40.博士学生の育成数 

41.学生の生活・履修指導 

42.学生の就職・進学指導 

43.教育改革関係の報告書の執筆 

44.若手研究者の育成  

45.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                    ） 

社会貢献活動 

46.生涯学習支援等 

47.学外の審議会・委員会 

48.マスコミ投稿、掲載、出演 

49.国際貢献 

50.技術支援、技術相談 

51.アウトリーチ活動（公開講座等） 

52.政策や規制、標準活動への貢献  

53.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                          ） 

その他 

54.診療活動、医療活動、教育臨床 

55.上記以外（具体的に：                                ） 

56.特に項目を設けていない 
 

回答番号記入欄  
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Q7-22 Q7-21 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-23 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-23 へ 

3. 運営費交付金配分や私学助成などの国からの経常的資金配分における評価項目・指標 

4. 国立大学法人評価・公立大学法人評価における評価項目・指標 

5. 認証評価における評価項目・指標 

6. 機関内の組織単位の評価における評価項目・指標 

7. 国や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本学術振興会等）によ

る機関・組織単位での競争的資金制度における採択時の審査、実施後の中間・事後評価等

における評価項目・指標 

8. 国や資金配分機関による研究課題の採択時の審査、実施後の中間・事後評価等における評

価項目・指標 

9. 国又は第三者評価機関による教員・研究者等の第三者評価（ポスドク採用、フェローシッ

プ、授賞など）における評価項目・指標 

10. 世界大学ランキングにおける項目・指標 

11. その他（具体的に：                                  ） 

12. この中に参照したものはない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-23 Q7-22 において参照した Q7-21 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における

評価項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q7-21 から最大３つ選

択してください。 

 

1.任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-24 へ 

2.テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-24 へ 

研究活動 

3.成果の学術的価値 

4.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

5.成果の国際水準 

6.挑戦的な課題への取組 

7.成長の度合い  

8.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

9.英語の論文・総説 

10.日本語の論文・総説 

11.国際共著論文 

12.異分野共著論文 

13.論文・総説の被引用 

14.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 15.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

16.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

17.h-index 

18.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

19.プレプリント 

20.報告書の執筆 

21.専門書籍の編集、執筆 

22.学会発表・講演 
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23.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

24.ノウハウの創出 

25.学会活動（役職等） 

26.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

27.外部からの賞・表彰 

28.競争的資金など外部資金の獲得数 

29.研究成果がもたらす経済的影響 

30.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

31.研究データの管理・公開・共有・利活用 

32.上記以外の研究活動（具体的に：                        ） 

管理・運営 

33.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

34.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）教

育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績  

35.上記以外の管理・運営（具体的に：                      ） 

教育活動・人材育成 

36.講義・演習担当数 

37.学生による授業評価 

38.教科書等の執筆 

39.研究室・ゼミの学生の指導 

40.博士学生の育成数 

41.学生の生活・履修指導 

42.学生の就職・進学指導 

43.教育改革関係の報告書の執筆 

44.若手研究者の育成  

45.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                    ） 

社会貢献活動 

46.生涯学習支援等 

47.学外の審議会・委員会 

48.マスコミ投稿、掲載、出演 

49.国際貢献 

50.技術支援、技術相談 

51.アウトリーチ活動（公開講座等） 

52.政策や規制、標準活動への貢献  

53.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                          ） 

その他 

54.診療活動、医療活動、教育臨床 

55.上記以外（具体的に：                                ） 

56.特に項目を設けていない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-24 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・

学部等における業績評価は、何に活用していますか（複数回答）。 

 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-25 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-25 へ 

3. 採用 

4. 給与 
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5. 賞与・一時金・報奨金 

6. 昇任 

7. 雇用継続・任期延長（任期が定められている者のみ） 

8. 研究者の一部業務の免除（研究時間の確保など） 

9. 内部での表彰・賞 

10. 評価が悪かった研究者に対する指導 

11. 研究者の基盤的研究費の配分 

12. スペースの配分 

13. その他（具体的に：                             ） 
                                       

回答番号記入欄  

 

Q7-25 任期付きの研究者（テニュアトラック研究者以外）個人の業績評価について、貴機関・

学部等では現在の業績評価方法についてどのようなことが課題となっていますか。（複

数回答） 
 

1. 任期なし（常勤）の研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-26 へ 

2. テニュアトラック研究者個人の業績評価と同様 ⇒Q7-26 へ 

実施・方法 

3. 研究分野間の比較 

4. 基礎研究と応用研究の比較 

5. 人文・社会科学に関する研究成果の把握 

6. 短期での研究成果の評価 

研究成果による経済的・社会的影響の把握 

7. 教育活動の評価手法の確立 

8. 管理運営の評価手法の確立  

9. 社会貢献活動の評価手法の確立  

10. 組織目標と整合した目標設定  

11. 各評価項目から総合的な評価を決定する方法（重み付けなど）  

12. 評価結果と研究者の評判や総合的印象のミスマッチ  

13. 誰を評価者とするか  

14. 評価者の養成（研修等）  

15. クレームへの対応 

16. 評価実施の負荷  

17. 評価を行うための情報システムの整備  

18. 評価結果の活用方法  

19. 評価結果の開示（内容、範囲）  

20. ピアレビューの実施方法  

21. 客観的指標の設定方法  

22. 分野によって適切な成果指標が異なり共通的指標を設定できない  

効果 

23. 研究者の活動への改善効果が出ない  

24. 研究者のモチベーション向上効果がでない  

25. 業績に結び付かない能力や努力が評価できない  

26. 達成度を上げるために目標が低く設定される  

27. 間接業務など、目立たない仕事が評価されにくい  

28. 評価を意識しすぎて短期志向となり、大きな成果がでにくい  

29. 研究活動が自己完結的となり、研究コミュニティや組織運営への貢献が少なくなる  

その他 

30. 研究者の理解、協力、納得  
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31. その他（具体的に                             ） 

32. 課題はない 

 

回答番号記入欄  

 

Q7-26 月給制の研究者と年俸制の研究者（任期の有無は問わない）とで、業績評価の目的や評

価方法等に異なっている点はありますか。（１つだけ） 

 

1. 業績評価の目的や評価方法等は同じ 

2. 業績評価の目的や評価方法等が異なる 

3. 月給制のみ 又は 年俸制のみ 

 

回答番号記入欄  

 

８．教員・研究者の採用 
 

Q8-1 教員・研究者の採用の際の審査等の方法について、貴機関内のどの単位で決定されていま

すか。（１つだけ） 

 

1. 機関全体 ⇒回答区分が機関全体の場合（機関単位でご回答いただいている場合）は Q8-2

へ 異なる場合は Q9-1 へ 

2. 【大学のみ】学部等 ⇒回答区分が学部等の場合（学部等の単位でご回答いただいている

場合）は Q8-2 へ 異なる場合は Q9-1 へ 

3. その他（                              ）⇒Q8-2 へ  

 

回答番号記入欄  

 

Q8-2 特に若手の教員・研究者の採用審査時に通常行っている事項について、あてはまるものす

べて選択してください。 

 

審査委員会の構成 

1.審査委員会の構成員に当該学部等の教員・研究者を含む 

2.審査委員会の構成員に機関内の当該学部等以外の教員・研究者を含む 

3.審査委員会の構成員に国内の他機関の教員・研究者を含む 

4.審査委員会の構成員に海外の他機関の教員・研究者を含む 

5.その他（具体的に                             ） 

審査委員会構成員以外からのレビュー情報の収集 

6.被評価者から推薦者による推薦状の提出を求める 

7.審査委員会が国内の他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する 

8.審査委員会が海外の他機関の教員・研究者にレビュー書類（意見書）作成を依頼する 

9.その他（具体的に：                            ） 

その他 

10.上記以外（具体的に：                           ） 

 

回答番号記入欄  
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Q8-3 特に若手の教員・研究者を採用する際に、考慮している評価項目はどれですか。（複数回

答） 

 

研究活動 

1.成果の学術的価値 

2.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3.成果の国際水準 

4.挑戦的な課題への取組  

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6.英語の論文・総説 

7.日本語の論文・総説 

8.国際共著論文 

9.異分野共著論文 

10.論文・総説の被引用 

11.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 12.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

13.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14.h-index 

15.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

16.プレプリント 

17.報告書の執筆 

18.専門書籍の編集、執筆 

19.学会発表・講演 

20.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

21.ノウハウの創出 

22.学会活動（役職等） 

23.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24.外部からの賞・表彰 

25.競争的資金など外部資金の獲得数 

26.研究成果がもたらす経済的影響 

27.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28.研究データの管理・公開・共有・利活用 

29.上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

31.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績 

32.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33.講義・演習担当数 

34.学生による授業評価 

35.教科書等の執筆 

36.研究室・ゼミの学生の指導 

37.博士学生の育成数 

38.学生の生活・履修指導 

39.学生の就職・進学指導 

40.教育改革関係の報告書の執筆 

41.若手研究者の育成  

42.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                ） 
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社会貢献活動 

43.生涯学習支援等 

44.学外の審議会・委員会 

45.マスコミ投稿、掲載、出演 

46.国際貢献 

47.技術支援、技術相談  

48.アウトリーチ活動（公開講座等） 

49.政策や規制、標準活動への貢献 

50.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                    ） 

その他 

51.診療活動、医療活動、教育臨床 

52.上記以外（具体的に：                           ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q8-4 Q8-3 の評価項目を設定した際に、参照したものがあればすべて選択してください。 

 

1. 第三者評価（法人評価）における指標 

2. 認証評価における指標 

3. 機関内の特定の組織単位で研究開発活動を含む評価における指標 

4. 国（文部科学省等）や資金配分機関（科学技術振興機構、日本医療研究開発機構、日本

学術振興会等）による採択時の審査、実施後の中間評価、事後評価、追跡評価等におけ

る指標 

5. 国又は第三者評価機関による機関内に所属する教員・研究員等の研究開発業績に関する

第三者評価における指標 

6. その他（具体的に：                             ） 

 

回答番号記入欄  

 

Q8-5 Q8-4 において参照した Q8-3 の評価項目・指標のうち、特に貴機関・学部等における評価

項目・指標の設定に影響を与えた代表的な評価項目・指標を Q8-3 から最大３つ選択して

ください。 

 

研究活動 

1.成果の学術的価値 

2.成果がもたらす社会・経済・文化的な効果の価値 

3.成果の国際水準 

4.挑戦的な課題への取組  

5.学際・融合領域・領域間連携研究への取組 

6.英語の論文・総説 

7.日本語の論文・総説 

8.国際共著論文 

9.異分野共著論文 

10.論文・総説の被引用 

11.分野補正された引用指数（FWCI 等） 

 12.被引用数の高い論文数（トップ〇％論文等） 

13.論文掲載誌の平均引用数（インパクトファクター（IF）等） 

14.h-index 
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15.オルトメトリクス（論文の SNS やニュースでの取り上げ回数など）  

16.プレプリント 

17.報告書の執筆 

18.専門書籍の編集、執筆 

19.学会発表・講演 

20.特許・実用新案の出願・登録・ライセンシング 

21.ノウハウの創出 

22.学会活動（役職等） 

23.国際連携（国際共著論文以外の活動 例：国際会議への参加 等）  

24.外部からの賞・表彰 

25.競争的資金など外部資金の獲得数 

26.研究成果がもたらす経済的影響 

27.研究成果がもたらす社会的影響（経済面以外の文化・政策・専門職業など）  

28.研究データの管理・公開・共有・利活用 

29.上記以外の研究活動（具体的に：                      ） 

管理・運営 

30.役職（学部長、学科長、内部委員等） 

31.貴機関・学部又は内部組織（センター等）の設置趣旨に即した特定業務（（教員の場合）

教育・（研究者の場合）研究サポート及び研究以外）の実績 

32.上記以外の管理・運営（具体的に：                     ） 

教育活動・人材育成 

33.講義・演習担当数 

34.学生による授業評価 

35.教科書等の執筆 

36.研究室・ゼミの学生の指導 

37.博士学生の育成数 

38.学生の生活・履修指導 

39.学生の就職・進学指導 

40.教育改革関係の報告書の執筆 

41.若手研究者の育成  

42.上記以外の教育活動・人材育成（具体的に：                ） 

社会貢献活動 

43.生涯学習支援等 

44.学外の審議会・委員会 

45.マスコミ投稿、掲載、出演 

46.国際貢献 

47.技術支援、技術相談  

48.アウトリーチ活動（公開講座等） 

49.政策や規制、標準活動への貢献 

50.上記以外の社会貢献活動（具体的に：                    ） 

その他 

51.診療活動、医療活動、教育臨床 

52.上記以外（具体的に：                           ） 

 

回答番号記入欄  
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９．その他 
 
Q9-1 貴機関・学部等における研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研

究者では求められる役割が異なることも想定されますが、何か工夫している点があれば、

具体的に記載ください。（自由回答） 

 

Q9-2 貴機関・学部等は、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知っていま

したか？貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

※宣言の内容等については、よろしければ用語の解説をご覧ください。 

 

1. 当該宣言の存在を知らなかった 

2. 当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない 

3. 当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている 

 

回答番号記入欄  

 

Q9-3 貴機関・学部等では、「研究計量に関するライデン声明」があることを知っていましたか？ 

貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

※声明の内容等については、よろしければ用語の解説をご覧ください。 

 

1. 当該声明の存在を知らなかった 

2. 当該声明について、当部署は知っているが、他の部署は知らない 

3. 当該声明について、当部署以外の他部署も知っている 

 

回答番号記入欄  
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Q9-4 評価指針においては、研究者等の業績評価に関し、質を重視した評価を行うことを奨励し

ている他、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」では研究者の雇用、昇進や助成の

決定に際し、研究論文の質を計る代替方法として、インパクトファクターのような雑誌

ベースの数量的指標を用いないよう指摘されるなど、様々な議論がされています。貴機関・

学部等において数量的指標の利用に関して課題がもしあれば、具体的に記載してください。

（自由回答） 

 

Q9-5 論文掲載誌のインパクトファクター（IF）を含む雑誌単位の定量的指標を利用するに当た

って注意している点又は利用していないが研究者にインパクトファクター等重視の傾向

が見られる場合がありますか。あれば業績評価において注意されている点等、具体的に記

載してください。（自由回答） 
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Q9-6 研究開発評価について、評価者・被評価者の立場にかかわらず、感じている課題があれば、

自由にご回答ください。（自由回答） 

 

Q9-7 評価の見直しを行った際の改善点があれば、具体的に記載してください。（評価システム

全体、評価方法、評価項目、評価基準、評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改

善、人文・社会科学に関する研究成果を把握するための課題と改善策等）（自由回答） 

以上 
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(5) アンケート調査票（資金配分機関用） 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価

指針」の活用状況と課題に関するアンケート 
（資金配分機関用） 

令和３年１１月 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

 

 本調査票は、独立行政法人のうち、資金配分機関用の様式です。 

特に記載がない限り、回答日現在の状況をお答え下さい。また、一部の回答不要な設問は省略

しておりますのでご留意ください。 

 本アンケートは、ウェブ画面にてご回答いただくか、ウェブサイト上から調査票をダウンロー

ドの上、メール添付で返送いただくことが可能です。ウェブ画面にてご回答いただく場合、シス

テムの仕様上、回答の途中で仮保存することができませんので、ご了承いただきますようお願い

いたします。 

本調査票をメール添付での返送によりご回答いただく場合は、選択肢から回答を選ぶ設問に

ついては、選択した回答の番号を回答番号記入欄に記入ください。また、一部の方のみを対象と

する設問については、対象者以外の方はお答えいただかなくても結構です。 

 なお、回答いただいた皆様には、まとまり次第、調査結果を電子メールにてフィードバックい

たしますのでご参考として活用いただければ幸いです。 
 

 

ご記入される方の連絡先をご記入ください 

【重要】 ご役職、ご氏名、ご連絡先(電話)、ご連絡先(電子メール)[※印の項目]につきましては、
個人情報となりますので、別紙「令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価
指針」の活用状況と課題に関するアンケート調査ご協力のお願い」の説明文を読み、了解、承
諾された上で記入ください。 
 なお、いただいた個人情報については、アンケート回答内容の確認、結果のフィードバック、
インタビュー調査の依頼（任意）のみに利用します。 

 
＜ご記入欄＞ 
 

機関名 
 

 

ご所属（部署） 
 

 

ご役職※ 
 

 
ご氏名※ 

 

 

ご連絡先 

（電話）※ 

 

 
ご連絡先 

（電子メール）※ 
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■機関のプロフィール 
 

Q2-2 貴機関における研究内容の学問別区分について該当するすべてを選んでください。複数

の分野にわたって研究が行われている場合には，関係する分野をそれぞれ選んでください。 

 

1. 文学 

2. 法学 

3. 経済学 

4. その他の人文・社会科学 

5. 理学 

6. 工学 

7. 農学 

8. 保健（医学・歯学・薬学） 

9. 保健（その他） 

10. 家政学 

11. 教育学 

12. その他 

 

※学問区分は、総務省「令和３年科学技術研究調査」（基幹統計）と同様の定義とします。 

※独立行政法人において、総務省「令和３年科学技術研究調査」の回答時点と変更等がない場合

は、調査票乙【6】に回答した内容と同様で結構です 。 

 

 

回答番号記入欄  

 

３．文科省指針の活用状況等 
 
Q3 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（以下「評価指針」という。）」（平成

14 年 6 月 20 日文部科学大臣決定（最終改定平成 29 年 4 月 1 日））についてお伺いします。 

 

Q3-1 貴機関では、当該「評価指針」があることを知っていましたか？ 貴機関の状況に近いと

思われるものを選択してください。（１つだけ） 

 

1. 当該評価指針の存在を知らなかった 

2. 当該評価指針について、当部署は知っているが、機関内で広く共有はされていない 

3. 当該評価指針について、機関内で広く共有されている 

 

回答番号記入欄  

 

Q3-2 貴機関では、当該「評価指針」を活用していますか。あてはまるものを選択してください。

（複数回答） 

※ 本評価指針は、平成 29 年 4 月 1 日付で、文部科学省科学技術・学術政策局長の通知（件名：

「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定について）がなされています。 

※ 評価指針の概要については、よろしければ事務連絡別添をご覧ください。また指針全文の掲

載先は、「用語等説明書」に研究開発評価に関する参考情報等として掲載先 URL を記載して

おります。 

※ 活用の程度を問わず、評価指針を一部でも参考にして評価を実施している場合は、「活用し

ている」とご回答ください。 
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1. 研究開発機関等の評価をする際に活用している ⇒Q4-1 へ 

2. 研究開発課題の評価をする際に活用している ⇒Q4-1 へ   

3. 教員・研究者等の業績評価をする際に活用している ⇒Q4-1 へ   

4. 用語等の使い方を確認する上での参考資料として活用している ⇒Q4-1 へ 

5. その他の面で活用している ⇒Q4-1 へ  

6. 活用していない ⇒Q3-3 へ 

 

回答番号記入欄  

 

Q3-3 活用していない理由について、あてはまるものを選択してください。（複数回答） 

 

1. 当機関では、研究開発評価を実施していない ⇒Q9-1 へ 

2. 「評価指針」を読んだことがない 

3. 「評価指針」は、当機関で実施している評価に即しておらずあまり参考にならない 

4. 「評価指針」の表現（用語、文章等）が分かりにくい 

5. 「評価指針」の全体構成（段落、内容の流れ等）が不明瞭で、当機関に関連する部分が

わかりにくい 

6. 「評価指針」とは別に、自機関で評価指針を設定している 

7. 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」又は文部科学省以外の府省が策定した評価指

針等を主に参考にしている 

8. 当機関では、国費を用いた研究開発を実施していない 

9. その他（具体的に：                              ） 

 

回答番号記入欄  

 

４．研究開発課題の評価 
 

本アンケートでは貴機関内部での研究資金配分制度などにおいて主体的に実施している研究

開発課題の評価を対象とします。評価を受ける立場（被評価者）として外部から評価される研究

課題評価は対象としておりません。 

 

Q4-1 貴機関が主体的に実施している研究開発課題（機関内ファンド、資金配分機関においては

取り扱っている研究開発課題 等）の評価を実施していますか。（１つだけ） 

 

1. 実施している 

2. 実施していない ⇒Q9-1 へ 

 

回答番号記入欄  
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Q4-2 貴機関内の研究開発課題の評価について改善の好事例などがもしあれば、どのような改

善をしたか、具体的に記載ください。（自由回答） 

 

９．その他 
 
Q9-1 貴機関・学部等における研究者の業績評価の実施において、若手研究者と中堅・シニア研

究者では求められる役割が異なることも想定されますが、何か工夫している点があれば、

具体的に記載ください。（自由回答） 
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Q9-2 貴機関・学部等は、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」があることを知っていま

したか？貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

※宣言の内容等については、よろしければ用語の解説をご覧ください。 

 

1. 当該宣言の存在を知らなかった 

2. 当該宣言について、当部署は知っているが、他の部署は知らない 

3. 当該宣言について、当部署以外の他部署も知っている 

 

回答番号記入欄  

 

Q9-3 貴機関・学部等では、「研究計量に関するライデン声明」があることを知っていましたか？ 

貴機関の状況に近いと思われるものに選択してください。（１つだけ） 

※声明の内容等については、よろしければ用語の解説をご覧ください。 

 

1. 当該声明の存在を知らなかった 

2. 当該声明について、当部署は知っているが、他の部署は知らない 

3. 当該声明について、当部署以外の他部署も知っている 

 

回答番号記入欄  

 

Q9-4 評価指針においては、研究者等の業績評価に関し、質を重視した評価を行うことを奨励し

ている他、「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」では研究者の雇用、昇進や助成の

決定に際し、研究論文の質を計る代替方法として、インパクトファクターのような雑誌

ベースの数量的指標を用いないよう指摘されるなど、様々な議論がされています。貴機関・

学部等において数量的指標の利用に関して課題がもしあれば、具体的に記載してください。

（自由回答） 
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Q9-5 論文掲載誌のインパクトファクター（IF）を含む雑誌単位の定量的指標を利用するに当た

って注意している点又は利用していないが研究者にインパクトファクター等重視の傾向

が見られる場合がありますか。あれば業績評価において注意されている点等、具体的に記

載してください。（自由回答） 

 

Q9-6 研究開発評価について、評価者・被評価者の立場にかかわらず、感じている課題があれば、

自由にご回答ください。（自由回答） 
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Q9-7 評価の見直しを行った際の改善点があれば、具体的に記載してください。（評価システム

全体、評価方法、評価項目、評価基準、評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改

善、人文・社会科学に関する研究成果を把握するための課題と改善策等）（自由回答） 

 

以上 
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(6) 用語等説明書 

 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」 

の活用状況と課題に関する調査アンケート 

用語等説明書 

 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式

会社 

（調査委託元：文部科学省） 

 

本調査の目的 

文部科学省の所掌する研究開発は研究者の自由な発想を源泉とする学術研究から特

定の政策目的を実現する大規模プロジェクトに至るまで広範に渡っています。その研究

開発評価については、現在、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 28 年 12 月 21 日 

内閣総理大臣決定）（以下「大綱的指針」という。）及び「文部科学省における研究及び開

発に関する評価指針」（平成 14 年 6 月 20 日（最終改定 平成 29 年 4 月 1 日）））（以下

「評価指針」という。）に基づき、研究開発の特徴や性格を踏まえた評価が行われていま

す。 

この「評価指針」では、「文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価システムの適切な

運用を確保するとともに、その改善を図る観点から、評価の在り方について評価者や被

評価者等からの意見聴取に努めるなど、評価の検証を適時行い、評価の質の向上や評価

システムの改善に努める」こととしています（「評価指針」1.3 評価システムの構築）。 

本調査は、国公私立大学、大学共同利用機関、資金配分機関を含む文部科学省関係の

独立行政法人（本アンケートにおいてこれらの対象を「機関」という。）を対象に、実

務における評価指針の活用状況や課題等を把握するとともに、今後の効果的・効率的な

評価指針の活用方策等について調査・分析することを目的としています。 

ご多忙中、恐縮ですが、本アンケートにご協力賜りますようお願い申し上げます。 
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回答上の注意点、用語の定義等 

①「研究開発」 

「研究開発」は、「事物・機能・現象等について新しい知識を得るために、又は既存の知識

の新しい活用の道を開くために行われる創造的な努力及び探求」269を指すものとします。 

自然科学系のものだけでなく、人文学・社会科学系のものも含まれます。いわゆる「文

科系」領域のみを専門とする学部等の組織で構成される機関においてもご回答ください。 

「評価」は、段階判定などの価値判断を行うものに限定せず、研究開発活動やその成

果に関する情報の収集・加工や分析等を含めた広い概念とします。 

 

②「研究評価に関するサンフランシスコ宣言（DORA）」270 

 科学研究の成果を助成機関や研究機関などの諸団体が評価する方法の改善を目指

し、2012 年 12 月にサンフランシスコで開催された米国細胞生物学会（ASCB）年次会

議で、学術雑誌の編集者と出版者のグループが議論した内容をもとにまとめた一連の勧

告。 

 

③「研究計量に関するライデン声明」271 

 科学計量学の研究者らが、研究評価における計量データの利用についてのベストプ

ラクティスや注意点を示したものであり、研究者、管理者、評価者の全てに対する、計

量データに立脚した研究評価のガイドライン272。 

 

④データベース 

表計算ソフト（Excel 等）で情報を整理してデータベースとして活用している場合も

含めてお考えください。 

 

 

  

 
269 総務省統計局「科学技術研究調査」における「研究」の定義です。 
270 https://sfdora.org/read/read-the-declaration-japanese/ 
271 https://www.nature.com/articles/520429a 
272 https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-STIH2-4-00050.pdf 
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研究開発評価に関する参考情報等 

文部科学省のウェブサイト（トップ > 科学技術・学術 > 研究費、研究開発評価 > 

研究開発評価）に研究開発評価に関する以下の関連資料が掲載されています。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/hyouka/main11_a4.htm 

⚫ 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針 

⚫ 文部科学省研究開発評価シンポジウム 

⚫ 研究開発評価人材育成研修 

⚫ 文部科学省研究開発評価ワークショップ 

⚫ 研究開発評価推進調査委託事業 

➢ 平成 19 年度から令和2年度までの委託調査報告書 

➢ 毎年度、テーマを定めて国内外の研究開発評価の状況に関する調査を実施 
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(7) 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（概要） 
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２．検討会名簿 

 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の 

活用状況と課題に関する調査・分析検討会 

名 簿 
 

（敬称略、委員長を除き委員は５０音順） 

委員長 

林 隆之  政策研究大学院大学 教授 

 

委員 

伊地知 寛博 成城大学 社会イノベーション学部 教授 

 

栗本 英和 名古屋大学 教授・教養教育院副院長 

 

佐々木 結 京都大学 学術研究支援室（KURA) 

 リサーチ・アドミニストレーター（主任） 

 

鈴木 博之  東京大学 物性研究所 高度学術専門職員 

 

水島 昇 東京大学 大学院医学系研究科 分子生物学分野 教授 

 

文部科学省 

佐野 多紀子 文部科学省 科学技術・学術政策局 科学技術・学術戦略官 

（制度改革・調査担当） 

久保 智裕 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 

               評価・研究開発法人支援室 室長補佐 

笹原 央 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課  

評価・研究開発法人支援室 専門職 

草野 美音 文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発戦略課 

                    評価・研究開発法人支援室 

 

事務局 

上野 裕子 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 政策研究事業本部 

                     経済政策部 主任研究員 

長尾 尚訓 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 政策研究事業本部 

                     研究開発部 主任研究員 

林 マリア 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株) 政策研究事業本部 

                       研究開発部 研究員 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度研究開発評価推進調査委託事業 

 

令和３年度「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の 

活用状況と課題に関する調査・分析 

報告書 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2022年 3月 

 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

〒105-8501 東京都港区虎ノ門五丁目 11番 2号 

電話：03-6733-3426 

メールアドレス：scirex@murc.jp  
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